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二
号
と
し
、
同
項
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
、
同
項
を
同
条
共
助
社
会
づ
く
り
課
の

項
と
す
る
。

一

共
助
社
会
づ
く
り
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

第
七
条
の
二
防
犯
・
交
通
安
全
課
の
項
第
六
号
及
び
第
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六

埼
玉
県
自
転
車
の
安
全
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
条
例
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

七

防
犯
の
ま
ち
づ
く
り
に
係
る
総
合
的
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

第
七
条
の
二
防
犯
・
交
通
安
全
課
の
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

八

埼
玉
県
防
犯
の
ま
ち
づ
く
り
推
進
条
例
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

九

前
各
号
の
ほ
か
、
交
通
安
全
対
策
及
び
防
犯
の
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
こ
と
。

第
七
条
の
三
危
機
管
理
課
の
項
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
規
定
中
「
地
震
対
策
」
を
「
震
災

予
防
」
に
改
め
、
同
項
中
第
十
号
を
削
り
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
同
条
消
防
防
災
課
の
項

中
第
十
五
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十

一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
二

大
規
模
地
震
の
予
知
へ
の
対
応
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

第
七
条
の
四
環
境
政
策
課
の
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第

十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
十
三
号
を
第
十
二
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。

十
三

放
射
線
に
係
る
測
定
及
び
対
策
（
他
の
機
関
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
。
）

に
関
す
る
こ
と
。

第
七
条
の
四
温
暖
化
対
策
課
の
項
第
五
号
中
「
環
境
政
策
課
」
を
「
エ
コ
タ
ウ
ン
課
」
に
改
め
、

同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

エ
コ
タ
ウ
ン
課



一

埼
玉
エ
コ
タ
ウ
ン
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

二

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
有
効
利
用
に
係
る
総
合
的
企
画
及
び
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

第
八
条
高
齢
介
護
課
の
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
の
施
行
（
老
人
ホ
ー
ム
及
び
高
齢
者
生
活

支
援
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。

）
に
関
す
る
こ
と
。

第
八
条
障
害
者
自
立
支
援
課
の
項
第
三
号
中
「
障
害
児
施
設
給
付
費
」
を
「
障
害
児
入
所
給
付

費
」
に
、
「
知
的
障
害
児
施
設
」
を
「
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
及
び
障
害
児
入
所
施
設
」
に
改

め
、
同
条
福
祉
監
査
課
の
項
第
四
号
中
「
知
的
障
害
児
施
設
等
」
を
「
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の

事
業
及
び
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
」
に
、
「
障
害
児
施
設
給
付
費
」
を
「
障
害
児
通
所
給
付
費

及
び
障
害
児
入
所
給
付
費
」
に
改
め
、
同
条
少
子
政
策
課
の
項
第
九
号
中
「
平
成
二
十
二
年
度
に

お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
」
を
「
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の

支
給
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
に
改
め
る
。

第
九
条
健
康
づ
く
り
支
援
課
の
項
中
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
、
同
項
を
同
条
健
康
長
寿
課
の

項
と
す
る
。

一

健
康
長
寿
埼
玉
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
条
産
業
支
援
課
の
項
中
第
十
九
号
を
削
り
、
第
二
十
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
二
十
一
号

を
第
二
十
号
と
し
、
同
条
産
業
拠
点
整
備
課
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

産
業
拠
点
整
備
課

一

西
部
地
域
振
興
ふ
れ
あ
い
拠
点
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

二

東
部
地
域
振
興
ふ
れ
あ
い
拠
点
施
設
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

三

北
部
地
域
振
興
交
流
拠
点
施
設
の
整
備
の
検
討
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
条
勤
労
者
福
祉
課
の
項
中
第
十
六
号
を
削
り
、
第
十
七
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
八
号

を
第
十
七
号
と
し
、
同
条
就
業
支
援
課
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

ウ
ー
マ
ノ
ミ
ク
ス
課

一

就
業
環
境
の
整
備
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

二

女
性
の
就
業
支
援
（
他
の
機
関
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く

。
）
に
関
す
る
こ

と
。

三

事
業
所
内
保
育
所
の
設
置
の
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

四

地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
と
の
連
絡
調
整
（
埼
玉
版
ウ
ー
マ
ノ
ミ
ク
ス
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
推

進
に
係
る
も
の
に
限
る
。

）
に
関
す
る
こ
と
。

五

前
各
号
の
ほ
か
、
埼
玉
版
ウ
ー
マ
ノ
ミ
ク
ス
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
一
条
農
業
政
策
課
の
項
第
十
二
号
中
「
農
業
支
援
課
」
を
「
他
の
機
関
」
に
改
め
、
同
条

生
産
振
興
課
の
項
中
第
二
十
号
を
第
二
十
一
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ



繰
り
下
げ
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

国
際
農
業
交
流
（
試
験
研
究
に
係
る
も
の
に
限
る
。

）
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
一
条
森
づ
く
り
課
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

全
国
育
樹
祭
課

第
三
十
七
回
全
国
育
樹
祭
の
開
催
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
三
条
都
市
計
画
課
の
項
第
七
号
中
「
（

流
域
別
下
水
道
整
備
総
合
計
画
の
策
定
、
市
町
村

下
水
道
の
事
業
計
画
の
認
可
及
び
建
設
の
支
援
並
び
に
終
末
処
理
場
の
維
持
管
理
に
係
る
措
置
勧

告
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。

）
」
を
削
り
、
同
項
十
三
号
中
「

（
下
水
道
局
に
お
い
て
所
掌
す
る

も
の
を
除
く
。
）

、
浦
和
パ
ー
キ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
」
を
削
り
、
同
条
住
宅
課
の
項
第
十
三
号
中

「
施
行
」
の
下
に
「
（

高
齢
介
護
課
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く

。
）

」
を
加
え
る
。

第
十
七
条
の
表
埼
玉
県
浦
和
県
税
事
務
所
の
項
中
「
埼
玉
県
浦
和
県
税
事
務
所
」
を
「
埼
玉
県

さ
い
た
ま
県
税
事
務
所
」
に
、
「
の
う
ち
中
央
区
、
桜
区
、
浦
和
区
、
南
区
、
緑
区
」
を
「

（
岩

槻
区
を
除
く
。

）
」
に
改
め
、
同
表
埼
玉
県
大
宮
県
税
事
務
所
の
項
を
削
る
。

第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
中
「
地
方
消
費
税
」
を
「
県
民
税
（
利
子
割
、
配
当
割
及
び
株
式
等

譲
渡
所
得
割
に
限
る
。

）
、
地
方
消
費
税
、
県
た
ば
こ
税
」
に
、
「
及
び
自
動
車
税
」
を
「
、
自

動
車
税
及
び
鉱
区
税
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
埼
玉
県
浦
和
県
税
事
務
所
」
を
「
埼
玉
県
さ

い
た
ま
県
税
事
務
所
」
に
改
め
、
「
、
埼
玉
県
大
宮
県
税
事
務
所
に
お
い
て
は
地
方
消
費
税
に
関

す
る
事
務
及
び
大
宮
合
同
庁
舎
の
管
理
に
関
す
る
事
務
を
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
第
一
号
中
「
自

動
車
取
得
税
」
を
「
自
動
車
取
得
税
等
（
県
民
税
（
利
子
割
、
配
当
割
及
び
株
式
等
譲
渡
所
得
割

に
限
る
。

）
、
県
た
ば
こ
税
、
自
動
車
取
得
税
及
び
鉱
区
税
並
び
に
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
及
び
軽

油
引
取
税
（
さ
い
た
ま
市
（
岩
槻
区
を
除
く

。

）
、
川
口
市
、
鴻
巣
市
、
上
尾
市
、
蕨
市
、
戸
田

市
、
桶
川
市
、
北
本
市
及
び
北
足
立
郡
の
区
域
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
自
動
車
取
得
税
」
を
「
自
動
車
取
得
税
等
」

に
改
め
、
「
徴
収
嘱
託
」
の
下
に
「
並
び
に
地
方
税
の
徴
収
受
託
」
を
加
え
、
同
項
第
五
号
中
「
自

動
車
取
得
税
」
を
「
自
動
車
取
得
税
等
」
に
改
め
、
「
還
付
」
の
下
に
「
並
び
に
特
別
徴
収
義
務

者
に
対
す
る
特
別
徴
収
交
付
金
の
交
付
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

六

地
方
消
費
税
に
関
す
る
こ
と
。

七

大
宮
合
同
庁
舎
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
九
条
第
二
項
の
表
中

「

埼
玉
県
自
動
車
税
事
務
所
熊
谷
支
所

熊
谷
市

」
を

「

埼
玉
県
自
動
車
税
事
務
所
大
宮
支
所

さ
い
た
ま
市

に

埼
玉
県
自
動
車
税
事
務
所
熊
谷
支
所

熊
谷
市

」

改
め
る
。



第
三
章
第
二
節
第
六
款
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
款

削
除

第
五
十
四
条
か
ら
第
五
十
六
条
ま
で

削
除

第
百
六
十
一
条
中
「
総
務
・
企
画
室
」
を
「
企
画
・
総
務
室
」
に
、
「
試
験
研
究
室
」
を
「
技

術
支
援
室
」
に
、
「
技
術
革
新
支
援
室
」
を
「
事
業
化
支
援
室
」
に
改
め
る
。

第
百
八
十
七
条
の
表
中

「

埼
玉
県
私
立
学
校
審

私
立
学
校
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
私
立
大
学
及
び
私
立
高

議
会

等
専
門
学
校
以
外
の
私
立
学
校
並
び
に
私
立
専
修
学
校
及
び

私
立
各
種
学
校
の
設
置
等
に
つ
い
て
の
審
議
、
こ
れ
ら
の
学

課

校
を
設
置
す
る
法
人
の
設
立
等
に
つ
い
て
の
審
議
並
び
に
こ

れ
ら
の
学
校
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
知
事
に
対
す

事

を

る
建
議
並
び
に
私
立
学
校
振
興
助
成
法
第
十
二
条
の
二
の
規

定
に
よ
る
学
校
法
人
に
対
す
る
是
正
命
令
に
つ
い
て
の
審
議

学

並
び
に
同
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
学
校
法
人
に
対
す
る

勧
告
に
つ
い
て
の
審
議
に
関
す
る
事
務

」

「

埼
玉
県
私
立
学
校
審

私
立
学
校
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
私
立
大
学
及
び
私
立
高

議
会

等
専
門
学
校
以
外
の
私
立
学
校
並
び
に
私
立
専
修
学
校
及
び

私
立
各
種
学
校
の
設
置
等
に
つ
い
て
の
審
議
、
こ
れ
ら
の
学

課

校
を
設
置
す
る
法
人
の
設
立
等
に
つ
い
て
の
審
議
並
び
に
こ

れ
ら
の
学
校
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
知
事
に
対
す

る
建
議
並
び
に
私
立
学
校
振
興
助
成
法
第
十
二
条
の
二
の
規

事

に

定
に
よ
る
学
校
法
人
に
対
す
る
是
正
命
令
に
つ
い
て
の
審
議

並
び
に
同
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
学
校
法
人
に
対
す
る

勧
告
に
つ
い
て
の
審
議
に
関
す
る
事
務

学

埼
玉
県
私
立
学
校
助

知
事
の
諮
問
に
応
じ
、
私
立
学
校
に
対
す
る
各
年
度
の
運
営

成
審
議
会

費
補
助
金
の
配
分
の
基
本
方
針
そ
の
他
振
興
助
成
に
関
す
る

重
要
事
項
に
つ
い
て
の
審
議
に
関
す
る
事
務

」

改
め
、
同
表
埼
玉
県
障
害
者
施
策
推
進
協
議
会
の
項
中
「
第
二
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
六

条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
表
中

「

埼
玉
県
障
害
者
介
護

障
害
者
自
立
支
援
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
知
事
の
諮

課

給
付
費
等
不
服
審
査

問
に
応
じ
、
市
町
村
の
介
護
給
付
費
等
に
係
る
処
分
に
対
す

援

会

る
審
査
請
求
の
事
件
に
つ
い
て
調
査
審
議
す
る
。

支



立

を

自者害障

」

「

埼
玉
県
障
害
者
介
護

障
害
者
自
立
支
援
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
知
事
の
諮

課

給
付
費
等
不
服
審
査

問
に
応
じ
、
市
町
村
の
介
護
給
付
費
等
又
は
地
域
相
談
支
援

援

会

給
付
費
等
に
係
る
処
分
に
対
す
る
審
査
請
求
の
事
件
に
つ
い

支

て
調
査
審
議
す
る
。

立

に

埼
玉
県
障
害
児
通
所

児
童
福
祉
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
知
事
の
諮
問
に
応

自

給
付
費
等
不
服
審
査

じ
、
市
町
村
の
障
害
児
通
所
給
付
費
等
に
係
る
処
分
に
対
す

者

会

る
審
査
請
求
の
事
件
に
つ
い
て
調
査
審
議
す
る
。

害障

」

改
め
、
同
表
埼
玉
県
児
童
福
祉
審
議
会
の
項
中
「
第
一
項
及
び
」
を
削
る
。

第
百
八
十
八
条
第
三
項
の
表
福
祉
監
査
課
の
項
を
削
り
、
同
表
健
康
づ
く
り
支
援
課
及
び
疾
病

対
策
課
の
項
中
「
健
康
づ
く
り
支
援
課
」
を
「
健
康
長
寿
課
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
二
（
第
百
八
十
九
条
、
第
百
九
十
三
条
関
係
）

職

職

務

主

任
専

門

員

上
司
の
命
を
受
け
、
事
務
又
は
技
術
で
知
識
、
経
験
等
を
必
要
と
す
る
相

当
困
難
な
も
の
に
従
事
す
る
。

専

門

員

上
司
の
命
を
受
け
、
事
務
又
は
技
術
で
知
識
、
経
験
等
を
必
要
と
す
る
も

の
に
従
事
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
機
関
に
勤
務
し
て
い
る
者
は
、
別
に
辞

令
を
発
せ
ら
れ
な
い
限
り
、
同
一
の
職
に
よ
り
、
同
表
の
上
欄
に
対
応
す
る
下
欄
に
掲
げ
る
機

関
に
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。

総
務
部
特
別
徴
収
対
策
課

総
務
部
個
人
県
民
税
対
策
課

県
民
生
活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課

県
民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課

保
健
医
療
部
健
康
づ
く
り
支
援
課

保
健
医
療
部
健
康
長
寿
課

埼
玉
県
浦
和
県
税
事
務
所

埼
玉
県
さ
い
た
ま
県
税
事
務
所



規

則

埼
玉
県
本
庁
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
本
庁
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

埼
玉
県
本
庁
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
第
十
二
号
知
事
決
裁
事
項
の
欄

を
削
る
。

14

別
表
第
四
企
画
財
政
部
の
表
財
政
課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
６
中
「
を
総
務
大
臣
に

報
告
し
、
及
び
そ
の
」
を
「
の
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
３
中
「
第
十
五
条

第
三
項
」
を
「
第
十
五
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
表
地
域
政
策
課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の

欄
１
中
「
第
三
条
第
三
項
」
を
「
第
三
条
第
六
項
及
び
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
知
事
決

裁
事
項
の
欄
２
中
「
の
承
認
を
申
請
す
る
」
を
「
に
協
議
し
、
同
意
を
得
る
」
に
改
め
、
同
欄
６

中
「
協
議
す
る
」
を
「
協
議
し
、
同
意
を
得
る
」
に
改
め
、
同
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
第

七
条
第
四
項
」
を
「
第
七
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
欄
３
中
「
第
二
十
三
条
第
三
項
」
を
「
第
二

十
三
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
知
事
決
裁
事
項
の
欄
３
中
「
第
六
条
第
六
項
」
を
「
第

六
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
７
中
「
、
第
三
項
、
第
五
項
及
び
第

六
項
」
を
「
及
び
第
三
項
」
に
改
め
、
同
欄

及
び

を
削
り
、
同
欄

中
「
第
二
百
九
十
三
条

13

14

15

第
一
項
」
を
「
第
二
百
九
十
三
条
」
に
改
め
、
同
欄

を
同
欄

と
し
、
同
欄
中

を

と
し
、

15

13

16

14

及
び

を
削
り
、

を

と
し
、

を
削
り
、
同
項
第
六
号
知
事
決
裁
事
項
の
欄
２
中
「
第
六

17

18

19

15

20

条
第
八
項
」
を
「
第
六
条
第
七
項
」
に
、
「
同
条
第
七
項
」
を
「
同
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
欄

３
中
「
第
五
十
八
条
第
五
項
」
を
「
第
五
十
八
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
総
務
部
の
表
学
事
課
の
項
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。

四

埼
玉
県
私
立
学

埼
玉
県
私
立
学
校
助
成
審
議
会
条
例
第

校
助
成
審
議
会
条

九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
埼
玉
県
私
立
学

例
（
平
成
二
十
三

校
助
成
審
議
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し

年
埼
玉
県
条
例
第

必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
。

五
十
八
号
）
の
施

行
に
関
す
る
事
務

別
表
第
四
県
民
生
活
部
の
表
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
の
項
機
関
名
の
欄
中
「Ｎ

Ｐ
Ｏ

活
動

推
進

課

」

埼
玉
県
規
則
第
十
七
号



を
「共

助
社

会
づ

く
り

課

」
に
改
め
、
同
項
事
務
の
種
類
の
欄
中
「
平
成
十
年
法
律
第
七
号
」
の

下
に
「
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
」
を
加
え
、
同
項
部
長
専
決
事
項
の
欄
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。

１

法
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
を

取
り
消
す
こ
と
。

２

法
第
四
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の

設
立
の
認
証
を
取
り
消
す
こ
と
。

３

法
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
そ
の
他

の
事
業
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
。

４

法
第
六
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
。

５

法
第
六
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
仮
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
。

別
表
第
四
危
機
管
理
防
災
部
の
表
消
防
防
災
課
の
項
第
六
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
２
中
「
防
災

会
議
の
意
見
を
聴
く
」
を
「
、
市
町
村
に
対
し
、
必
要
な
助
言
又
は
勧
告
を
す
る
」
に
改
め
、
同

欄
中

を

と
し
、
８
か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、
７
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

14

16

13

10

15

８

法
第
四
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
市
町
村
地
域
防
災
計
画
に
つ
い
て
、
市
町
村

防
災
会
議
に
対
し
、
必
要
な
助
言
又
は
勧
告
を
す
る
こ
と
。

９

法
第
四
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

市
町
村
相
互
間
地
域
防
災
計
画
に
つ
い
て
、
市
町
村
防
災
会
議
の
協
議
会
に
対
し
、
必
要
な

助
言
又
は
勧
告
を
す
る
こ
と
。

別
表
第
四
環
境
部
の
表
環
境
政
策
課
の
項
第
一
号
事
務
の
種
類
の
欄
中
「
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
法
」
と
い
う
。
」
を
削
り
、
同
号
知
事
決
裁
事
項
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

環
境
基
本
法
第
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
害
防
止
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
。

別
表
第
四
環
境
部
の
表
環
境
政
策
課
の
項
第
三
号
知
事
決
裁
事
項
の
欄
１
及
び
２
を
削
り
、
同

号
部
長
専
決
事
項
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

１

法
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
紛

争
を
処
理
す
る
た
め
連
合
審
査
会
を
置
く
こ
と
に
つ
い
て
、
関
係
都
県
知
事
と
協
議
す
る
こ

と
。

２

法
第
二
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
公
害
審
査
会
の
あ
つ
せ
ん
を
要
請
す

る
こ
と
。

別
表
第
四
環
境
部
の
表
環
境
政
策
課
の
項
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま

で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

公
害
の
防
止
に

公
害
の
防
止
に
関
す
る
事
業
に
係
る
国

関
す
る
事
業
に
係

の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
第



る
国
の
財
政
上
の

二
条
の
二
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い

特
別
措
置
に
関
す

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基

る
法
律
（
昭
和
四

づ
き
、
公
害
防
止
対
策
事
業
計
画
を
定
め
、

十
六
年
法
律
第
七

又
は
変
更
し
、
及
び
環
境
大
臣
に
協
議
し
、

十
号
）
の
施
行
に

そ
の
同
意
を
求
め
る
こ
と
。

関
す
る
事
務

別
表
第
四
環
境
部
の
表
大
気
環
境
課
の
項
第
三
号
知
事
決
裁
事
項
の
欄
５
中
「
協
議
し
、
そ
の

同
意
を
得
る
」
を
「
協
議
す
る
」
に
改
め
、
同
表
産
業
廃
棄
物
指
導
課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事

項
の
欄
１
中
「
保
管
及
び
積
替
え
」
を
「
積
替
え
又
は
保
管
」
に
改
め
、
同
欄
３
中
「
保
管
及
び

積
替
え
」
を
「
積
替
え
又
は
保
管
」
に
改
め
、
「
及
び
５
」
を
削
り
、
同
欄
５
及
び
７
中
「
保
管

及
び
積
替
え
」
を
「
積
替
え
又
は
保
管
」
に
改
め
、
同
表
自
然
環
境
課
の
項
中
第
八
号
を
削
り
、

第
九
号
を
第
八
号
と
す
る
。

別
表
第
四
福
祉
部
の
表
社
会
福
祉
課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄

を
削
り
、
同
項
第
二

17

号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
６
を
削
り
、
７
を
６
と
し
、
同
項
第
三
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
１
及
び

４
中
「
市
町
村
」
の
下
に
「
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
」
を
加
え
、
同
表
高
齢
介
護
課
の
項
第
一

号
部
長
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
第
十
八
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
十
八
条
の
二
第
二
項
」
に
改
め
、

同
欄
３
中
「
第
二
十
九
条
第
四
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第
十
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
部
長

専
決
事
項
の
欄

を
削
り
、
同
項
第
五
号
部
長
専
決
事
項
の
欄

中
「
第
百
二
条
」
を
「
第
百
二

15

13

条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
中

及
び

を
削
り
、

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

16

17

18

16

19

27

17

25

ま
で
と
し
、
同
欄
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百

26
三
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
に
よ
る
改
正
前

の
法
第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施

設
の
開
設
者
に
対
し
、
命
令
し
、
及
び
そ
の
旨
を
公
示
す
る
こ
と
。

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ

27
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
百
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
指

定
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
効
力
を
停
止
す
る
こ
と
。

別
表
第
四
福
祉
部
の
表
障
害
者
自
立
支
援
課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
６
を

と
11

し
、
５
を

と
し
、
４
を
９
と
し
、
同
欄
３
中
「
か
ら
第
四
十
三
条
の
四
ま
で
」
を
「
及
び
第
四

10

十
三
条
」
に
、
「
４
及
び
５
」
を
「
９
及
び

」
に
改
め
、
同
欄
３
を
同
欄
８
と
し
、
同
欄
中
２

10

を
５
と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

６

法
第
二
十
四
条
の
十
九
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
七
第
三
項

及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
設
置
者
に
対
し
、
命
令
し
、



及
び
そ
の
旨
を
公
示
す
る
こ
と
。

７

法
第
二
十
四
条
の
四
十
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
障
害
児
相
談
支
援

事
業
者
に
対
し
、
命
令
し
、
及
び
そ
の
旨
を
公
示
す
る
こ
と
。

別
表
第
四
福
祉
部
の
表
障
害
者
自
立
支
援
課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
指
定
知

的
障
害
児
施
設
等
」
を
「
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
」
に
改
め
、
同
欄
１
を
同
欄
４
と
し
、
同
欄

に
１
か
ら
３
ま
で
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１

法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
二
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
障
害
児
事

業
者
等
に
対
し
、
命
令
し
、
及
び
そ
の
旨
を
公
示
す
る
こ
と
。

２

法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
期

間
を
定
め
て
そ
の
指
定
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
効
力
を
停
止
す
る
こ
と
。

３

法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
七
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
障
害
児
事

業
者
等
に
対
し
、
命
令
し
、
及
び
そ
の
旨
を
公
示
す
る
こ
と
。

別
表
第
四
福
祉
部
の
表
障
害
者
自
立
支
援
課
の
項
第
二
号
部
長
専
決
事
項
の
欄

を
削
り
、
同

15

項
第
三
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
第
四
十
九
条
第
五
項
及
び
第
六
項
」
を
「
第
四
十
九
条
第

四
項
及
び
第
五
項
」
に
改
め
、
同
欄
２
中
「
及
び
第
四
項
」
を
削
り
、
「
又
は
」
の
下
に
「
期
間

を
定
め
て
そ
の
」
を
加
え
、
同
欄
中
４
を
８
と
し
、
３
を
７
と
し
、
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。３

法
第
五
十
一
条
の
四
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
事
業
者
等
に
対
し
、

命
令
し
、
及
び
そ
の
旨
を
公
示
す
る
こ
と
。

４

法
第
五
十
一
条
の
二
十
八
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
一
般
相
談
支
援

事
業
者
に
対
し
、
命
令
し
、
及
び
そ
の
旨
を
公
示
す
る
こ
と
。

５

法
第
五
十
一
条
の
二
十
九
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を

定
め
て
そ
の
指
定
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
効
力
を
停
止
す
る
こ
と
。

６

法
第
五
十
一
条
の
三
十
三
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
相
談
支
援
事
業

者
に
対
し
、
命
令
し
、
及
び
そ
の
旨
を
公
示
す
る
こ
と
。

別
表
第
四
福
祉
部
の
表
福
祉
監
査
課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
９
及
び

を
削
り
、

10

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、
同
欄
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

11

９

12

14

10

12

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ

13
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
開
設
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
同
項
各

号
に
定
め
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
。

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ

14
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
百
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
期
限
内
に
勧
告
に
従
わ
な
か
つ
た
旨
を
公
表
す
る
こ
と
。



別
表
第
四
福
祉
部
の
表
福
祉
監
査
課
の
項
第
二
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
３
中
「
か
ら
第
四
十
三

条
の
四
ま
で
」
を
「
及
び
第
四
十
三
条
」
に
改
め
、
同
欄
３
を
同
欄

と
し
、
同
欄
中
２
を
６
と

11

し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

７

法
第
二
十
四
条
の
十
九
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
七
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
設
置
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
適
正

な
業
務
管
理
体
制
を
整
備
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
。

８

法
第
二
十
四
条
の
十
九
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
七
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
期
限
内
に
勧
告
に
従
わ
な
か
つ
た
旨
を
公
表
す
る
こ
と
。

９

法
第
二
十
四
条
の
四
十
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
障
害
児
相
談
支
援
事
業
者
に
対

し
、
期
限
を
定
め
て
、
適
正
な
業
務
管
理
体
制
を
整
備
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
。

法
第
二
十
四
条
の
四
十
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
期
限
内
に
勧
告
に
従
わ
な
か
つ
た
旨

10
を
公
表
す
る
こ
と
。

別
表
第
四
福
祉
部
の
表
福
祉
監
査
課
の
項
第
二
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
指
定
知
的
障
害

児
施
設
等
」
を
「
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
」
に
、
「
基
準
を
遵
守
す
べ
き
」
を
「
、
同
項
各
号

に
定
め
る
措
置
を
と
る
べ
き
」
に
改
め
、
同
欄
１
を
同
欄
５
と
し
、
同
欄
に
１
か
ら
４
ま
で
と
し

て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１

法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
障
害
児
事
業
者
等
に
対

し
、
期
限
を
定
め
て
、
同
項
各
号
に
定
め
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
。

２

法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
期
限
内
に
勧
告
に
従
わ
な
か

つ
た
旨
を
公
表
す
る
こ
と
。

３

法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
七
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
障
害
児
事
業
者
等
に
対

し
、
期
限
を
定
め
て
、
適
正
な
業
務
管
理
体
制
を
整
備
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
。

４

法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
七
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
期
限
内
に
勧
告
に
従
わ
な
か

つ
た
旨
を
公
表
す
る
こ
と
。

別
表
第
四
福
祉
部
の
表
福
祉
監
査
課
の
項
第
三
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
か
ら
第
三
項
ま

で
」
を
「
及
び
第
二
項
」
に
、
「
基
準
を
遵
守
す
べ
き
」
を
「
、
同
条
第
一
項
各
号
又
は
第
二
項

各
号
に
定
め
る
措
置
を
と
る
べ
き
」
に
改
め
、
同
欄
２
中
「
第
四
十
九
条
第
四
項
」
を
「
第
四
十

九
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
欄
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３

法
第
五
十
一
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
事
業
者
等
に
対
し
、
期
限
を
定
め

て
、
適
正
な
業
務
管
理
体
制
を
整
備
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
。

４

法
第
五
十
一
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
期
限
内
に
勧
告
に
従
わ
な
か
つ
た
旨
を

公
表
す
る
こ
と
。

５

法
第
五
十
一
条
の
二
十
八
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
に
対

し
、
期
限
を
定
め
て
、
同
項
各
号
に
定
め
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
。



６

法
第
五
十
一
条
の
二
十
八
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
期
限
内
に
勧
告
に
従
わ
な
か
つ
た

旨
を
公
表
す
る
こ
と
。

７

法
第
五
十
一
条
の
三
十
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
相
談
支
援
事
業
者
に
対
し
、

期
限
を
定
め
て
、
適
正
な
業
務
管
理
体
制
を
整
備
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
。

８

法
第
五
十
一
条
の
三
十
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
期
限
内
に
勧
告
に
従
わ
な
か
つ
た

旨
を
公
表
す
る
こ
と
。

別
表
第
四
福
祉
部
の
表
少
子
政
策
課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
２
中
「
第
九
条
第
四
項
」

を
「
第
九
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
欄
３
中
「
第
九
条
第
五
項
」
を
「
第
九
条
第
六
項
」
に
改
め
、

同
項
第
三
号
部
長
専
決
事
項
の
欄

を
削
り
、
同
表
子
育
て
支
援
課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項

15

の
欄
中

を
削
り
、

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、
同
項
第
二
号
部
長

12

13

12

14

16

13

15

専
決
事
項
の
欄

を
削
り
、
同
項
第
三
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
第
二
項
」
を
「
第
三
項
」

15

に
改
め
、
同
欄
２
中
「
第
三
条
第
三
項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
表
こ
ど
も
安
全
課

の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
第
四
十
三
条
の
五
」
を
「
第
四
十
三
条
の
二
」
に
改
め
、

同
項
第
二
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中

を
削
り
、

を

と
し
、

を
削
る
。

15

16

15

17

別
表
第
四
保
健
医
療
部
の
表
保
健
医
療
政
策
課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
第
三

十
条
の
四
第
十
項
」
を
「
第
三
十
条
の
四
第
十
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
２
中
「
第
三
十
条
の
四
第

十
一
項
」
を
「
第
三
十
条
の
四
第
十
二
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
「
第

九
条
第
四
項
」
を
「
第
九
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
表
医
療
整
備
課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項

の
欄
５
中
「
直
ち
に
法
」
の
下
に
「
第
二
十
三
条
の
二
、
」
を
加
え
、
同
表
健
康
づ
く
り
支
援
課

の
項
機
関
名
の
欄
中
「健

康
づ

く
り

支
援

課

」
を
「健

康
長

寿
課

」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
事
務

の
種
類
の
欄
中
「
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
」
を
削
り
、
同
号
知
事
決
裁
事
項

の
欄
中
「
法
」
を
「
健
康
増
進
法
」
に
改
め
、
同
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
「
法
第
八
条
第
三
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
健
康
増
進
計
画
を
公
表
す
る
こ
と
。
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
部

長
専
決
事
項
の
欄
中
「
第
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
を
「
第
六
条
」
に
改
め
、
同
表
疾
病
対
策

課
の
項
第
五
号
知
事
決
裁
事
項
の
欄
２
中
「
第
十
一
条
第
四
項
」
を
「
第
十
一
条
第
三
項
」
に
改

め
、
同
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
「
法
第
十
一
条
第
三
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
が
ん
対
策
推
進
計
画
を
公
表
す
る
こ
と
。
」
を
削

り
、
同
表
生
活
衛
生
課
の
項
第
二
号
事
務
の
種
類
の
欄
中
「
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」
と

い
う
。
」
を
削
り
、
同
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
動
物
の
愛

護
及
び
管
理
に
関
す
る
施
策
を
推
進
す
る
た
め
の
計
画
を
定
め
る
こ
と
。

別
表
第
四
保
健
医
療
部
の
表
薬
務
課
の
項
第
三
号
知
事
決
裁
事
項
の
欄
中
「
第
五
十
四
条
第
四

項
」
を
「
第
五
十
四
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
５
中
「
第
十
二
条

第
一
項
」
を
「
第
十
二
条
」
に
改
め
、
同
欄

を
削
る
。

15



別
表
第
四
産
業
労
働
部
の
表
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄

中
「
第
九
条
第
十
一
項
」
を
「
第
九
条
第
十
二
項
」
に
改
め
、
同
表
産
業
支
援
課
の
項
第
四
号
知

事
決
裁
事
項
の
欄
２
中
「
第
二
十
五
条
第
七
項
」
を
「
第
二
十
五
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
号
部

長
専
決
事
項
の
欄
１
を
削
り
、
同
欄
２
中
「
第
二
十
五
条
第
六
項
（
同
条
第
七
項
」
を
「
第
二
十

五
条
第
四
項(
同
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
欄
２
を
同
欄
１
と
し
、
同
欄
３
か
ら
８
ま
で
を
同
欄

２
か
ら
７
ま
で
と
し
、
同
項
第
五
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
基
本
構
想
を
作
成
し
、
主
務
大

臣
の
認
定
を
申
請
す
る
」
を
「
地
域
産
業
資
源
の
内
容
を
定
め
る
」
に
改
め
、
同
欄
２
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。

２

法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
域
産
業
資
源
の
内
容
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、

主
務
大
臣
に
通
知
す
る
こ
と
。

別
表
第
四
産
業
労
働
部
の
表
産
業
支
援
課
の
項
第
五
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
３
を
削
り
、
同
表

金
融
課
の
項
第
四
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
１
を
削
り
、
２
を
１
と
し
、
３
か
ら
５
ま
で
を
２
か

ら
４
ま
で
と
し
、
同
表
勤
労
者
福
祉
課
の
項
第
四
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
２
中
「
第
七
条
第
二
項
」

を
「
第
七
条
第
三
項
」
に
、
「
き
く
」
を
「
聴
く
」
に
改
め
、
同
欄
３
中
「
第
七
条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
六
条
第
五
項
」
を
「
第
七
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
表
産
業
人
材
育
成
課
の

項
知
事
決
裁
事
項
の
欄
３
中
「
第
四
十
二
条
」
を
「
第
四
十
一
条
」
に
改
め
、
同
項
部
長
専
決
事

項
の
欄
中
１
を
削
り
、
２
を
１
と
し
、
３
を
削
り
、
４
を
２
と
し
、
５
か
ら

ま
で
を
３
か
ら

15

13

ま
で
と
す
る
。

別
表
第
四
農
林
部
の
表
農
業
政
策
課
の
項
第
四
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
３
中
「
第
五
条
第
八
項
」

を
「
第
五
条
第
九
項
」
に
改
め
、
同
表
農
業
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
課
の
項
第
三
号
部
長
専
決
事
項
の
欄

１
中
「
第
三
条
第
五
項
」
を
「
第
三
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
知
事
決
裁
事
項
の
欄
中

「
及
び
第
四
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
削
り
、
「
変
更
し
、
及

び
主
務
大
臣
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
る
」
を
「
変
更
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
部
長
専

決
事
項
の
欄
中
「
第
四
条
第
六
項
」
を
「
第
四
条
第
八
項
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
部
長
専
決
事

項
の
欄
１
中
「
、
第
四
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
六
項
」

を
「
又
は
第
五
項
」
に
、
「
変
更
し
、
及
び
農
林
水
産
大
臣
に
協
議
す
る
」
を
「
変
更
す
る
」
に

改
め
、
同
欄
中
２
を
削
り
、
３
を
２
と
し
、
４
を
３
と
し
、
５
を
４
と
し
、
同
表
畜
産
安
全
課
の

項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
６
を
７
と
し
、
５
を
６
と
し
、
４
を
５
と
し
、
３
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

４

法
第
十
七
条
の
二
第
五
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
家
畜
の
所
有
者
に
対
し

て
当
該
指
定
家
畜
を
殺
す
べ
き
旨
を
命
じ
、
又
は
家
畜
防
疫
員
に
殺
さ
せ
る
こ
と
。

別
表
第
四
農
林
部
の
表
農
業
支
援
課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
第
三
項
」
を
「
第

四
項
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
２
中
「
第
三
十
条
第
四
項
」
を
「
第
二
十
九

条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
欄

中
「
第
一
条
の
六
第
一
項
」
を
「
第
一
条
の
五
第
一
項
」
に
改
め
、

16



同
表
生
産
振
興
課
の
項
第
二
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
「
第
三
項
及
び
第
四
項
」
を
「
第
四
項
及

び
第
五
項
」
に
改
め
、
同
表
森
づ
く
り
課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
２
中
「
第
四
項
」
を

「
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
３
中
「
及
び
第
百
九
条
第
五
項
」
を
削

り
、
同
項
第
三
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
２
中
「
第
二
十
九
条
」
を
「
第
二
十
九
条
第
一
項
」
に
改

め
、
同
項
第
四
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
２
中
「
第
五
条
第
二
項
」
を
「
第
五
条
第
四
項
」
に
改
め

る
。別

表
第
四
県
土
整
備
部
の
表
用
地
課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
５
中
「
第
六
十
九
条
第

一
項
」
を
「
第
百
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
表
道
路
政
策
課
の
項
第
一
号
知
事
決
裁
事
項
の
欄

中
１
か
ら
４
ま
で
を
削
り
、
５
を
１
と
し
、
６
を
２
と
し
、
同
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
１
か
ら
15

ま
で
を
削
り
、
同
項
第
二
号
知
事
決
裁
事
項
の
欄
３
及
び
４
を
削
り
、
同
号
部
長
専
決
事
項
の
欄

中
４
及
び
５
を
削
り
、
６
を
４
と
し
、
７
を
５
と
し
、
同
項
第
四
号
を
削
り
、
同
表
道
路
街
路
課

の
項
第
一
号
知
事
決
裁
事
項
の
欄
中
５
を
削
り
、
６
を
５
と
し
、
同
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
６

を
削
り
、
７
を
６
と
し
、
８
か
ら

ま
で
を
７
か
ら

ま
で
と
し
、
同
欄

中
「
第
七
十
四
条
第

14

13

15

二
項
」
を
「
第
七
十
四
条
」
に
改
め
、
同
欄

を
同
欄

と
し
、
同
項
第
二
号
知
事
決
裁
事
項
の

15

14

欄
１
及
び
２
を
削
り
、
同
項
第
四
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
第
四
条
第
一
項
」
の
下
に
「
又

は
第
十
一
項
」
を
加
え
、
「
立
体
交
差
化
計
画
を
作
成
」
を
「
立
体
交
差
化
計
画
等
を
作
成
し
、
」

に
改
め
、
同
欄
２
中
「
立
体
交
差
化
計
画
」
を
「
立
体
交
差
化
等
に
よ
る
改
良
」
に
改
め
、
同
表

道
路
環
境
課
の
項
第
一
号
知
事
決
裁
事
項
の
欄
７
中
「
第
五
十
条
第
四
項
」
を
「
第
五
十
条
第
五

項
」
に
改
め
、
同
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中

を
削
り
、

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か

17

16

17

13

15

14

ら

ま
で
と
し
、
同
欄

中
「
第
四
十
八
条
の
四
第
一
項
」
を
「
第
四
十
八
条
の
五
第
一
項
」
に

16

12

改
め
、
同
欄

を
同
欄

と
し
、
同
欄
中

を

と
し
、
４
か
ら

ま
で
を
５
か
ら

ま
で
と
し
、

12

13

11

12

10

11

３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４

法
第
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
管
理
の
国
道
又
は
県
道
の
管
理

を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
、
市
町
村
か
ら
の
協
議
を
受
け
、
同
意
す
る
こ
と
。

別
表
第
四
県
土
整
備
部
の
表
道
路
環
境
課
の
項
第
五
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
第
四
条
第

一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
十
一
項
」
を
加
え
、
「
構
造
改
良
計
画
又
は
歩
行
者
等
立
体
横
断
施
設

整
備
計
画
」
を
「
立
体
交
差
化
計
画
等
」
に
改
め
、
同
欄
２
中
「
構
造
改
良
計
画
又
は
歩
行
者
等

立
体
横
断
施
設
整
備
計
画
」
を
「
立
体
交
差
化
等
に
よ
る
改
良
」
に
改
め
、
同
表
河
川
砂
防
課
の

項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
７
中
「
第
七
十
九
条
」
を
「
第
七
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
都
市
整
備
部
の
表
都
市
計
画
課
の
項
第
一
号
知
事
決
裁
事
項
の
欄
５
中
「
第
十
五
条
」

を
「
第
十
四
条
」
に
改
め
、
同
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
２
中
「
都
市
計
画
に
」
の
下
に
「
つ
い
て

協
議
を
受
け
、
又
は
町
村
の
都
市
計
画
に
つ
い
て
」
を
加
え
、
同
項
第
六
号
部
長
専
決
事
項
の
欄

２
中
「
第
四
条
第
一
項
」
を
「
第
四
条
第
二
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」

に
、
「
若
し
く
は
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
、
又
は
国
土
交
通
大
臣
に
認
可
を
申
請
す
る
」
を



「
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
に
協
議
し
、
又
は
公
共
下
水
道
管
理
者
か
ら
協
議
を
受
け
る
」
に
改

め
、
同
表
市
街
地
整
備
課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
２
中
「
第
十
九
条
」
を
「
第
十
九
条

第
三
項
」
に
、
「
審
議
会
の
議
を
経
て
、
市
の
都
市
計
画
に
」
を
「
市
町
村
の
都
市
計
画
に
つ
い

て
協
議
を
受
け
、
又
は
町
村
の
都
市
計
画
に
つ
い
て
」
に
改
め
、
同
表
田
園
都
市
づ
く
り
課
の
項

第
一
号
知
事
決
裁
事
項
の
欄
６
中
「
、
市
町
村
と
協
議
し
、
」
を
「
協
議
を
受
け
、
又
は
町
村
が

準
景
観
地
区
を
指
定
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
」
に
改
め
、
同
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
１

を
削
り
、
２
を
１
と
し
、
３
か
ら

ま
で
を
２
か
ら

ま
で
と
し
、
同
欄

中
「
か
ら
、
協
議
を

12

11

13

受
け
、
同
意
す
る
」
を
「
か
ら
協
議
を
受
け
る
」
に
改
め
、
同
欄

を
同
欄

と
し
、
同
欄
中

13

12

14

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

13

15

17

14

16

法
第
九
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
市
町
村
が
景
観
行
政
団
体
と
し
て
事
務
処
理

17
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
市
町
村
長
か
ら
協
議
を
受
け
る
こ
と
。

別
表
第
四
都
市
整
備
部
の
表
公
園
ス
タ
ジ
ア
ム
課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
２
中
「
第

十
九
条
」
を
「
第
十
九
条
第
三
項
」
に
、
「
審
議
会
の
議
を
経
て
、
市
町
村
の
都
市
計
画
に
」
を

「
市
町
村
の
都
市
計
画
に
つ
い
て
協
議
を
受
け
、
又
は
町
村
の
都
市
計
画
に
つ
い
て
」
に
改
め
、

同
表
住
宅
課
の
項
第
七
号
知
事
決
裁
事
項
の
欄
中
「
第
三
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
四
条
第
一
項
」

に
改
め
、
同
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
第
三
条
の
二
第
四
項
」
を
「
第
四
条
第
四
項
」
に
改

め
、
同
欄
２
中
「
第
三
条
の
二
第
五
項
」
を
「
第
四
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
欄
３
中
「
第
三
条

の
二
第
六
項
」
を
「
第
四
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
欄
９
中
「
第
七
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
六

十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
９
を
同
欄

と
し
、
同
欄
８
中
「
第
七
十
二
条
」
を
「
第
六
十

10

八
条
」
に
改
め
、
同
欄
８
を
同
欄
９
と
し
、
同
欄
６
及
び
７
を
削
り
、
同
欄
５
中
「
第
二
十
七
条

第
一
項
」
を
「
第
三
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
５
を
同
欄
８
と
し
、
同
欄
４
中
「
第
十
七

条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
４
を
同
欄
７
と
し
、
同
欄
３
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

４

法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
登
録
事
業
者
又
は
管
理
等
受
託
者
に
対
し
、

そ
の
業
務
に
関
し
必
要
な
報
告
を
求
め
、
又
は
職
員
に
事
務
所
若
し
く
は
登
録
住
宅
に
立
ち

入
り
、
そ
の
業
務
の
状
況
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
若
し
く
は

関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
。

５

法
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
登
録
事
業
者
に
対
し
、
違
反
等
の
是
正
の
た

め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
指
示
す
る
こ
と
。

６

法
第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
登
録
事
業
の
登
録
を
取
り
消
す

こ
と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



規

則

埼
玉
県
地
域
機
関
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
地
域
機
関
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

埼
玉
県
地
域
機
関
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
第
二
号
専
決
事
項
の
欄
３
中
「
第

十
二
条
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
三
項
」
に
改
め
、
同
欄

中
「
軽
微
な
事
項
に
係
る
」

11

を
削
り
、
同
欄
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、
同
欄

中
「
第
二
十

26

27

16

25

17

26

15

九
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
条
」
に
、
「
及
び
」
を
「
又
は
」
に
、
「
閲
覧
さ
せ
る
」
を
「
閲
覧

さ
せ
、
又
は
謄
写
さ
せ
る
」
に
改
め
、
同
欄

を
同
欄

と
し
、
同
欄

中
「
第
二
十
九
条
第
一

15

16

14

項
」
を
「
第
二
十
九
条
」
に
改
め
、
「
、
役
員
名
簿
等
及
び
定
款
等
」
を
削
り
、
同
欄

を
同
欄

14

と
し
、
同
欄
中

を

と
し
、

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

15

13

14

12

13

11

法
第
二
十
五
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
に
係

12
る
登
記
事
項
証
明
書
を
受
理
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
浦
和
県
税
事
務
所
長
の
項
を
削
り
、
同
表
自
動
車
税
事
務
所
長

の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

長

一

地
方
税
法
（
昭

１

法
第
七
十
二
条
の
百
十

所

和
二
十
五
年
法
律

二
第
一
項
又
は
法
附
則
第

務

第
二
百
二
十
六
号
。

九
条
の
十
三
第
一
項
の
規

事

以
下
こ
の
項
に
お

定
に
基
づ
き
、
報
告
を
受

税

い
て
「
法
」
と
い

け
る
こ
と
。

車

う
。
）
の
施
行
に

２

法
第
七
十
二
条
の
百
十

動

関
す
る
事
務

二
第
二
項
又
は
法
附
則
第

自

九
条
の
十
三
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
書
類
の
閲

覧
等
を
請
求
す
る
こ
と
。

二

埼
玉
県
税
条
例

埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
第
二

施
行
規
則
の
施
行

十
三
条
第
十
項
及
び
第
十
四
項
の

に
関
す
る
事
務

規
定
に
基
づ
き
、
収
納
計
器
取
扱

埼
玉
県
規
則
第
十
八
号



人
が
金
額
の
還
付
を
受
け
る
こ
と

を
承
認
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
環
境
管
理
事
務
所
長
の
項
第
二
号
委
任
事
務
の
欄
中

を

と

14

15

し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、
同
欄
９
中
「
第
十
三
条
の
三
」
を
「
第
十
三
条
の

10

13

11

14

四
」
に
改
め
、
同
欄
９
を
同
欄

と
し
、
同
欄
８
中
「
特
定
施
設
」
の
下
に
「
又
は
有
害
物
質
貯

10

蔵
指
定
施
設
」
を
加
え
、
同
欄
８
を
同
欄
９
と
し
、
同
欄
７
中
「
特
定
施
設
」
の
下
に
「
又
は
有

害
物
質
貯
蔵
指
定
施
設
」
を
加
え
、
同
欄
７
を
同
欄
８
と
し
、
同
欄
６
中
「
特
定
施
設
」
の
下
に

「
又
は
有
害
物
質
貯
蔵
指
定
施
設
」
を
加
え
、
同
欄
６
を
同
欄
７
と
し
、
同
欄
５
中
「
特
定
施
設
」

の
下
に
「
又
は
有
害
物
質
貯
蔵
指
定
施
設
」
を
加
え
、
同
欄
５
を
同
欄
６
と
し
、
同
欄
４
を
同
欄

５
と
し
、
同
欄
３
中
「
特
定
施
設
」
の
下
に
「
又
は
有
害
物
質
貯
蔵
指
定
施
設
」
を
加
え
、
同
欄

３
を
同
欄
４
と
し
、
同
欄
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３

法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
有
害
物
質
使
用
特
定
施
設
又
は
有
害
物
質
貯
蔵
指

定
施
設
の
設
置
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
環
境
管
理
事
務
所
長
の
項
第
二
号
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
第
八

条
」
を
「
第
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
中
９
を

と
し
、
８
を

と
し
、
同
欄
７
中
「
特
定

11

10

事
業
場
」
の
下
に
「
若
し
く
は
有
害
物
質
貯
蔵
指
定
事
業
場
」
を
加
え
、
同
欄
７
を
同
欄
９
と
し
、

同
欄
中
６
を
８
と
し
、
５
を
６
と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

７

法
第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
有
害
物
質
使
用
特
定
施
設
又
は
有
害
物
質

貯
蔵
指
定
施
設
を
設
置
し
て
い
る
者
に
対
し
、
施
設
の
構
造
等
の
改
善
又
は
施
設
の
使
用
の

一
時
停
止
を
命
ず
る
こ
と
。

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
環
境
管
理
事
務
所
長
の
項
第
二
号
専
決
事
項
の
欄
中
４
を
５
と

し
、
３
を
４
と
し
、
２
を
３
と
し
、
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
有
害
物
質
使
用
特
定
施
設
又
は
有
害
物
質
貯
蔵
指

定
施
設
の
設
置
又
は
構
造
等
の
変
更
の
届
出
を
し
た
者
に
対
し
、
有
害
物
質
使
用
特
定
施
設

若
し
く
は
有
害
物
質
貯
蔵
指
定
施
設
の
構
造
等
に
関
す
る
計
画
の
変
更
又
は
有
害
物
質
使
用

特
定
施
設
若
し
く
は
有
害
物
質
貯
蔵
指
定
施
設
の
設
置
に
関
す
る
計
画
の
廃
止
を
命
ず
る
こ

と
。

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
環
境
管
理
事
務
所
長
の
項
第
七
号
委
任
事
務
の
欄
中
５
を
削
り
、

６
を
５
と
し
、
７
か
ら

ま
で
を
６
か
ら

ま
で
と
し
、
同
項
第
八
号
委
任
事
務
の
欄

中
「
及

55

54

13

び

」
を
削
り
、
同
欄
中

を
削
り
、

を

と
し
、

を

と
し
、
同
欄

中
「

及
び

」

15

15

16

15

17

16

18

19

20

を
「

」
に
改
め
、
同
欄

を
同
欄

と
し
、
同
欄
中

を

と
し
、

を
削
り
、

を

と
し
、

18

18

17

19

18

20

21

19

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、
同
表
福
祉
事
務
所
長
の
項
第
二
号
専
決
事
項
の
欄
１
中

22

36

20

34

「
か
ら
第
四
十
三
条
の
四
ま
で
」
を
「
及
び
第
四
十
三
条
」
に
改
め
、
同
項
中
第
七
号
を
削
り
、

第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
同
項
第
十
号
専
決
事
項
の
欄
中
７
を
削
り
、



８
を
７
と
し
、
同
欄
９
中
「
第
七
十
条
第
五
項
」
を
「
第
七
十
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
欄
９
を

同
欄
８
と
し
、
同
欄
中

を
９
と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

10

法
第
七
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
指
定
を
変

10
更
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
福
祉
事
務
所
長
の
項
第
十
号
専
決
事
項
の
欄
中

か
ら

ま
で

28

30

を
削
り
、

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、
同
欄
に
次
の
よ
う
に
加
え
、

31

28

32

37

29

34

同
号
を
同
項
第
九
号
と
す
る
。

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百

35
三
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
に
よ
る
改
正
前

の
法
第
百
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
指
定
の
更

新
を
行
う
こ
と
。

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ

36
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
百
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
開
設
者
の
住
所
等
の
変
更
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
福
祉
事
務
所
長
の
項
中
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
第
十
二
号

か
ら
第
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表
児
童
相
談
所
長
の
項
第
一
号
委
任
事
務
の
欄

１
中
「
障
害
児
施
設
給
付
費
」
を
「
障
害
児
入
所
給
付
費
」
に
改
め
、
同
欄
２
中
「
施
設
給
付
決

定
」
を
「
入
所
給
付
決
定
」
に
、
「
施
設
受
給
者
証
」
を
「
入
所
受
給
者
証
」
に
改
め
、
同
欄
３

中
「
施
設
給
付
決
定
」
を
「
入
所
給
付
決
定
」
に
改
め
、
同
欄
４
中
「
施
設
受
給
者
証
」
を
「
入

所
受
給
者
証
」
に
改
め
、
同
欄
５
中
「
障
害
児
施
設
支
援
」
を
「
障
害
児
入
所
支
援
」
に
、
「
障

害
児
施
設
給
付
費
」
を
「
障
害
児
入
所
給
付
費
」
に
改
め
、
同
欄
６
中
「
指
定
知
的
障
害
児
施
設

等
」
を
「
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
」
に
改
め
、
同
欄
中

か
ら

ま
で
を
削
り
、
同
欄

中
「
第

27

30

26

五
十
七
条
の
四
」
を
「
五
十
七
条
の
四
第
二
項
」
に
改
め
、
同
欄

を
同
欄

と
し
、
同
欄

中

26

28

25

「
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
五
十
七
条
の
三
第
二
項
」
に
改
め
、
同
欄

を
同
欄

と

25

27

し
、
同
欄
中

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

24

26

23

25

22

23

法
第
四
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
児
童
福
祉
施
設
の
長
等
が
と
つ
た
措
置
に
つ

24
い
て
の
報
告
を
受
理
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
児
童
相
談
所
長
の
項
第
一
号
委
任
事
務
の
欄
中

を

と
し
、

21

22

７
か
ら

ま
で
を
８
か
ら

ま
で
と
し
、
６
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

20

21

７

法
第
二
十
四
条
の
二
十
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
入
所
者
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
指

定
入
所
支
援
を
受
け
な
け
れ
ば
そ
の
福
祉
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
、
引
き
続
き
障

害
児
入
所
給
付
費
等
を
支
給
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
児
童
相
談
所
長
の
項
第
一
号
委
任
事
務
の
欄

を
同
欄

と
し
、

31

29

同
表
保
健
所
長
の
項
第
八
号
委
任
事
務
の
欄
５
中
「
第
四
条
第
一
項
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に



改
め
、
同
欄
６
中
「
第
四
条
第
二
項
」
を
「
第
五
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
欄
７
中
「
第
四
条
第

三
項
」
を
「
第
五
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
欄
８
中
「
第
五
条
」
を
「
第
六
条
」
に
改
め
、
同
欄

９
中
「
第
六
条
第
一
項
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄

中
「
第
六
条
第
二
項
」
を
「
第

10

七
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
欄

中
「
第
六
条
第
三
項
」
を
「
第
七
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
欄

11

中
「
第
七
条
第
一
項
」
を
「
第
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄

中
「
第
七
条
第
二
項
」
を
「
第

12

13

八
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
専
決
事
項
の
欄

中
「
第
五
条
」
を
「
第
六
条
」
に
改
め
、
同
項

11

第
二
十
三
号
委
任
事
務
の
欄
４
中
「
、
第
二
十
六
条
」
を
削
り
、
同
項
第
二
十
六
号
専
決
事
項
の

欄
１
中
「
（
法
第
十
二
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
「
及
び
第
十

二
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
の
十
五
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
八
号

委
任
事
務
の
欄
７
中
「
第
三
十
三
条
の
四
第
二
項
」
を
「
第
三
十
三
条
の
四
第
五
項
」
に
改
め
、

同
表
計
量
検
定
所
長
の
項
委
任
事
務
の
欄
中

を
削
り
、

を

と
し
、

を

と
し
、
同
表
家

11

12

11

13

12

畜
保
健
衛
生
所
長
の
項
第
一
号
委
任
事
務
の
欄

中
「
第
五
十
二
条
」
を
「
第
五
十
二
条
第
一
項
」

15

に
改
め
、
同
欄

を
同
欄

と
し
、
同
欄
中

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、
そ
の

15

18

14

17

13

16

12

14

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

法
第
二
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
家
畜
防
疫
員
に
消
毒
を
す
る
設
備
を
設
置
さ

15
せ
る
こ
と
。

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
家
畜
保
健
衛
生
所
長
の
項
第
一
号
委
任
事
務
の
欄
中

を

と

11

13

し
、
８
か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、
７
を
８
と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

10

10

12

９

法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
並
び
に
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
第
一
項

た
だ
し
書
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
症
状
を
呈
し
て
い

る
家
畜
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
家
畜
保
健
衛
生
所
長
の
項
第
一
号
委
任
事
務
の
欄
６
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

７

法
第
十
二
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
所
有
者
か
ら
家
畜
の
頭
羽
数

等
に
係
る
報
告
を
受
理
し
、
及
び
当
該
報
告
に
係
る
事
項
を
市
町
村
長
に
通
知
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
家
畜
保
健
衛
生
所
長
の
項
第
一
号
専
決
事
項
の
欄
３
中
「
第
五

十
八
条
第
四
項
」
を
「
第
五
十
八
条
第
五
項
」
に
、
「
き
く
」
を
「
聴
く
」
に
改
め
、
同
欄
３
を

同
欄
５
と
し
、
同
欄
２
を
同
欄
４
と
し
、
同
欄
１
中
「
第
十
二
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を

「
第
十
二
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
、
同
欄
１
を
同
欄
２
と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

３

法
第
十
三
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
判
定
の
結
果
を
家
畜
の
所
有
者
等
に
通
知

す
る
こ
と
。

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
家
畜
保
健
衛
生
所
長
の
項
第
一
号
専
決
事
項
の
欄
に
１
と
し
て

次
の
よ
う
に
加
え
る
。



１

法
第
十
二
条
の
五
の
規
定
に
基
づ
き
、
家
畜
の
所
有
者
に
対
し
、
飼
養
に
係
る
衛
生
管
理

が
行
わ
れ
る
よ
う
必
要
な
指
導
及
び
助
言
を
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
環
境
整
備
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
事
務
の
種
類
の
欄
中
「
（
昭
和
六
十

三
年
埼
玉
県
条
例
第
四
十
八
号
）
」
の
下
に
「
及
び
埼
玉
県
環
境
整
備
セ
ン
タ
ー
の
手
数
料
等
に

関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
元
年
埼
玉
県
規
則
第
六
号
）
」
を
加
え
、
同
項
専
決
事
項
の
欄
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

１

埼
玉
県
環
境
整
備
セ
ン
タ
ー
の
手
数
料
等
に
関
す
る
条
例
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

一
般
廃
棄
物
の
処
理
単
価
を
定
め
る
こ
と
。

２

埼
玉
県
環
境
整
備
セ
ン
タ
ー
の
手
数
料
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
第
三
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
再
生
資
源
と
し
て
利
用
す
る
た
め
の
措
置
を
適
当
と
認
め
る
こ
と
。

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
第
三
号
専
決
事
項
の
欄
中
「
第
六
条

第
六
項
」
を
「
第
六
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
専
決
事
項
の
欄
中
１
か
ら
４
ま
で
を
削

り
、
５
を
１
と
し
、
６
か
ら

ま
で
を
２
か
ら

ま
で
と
し
、
同
項
第
十
号
専
決
事
項
の
欄
中
「
第

14

10

十
二
条
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
」
に
、
「
国
内
金
融
業
務
」
を
「
業
務
」
に
改
め
、
同
項
第
十

七
号
専
決
事
項
の
欄
２
中
「
及
び
第
九
十
六
条
の
四
」
を
削
り
、
「
認
可
又
は
同
意
を
す
る
」
を

「
認
可
す
る
」
に
改
め
、
同
欄
３
か
ら
５
ま
で
の
規
定
中
「
第
九
十
六
条
の
四
」
を
「
第
九
十
六

条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
６
中
「
第
九
十
六
条
の
四
」
を
「
第
九
十
六
条
の
四
第
一
項
」

に
改
め
、
「
換
地
計
画
書
」
の
下
に
「
の
写
し
」
を
加
え
、
同
欄
７
か
ら
９
ま
で
の
規
定
中
「
第

九
十
六
条
の
四
」
を
「
第
九
十
六
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄

中
「
第
六
十
八
条
第
二
項
」

10

を
「
第
六
十
八
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
欄

中
「
土
地
改
良
事
業
計
画
書
」
の
下
に
「
及
び
定

13

款
の
写
し
」
を
加
え
、
同
欄

中
「
第
九
十
六
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
九
十
六
条
の
二
第
六
項
」

21

に
、
「
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
同
意
す
る
」
を
「
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定
に
関
す
る
報
告

を
受
理
す
る
」
に
改
め
、
同
欄

か
ら

ま
で
を
削
り
、
同
欄

中
「
第
九
十
六
条
の
三
第
一
項
」

22

26

27

を
「
第
九
十
六
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
六
条
の
二
第
六
項
」
に
、

「
同
意
す
る
」
を
「
関
す
る
報
告
を
受
理
す
る
」
に
改
め
、
同
欄

を
同
欄

と
し
、
そ
の
次
に

27

22

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

法
第
九
十
六
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
六
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に

23
基
づ
き
、
応
急
工
事
計
画
の
決
定
に
関
す
る
報
告
を
受
理
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
第
十
七
号
専
決
事
項
の
欄
中

か
ら

28

ま
で
を
削
り
、

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、
同
表
農
林
振
興
セ
ン

32

33

24

34

37

25

28

タ
ー
所
長
（
さ
い
た
ま
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
、
川
越
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
及
び
本
庄
農

林
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
を
除
く
。
）
の
項
第
二
号
専
決
事
項
の
欄
中

を

と
し
、

か
ら

ま

17

18

13

16

で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

14

17

12

法
第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し

13



た
旨
の
公
告
を
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
川
越
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
及
び
秩
父
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長

の
項
第
一
号
委
任
事
務
の
欄

中
「
第
百
八
十
八
条
第
二
項
」
の
下
に
「
及
び
第
三
項
」
を
加
え
、

10

「
職
員
」
を
「
職
員
等
」
に
改
め
、
同
号
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
第
十
条
の
五
第
七
項
」
を
「
第

十
条
の
五
第
九
項
」
に
改
め
、
同
欄
２
中
「
第
十
一
条
第
四
項
」
を
「
第
十
一
条
第
五
項
」
に
、

「
森
林
施
業
計
画
」
を
「
森
林
経
営
計
画
」
に
改
め
、
同
欄
３
及
び
５
中
「
森
林
施
業
計
画
」
を

「
森
林
経
営
計
画
」
に
改
め
、
同
欄

中
「
第
三
項
」
を
「
第
五
項
」
に
、
「
及
び
関
係
人
の
意

10

見
を
聞
き
、
並
び
に
」
を
「
意
見
の
聴
取
を
行
う
旨
を
当
事
者
に
通
知
等
を
し
、
関
係
人
の
意
見

の
聴
取
を
行
い
、
及
び
」
に
、
「
通
知
し
、
及
び
市
町
村
の
事
務
所
に
掲
示
す
る
」
を
「
通
知
等

を
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
事
務
の
種
類
の
欄
中
「
森
林
国
営
保
険
法
施
行
令
」
を
「
森
林

国
営
保
険
法
（
昭
和
十
二
年
法
律
第
二
十
五
号
）
及
び
森
林
国
営
保
険
法
施
行
令
」
に
改
め
、「
及

び
森
林
国
営
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
農
林
省
令
第
四
十
六
号
）
」
を
削
り
、
同
号
委

任
事
務
の
欄
中
２
を
削
り
、
１
を
２
と
し
、
同
欄
に
１
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１

森
林
国
営
保
険
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
危
険
増
加
の
通
知
を
受
理
す
る

こ
と
。

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
寄
居
林
業
事
務
所
長
の
項
第
一
号
委
任
事
務
の
欄

中
「
第
百
八
十

10

八
条
第
二
項
」
の
下
に
「
及
び
第
三
項
」
を
加
え
、
「
職
員
」
を
「
職
員
等
」
に
改
め
、
同
号
専

決
事
項
の
欄
１
中
「
第
十
条
の
五
第
七
項
」
を
「
第
十
条
の
五
第
九
項
」
に
改
め
、
同
欄
２
中
「
第

十
一
条
第
四
項
」
を
「
第
十
一
条
第
五
項
」
に
、
「
森
林
施
業
計
画
」
を
「
森
林
経
営
計
画
」
に

改
め
、
同
欄
３
及
び
５
中
「
森
林
施
業
計
画
」
を
「
森
林
経
営
計
画
」
に
改
め
、
同
欄

中
「
第

10

三
項
」
を
「
第
五
項
」
に
、
「
及
び
関
係
人
の
意
見
を
聞
き
、
並
び
に
」
を
「
意
見
の
聴
取
を
行

う
旨
を
当
事
者
に
通
知
等
を
し
、
関
係
人
の
意
見
の
聴
取
を
行
い
、
及
び
」
に
、
「
通
知
し
、
及

び
市
町
村
の
事
務
所
に
掲
示
す
る
」
を
「
通
知
等
を
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
事
務
の
種
類

の
欄
中
「
森
林
国
営
保
険
法
施
行
令
」
を
「
森
林
国
営
保
険
法
及
び
森
林
国
営
保
険
法
施
行
令
」

に
改
め
、
「
及
び
森
林
国
営
保
険
法
施
行
規
則
」
を
削
り
、
同
号
委
任
事
務
の
欄
中
２
を
削
り
、

１
を
２
と
し
、
同
欄
に
１
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１

森
林
国
営
保
険
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
危
険
増
加
の
通
知
を
受
理
す
る

こ
と
。

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
寄
居
林
業
事
務
所
長
の
項
第
九
号
専
決
事
項
の
欄
中
「
第
十
三
条
第

二
項
第
一
号
」
を
「
第
十
三
条
第
三
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
表
県
土
整
備
事
務
所
長
の
項
第
一

号
委
任
事
務
の
欄
２
中
「
第
十
七
条
第
三
項
」
を
「
第
十
七
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十

九
号
事
務
の
種
類
の
欄
中
「
共
同
溝
の
整
備
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
を
「
共
同
溝
の
整
備
等
に

関
す
る
特
別
措
置
法
」
に
改
め
、
同
表
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
第
十
一
号
委
任
事
務
の
欄

中

を
削
り
、

を

と
し
、

を

と
す
る
。

13

14

13

15

14



別
表
第
二
公
の
施
設
の
表
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
長
の
項
第
一
号
委
任
事
務
の

欄
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４

条
例
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
使
用
料
又
は
手
数
料
を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
地
方
行
政
機

関
の
表
環
境
管
理
事
務
所
長
の
項
第
二
号
の
改
正
規
定
は
、
同
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



規 
 

則 

知
事
の
所
管
す
る
条
例
等
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る

情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

知
事
の
所
管
す
る
条
例
等
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お

け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

知
事
の
所
管
す
る
条
例
等
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る

情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
埼
玉
県
規
則
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
一
の
三
埼
玉
県
生
活
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
規
則
第
百
号
） 

の
項
中
「
第
四
号
ロ
」
を
「
第
四
号
ニ
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
二
の
二
埼
玉
県
生
活
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
項
中
「
第
四
号
ロ
」
を
「
第
四
号
ハ
」

に
改
め
る
。 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

             

埼
玉
県
規
則
第
十
九
号



規 
 

則 

 
地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
知
事
が
定
め
る
職
を
指
定
す
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
知
事
が
定
め
る
職
を
指
定
す
る
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
知
事
が
定
め
る
職
を
指
定
す
る
規
則
（
昭

和
四
十
年
埼
玉
県
規
則
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
号
中
「
が
ん
セ
ン
タ
ー
建
設
部
長
」
を
「
病
院
建
設
部
長
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

           

埼
玉
県
規
則
第
二
十
号



規 
 

則 

 
埼
玉
県
庁
舎
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

  
 

 

埼
玉
県
庁
舎
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
庁
舎
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

 

別
表
浦
和
合
同
庁
舎
の
項
中
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
改

め
、
同
表
大
宮
合
同
庁
舎
の
項
中
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
改
め

る
。 

 
 

 

附 

則         
 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

浦
和

県
税

事
務

所
長

 
さ

い
た

ま
県

税
事

務
所

長
 

大
宮

県
税

事
務

所
長

 
自

動
車

税
事

務
所

長
 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
一
号



規 
 

則 

 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
の
施
行
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
の
施
行
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
の
施
行
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
年
埼
玉
県
規
則
第
九
十

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
及
び
第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
設
立
の
認
証
申
請
書
等
の
補
正
） 

第
二
条 

法
第
十
条
第
三
項
（
法
第
二
十
五
条
第
五
項
及
び
第
三
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
補
正
は
、
様
式
第
二
号
の
補
正
書
を
知
事
に
提
出
し
て

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
設
立
等
登
記
の
届
出
書
） 

第
三
条 

法
第
十
三
条
第
二
項
（
法
第
三
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
三
号
の
届
出
書
を
知
事
に
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
届
出
書
に
添
付
す
る
書
類
の
う
ち
、
登
記
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
登
記
事
項
証
明
書

の
部
数
は
証
明
書
一
部
及
び
そ
の
写
し
二
部
と
し
、
財
産
目
録
の
部
数
は
三
部
と
す
る
。 

 

第
四
条
中
「
様
式
第
三
号
」
を
「
様
式
第
四
号
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

前
項
の
届
出
書
に
添
付
す
る
変
更
後
の
役
員
名
簿
の
部
数
は
、
三
部
（
県
の
区
域
内
及
び
他

の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
事
務
所
を
設
置
す
る
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
又
は
仮
認
定
特
定

非
営
利
活
動
法
人
の
う
ち
、
知
事
が
所
轄
す
る
も
の
以
外
の
も
の
（
第
七
条
第
二
項
に
お
い
て

「
非
所
轄
法
人
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
一
部
。
第
六
条
第
二
項
及
び
第
八
条
第
二
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
。 

 

第
五
条
第
一
項
中
「
様
式
第
四
号
」
を
「
様
式
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
法
第
二

十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
添
付
す
る
」
を
削
り
、
「
収
支
予
算
書
」
を
「
活
動
予
算
書
」
に

改
め
、
「
法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
添
付
す
る
」
を
削
る
。 

 

第
六
条
及
び
第
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
定
款
の
変
更
の
届
出
） 

第
六
条 

条
例
第
五
条
の
届
出
書
の
様
式
は
、
様
式
第
六
号
の
と
お
り
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
届
出
書
に
添
付
す
る
書
類
の
う
ち
、
変
更
後
の
定
款
の
部
数
は
、
三
部
と
す
る
。 

（
定
款
の
変
更
登
記
の
提
出
書
） 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
二
号



第
七
条 

法
第
二
十
五
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
は
、
様
式
第
七
号
の
提
出
書
を
知
事
に
提

出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 
前
項
の
提
出
書
に
添
付
す
る
登
記
事
項
証
明
書
の
部
数
は
、
証
明
書
一
部
及
び
そ
の
写
し
二

部
（
非
所
轄
法
人
に
あ
っ
て
は
、
証
明
書
一
部
）
と
す
る
。 

第
十
三
条
を
削
る
。 

 

第
十
二
条
第
一
項
中
「
第
七
条
」
を
「
第
八
条
」
に
、
「
様
式
第
十
一
号
」
を
「
様
式
第
十
四

号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。 

 

第
十
一
条
中
「
様
式
第
十
号
」
を
「
様
式
第
十
三
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。 

 

第
十
条
中
「
様
式
第
九
号
」
を
「
様
式
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。 

 

第
九
条
第
一
項
中
「
様
式
第
七
号
」
を
「
様
式
第
十
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
様
式
第

八
号
」
を
「
様
式
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。 

 

第
八
条
中
「
様
式
第
六
号
」
を
「
様
式
第
九
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。 

 

第
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
事
業
報
告
書
等
の
提
出
） 

第
八
条 

法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
提
出
は
、
様
式
第
八
号
の
提
出
書
を
知
事
に
提
出
し
て

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
提
出
書
に
添
付
す
る
書
類
の
部
数
は
、
三
部
と
す
る
。 

 

第
十
四
条
中
「
の
身
分
」
を
「
（
法
第
六
十
四
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
身
分
」
に
、
「
様
式
第
十
二
号
」
を
「
様
式
第
十
五
号
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
九
条
を
第
二
十
三
条
と
す
る
。 

 

第
十
八
条
中
「
第
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
十
六
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
二
条

と
す
る
。 

 

第
十
七
条
中
「
第
十
条
第
二
項
」
を
「
第
十
五
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
一
条
と

す
る
。 

 

第
十
六
条
第
一
項
中
「
第
九
条
第
二
項
」
を
「
第
十
四
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中

「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」
を
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
情
報
を

確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
（
次
号
及
び
次
条
に
お
い
て
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」
と

い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
条
と
す
る
。 

 

第
十
五
条
中
「
第
八
条
」
を
「
第
十
三
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
九
条
と
し
、
第
十
四
条
の

次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。 

 

（
認
定
申
請
書
） 

第
十
五
条 

条
例
第
九
条
第
一
項
の
申
請
書
の
様
式
は
、
様
式
第
十
六
号
の
と
お
り
と
す
る
。 

２ 

条
例
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
有
効
期
間
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
の
同

条
第
一
項
の
申
請
書
の
様
式
は
、
様
式
第
十
七
号
の
と
お
り
と
す
る
。 



３ 

条
例
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
仮
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
の
同
条
第
一
項

の
申
請
書
の
様
式
は
、
様
式
第
十
八
号
の
と
お
り
と
す
る
。 

４ 
前
三
項
の
申
請
書
に
添
付
す
る
書
類
の
う
ち
、
法
第
四
十
四
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号

に
掲
げ
る
書
類
の
部
数
は
、
二
部
と
す
る
。 

 

（
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
の
代
表
者
の
氏
名
の
変
更
の
届
出
） 

第
十
六
条 

法
第
五
十
三
条
第
一
項
（
法
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
十
九
号
の
届
出
書
を
知
事
に
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
役
員
報
酬
規
程
等
の
提
出
） 

第
十
七
条 

法
第
五
十
五
条
第
一
項
（
法
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
る
提
出
は
、
様
式
第
二
十
号
の
提
出
書
を
知
事
に
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

法
第
五
十
五
条
第
二
項
（
法
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
法
第
五
十
四
条
第
三
項
の
書
類
の
提
出
は
、
様
式
第
二
十
一
号
の

提
出
書
を
知
事
に
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

法
第
五
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
書
類
の
提
出
は
、
様
式
第

二
十
二
号
の
提
出
書
を
知
事
に
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

前
三
項
の
提
出
書
に
添
付
す
る
書
類
の
部
数
は
、
二
部
と
す
る
。 

 

（
合
併
の
認
定
申
請
書
） 

第
十
八
条 

条
例
第
十
二
条
の
申
請
書
の
様
式
は
、
様
式
第
二
十
三
号
の
と
お
り
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
申
請
書
に
添
付
す
る
書
類
の
う
ち
、
法
第
四
十
四
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に

掲
げ
る
書
類
の
部
数
は
、
二
部
と
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
４
⑽
中 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 

様
式
第
十
二
号
を
削
る
。 

 

様
式
第
十
一
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

 
 

 
 

を 

 
 

 
 改

め
、
同
様
式
の
備
考
４
中 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
４
⑽
中 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
四
号
と
す
る
。 

 

様
式
第
十
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

 
 

 

を 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
２
中 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改 

め
、 

「 
 

 
 

 
 

 

の
次
に 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を
加
え
、
同
様
式
を
様 

「
あ

て
先

」
 

「
宛

先
」

そ
の

他
の

事
務

所
の

所
在

地
 

定
款

に
記

載
さ

れ
た

目
的

 
」

 
「

申
請

書
」

「
こ

の
申

請
書

」
 

「
収

支
予

算
書

」
「

活
動

予
算

書
」

「
（

第
１

２
条

関
係

）
」

「
あ

て
先

」
 

「
収

支
予

算
書

」
 

「
活

動
予

算
書

」
 

「
（

第
１

１
条

関
係

）
」

「
（

第
１

２
条

関
係

）
」

「
あ

て
先

」
 

「
清

算
結

了
」

先
」

 
「

こ
の

届
出

書
に

は
、

清
算

結
了

」
 

「
宛

先
」

「
４

 
そ

の
他

の
事

務
所

の
所

在
地

 

５
 

定
款

に
記

載
さ

れ
た

目
的

 
」「

宛
 

「
４

 
定

款
に

記
載

さ
れ

た
目

的
」

 
「

４
 

 
５

 

様
式
第
一
号
中 

 
 

 
 

を 
 

 
 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
４
中 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
（

第
１

３
条

関
係

）
」

「
４

 
定

款
に

記
載

さ
れ

た
目

的
」

 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
登

記
事

項
証

明
書

」
 

「
（

条
例

施
行

規
則

第
１

２
条

）
」

 

「
申

請
書

」
 

「
こ

の
申

請
書

」
 



式
第
十
三
号
と
す
る
。 

 
様
式
第
九
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

 
 

 

を 

 
 

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
二
号
と
す
る
。 

 
 

 
 

様
式
第
八
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

 
 

 
 

を 
 

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
２
中 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
の
次
に 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を
加
え
、
同
様
式
を
様
式

第
十
一
号
と
す
る
。 

 

様
式
第
七
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

 
 

 
 

を 
 

 

 
 

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
２
中 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
、 

 
 

 
 

の
次
に 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を
加
え
、
同
様
式
を
様
式

第
十
号
と
す
る
。 

 

様
式
第
六
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
、 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
２
中 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
、 

 
 

 
 

の
次
に 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を
加
え
、
同
様
式
を
様
式
第
九
号
と
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
、
同 

様
式
の
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
、
同
様
式
を
様
式
第
六
号
と
す
る
。 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

様
式
第
六
号
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。 

「
（

第
１

１
条

関
係

）
」

「
（

第
１

０
条

関
係

）
」

「
あ

て
先

」

「
宛

 
「

（
第

９
条

関
係

）
」

 
「
（

第
１

０
条

関
係

）
」

「
あ

て
先

」
 

「
宛

 

「
当

該
」

「
こ

の
届

出
書

に
は

、
当

該
」

「
登

 

記
事

項
証

明
書

」
「

（
条

例
施

行
規

則
第

１
０

条
第

２
項

）
」

 

「
（

第
９

条
関

係
）

」
 

「
（

第
１

０
条

関
係

）
」

「
あ

て
先

」
 

先
」

「
解

散
」

「
こ

の
届

出
書

に
は

、
解

散
」

 
「

登
 

記
事

項
証

明
書

」
「

（
条

例
施

行
規

則
第

１
０

条
第

１
項

）
」

 

「
（

第
８

条
関

係
）

」
 
「

（
第

９
条

関
係

）
」

「
あ

て
先

」
 

「
宛

先
」

「
目

的
」

「
こ

の
申

請
書

に
は

、
目

的
」

 
「

書
面

」

「
あ

て
先

」
 
「

宛
先

」

変
更

年
月

日
 

「
変

更
後

と
変

更
前

の
記

載
の

違
い

を
明

ら
か

に
し

た
新

旧
条

文
等

の
対

照
表

を
」

「
変

更
前

 

と
変

更
後

の
内

容
を

対
照

さ
せ

て
」

 

先
」

 

先
」

 

「
（

法
第

３
１

条
第

３
項

）
」

「
変

更
の

内
容

 

３
 

こ
の

届
出

書
に

は
、

当
該

定
款

の
変

更
を

議
決

し
た

社
員

総
会

の
議

事
録

の
謄

本
（

法
 

 
 

 
第

２
５

条
第

６
項

）
［

１
部

］
及

び
変

更
後

の
定

款
（

法
第

２
５

条
第

６
項

）［
３

部
（

非

 
 

 
所

轄
法

人
は

、
１

部
）

］
を

添
付

す
る

こ
と

。
 

「
宛

 

「
変

更
の

内
容

」
 

様
式
第
五
号
中 

 
 

 
 

を 
 

 
 

に
、 

 
 

 
 

 
 

を 

」 

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
２
中 

変
更

前
 

変
更

後
 

「
変

更
し

た
時

期
」

「
変

更
年

月
日

」
 



様式第７号（第７条関係） 

定款変更登記事項証明書提出書 

                                 年  月  日  

  （宛先） 

        埼玉県知事  

 

                   （特定非営利活動法人の主たる事務所の所在地） 

                   （特定非営利活動法人の名称） 

                    代表者氏名                            ㊞ 

                    電話番号 

  定款の変更の登記を完了したので、特定非営利活動促進法第２５条第７項の規定により、

登記事項証明書を提出します。 

 

 備考 

  １ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

  ２ この提出書には、登記事項証明書（法第２５条第７項）［証明書１部及び写し２ 

   部（非所轄法人は、証明書１部）］を添付すること。 

 

 

 

 

 

 



様式第８号（第８条関係） 

事 業 報 告 書 等 提 出 書 

                                 年  月  日  

  （宛先） 

      埼玉県知事 

 

                    （特定非営利活動法人の主たる事務所の所在地） 

                   （特定非営利活動法人の名称） 

                    代表者氏名              ㊞  

                     電話番号                

  特定非営利活動促進法第２９条の規定により、前事業年度（    年  月  日

から    年  月  日まで）の事業報告書等を提出します。 

 

 備考 

  １ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

  ２ この提出書には、次の書類［３部（非所轄法人は、１部）］を添付すること。 

   ⑴ 前事業年度の事業報告書（法第２９条） 

   ⑵ 前事業年度の活動計算書（法第２９条） 

   ⑶ 前事業年度の貸借対照表（法第２９条） 

   ⑷ 前事業年度の財産目録（法第２９条） 

   ⑸ 前事業年度の年間役員名簿（前事業年度において役員であったことがある者全

員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬

の有無を記載した名簿をいう。）（法第２９条） 

   ⑹ 前事業年度の末日における社員のうち１０人以上の者の氏名（法人にあっては、

その名称及び代表者の氏名）及び住所又は居所を記載した書面（法第２９条） 

  ３ 特定非営利活動に係る事業以外の事業を行っている場合は活動計算書に別欄で区

分して記載し、当該事業を行っていない場合は脚注でその旨を記載すること。 

 



  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を
削
り
、
同
様
式
の
備
考
３
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
、 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 

に
改

め
、
同
様
式
の
備
考
４
⑶
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
に
、 

 
 

 
 

 
 

 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
、
同
様
式
を
様
式
第
五
号
と
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

様
式
第
三
号
中 

 
 

 
 

を 
 

 
 

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
中
６
を
７
と
し
、
５
の
次 

に
次
の
よ
う
に
加
え
、
同
様
式
を
様
式
第
四
号
と
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「
第

１
４

条
に

規
定

す
る

」
 

「
変

更
後

と
現

行
の

記
載

の
違

い
を

明
ら

か
に

し
た

新
旧

条
文

等
の

対
照

表
を

」
 

「
変

更
前

と
 

変
更

後
の

内
容

を
対

照
さ

せ
て

」
 

「
こ

の
申

請
書

に
は

、
当

該
定

款
の

変
更

を
」

「
収

支
予

算
書

」
 

「
活

動
予

算
書

」

「
第

１
０

条
第

１
項

第
７

号
の

事
業

 

計
画

書
、

同
項

第
８

号
の

活
動

予
算

書
及

び
法

第
１

４
条

の
」

「
第

３
５

条
第

１
項

」
 

３
４

条
第

５
項

に
お

い
て

準
用

す
る

法
第

１
０

条
第

１
項

第
７

号
の

事
業

計
画

書
、

法
第

３
４

条
 

第
５

項
に

お
い

て
準

用
す

る
法

第
１

０
条

第
１

項
第

８
号

の
活

動
予

算
書

及
び

法
第

３
５

条
第

１
 

 
 

 
 

 
 

 

「
あ

て
先

」
 

「
宛

先
」

 
 

 
項

（
法

第
６

２
条

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

以
下

同
じ

。
）

の
規

定
に

よ
り

、
 

５
 

認
定

特
定

非
営

利
活

動
法

人
又

は
仮

認
定

特
定

非
営

利
活

動
法

人
が

法
第

２
６

条
第

１
 

 
 

 
項

の
所

轄
庁

の
変

更
を

伴
う

定
款

の
変

更
の

申
請

を
す

る
場

合
に

は
、

法
第

５
２

条
第

３
 

 
 

 
３

及
び

４
に

掲
げ

る
書

類
の

ほ
か

、
次

の
書

類
を

添
付

す
る

こ
と

。
 

 
 

⑴
 

所
轄

庁
に

提
出

し
た

法
第

４
４

条
第

２
項

第
１

号
の

寄
附

者
名

簿
の

写
し

（
仮

認
定

 
 

 
 

 
特

定
非

営
利

活
動

法
人

は
、

添
付

を
要

し
な

い
。

）
並

び
に

同
項

第
２

号
及

び
第

３
号

 

に
掲

げ
る

書
類

の
写

し
（

法
第

５
２

条
第

３
項

）
 

 
 

 
⑵

 
認

定
又

は
仮

認
定

の
通

知
書

の
写

し
（

法
第

５
２

条
第

３
項

）

⑶
 

所
轄

庁
に

提
出

し
た

直
近

の
法

第
５

４
条

第
２

項
第

２
号

か
ら

第
４

号
ま

で
に

掲
げ

 

 
 

 
⑷

 
所

轄
庁

に
提

出
し

た
直

近
の

法
第

５
４

条
第

３
項

及
び

第
４

項
の

書
類

の
写

し
（

法
 

る
書

類
の

写
し

（
法

第
５

２
条

第
３

項
）

 

 
６

 
こ

の
届

出
書

に
は

、
変

更
後

の
役

員
名

簿
（

法
第

２
３

条
第

１
項

）
［

３
部

（
非

所
轄

 

法
人

は
、

１
部

）
］

を
添

付
す

る
こ

と
。

 

 
 

 
第

５
２

条
第

３
項

）
 

「
変

更
し

よ
う

と
す

る
時

期
を

定
め

て
い

る
場

合
に

 

は
、

そ
の

旨
も

記
載

す
る

こ
と

。
」

「
当

該
定

款
の

変
更

を
」

「
あ

て
先

」
 
「

宛
先

」
変

更
 

「
変

更
の

内
容

 

「
変

更
の

内
容

」
 

様
式
第
四
号
中 

 
 

 
 

を 
 

 
 

に
、 

 
 

 
 

 
 

を 

」 

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
２
中 

変
更

後
 

「
第

 

項
」

 

前
 



 

様
式
第
二
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
２
中 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

に
改
め
、 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
次
に 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を
加
え
、
同
様
式
を
様
式

第
三
号
と
す
る
。 

 

様
式
第
一
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

「
宛

先
」

「
登

記
事

項
証

明
書

」
 

「
（

法
第

１
３

条
第

２
項

（
法

第
３

９
条

第
２

項
に

お
い

て
準

用
 

項
（

法
第

３
９

条
第

２
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
）

」
 

「
設

立
」

「
こ

の
届

出
書

に
は

、
設

立
」

 

「
（

第
２

条
、

第
１

３
条

関
係

）
」

「
（

第
３

条
関

係
）
」

「
あ

て
先

」

す
る

場
合

を
含

む
。

）
）

［
証

明
書

１
部

及
び

写
し

２
部

］
及

び
財

産
目

録
（

法
第

１
３

条
第

２
 



様式第２号（第２条関係） 

補 正 書 

                                年  月  日  

  （宛先） 

        埼玉県知事 

 

        （申請者の住所若しくは居所又は特定非営利活動法人の事務所の所在地） 

        （申請者の氏名又は特定非営利活動法人の名称及び代表者氏名）  ㊞  

         電話番号                  

      年  月  日に申請した（補正する書類）について不備がありましたので、

特定非営利活動促進法第１０条第３項（同法第２５条第５項及び第３４条第５項におい

て準用する場合を含む。）の規定により、下記のとおり補正を申し出ます。 

記 

１ 補正の内容 

補正前 補正後 

 

 

 

２ 補正の理由 

 

 備考 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

２ （補正する書類）には、申請書の場合にあってはその申請書の名称（「設立認証申

請書」等）を、添付書類の場合にあってはその書類の名称（「定款」等）を記載する

こと。 

  ３ １には、補正する箇所について、補正前及び補正後の内容を対照させて記載する

こと。 

  ４ この補正書には、補正後の書類［１部（次の書類は、３部）］を添付すること。 

⑴ 定款 

⑵ 役員名簿（役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記

載したもの） 

⑶ 設立趣旨書又は合併趣旨書 

⑷ 設立当初の事業年度、合併当初の事業年度又は定款変更の日の属する事業年度及

びこれらの事業年度の翌事業年度の事業計画書 

⑸ 設立当初の事業年度、合併当初の事業年度又は定款変更の日の属する事業年度及

びこれらの事業年度の翌事業年度の活動予算書 

⑹ 法第２６条第２項の規定により添付する事業報告書等 

 



様
式
第
十
四
号
の
次
に
次
の
九
様
式
を
加
え
る
。



様式第１５号（第１４条関係） 

（表面） 

第     号 

 

     身  分  証  明  書 

 

                     所属           

                     職名           

                     氏名           

 

 上記の者は、特定非営利活動促進法第４１条第１項並びに第６４条第１

項及び第２項の規定により立入検査をする職員であることを証明する。 

        年  月  日発行 

        有効期限     年  月  日 

埼玉県知事        □印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 

９.１㎝ 

１１㎝ 



（裏面） 

特定非営利活動促進法（抜粋） 
 （報告及び検査） 
第４１条 所轄庁は、特定非営利活動法人（認定特定非営利活動法人及び仮認定特

定非営利活動法人を除く。以下この項及び次項において同じ。）が法令、法令に基
づいてする行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由
があるときは、当該特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に
関し報告をさせ、又はその職員に、当該特定非営利活動法人の事務所その他の施
設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を
検査させることができる。 

３ 第１項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係
人にこれを提示しなければならない。 

４ 第１項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解して
はならない。 
（報告及び検査） 

第６４条 所轄庁は、認定特定非営利活動法人又は仮認定特定非営利活動法人（以
下「認定特定非営利活動法人等」という。）が法令、法令に基づいてする行政庁の
処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがある
と認めるときは、当該認定特定非営利活動法人等に対し、その業務若しくは財産
の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該認定特定非営利活動法人等の事
務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類
その他の物件を検査させることができる。 

２ 所轄庁以外の関係知事は、認定特定非営利活動法人等が法令、法令に基づいて
する行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いてい
る疑いがあると認めるときは、当該認定特定非営利活動法人等に対し、当該都道
府県の区域内における業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員
に、当該都道府県の区域内に所在する当該認定特定非営利活動法人等の事務所そ
の他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他
の物件を検査させることができる。 

７ 第４１条第３項及び第４項の規定は、第１項又は第２項の規定による検査につ
いて準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１６号（第１５条関係） 

認 定 申 請 書 

                                年  月  日  

  （宛先） 

        埼玉県知事 

 

                   （特定非営利活動法人の主たる事務所の所在地） 

                   （特定非営利活動法人の名称） 

                    代表者氏名               ㊞ 

                    電話番号 

                    ファクシミリ番号 

                    代理人氏名               ㊞ 

  特定非営利活動促進法第４４条第１項の規定により、下記のとおり認定を受けたいの

で、申請します。 

記 

 １ 設立年月日  

２ その他の事務所の所在地、電話番号（ファクシミリ番号を含む。）並びに責任者の 

役職及び氏名 

 ３ 事業年度 

 ４ 本申請において適用するパブリックサポートテスト基準（いずれかにレ印） 

  □ 相対値基準（原則） 

  □ 相対値基準（小規模法人） 

  □ 絶対値基準 

  □ 条例個別指定法人 

５ 現に行っている事業の概要 

６ 過去の認定の有無及びその有効期間 

７ 過去の仮認定の有無及び仮認定を受けた日 

８ 認定取消しの有無及び取消年月日 

９ 仮認定取消しの有無及び取消年月日 

 

 備考 

  １ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

  ２ 申請書を提出する日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後１年を超

える期間が経過していない場合は、認定を受けることができない。 

３ 過去に認定又は仮認定の取消しを受けている場合は、その取消しの日から５年を

経過していないときは、認定を受けることができない。 

４ 過去に認定（有効期間の更新を除く。）又は認定取消しを複数回受けている場合

は、直近の認定の有効期間又は取消年月日を記載すること。 

５ ２の「責任者」とは、その事務所を統括する者をいう。 

６ この申請書には、次の書類を添付すること。 



 ⑴ 実績判定期間内の日を含む各事業年度（その期間が１年を超える場合は、当該

期間をその初日以後１年ごとに区分した期間（最後に１年未満の期間を生じたと

きは、その１年未満の期間））の寄附者名簿（各事業年度に当該申請に係る特定

非営利活動法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名（法人にあ

っては、その名称）及び住所並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載

した書類をいう。）（法第４４条第２項） 

 ⑵ 法第４５条第１項各号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類（⑴に掲げる

書類を除く。）（法第４４条第２項）［２部］ 

 ⑶ 法第４７条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類（法第４４条第２項）

［２部］ 

 ⑷ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類（法第４４条第２

項）［２部］ 

 



様式第１７号（第１５条関係） 

認 定 更 新 申 請 書 

                                 年  月  日  

  （宛先） 

        埼玉県知事 

 

                   （特定非営利活動法人の主たる事務所の所在地） 

                   （特定非営利活動法人の名称） 

                      代表者氏名              ㊞  

                     電話番号 

                      代理人氏名              ㊞ 

  特定非営利活動促進法第５１条第２項の規定により、認定の有効期間の更新を受けた  

いので、申請します。 

記 

 １ 認定の有効期間 

 ２ 認定の有効期間の満了日の６月前の日 

 ３ 認定の有効期間の満了日の３月前の日 

 ４ 事業年度 

５ 本申請において適用するパブリックサポートテスト基準（いずれかにレ点） 

  □ 相対値基準（原則） 

  □ 相対値基準（小規模法人） 

  □ 絶対値基準 

  □ 条例個別指定法人 

６ 現に行っている事業の概要 

７ その他の事務所の所在地、電話番号並びに責任者の役職及び氏名 

 

 備考 

  １ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

  ２ 認定の有効期間の更新を受けようとする認定特定非営利活動法人は、認定の有効

期間満了の日の６月前から３月前までの間（更新申請期間）に更新の申請をするこ

と。この更新期間内に更新の申請をしない場合（災害その他やむを得ない事由によ

り更新申請期間に更新の申請をすることができない場合は除く。）は、改めて認定

の申請を行うこと。 

３ １には、直近の法第４４条第１項の認定を受けた日から継続している有効期間を

記入すること。 

４ ７の「責任者」とは、その事務所を統括する者をいう。 

５ この申請書には、次の書類［２部］を添付すること。 

 ⑴ 法第４５条第１項各号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類（法第４４条

第２項第１号に掲げる書類を除く。）（法第５１条第５項） 

⑵ 法第４７条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類（法第５１条第５項） 

 ⑶ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類（法第５１条第５

項） 



様式第１８号(第１５条関係) 

仮 認 定 申 請 書 

                                 年  月  日  

  （宛先） 

        埼玉県知事 

 

                   （特定非営利活動法人の主たる事務所の所在地） 

                   （特定非営利活動法人の名称） 

                    代表者氏名              ㊞  

                    電話番号 

                    ファクシミリ番号 

                    代理人氏名              ㊞ 

  特定非営利活動促進法第５８条第１項の規定により、仮認定を受けたいので、申請し

ます。 

記 

 １ 設立年月日 

２ その他の事務所の所在地、電話番号（ファクシミリ番号を含む。）並びに責任者の

役職及び氏名 

 ３ 事業年度 

４ 現に行っている事業の概要 

５ 過去の認定の有無 

６ 過去の仮認定の有無 

 

 備考 

  １ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

  ２ 申請書を提出する日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後１年を超

える期間が経過していない場合は、仮認定を受けることができない。 

  ３ 設立の日から５年を経過している場合は、仮認定を受けることができない。 

４ 過去に認定又は仮認定を受けている場合は、仮認定を受けることができない。 

５ ２の「責任者」とは、その事務所を統括する者をいう。 

６ この申請書には、次の書類［２部］を添付すること。 

 ⑴ 法第４５条第１項各号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類（法第４４条

第２項第１号に掲げる書類を除く。）（法第５８条第２項） 

⑵ 法第４７条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類（法第５８条第２項） 

 ⑶ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類（法第５８条第２

項） 

 



様式第１９号（第１６条関係） 

代 表 者 の 氏 名 の 変 更 届 出 書 

                                 年  月  日  

  （宛先） 

        埼玉県知事 

 

                   （特定非営利活動法人の主たる事務所の所在地） 

                   （特定非営利活動法人の名称） 

                    代表者氏名              ㊞  

                    電話番号 

                    代理人氏名              ㊞ 

  下記のとおり代表者の氏名の変更があったので、特定非営利活動促進法第５３条第１

項（同法第６２条において準用する場合を含む。）の規定により、届け出ます。 

記 

 変更の内容 

変更前 変更後 変更年月日 

   

 

 備考 

  １ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

  ２ 変更前及び変更後の代表者の氏名（ふりがなを付すこと。）を対照させて記載し、

併せて変更年月日を記載すること。 

  

  



様式第２０号（第１７条関係） 

役 員 報 酬 規 程 等 提 出 書 

                                 年  月  日  

  （宛先） 

        埼玉県知事 

 

       （特定非営利活動法人の主たる事務所の所在地） 

       （特定非営利活動法人の名称） 

        代表者氏名                           ㊞  

        電話番号 

        その他の事務所（県内に所在するものに限る。）の所在地及び電話番号 

        代理人氏名                           ㊞ 

  特定非営利活動促進法第５５条第１項（同法第６２条において準用する場合を含む。

以下同じ。）の規定により、前事業年度（    年  月  日から    年  月   

      日まで）の役員報酬規程等を提出します。 

 

 備考 

  １ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

  ２ この提出書には、次の書類［２部］を添付すること。 

 ⑴ 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程（法第５５条第１項） 

 ⑵ 次の事項を記載した書類（法第５５条第１項） 

  ① 前事業年度の収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項 

  ② 前事業年度の資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する

事項 

  ③ 前事業年度における次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容

に関する事項 

   イ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の

最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第１順位から

第５順位までの取引 

   ロ 役員等との取引 

  ④ 前事業年度の寄附者（当該特定非営利活動法人の役員、役員の配偶者若しく

は３親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、前事業年度における当

該特定非営利活動法人に対する寄附金の額の合計額が２０万円以上であるもの

に限る。）の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日 

  ⑤ 前事業年度に給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関す

る事項 

  ⑥ 前事業年度に支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日 

  ⑦ 前事業年度に海外への送金又は金銭の持出しを行った場合（その金額が２０

０万円以下の場合に限る。）におけるその金額及び使途並びにその実施日 

 ⑶ 法第４５条第１項第３号（ロに係る部分を除く。）、第４号イ及びロ、第５号



並びに第７号に掲げる基準に適合している旨並びに法第４７条各号のいずれにも

該当していない旨を説明する書類（法第５５条第１項） 



様式第２１号（第１７条関係） 

助 成 金 支 給 実 績 提 出 書 

                                 年  月  日  

  （宛先） 

        埼玉県知事 

 

       （特定非営利活動法人の主たる事務所の所在地） 

       （特定非営利活動法人の名称） 

        代表者氏名                          ㊞  

        電話番号 

        その他の事務所（県内に所在するものに限る。）の所在地及び電話番号 

        代理人氏名                           ㊞ 

  下記のとおり助成金の支給を行ったので、特定非営利活動促進法第５５条第２項（同

法第６２条において準用する場合を含む。）の規定により、助成金の支給実績を提出し

ます。 

記 

 １ 支給年月日 

 ２ 支給対象者 

 ３ 支給金額 

 ４ 助成対象の事業等 

 

 備考 

  １ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

  ２ ４には、事業等の内容を具体的に記載すること。 

   

 



様式第２２号（第１７条関係） 

海 外 送 金 等 提 出 書 

                                年  月  日  

  （宛先） 

        埼玉県知事 

 

       （特定非営利活動法人の主たる事務所の所在地） 

       （特定非営利活動法人の名称） 

        代表者氏名                       

        電話番号 

        その他の事務所（県内に所在するものに限る。）の所在地及び電話番号 

         代理人氏名                         

                      送金 

                      金銭の持出し 

 利活動促進法第５５条第２項（同法第６２条において準用する場合を含む。）の規定に

より、海外への送金の予定等を提出します。 

記 

 １ 金額 

 ２ 使途 

 ３ 予定年月日（実施年月日）  

 ４ 事前に提出できなかった場合は、その理由 

 

 備考 

  １ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

  ２ ４には、災害に対する援助その他緊急を要したため事前の提出ができなかった場

合に、その理由を具体的に記載すること。 

下記のとおり海外へ２００万円を超える          を行うので、特定非営 

㊞ 

㊞ 



様式第２３号（第１８条関係） 

合 併 認 定 申 請 書 

                                 年  月  日  

  （宛先） 

        埼玉県知事 

 

       （合併しようとする特定非営利活動法人（甲）の主たる事務所の所在地） 

       （合併しようとする特定非営利活動法人（甲）の名称） 

        代表者氏名                          ㊞ 

        電話番号                          

        ファクシミリ番号 

        （合併しようとする特定非営利活動法人（乙）の主たる事務所の所在地） 

       （合併しようとする特定非営利活動法人（乙）の名称） 

        代表者氏名                           ㊞ 

        電話番号                          

        ファクシミリ番号 

        代理人氏名                           ㊞ 

                 第１項                    

                 第２項 

受けたいので、申請します。 

記 

 １ 認定（仮認定）年月日 

 ２ 認定（仮認定）の有効期間 

 ３ 事業年度 

 ４ 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人 

法人名及び

代 表 者 名 

主たる事務所の所在地及び 

電話番号（ファクシミリ番号）
現に行っている事業の概要 区 分 

   認 定 

仮認定 

上記以外 

 ５ 合併によって消滅する特定非営利活動法人 

法人名及び 

代 表 者 名 

主たる事務所の所在地及び 

電話番号（ファクシミリ番号）
現に行っている事業の概要 区 分 

   認 定 

仮認定 

上記以外 

 ６ 本申請において適用するパブリックサポートテスト基準（合併後に認定特定非営利

活動法人としての地位を承継しようとする場合は、いずれかにレ印） 

  □ 相対値基準（原則） 

  □ 相対値基準（小規模法人） 

  □ 絶対値基準 

  □ 条例個別指定法人 

特定非営利活動促進法第６３条     の規定により、下記のとおり合併の認定を 



備考 

  １ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

  ２ この申請に係る実績判定期間については、合併後存続する特定非営利活動法人又

は合併によって消滅する特定非営利活動法人（合併によって特定非営利活動法人を

設立する場合にあっては、合併によって消滅する特定非営利活動法人）の各事業年

度のうち申請書提出の直前に終了した事業年度の末日以前２年内に終了した各事業

年度のうち最も早い事業年度の初日から申請書提出の直前に終了した各事業年度の

末日までの期間となる。 

  ３ この申請書には、次の書類を添付すること。 

 ⑴ 寄附者名簿（各事業年度に当該申請に係る特定非営利活動法人が受け入れた寄

附金の支払者ごとに当該支払者の氏名（法人にあっては、その名称）及び住所並

びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。ただし、法第

４５条第１項第１号ハに掲げる基準に適合する特定非営利活動法人及び法第６３

条第２項の合併の認定を受けようとする仮認定特定非営利活動法人は、添付を要

しない。）（法６３条第５項） 

 ⑵ 法４５条第１項各号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類（⑴に掲げる書

類を除く。）（法第６３条第５項）［２部］ 

 ⑶ 法４７条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類（法第６３条第５項）

［２部］ 

 ⑷ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類（法第６３条第５

項）［２部］ 
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埼
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県
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埼
玉
県
生
活
科
学
セ
ン
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ー
管
理
規
則
（
平
成
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
第
十
六
条
」
を
「
第
二
十
三
条
」
に
、
「
（
以
下
」
を
「
（
次
条
第
一
項
及
び
第

九
条
に
お
い
て
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
中
「
者
」
を
「
者
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第
三
項
に
お
い
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「
利
用
申
請
者
」
と
い
う
。
）
」
に
、
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埼
玉
県
消
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生
活
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ン
タ
ー
所
長
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下
「
所
長
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と
い
う
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知
事
（
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第
十
三
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一
項
の
指
定
管
理
者
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セ
ン
タ
ー
の
管
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に
関
す
る
業
務
を
行
わ
せ
る
場
合
に
あ
っ
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は
、

指
定
管
理
者
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
項
前
段
」

に
、
「
日
は
」
を
「
日
（
次
項
に
お
い
て
「
受
付
開
始
日
」
と
い
う
。
）
は
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
中
「
利
用
許
可
書
」
を
「
許
可
書
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の

次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

前
項
の
規
定
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か
か
わ
ら
ず
、
知
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必
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あ
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め
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と
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は
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利
用
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請
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受
付
開
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日
前
に
利
用
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請
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出
す
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と
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で
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第
三
条
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第
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条
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を
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改
め
る
。 

（
指
定
管
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者
の
指
定
の
申
請
） 

第
三
条 

条
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十
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条
第
一
項
の
規
定
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よ
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申
請
は
、
知
事
が
指
定
す
る
期
限
ま
で
に
様
式

第
三
号
の
指
定
管
理
者
指
定
申
請
書
に
次
に
掲
げ
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書
類
を
添
え
て
、
知
事
に
提
出
す
る
こ
と

に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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登
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事
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証
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準
ず
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書
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定
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る
事
業
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の
事
業
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告
書
、
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支
計
算
書
、
正
味
財
産
増
減
計
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貸
借
対
照
表
及
び
財
産
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録
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こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類 

 
 

三 

知
事
が
指
定
す
る
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書 

 
 

 

類 

 
 

四 

組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類 

 

五 

条
例
第
十
三
条
第
二
項
の
指
定
管
理
業
務
の
実
施
に
関
す
る
計
画
を
記
載
し
た
書
類 

 
 

六 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
三
号



「
使
用
料
」

 

（
附
属
設
備
の
利
用
料
金
） 

第
四
条 

条
例
別
表
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
上
限
額
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

 
 

（
利
用
料
金
の
承
認
の
申
請
） 

 

第
五
条 
指
定
管
理
者
は
、
条
例
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
料
金
に
つ
い
て
知
事
の 

承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
四
号
の
利
用
料
金
承
認
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
七
条
中
「
所
長
」
を
「
知
事
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。 

 

第
六
条
の
見
出
し
を
「
（
利
用
料
金
の
返
還
の
額
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
十
五

条
た
だ
し
書
」
を
「
第
二
十
二
条
た
だ
し
書
」
に
、
「
使
用
料
の
還
付
」
を
「
利
用
料
金
の
返
還
」

に
、
「
の
使
用
料
」
を
「
の
利
用
料
金
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
五
条
第
三
号
に
規
定

す
る
」
を
「
第
二
十
二
条
第
三
号
の
」
に
、
「
の
前
々
日
」
を
「
前
三
十
日
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
中
「
第
十
五
条
第
三
号
」
を
「
第
二
十
二
条
第
三
号
」
に
、
「
様
式
第
四
号
」
を
「
様
式
第

六
号
」
に
、
「
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
」
を
「
第
二
条
第
四
項
の
」
に
、
「
所
長
」
を
「
指

定
管
理
者
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
し
、
第
五
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

 

（
利
用
料
金
の
納
期
限
） 

第
六
条 

利
用
料
金
の
納
期
限
は
、
知
事
の
承
認
を
得
て
、
指
定
管
理
者
が
定
め
る
。 

 

（
利
用
料
金
の
減
免
承
認
の
申
請
） 

第
七
条 

指
定
管
理
者
は
、
条
例
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
利
用
料
金
の
減
額
又
は
免
除
に
つ 

 

い
て
知
事
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
五
号
の
利
用
料
金
減
額
（
免
除
）
承 

 

認
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

に
改
め
、
同
表
の
注
中
「
使
用
料
」
を
「
利
用
料
金
」
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

様
式
第
一
号
（
一
）
中 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
、 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

様
式
第
一
号
（
二
）
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

「
（
あ
て
先
）

 

 
埼
玉
県
消
費
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
所
長
」

 

 

「
（
宛
先
）

 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉

 

（
埼
玉
県
生
活
科
学

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

県
知
事

 

セ
ン
タ
ー
指
定
管
理
者
）
」

 

「
利
用
料
金
」
 

「
（
あ
て
先
）

 

 
 
埼
玉
県
消
費
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
所
長
」

 

「
（
宛
先
）

 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉

 

（
埼
玉
県
生
活
科
学

 

 
 
 

使
用
料
（
円
）
（
一 

回
に
つ
き
） 

 

利
用
料
金
の
上
限
額

（
円
）（
一
回
に
つ
き
） 

一
回
に
つ
き
） 

 

「
 

」
 

「
 

」
 

別
表
中
「
（
第
三
条
関
係
）
」
を
「
（
第
四
条
関
係
）
」
に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

 



  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
、 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 

  

様
式
第
二
号
（
一
）
中 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

様
式
第
二
号
（
二
）
中 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
、 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
知
事

 

セ
ン
タ
ー
指
定
管
理
者
）
」

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「
使
用
料
の
額
」

 
「
利
用
料
金
の
額
」

 

既
納

の
使

用
料

 

変
更

後
の

使
用

料
 

納
入

す
べ

き
使

用
料

 
」
 

を 

納
の

利
用

料
金

 

入
す

べ
き

利
用

料
金

 

更
後

の
利

用
料

金
 

」
 

ー
所
長

 
印

 
「
埼
玉
県
知
事

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
印

 

（
埼
玉
県
生
活
科
学
セ
ン
タ
ー
指
定
管
理
者
）

 
 
」

 

「
使
用
料
」

 
「
利
用
料
金
」

 

を 

に
改
め
る
。 

「
埼
玉
県
消
費
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー

 

「
埼
玉
県
知
事

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
印

 

（
埼
玉
県
生
活
科
学
セ
ン
タ
ー
指
定
管
理
者
）

 
 
」

 

「
使
用
料
の
額
」
 
「
利
用
料
金
の
額
」
 

「
 

「
 

変
 

既
 

納
 

「
埼
玉
県
消
費
生
活
支
援
セ
ン
タ

 

 
 

「
 

変
 

既
 

納
 

更
後

の
使

用
料

 

納
の

使
用

料
 

入
す

べ
き

使
用

料
 

」
 

を 

 

「
 

変
更
 

既
納
 

納
入

す
 

後
の

利
用

料
金

 

の
利

用
料

金
 

べ
き

利
用

料
金

 
」
 

 
所
長

 
印

 」
 」
 



様
式
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

                          



様
式
第
３
号
（
第
３
条
関
係
）

 

 

埼
玉
県
生
活
科
学
セ
ン
タ
ー
指
定
管
理
者
指
定
申
請
書

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 

 

（
宛
先
）

 

埼
玉
県
知
事

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
申
請
者
 
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
名
 
 
 
称

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
代
表
者
氏
名
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
○ 印

 

   
 
指
定
管
理
者
の
指
定
を
受
け
た
い
の
で
、
関
係
書
類
を
添
え
て
申
請
し
ま
す
。

 

      



  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
六
号
と
す
る
。 

様
式
第
三
号
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。 

援
セ
ン
タ
ー
所
長
」

 

「
（
宛
先
）

 

 
 

 
 

 
 
埼
玉
県
知
事

 

（
埼
玉
県
生
活
科
学
セ
ン
タ
ー
指
定
管
理
者
）
」

 

「
（
第
６
条
関
係
）
」

 
「
（
第
８
条
関
係
）
」

 

様
式
第
四
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
、 「

（
あ
て
先
）

 

 
埼
玉
県
消
費
生
活
支

 

「
申
出
を
し
ま

 

す
」

 
「
申
し
出
ま
す
」

 



様
式
第
４
号
（
第
５
条
関
係
）

 

 

埼
玉
県
生
活
科
学
セ
ン
タ
ー
利
用
料
金
承
認
申
請
書

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 

 

（
宛
先
）

 

埼
玉
県
知
事

 

  

埼
玉
県
生
活
科
学
セ
ン
タ
ー
指
定
管
理
者
 
○ 印
 

  

 

利
用
料
金
の
額
を
次
の
と
お
り
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て
、
承
認
を
受
け
た
い
の
で
申
請
し
ま
す
。

 

 

 
１
 
施
設
の
利
用
料
金

 

名
 
 
称

 
利
用
区
分

 
利
用
料
金
（
円
）

 
備
 
 
考

 

          

 
 

 

 
２
 
附
属
設
備
の
利
用
料
金

 

名
 
 
称

 
単
 
 
位

 
利
用
料
金
（
円
）

 
備
 
 
考

 

          

 
 

 

 



様
式
第
５
号
（
第
７
条
関
係
）

 

 

埼
玉
県
生
活
科
学
セ
ン
タ
ー
利
用
料
金
減
額
（
免
除
）
承
認
申
請
書

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 

 

（
宛
先
）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
埼
玉
県
知
事

 

  

埼
玉
県
生
活
科
学
セ
ン
タ
ー
指
定
管
理
者
 
○ 印
 

 

   
 
利
用
料
金
の
額
を
次
の
と
お
り
減
額
（
免
除
）
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
承
認
を
受
け
た
い
の
で
申
請

し
ま
す
。

 

 

利
用
年
月
日

 
施
設
等
の
名
称

 
利
用
区

分
等

 

減
額
（
免
除
）
の
承
認
を

受
け
よ
う
と
す
る
理
由

 

減
額
（
免
除
）
の
承
認

を
受
け
よ
う
と
す
る
額

 

                     

 
 

 
 

 



 
 

 

附 

則 

 
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規 
 

則 

 
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
九

十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
第
一
項
中
「
第
七
条
第
四
項
（
法
律
第
十
二
条
第
六
項
及
び
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
」
を
削
る
。 

 

様
式
第
六
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

埼
玉
県
規
則
第
二
十
四
号



様式第６号（第８条関係） （表面）

※
1 新    規

※

※ ※

　　年　　　月　　　日

１　受けようとする狩猟免許の種類（該当する種類を○で囲むこと。）

　　網猟免許　 　　わな猟免許　　 　第一種銃猟免許　　　 第二種銃猟免許 

　　受験年月日 　　　年　　　　　月　　　　　日

　　受験場所

(1)

(2)

(3)

　太枠内は、必ず記入してください。

狩　猟　免　許　申　請　書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　（宛先）

ラ イ フ ル 銃

　圧縮ガスを
号 　　　　　　年　　　月　　　日

３　第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許を受けようとする場合は、使用する銃砲の種類の番号を○で囲み、猟銃・空気
　銃所持許可証の番号及び交付年月日を記入すること。

猟銃・空気銃所持許可証の番号

２　希望する受験年月日及び受験場所

散 弾 銃

氏    名

ふりがな

一部免除

事務所
※

空 気 銃

　　　　　　　埼玉県知事
〒

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第４１条の規定により、狩猟免許を受けたいの
で、次のとおり申請します。

年　　月　　日号知事免許

交付年月日

申込番号

住　　所

電話番号

生年月日

都道府県知事名

使用する
銃砲の種類

（自署又は記名押印）　　　　　　        　　　 　　　（男・女）

有

有

６　鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律又は同法の規定に基づく命令に違反して罰金以上の刑に処せられたこと
　の有無

 ・刑の執行が終わり、又は受けることのなくなった年月日　　　　　　　　　　　年　　月　　日

免許 知事 号 年　　月　　日

７　狩猟免許を取り消されたことの有無

 ・処分の内容

　のを含む。

　使用するも

 ・免許を取り消した都道府県知事名

 ・取消年月日　　　　　年　　月　　日　　・免許の種類

・無

・無

有・無

有・無

４　本登録年度において他の狩猟免許申請書又は免許更新申請書を提出している場合は、その狩猟免許の種類及び受験
　(受検）年月日

５　現に他種の狩猟免許を受けている場合は、その種類及び狩猟免状の番号等

本登録年度の
種　　　類 狩猟免状の番号 狩猟免状の交付年月日交付した

受験 （受検 ）年月日

更 新 の 有 無

免許の種類 年　　　　　　月　　　　　日

２

収入証紙



 

※ ※ ※ ※

※

　　　第二種銃猟免許

　２　受 験 日

　

　３　受験場所

  太枠内は、必ず記入してください。

受付番号
※

備　　考
※

　１　新　　規 　２　一部免除

　ふりがな

１　新   規

受 験 票 Ａ

２ 一部免除

事務所
※

申込番号
※

　ふりがな

事務所

　氏　　名

※
申込番号

　氏　　名（自署又は記名押印）

受験票Ｂ

写

真

  太枠内は、必ず記入してください。

　１　免許の種類

　　　網猟免許

　　　わな猟免許

　　　第一種銃猟免許

　３　受験場所

　１　免許の種類

　　　網猟免許　 わな猟免許　 第一種銃猟免許　 第二種銃猟免許

　２　受 験 日

　　 　　　年　　　月　　　日

技能

※
試験の結果

※ 視力 聴力 運動能力 知識

備　　考
※

（
切
り
離
さ
な
い
こ
と
。
）

（
切
り
離
さ
な
い
こ
と
。
）

　  年　　月　　日　

適性試験
受付番号

※



 

様
式
第
六
号
（
裏
面
）
の
注
意
１
中
「 

」
を
「 

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
意
２
中
「 

 

」

を
「 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
意
４
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 

様
式
第
七
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

２
 

３
 

覚
醒

剤
 

か
い

書
 

覚
 

明
瞭

 

楷
書

 
明

り
 

２
の

 

３
の

 
そ

う
う

つ
病

 
そ

う
鬱

病
 

う
つ

病
 

鬱
病

 

ょ
う

 

せ
い

剤
 



様式第７号（第８条関係） （表面）

※ ※

※ ※

　　年　　　月　　　日

　　受検年月日 　　　年　　　　　月　　　　　日

　　受検場所

(1)

(2)

(3)

　太枠内は、必ず記入してください。

年　　月　　日

散 弾 銃

空 気 銃

知事

知事 号

網 猟 免 許 号

　圧縮ガスを
号

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第５１条第１項の規定により、狩猟免許の更
新を受けたいので、次のとおり申請します。

１　希望する受検年月日及び受検場所

狩猟免状の交付年月日 原交付年月日

年　　月　　日

ふりがな

氏    名

狩　猟　免　許　更　新　申　請　書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　（宛先）

　　　　　　　埼玉県知事

住　　所
〒

生年月日

事務所
※ 申込番号

年　　月　　日

年　　月　　日わ な 猟 免 許

（自署又は記名押印）　　　　　　　　　　　　　　　　 　　（男・女）

２　更新を受けようとする狩猟免許の種類及び狩猟免状の番号等

電話番号

交付した
都道府県知事名

　のを含む。

第一種銃猟免許 知事 号

４　本登録年度において他の狩猟免許申請書を提出している場合は、その狩猟免許の種類及び受験年月日

第二種銃猟免許

３　第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許の更新を受けようとする場合は、使用する銃砲の種類の番号を○で囲み、猟銃・
　空気銃所持許可証の番号及び交付年月日を記入すること。

猟銃・空気銃所持許可証の番号 交付年月日

　　　　　　年　　　月　　　日

使用する
銃砲の種類

免許の種類 受験年月日 年　　　　　月　　　　日

　使用するも

ラ イ フ ル 銃

年　　月　　日

免許の種類 狩猟免状の番号

年　　月　　日

知事 号 年　　月　　日 年　　月　　日

収入証紙

 

 

 

 



（自署又は記名押印）

　　　第二種銃猟免許

　２　受 検 日

　      年　　月　　日　

　３　受検場所

運動能力

  太枠内は、必ず記入してください。

（

切

り

離

さ

な

い

こ

と
。

）

（

切

り

離

さ

な

い

こ

と
。

）

※

※ ※

※

　３　受検場所

第一種銃猟免許 第二種銃猟免許

※

※　講習の受講 聴力

※

※

視     力

　１　免許の種類

　　　網  猟  免  許

　１　免許の種類と交付年月日

　２　受 検 日

年　月　日 年　月　日

　　　第一種銃猟免許

　ふりがな

　氏    名

事 務 所
※

※

受 検 票 Ａ 受検票Ｂ

※

免許の
種　類

ふりがな
氏　　名

年　月　日 年　月　日
交付年
月　日

網猟免許 わな猟免許

※

　適 性 検 査

　 　　　　年　　　月　　　日

  太枠内は、必ず記入してください。

聴    力 運動能力

※

受付番号

備　　考

事務所
※

視力※
　適性
　検査

※ ※

※

※

備　　考

受付番号

※　講習の受講

　　　わ な 猟 免 許

※ ※ ※ ※

申込番号 申込番号

写

真



 

様
式
第
七
号
（
裏
面
）
の
注
意
１
中
「 

」
を
「 

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
意
２
中
「 

 

」

を
「 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
意
４
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

附 
則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

    

２
 

３
 

覚
醒

剤
 

か
い

書
 

覚
 

明
瞭

 

楷
書

 
明

り
 

２
の

 

３
の

 
そ

う
う

つ
病

 
そ

う
鬱

病
 

う
つ

病
 

鬱
病

 

ょ
う

 

せ
い

剤
 



規 
 

則 

 
社
会
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

社
会
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

社
会
福
祉
法
施
行
細
則
（
平
成
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 

第
九
条
を
削
る
。 

 

様
式
第
八
号
及
び
様
式
第
九
号
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
五
号



規 
 

則 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
埼
玉
県
立
嵐
山
郷
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

埼
玉
県
立
嵐
山
郷
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
立
嵐
山
郷
管
理
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
埼
玉
県
規
則
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
一
号
中
「
知
的
障
害
児
施
設
」
を
「
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
」
に
改
め
、
同
条
第

二
号
中
「
重
症
心
身
障
害
児
施
設
」
を
「
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
条
第
一
号
中
「
知
的
障
害
児
施
設
」
を
「
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
」
に
、「
知
的
障
害
児

通
園
施
設
又
は
盲
ろ
う
あ
児
施
設
に
お
い
て
保
護
指
導
す
る
」
を
「
障
害
児
通
所
支
援
を
提
供
す

る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
重
症
心
身
障
害
児
施
設
」
を
「
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
」
に

改
め
、「（
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
六
十
三
条
の
三
第
一
項
の
重

度
の
知
的
障
害
及
び
重
度
の
肢
体
不
自
由
が
重
複
し
て
い
る
満
十
八
歳
以
上
の
者
を
含
む
。
）
」

を
削
り
、
同
条
第
三
号
中
「
第
六
十
三
条
の
五
」
を
「
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）

第
六
十
三
条
の
三
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

        

埼
玉
県
規
則
第
二
十
六
号



埼
玉
県
規
則
第
二
十
七
号









埼
玉
県
規
則
第
二
十
八
号





















規 
 

則 

 
埼
玉
県
児
童
福
祉
審
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

埼
玉
県
児
童
福
祉
審
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
児
童
福
祉
審
議
会
規
則
（
平
成
十
七
年
埼
玉
県
規
則
第
九
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

第
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
）
第
六
条
の
三
第
一
項
」
を
「
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」

と
い
う
。
）
第
六
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
児
童
福
祉
法
」
を
「
法
」
に
改

め
、
同
項
第
三
号
中
「
児
童
福
祉
法
」
を
「
法
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第

二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

三 

法
第
三
十
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
一
時
保
護
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
九
号



規 
 

則 

 
母
子
保
健
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

母
子
保
健
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

母
子
保
健
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 

別
表
の
備
考
２
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
別
表
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
の
措
置
に
要
す

る
費
用
の
徴
収
か
ら
適
用
し
、
同
日
前
の
措
置
に
要
し
た
費
用
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。 

 

所
得

税
法

第
７

８
条

第
１

項
 

扶
養

控
除

に
つ

い
て

は
所

得
税

法
等

 

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（
平

成
２

２
年

法
律

第
６

号
）

第
１

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
前

の
所

得
 

税
法

の
規

定
に

よ
り

計
算

す
る

も
の

と
し

、
所

得
税

法
第

７
８

条
第

１
項

 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
号



規 
 

則 

 
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

  

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 

食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

食
品
衛
生
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
八
年
埼
玉
県
規
則
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

第
三
条
中
「
以
下
「
規
則
」
を
「
次
条
に
お
い
て
「
省
令
」
に
改
め
る
。 

第
四
条
中
「
規
則
」
を
「
省
令
」
に
改
め
る
。 

第
七
条
第
一
項
中
「
第
四
条
第
一
項
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
中
第
八
号
を
第

十
一
号
と
し
、
第
七
号
を
第
十
号
と
し
、
同
項
第
六
号
中
「
及
び
生
年
月
日
」
を
「
、
生
年
月
日

及
び
資
格
等
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
五
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。 

六 

従
事
者
数 

七 

営
業
時
間 

八 

使
用
す
る
水
の
種
類 

第
七
条
第
二
項
中
「
第
四
条
第
一
項
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第

四
条
第
二
項
」
を
「
第
五
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第

六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

五 

使
用
す
る
水
の
種
類 

第
七
条
第
四
項
中
「
第
四
条
第
二
項
」
を
「
第
五
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第

四
条
第
三
項
」
を
「
第
五
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

第
八
条
を
削
る
。 

第
九
条
中
「
第
五
条
」
を
「
第
六
条
」
に
、
「
様
式
第
十
二
号
」
を
「
様
式
第
十
一
号
」
に
改

め
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。 

第
十
条
第
一
項
中
「
第
六
条
第
一
項
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
中
第
八
号
を
第

十
一
号
と
し
、
第
七
号
を
第
十
号
と
し
、
第
六
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。 

七 

営
業
時
間 

八 

使
用
す
る
水
の
種
類 

九 

食
品
衛
生
責
任
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
資
格
等 

第
十
条
第
二
項
中
「
第
六
条
第
一
項
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
、
「
様
式
第
十
三
号
」
を
「
様

式
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
六
条
第
二
項
」
を
「
第
七
条
第
二
項
」
に
改
め
、

埼
玉
県
規
則
第
三
十
一
号



同
項
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

五 

使
用
す
る
水
の
種
類 

第
十
条
第
四
項
中
「
第
六
条
第
二
項
」
を
「
第
七
条
第
二
項
」
に
、
「
様
式
第
十
四
号
」
を
「
様

式
第
十
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
六
条
第
三
項
」
を
「
第
七
条
第
三
項
」
に
、
「
様

式
第
十
五
号
」
を
「
様
式
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。 

第
十
一
条
第
一
項
中
「
第
七
条
第
一
項
」
を
「
第
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
中
第
八
号
を

第
九
号
と
し
、
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
同
項
第
五
号
中
「
氏
名
」
の

下
に
「
、
生
年
月
日
及
び
資
格
等
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
中
第
四
号
を
第

五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

四 

営
業
施
設
符
号 

第
十
一
条
第
二
項
中
「
第
七
条
第
一
項
」
を
「
第
八
条
第
一
項
」
に
、
「
様
式
第
十
六
号
」
を

「
様
式
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
七
条
第
二
項
」
を
「
第
八
条
第
二
項
」
に
、

「
様
式
第
十
七
号
」
を
「
様
式
第
十
六
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
し
、
第
十
二
条
を
第
十

一
条
と
す
る
。 

 

様
式
第
一
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を
「 

 

」
に
、 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
二
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を
「 

 
」
に
、 

 

「 
 

 

」
を
「 

 

」
に
改
め
る
。 

  

様
式
第
三
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、
「 

 
 

」
を
「 

 
 

」
に
、 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

を
「 

 

」
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
式
第
四
号
中
「 
 

 

」
を
「 

 

」
に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

改
め
る
。 

 

様
式
第
五
号
（
一
）
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

あ
て

先
 

宛
先

 
｢氏

名
 

 
  

 
年

 
 

月
 

 
日

生
｣ 

あ
て

先
 

宛
先

 

｢７
 

小
分

け
容

器
の

内
容

量
別

個
数

 

 ８
  配

合
重

量
パ

ー
セ

ン
ト

 
 

 
」

 
７

 
小

分
け

容
器

の
内

容
量

別
個

数
 

あ
て

先
 

宛
先

 

す
で

に
 

既
に

 

あ
て

先
 

宛
先

 

｢ 

｣ 

｢ 

｢ 
｢ 

｢保
健

所
長

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

住
 

所
」
 

氏
名

 

｢氏
名

 

 
  

 
年

 
 

月
 

 
日

生
｣ 

氏
名

 

申
請

者
 

届
出

者
 

｢氏
名

 

 
  

 
年

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

月
 

 
日

生
」
 

氏
名

 

あ
て

先
 

宛
先

 
営

業
所

の
名

称
等

 
営

 業
 所

 
屋

 号
 又

 

 の
名

称
、

 
 は

商
号
 

｣ 
使

 
 

 
用

 
 

 
水

 
｣ 

使
用

す
る

水
の

種
類
 

｣ 



を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 
 様

式
第
五
号
（
二
）
及
び
様
式
第
五
号
（
三
）
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
     

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

に
改 

 め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
式
第
七
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
式
第
八
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
式
第
九
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に 

改
め
る
。 

様
式
第
十
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に 

改
め
る
。 

 

様
式
第
十
一
号
を
削
る
。 

様
式
第
十
二
号
中
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 
 

 
 

 
 

」
に
、
「 

 
 

」
を
「 

 

」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
、
「 

 
 

」
を
「 

 
 

」
に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
一
号
と
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
式
第
十
三
号
中
「  

 
 

 
 

 
 

」
を
「  

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

」
を
「 

 

」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を
「 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
５

条
 

条
第

１
項

 

第
６

条
 

第
４

条
第

２
項

 

あ
て

先
 

宛
先

 
あ

て
先

 

あ
て

先
 

第
４

条
第

３
項

 

あ
て

先
 

宛
先

 

（
第

９
条

関
係

）
 

（
第

８
条

関
係

）
 

（
第

１
０

条
関

係
）
 

（
第

９
条

関
係

）
 

宛
先

 

宛
先

 

｢ 

｣ 

｣ 

あ
て

先
 

宛
先

 
｢氏

 
 

名
 

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

生
」
 

｢ 

｣ 

｢ 

｣ 

｢ 

｣ 

第
５

条
第

２
項

 

第
５

条
第

３
項

 

｢ 

｣ 

｣ 

あ
て

先
 

宛
先

 

｢ 
｢ 

｢ 

｣ 

宛
先

 

｢保
健

所
長

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
届

出
者

の
住

 
所

」
 

あ
て

先
 

営
業

所
の

名
称

等
 

｢ 
 営

業
所

の
名

称
、

屋
号

又
は

商
号

 

営
業

所
の

名
称

等
 

営
業

所
の

名
称

、
 

屋
号

又
は

商
号
 

用
 

 
水

 
使

用
す

る
水

の
種

類
 

営
業

所
の

名
称

等
 

｢ 

所
の

名
称

 、
屋

号
又

は
商

号
 

｢氏
 

 
名

 

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

生
」

 
氏

 
 

名
 

第
６

条
第

１
項

 

給
食

施
設

の
名

称
等
 

給
食

施
設

の
名

称
 

氏
 

 

 
名

 
使

 
 

 

営
 業

 

第
７

 

｣ 
｣ 

｢  
使

 

｢保
健

所
長

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

主
た

る
事

務
所

の
」

 

｢保
健

所
長

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
届

出
者

の
主

た
る

事
務

所
の

」
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
二
号
と 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

す
る
。 

様
式
第
十
四
号
中
「  

 
 

 
 

 
 

」
を
「  

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

」
を
「 

 

」 

に
、
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
三
号
と
す
る
。 

様
式
第
十
五
号
中
「  

 
 

 
 

 
 

」
を
「  

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

」
を
「 

 

」 

に
、
「 

 
 

 
 

 
」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
四
号
と
す
る
。 

様
式
第
十
六
号
中
「  

 
 

 
 

 
 

」
を
「  

 
 

 
 

 
 

」
に
、
「 

 
 

」
を
「 

 

」

に
、
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
、
同
様

式
を
様
式
第
十
五
号
と
す
る
。 

 

様
式
第
十
七
号
中
「  

 
 

 
 

 
 

」
を
「  

 
 

 
 

 
 

」
に
、
「 

 
 

」
を
「 

 

」

に
、
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
、
同
様

式
を
様
式
第
十
六
号
と
す
る
。 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分

の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
６

条
第

２
項

 
第

７
条

第
２

項
 

営
業

施
設

の
 

営
業

施
設

の
名

称
 

営
業

の
種

類
 

営
業

又
は

給
食

の
種

類
 

（
第

１
０

条
関

係
）

 
（

第
９

条
関

係
）
  

（
第

１
１

条
関

係
）

 
（

第
１

０
条

関
係

）
 

（
第

１
１

条
関

係
）

 
（

第
１

０
条

関
係

）
 

あ
て

先
 

第
７

条
第

１
項

 
第

８
条

第
１

項
 

｣ 

｢ 

｣ 

名
称

、
屋

号
又

は
商

号
 

あ
て

先
 

営
業

施
設

の
名

称
 

第
７

条
第

２
項

 
第

８
条

第
２

項
 

名
称

、
屋

号
又

は
商

号
 

営
業

の
種

類
 

営
業

又
は

給
食

の
種

類
 

あ
て

先
 

宛
先

 

使
用

す
る

水
の

種
類

 
 

 
用

 
 

水
 

（
第

１
０

条
関

係
）

 
（

第
９

条
関

係
）
  

あ
て

先
 

宛
先

 

第
６

条
第

３
項

 
第

７
条

第
３

項
 

宛
先

 

宛
先

 

営
業

施
設

の
 



規 
 

則 

 
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
年
埼
玉
県
規
則
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
第
一
項
中
「
以
下
」
を
「
第
四
条
及
び
第
十
四
条
に
お
い
て
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

中
「
行
な
い
」
を
「
行
い
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
第
二
項
中
「
よ
ご
し
、」
を
「
汚
し
、」
に
、「
よ
ご
し
た
」
を
「
汚
し
た
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
条
第
一
項
中
「
並
び
に
第
十
八
条
第
一
号
ロ
、
ニ
、
ホ
及
び
ヘ
」
を
「
、
第
十
八
条
第
一

号
ロ
及
び
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
並
び
に
第
二
十
四
条
第
一
号
ロ
及
び
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
」
に
、
「
防
除
指

導
員
の
指
定
」
を
「
指
定
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
防
除
指
導
員
の
指
定
」
と
い
う
。
）
」

に
、
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
の
防
除
指
導
員
」
を
「
防
除
指

導
員
」
に
、
「
又
は
第
十
八
条
第
一
号
ロ
、
ニ
、
ホ
若
し
く
ヘ
」
を
「
、
第
十
八
条
第
一
号
ロ
若

し
く
は
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
又
は
第
二
十
四
条
第
一
号
ロ
若
し
く
は
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
」
に
改
め
、
同
条

第
三
項
中
「
行
な
い
」
を
「
行
い
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
条
中
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
条
中
「
第
三
条
及
び
第
四
条
」
を
「
第
二
条
及
び
第
三
条
」
に
改
め
る
。 

 

第
八
条
中
「
以
下
「
法
律
」
を
「
第
十
四
条
に
お
い
て
「
法
律
」
に
、
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」

に
改
め
る
。 

 

第
十
一
条
第
二
項
中
「
す
で
に
」
を
「
既
に
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
二
条
中
「
以
下
」
を
「
第
十
四
条
に
お
い
て
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
四
条
中
「
法
律
」
の
下
に
「
、
政
令
」
を
加
え
る
。 

 

別
記
第
一
号
様
式
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 

」
を
「 

 

」
に
改
め
る
。 

 

別
記
第
三
号
様
式
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
る
。 

 

別
記
第
四
号
様
式
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
の 

２
中
「 

 
 

 
 

 
 

」

を
「 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

農
業

改
良

普
及

員
 

普
及

指
導

員
 

あ
て

先
 

宛
先

 

モ
ノ

フ
ル

オ
ー

ト
酢

酸
 

モ
ノ

フ
ル

オ
ー

ル
酢

酸
 

ジ
メ

 

チ
ル

エ
チ

ル
メ

ル
カ

プ
ト

エ
チ

ル
チ

オ
ホ

ス
フ

エ
ト

 
ジ

メ
チ

ル
エ

チ
ル

メ
ル

カ
プ

ト
エ

チ
 

ル
チ

オ
ホ

ス
フ

エ
イ

ト
 

燐
化

ア
ル

ミ
ニ

ユ
ー

ム
 

燐
化

ア
ル

ミ
ニ

ウ
ム

 

あ
て

先
 

宛
先

 

り
ん

 
り

ん
 

あ
て

先
 

宛
先

 

（注） 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
二
号



 

別
記
第
七
号
様
式
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 
１ 
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
細
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙

は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

あ
て

先
 

宛
先

 



埼
玉
県
規
則
第
三
十
三
号











































規 
 

則 

 
埼
玉
県
水
源
地
域
保
全
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

埼
玉
県
水
源
地
域
保
全
条
例
施
行
規
則 

（
届
出
の
対
象
と
な
る
水
源
地
域
内
の
土
地
） 

第
一
条 

埼
玉
県
水
源
地
域
保
全
条
例
（
平
成
二
十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
二
号
。
以
下
「
条

例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
土
地
は
、
木
竹
が
集
団
し
て
生
育
し
て
い

る
土
地
又
は
木
竹
の
集
団
的
な
生
育
に
供
さ
れ
る
土
地
で
、
そ
の
地
目
が
山
林
、
原
野
又
は
保

安
林
で
あ
る
も
の
と
す
る
。 

（
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
） 

第
二
条 

条
例
第
二
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
は
、
地
役

権
、
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
及
び
賃
借
権
と
す
る
。 

（
水
源
地
域
の
指
定
の
案
の
公
告
） 

第
三
条 

条
例
第
六
条
第
三
項
（
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
公
告
は
、
埼
玉
県
報
に
告
示
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
公
聴
会
） 

第
四
条 

知
事
は
、
条
例
第
六
条
第
五
項
（
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
り
公
聴
会
を
開
催
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
日
時
及
び
場
所
並
び
に
公
聴
会

に
お
い
て
意
見
を
聴
こ
う
と
す
る
案
件
を
埼
玉
県
報
に
告
示
す
る
と
と
も
に
、
当
該
案
件
に
関

し
意
見
を
聴
く
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
述
人
」
と
い
う
。
）

に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
告
示
は
、
公
聴
会
の
日
の
三
週
間
前
ま
で
に
行
う
も
の
と
す
る
。 

３ 

公
聴
会
は
、
知
事
の
指
名
す
る
職
員
が
議
長
と
し
て
主
宰
す
る
。 

４ 

公
聴
会
に
お
い
て
は
、
議
長
は
、
ま
ず
公
述
人
の
う
ち
異
議
が
あ
る
旨
の
意
見
書
を
提
出
し

た
者
そ
の
他
意
見
を
聴
こ
う
と
す
る
案
件
に
つ
い
て
異
議
を
有
す
る
者
に
異
議
の
内
容
及
び
理

由
を
陳
述
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

公
述
人
は
、
発
言
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
議
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

議
長
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
公
聴
会
を
傍
聴
し
て
い
る
者
に
発
言
を
許

す
こ
と
が
で
き
る
。 

７ 

公
述
人
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
発
言
を
許
さ
れ
た
者
は
、
第
一
項
の
案
件
の
範
囲
を
超
え

埼
玉
県
規
則
第
三
十
四
号



て
発
言
し
て
は
な
ら
な
い
。 

８ 

議
長
は
、
公
述
人
及
び
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
発
言
を
許
さ
れ
た
者
が
第
一
項
の
案
件
の
範

囲
を
超
え
て
発
言
し
た
と
き
は
、
そ
の
発
言
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

９ 

議
長
は
、
公
聴
会
の
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
、
そ
の
秩
序
を
乱
し
、
又
は
不
穏
な
言
動
を
し

た
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
当
該
行
為
の
中
止
又
は
退
場
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き

る
。 議

長
は
、
公
聴
会
の
終
了
後
遅
滞
な
く
公
聴
会
の
経
過
に
関
す
る
重
要
な
事
項
を
記
載
し
た

調
書
を
作
成
し
、
こ
れ
に
署
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
届
出
を
要
す
る
土
地
売
買
等
の
契
約
） 

第
五
条 

条
例
第
七
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
契
約
は
、
次
に
掲
げ
る
契
約
と
す
る
。 

一 

贈
与
契
約 

二 

売
買
契
約 

三 

交
換
契
約 

四 

地
上
権
の
設
定
契
約 

五 

地
役
権
の
設
定
契
約 

六 

使
用
貸
借
契
約 

七 

賃
貸
借
契
約 

（
土
地
の
所
有
権
等
の
移
転
等
の
届
出
） 

第
六
条 

条
例
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
一
号
の
土
地
の
所
有
権
等
の
移

転
等
の
届
出
書
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

土
地
売
買
等
の
契
約
に
係
る
土
地
の
位
置
を
示
す
図
面 

二 

登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
土
地
売
買
等
の
契
約
に
係
る
土
地
に
つ
い
て
所
有
権
等
を
有
す

る
こ
と
を
証
す
る
書
面
の
写
し 

３ 

条
例
第
七
条
第
一
項
第
五
号
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

一 

土
地
売
買
等
の
契
約
の
種
類 

二 

土
地
売
買
等
の
契
約
に
係
る
土
地
の
地
目
及
び
現
況 

三 

土
地
売
買
等
の
契
約
の
締
結
予
定
年
月
日 

４ 

条
例
第
七
条
第
二
項
第
一
号
の
規
則
で
定
め
る
法
人
は
、
分
収
林
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十

三
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
九
条
第
二
号
の
森
林
整
備
法
人
と
す
る
。 

（
身
分
証
明
書
） 

第
七
条 

条
例
第
九
条
第
三
項
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
は
、
様
式
第
二
号
の
と
お
り
と
す

る
。 

附 

則 
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こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま

で
の
規
定
は
、
同
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



 

様式第１号（第６条関係） 

土地の所有権等の移転等の届出書 

                                   年  月  日  

（宛先） 

埼玉県知事 

届出者 住所               

       氏名            ㊞  

                                                           法人にあっては、主たる事務所の 

                                                           所在地、名称及び代表者の氏名  

           電話番号             

 下記のとおり土地の所有権等の移転又は設定をする契約を締結したいので、埼玉県水源地域保全条

例第７条第１項の規定により届け出ます。 

記 

１ 契約の当事者 

当 事 者 
氏名（法人にあっては、名称及び

代表者の氏名） 

住所（法人にあっては、主たる事務所の

所在地） 

所有権等の移転 

又は設定をしよ 

うとする者 

  

 

 

所有権等の移転 

又は設定を受け 

ようとする者  

  

 

２ 契約に係る土地の所在等 

所 在 面積（㎡） 契約の種類 所有権等の種別及び内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土地の利用目的 地 目 現 況 契約の締結予定年月日 

  

 

 

 

 

年  月  日 

 



 

 注 １ 「所在」の欄は、契約に係る土地について市町村名から記載してください。 

     なお、全ての筆を記載することとし、契約に係る土地が数筆にわたり記載しきれない場合は、

「外○筆（別紙記載）」として別紙に記載の上、添付してください。 

   ２ 「契約の種類」の欄は、土地売買等の契約について、贈与契約、売買契約、交換契約、地上

権の設定契約、地役権の設定契約、使用貸借契約又は賃貸借契約の中から該当するものを記載

してください。 

   ３ 「所有権等の種別及び内容」の欄は、土地売買等の契約に係る権利について、所有権、地上

権、地役権、使用貸借による権利又は賃借権の中から該当するものを、期限のあるものは終期

も併せて記載してください。 

４ 「土地の利用目的」の欄は、所有権等の移転又は設定の後における土地の主な利用目的につ

いて、具体的に記載してください。 

   ５ 「地目」の欄は、登記簿上の地目を記載してください。 

   ６ 「現況」の欄は、主たる現況を具体的に記載してください。 

 

 

 



 

様式第２号（第７条関係） 

（表  面） 

 

（裏  面） 

  
                        第     号  

                       年  月  日  
所属・職名 

氏名 

有効期限 

 ５．５㎝ 

 
写 

真 

   

    

上記の者は、埼玉県水源地域保全条例第９条第２項の規定により立入調査

をする職員であることを証明する。 

 

  

                      埼玉県知事        □印   

 

８．５㎝ 

 
 

埼玉県水源地域保全条例（抜粋） 

 （報告の徴収及び立入調査） 
第９条 （略） 

２ 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に第７条第１項の規定による

届出に係る土地に立ち入り、当該土地の利用が水の供給源としての水源地域の機能の維持

に及ぼす影響を調査させ、又は関係者に質問させることができる。 

３ 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提

示しなければならない。 
４ 第２項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

５ 第１項の規定による報告徴収及び第２項の規定による立入調査は、第７条第１項の規定

による届出があった日から起算して３０日以内にしなければならない。 

 （勧告） 

第１１条 知事は、土地所有者等が次のいずれかに該当すると認めるときは、その者に対し、

期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 

 ⑴・⑵ （略） 

 ⑶ 第９条第２項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対   

して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。 
 



 

 



規 
 

則 

 
埼
玉
県
特
定
民
間
再
開
発
事
業
及
び
地
区
外
転
出
事
情
認
定
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

埼
玉
県
特
定
民
間
再
開
発
事
業
及
び
地
区
外
転
出
事
情
認
定
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規 

 
 

 

則 

 

埼
玉
県
特
定
民
間
再
開
発
事
業
及
び
地
区
外
転
出
事
情
認
定
規
則
（
昭
和
六
十
年
埼
玉
県
規
則

第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
並
び
に
第
三
十
九
条
の
七
第
九
項
及
び
第
十
一
項
」
を
削
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
中
「
又
は
第
三
十
九
条
の
七
第
九
項
」
を
削
る
。 

 

第
三
条
第
一
項
中
「
又
は
第
三
十
九
条
の
七
第
十
一
項
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。 

２ 

前
項
の
申
請
書
に
は
、
住
民
票
の
写
し
又
は
戸
籍
謄
本
、
身
体
障
害
者
手
帳
の
写
し
そ
の
他 

の
申
請
者
等
の
年
齢
又
は
身
体
上
の
障
害
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
五
条
第
二
号
中
「
以
下
「
法
」
を
「
次
条
第
二
号
に
お
い
て
「
法
」
に
改
め
、「
又
は
第
六
十

五
条
の
七
第
一
項
の
表
の
第
十
二
号
の
上
欄
」
を
削
り
、
「
こ
れ
ら
の
」
を
「
当
該
」
に
、
「
以
下

「
規
則
」
を
「
次
条
第
二
号
に
お
い
て
「
省
令
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
条
第
二
号
中
「
又
は
第
六
十
五
条
の
七
第
一
項
の
表
の
第
十
二
号
の
下
欄
」
を
削
り
、「
こ

れ
ら
の
」
を
「
当
該
」
に
、
「
規
則
」
を
「
省
令
」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
一
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
、 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「 

 

」
を
「 

 

」
に
、 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

」
に
、 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
、
同 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 

様
式
の
備
考
２
中
「 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
３
中
「 

 
 

「
 
第
２
５
条
の
４
第
２
項

 
 

 
第
３
９
条
の
７
第
９
項

 
 
」

 
第
２
５
条
の
４
第
２
項

 

宛
先

 

「
あ
て

 

申
請
者
の

 

建
築
基
準
法
施
行
令
第

1
3
6
 

条
第
１
項
に
規
定
す
る
空

 
 

地
の
状
況

 

建
築
基
準
法
施
行
令
第

1
3
6
 

条
第
１
項
に
規
定
す
る
空

 
 

地
の
状
況

 

「
申
請
者
」
の

 

先
 

空
地
率

 

「
地

 

建
ぺ
い
率

 
 

建
 
蔽

 
率

 
「

 

建
築
基
準
法
施
行
令
第

1
3
6
 

条
第
１
項
に
規
定
す
る
空

 
 

地
の
状
況

 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
五
号



 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
４
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

」 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め 

同
様
式
の
備
考
５
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
７
中
「 

 
 

」
を 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
８
を
削
る
。 

 

様
式
第
二
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、 

 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、 

 
 

 
 

 
 

を
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、 

 
 

 
 

 
 

 

を
「 

 
 

 
 

 
 

」
に
、 

 
 

 
 

 
 

 

を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
、 

同
様
式
の
備
考
２
中
「 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
、 

 
 

 
 

 

を
削
り
、 

 
 

 
 

 
 

を
「 

 
 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
３
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 

様
式
第
二
号
の
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 
 

 
 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

様
式
第
三
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
、
同 

様
式
の
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

様
式
第
四
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
を
削
る
。 

 

様
式
第
五
号
中
「 

 
 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 

」 
 

 
 

」
及
び
「 

 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
六
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
中
「 

 
 

 

」
を
「
「 

 
 

 
 

」
に
改
め
、 

 
 

 
 

 

を
削
り
、 

 
 

」
を
「 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

(
 

 
 

 
 

)
 

「
 
第
２
５
条
の
４
第
１
６
項

 
 

 
第
３
９
条
の
７
第
１
１
項

 
」

 

そ
の
一
筆
の
土
地
の
一
部
の
面
積
を
記
載
す
る
こ
と
。

 

「
 
第
２
５
条
の
４
第
１
６
項

 
 

 
第
３
９
条
の
７
第
１
１
項

 
」

 

「
地
積
」
 

空
地
率

 
「
空

 

地
の
面
積
の
敷
地
面
積
に
対
す
る
割
合
及
び
申
請
に
係
る
事
業
に
お
け
る
空
地
の
面
積
の
敷
地
面

 

第
２
５
条
の
４
第
１
６
項

 
「
あ

 

宛
先

 
「
所

 
在

 
地
」
 

施
行
地
区
の
所
在
地

 
「
面

 
 

 
積
」
 

施
行
地
区
の
面
積

 
「
同
法
施
行
規
則
」
 

租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則

 

申
請
者
の

 
「
申
請
者
」
の

 
「
又
は
法
人
」

 

「
申
請
者
が
」

 
建
築
主
が

 

３
 
「
地
積
」
の
欄
に
は
、
登
記
簿
に
登
記
さ
れ
た
地
積
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

４
 

 
借
地
権
の
目
的
と
な
つ
て
い
る
土
地
の
面
積
」
の
欄
に
は
、
借
地
権
が
一
筆
の

 

土
地
の
全
部
を
目
的
と
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
面
積
を
備
考
３
の
例
に
よ

 

第
２
５
条
の
４
第
２
項

 

備
考

 
「
従
前
の
権
利
者
及
び
そ
の
権
利
の
状
況
」
の
欄
に
つ
い
て
は
、
従
前
の
権
利
者
が
多

 

数
と
な
る
と
き
は
、
当
該
欄
の
記
載
に
代
え
て
こ
の
様
式
の
例
に
よ
り
作
成
し
た
書
面
を

 

第
２
５
条
の
４
第
１
６
項

 
「
租

 

税
特
別
措
置
法
施
行
令
第

 
 
条
第

 
 
項
第

 
 
号

 
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第

 
 

 

条
第

 
 
項

 

郵
便
は
が
き

 
「
申
請
者

 
「
住
所

 
氏
名

 

あ
て
先

 
宛
先

 
申
請
者
の

 

 

請
者
」
の

 
「
又
は
法
人
」

 

り
記
載
し
、
借
地
権
が
一
筆
の
土
地
の
一
部
を
目
的
と
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は

 

の
欄

 
欄

 
「
借
地
権
の
目
的
と
な
つ
て

 

い
る
土
地
の
面
積

 
「
借
地
権
の
目
的
と
な
つ
て
い
る
土
地
の
面
積
」

 の
欄

 

「
 
第
２
５
条
の
４
第
２
項

 
 
第
３
９
条
の
７
第
９
項

 
 
」

 

て
先

 

申
 

添
付
す
る
こ
と
。

 

、 

、 

積
」

 

別
紙
に
同
一
様
式
を
作
成
し
て
記
載
す
る
こ
と
。

 
こ
の
様
式
の
例

 

「
ま
た

 
ま
た
、

 

欄
 

、 

に
よ
り
作
成
し
た
書
面
を
添
付
す
る
こ
と
。

 

積
に
対
す
る
割
合

 



規 
 

則 

 
埼
玉
県
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

埼
玉
県
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
細
則
（
平
成
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
二
項
中
「
民
法
（
明
治
三
十
一
年
法
律
第
九
号
）
」
を
「
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法

律
第
八
十
九
号
）
」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
る
。 

  

様
式
第
三
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

   

様
式
第
四
号
か
ら
様
式
第
八
号
ま
で
の
規
定
中
「 
 

 

」
を
「 

 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
九
号
（
一
）
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
の
（
注
）
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。 

   

様
式
第
九
号
（
二
）
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
の
（
注
）
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。 

   

様
式
第
十
号
（
一
）
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
の
（
注
）
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。 

  

「
氏

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
住

所
 

 
氏

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「
氏

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

㊞
 

 
住

所
 

 
氏

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

㊞
 

 
 

 
 

法
人

に
あ

っ
て

は
、

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

、
 

 
 

 
 

商
号

又
は

名
称

及
び

代
表

者
氏

名
 

 
 

 
 

 
 

」
 

（
注

）
１

 
宅

地
建

物
取

引
業

の
廃

業
等

を
し

た
場

合
に

使
用

す
る

。
 

 
 

 
２

 
こ

の
証

明
書

の
記

載
内

容
を

訂
正

し
た

も
の

は
、

無
効

と
す

る
。

 

（
注

）
１

 
一

部
の

事
務

所
を

廃
止

し
た

場
合

に
使

用
す

る
。

 

 
 

 
２

 
こ

の
証

明
書

の
記

載
内

容
を

訂
正

し
た

も
の

は
、

無
効

と
す

る
。

 

（
注

）
１

 
宅

地
建

物
取

引
業

の
廃

業
等

を
し

た
場

合
に

使
用

す
る

。
 

 
 

 
２

 
こ

の
証

明
書

の
記

載
内

容
を

訂
正

し
た

も
の

は
、

無
効

と
す

る
。

 

あ
て

先
 

宛
先

 

あ
て

先
 

宛
先

 

 
㊞

 

  
㊞

」
 

あ
て

先
 

宛
先

 

あ
て

先
 

宛
先

 

あ
て

先
 

宛
先

 

あ
て

先
 

宛
先

 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
六
号



 

様
式
第
十
号
（
二
）
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
の
（
注
）
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。 

   
 

 

附 
則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
第
二
項
の
改
正

規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

（
注

）
１

 
一

部
の

事
務

所
を

廃
止

し
た

場
合

に
使

用
す

る
。

 

 
 

 
２

 
こ

の
証

明
書

の
記

載
内

容
を

訂
正

し
た

も
の

は
、

無
効

と
す

る
。

 

あ
て

先
 

宛
先

 



規 
 

則 

 
埼
玉
県
高
齢
者
円
滑
入
居
賃
貸
住
宅
登
録
簿
閲
覧
規
則
及
び
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
第
三
十
四
条
の
所
得
の
基
準
を
定
め
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

埼
玉
県
高
齢
者
円
滑
入
居
賃
貸
住
宅
登
録
簿
閲
覧
規
則
及
び
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保 

 
 

 

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
三
十
四
条
の
所
得
の
基
準
を
定
め
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則 

 

次
に
掲
げ
る
規
則
は
、
廃
止
す
る
。 

一 

埼
玉
県
高
齢
者
円
滑
入
居
賃
貸
住
宅
登
録
簿
閲
覧
規
則
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
規
則
第
九
十 

 

七
号
） 

二 

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
三
十
四
条
の
所
得
の
基
準
を
定
め 

る
規
則
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
規
則
第
九
十
八
号
） 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

       

埼
玉
県
規
則
第
三
十
七
号



 
 

規 
 

則 

 
埼
玉
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

埼
玉
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 

第
五
十
七
条
第
二
項
中
「
つ
ど
」
を
「
都
度
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
支
払
」
の
下
に

「
（
交
際
費
に
係
る
支
払
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
す
み
や
か
に
」
を
「
速
や

か
に
」
に
、
「
払
い
込
み
」
を
「
払
込
み
」
に
改
め
る
。 

 

第
八
十
一
条
第
二
項
第
三
号
中
「
過
去
二
年
の
間
に
数
回
」
を
「
当
該
年
度
の
前
々
年
度
の
四

月
一
日
以
後
に
二
回
」
に
、
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
る
。 

 

第
九
十
三
条
第
一
項
中
「
見
積
金
額
」
を
「
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
見
積
も
る
契
約

金
額
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
三
号
中
「
過
去
二
年
の
間
に
数
回
」
を
「
当
該
年
度
の
前
々
年

度
の
四
月
一
日
以
後
に
二
回
」
に
、
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
一
条
第
一
項
中
「
見
積
金
額
」
を
「
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
見
積
も
る
契
約
金

額
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
七
十
一
条
第
一
項
第
三
号
中
「
及
び
収
入
印
紙
類
」
を
「
、
郵
便
葉
書
、
収
入
印
紙
、
収

入
証
紙
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
物
品
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
百
九
条
第
一
項
の
表
保
健
医
療
部
保
健
医
療
政
策
課
及
び
食
品
安
全
課
の
項
中
「
及
び
食

品
安
全
課
」
を
削
り
、
同
表
教
育
局
財
務
課
、
福
利
課
、
県
立
学
校
人
事
課
、
保
健
体
育
課
、
特

別
支
援
教
育
課
、
小
中
学
校
人
事
課
及
び
人
権
教
育
課
の
項
中
「
小
中
学
校
人
事
課
」
の
下
に
「
、

義
務
教
育
指
導
課
」
を
加
え
、
同
表
秩
父
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
及
び
加
須
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
の

項
中
「
及
び
加
須
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
」
を
削
り
、
同
項
中
欄
中
「
同
」
を
「
管
理
部
長
」
に
改

め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

    

第
二
百
九
条
第
一
項
の
表
さ
い
た
ま
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
、
東
松
山
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
及
び

本
庄
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
所
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
担
当
部
長
（
県
税
事
務
所
を

本
務
と
す
る
担
当
部
長
を
除
く
。
）
」
を
「
管
理
部
長
」
に
改
め
、
同
表
川
越
農
林
振
興
セ
ン
タ

 

加
須
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー 

所
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す

る
担
当
部
長 

同 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
八
号



 
 

ー
の
項
中
「
所
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
管
理
部
担
当
部
長
」
を
「
管
理
部
長
」
に
改
め
、
同

表
大
里
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

       

第
二
百
九
条
第
一
項
の
表
春
日
部
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
所
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す

る
副
所
長
（
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
を
本
務
と
す
る
副
所
長
を
除
く
。
）
」
を
「
管
理
部
長
」
に
改

め
、
同
表
秩
父
高
原
牧
場
の
項
中
欄
中
「
同
」
を
「
担
当
部
長
」
に
改
め
、
同
表
西
部
教
育
事
務

所
及
び
北
部
教
育
事
務
所
の
項
中
「
西
部
教
育
事
務
所
」
を
「
南
部
教
育
事
務
所
、
西
部
教
育
事

務
所
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

    

第
二
百
九
条
第
一
項
の
表
県
立
の
図
書
館
の
項
中
「
図
書
館
」
の
下
に
「
及
び
県
立
歴
史
と
民

俗
の
博
物
館
」
を
加
え
、
同
表
県
立
歴
史
と
民
俗
の
博
物
館
、
県
立
さ
き
た
ま
史
跡
の
博
物
館
、

県
立
近
代
美
術
館
、
県
立
文
書
館
及
び
県
立
加
須
げ
ん
き
プ
ラ
ザ
の
項
中
「
県
立
歴
史
と
民
俗
の

博
物
館
、
」
及
び
「
、
県
立
文
書
館
」
を
削
り
、
同
表
県
立
大
滝
げ
ん
き
プ
ラ
ザ
の
項
中
「
県
立

大
滝
げ
ん
き
プ
ラ
ザ
」
を
「
県
立
文
書
館
及
び
県
立
大
滝
げ
ん
き
プ
ラ
ザ
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
の
表
埼
玉
県
行
政
組
織
規
則
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
に
規
定
す
る
課
及
び
セ
ン
タ
ー
（
農
林

部
畜
産
安
全
課
及
び
生
産
振
興
課
を
除
く
。
）
の
項
中
「
セ
ン
タ
ー
（
」
の
下
に
「
産
業
労
働
部

就
業
支
援
課
並
び
に
」
を
加
え
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

   

第
二
百
九
条
第
二
項
の
表
農
林
部
畜
産
安
全
課
及
び
生
産
振
興
課
の
項
中
「
課
長
の
指
定
す
る

職
員
」
を
「
同
」
に
改
め
、
同
表
教
育
局
の
課
（
教
育
政
策
課
及
び
高
校
改
革
推
進
課
を
除
く
。
）

の
項
中
「
及
び
高
校
改
革
推
進
課
」
を
削
り
、
同
表
教
育
局
高
校
改
革
推
進
課
の
項
を
削
り
、
同

表
所
轄
所
（
防
災
航
空
セ
ン
タ
ー
、
東
部
環
境
管
理
事
務
所
、
環
境
整
備
セ
ン
タ
ー
、
高
等
看
護

学
院
、
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
の
支
所
（
水
産
研
究
所
に
限
る
。
）
、
花
と
緑
の
振
興
セ
ン
タ

ー
、
八
潮
新
都
市
建
設
事
務
所
、
営
繕
工
事
事
務
所
、
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
の
支
所
、
県
立
嵐
山

史
跡
の
博
物
館
、
県
立
加
須
げ
ん
き
プ
ラ
ザ
、
県
立
の
学
校
（
大
宮
北
特
別
支
援
学
校
、
川
越
特

別
支
援
学
校
及
び
三
郷
特
別
支
援
学
校
を
除
く
。
）
及
び
警
察
学
校
並
び
に
次
の
項
か
ら
警
察
署

 

産
業
労
働
部
就
業
支
援
課 

課
長
の
指
定
す
る
職
員 

 

大
里
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー 

管
理
部
長 

所
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す

る
職
員 

同 

所
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す

る
農
村
整
備
部
担
当
部
長 

 

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー 

所
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す

る
教
育
主
幹 

同 



 
 

の
項
ま
で
の
も
の
を
除
く
。
）
の
項
中
「
、
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
の
支
所
（
水
産
研
究
所
に

限
る
。
）
」
及
び
「
、
県
立
加
須
げ
ん
き
プ
ラ
ザ
」
を
削
り
、
同
表
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
の

支
所
（
水
産
研
究
所
を
除
く
。
）
の
項
中
「
（
水
産
研
究
所
を
除
く
。
）
」
を
削
る
。 

 

第
二
百
十
三
条
中
「
前
三
条
」
を
「
第
二
百
十
条
（
第
四
項
を
除
く
。
）
及
び
前
二
条
」
に
改

め
る
。 

 

附
則
第
十
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

埼
玉
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則（
平
成
二
十
四
年
埼
玉
県
規
則
第
十
六
号
）

に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
行
政
組
織
規
則
に
基
づ
く
埼
玉
県
創
業
・
ベ
ン
チ
ャ
ー
支
援
セ
ン
タ

ー
に
属
す
る
平
成
二
十
三
年
度
一
般
会
計
予
算
に
係
る
第
四
十
六
条
及
び
第
四
十
七
条
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
こ

れ
ら
の
規
定
中
「
所
長
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
長
（
産
業
支
援
課
長
を
含
む
。
）
」
と
す
る
。 

 

附
則
第
十
二
項
を
削
る
。 

 

様
式
第
九
号
（
四
）
及
び
様
式
第
九
号
（
五
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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出納総務課長 

様式第９号（４）（第１４条関係） 

 備考 本様式は、公有財産の買入れに係る伺いをするときに使用する。 
 

 
決
裁
区
分 

知 事 

部 長 

副部長 

課所長 

 知 事 副知事 部 長 副部長 課所長 副課所長    

      

  

 

 

 

企画財政部長 

会計管理者 

副部長 

 

財 政 課 長 

 

 

出納員 

 

 

 起案者 
起案年月日 
決裁年月日 

執行伺い（公有財産） 
本書のとおり執行してよいか伺います。 

 

件 名 

 

年 度 執 行 課 所 

   

執 行 伺 番 号 入札予定年月日 予 算 内 容 

    

購 入 内 容  

予 定 価 格 及 び 単 価  

価 格 算 定 の 根 拠  

契約の 

相手方 

住所又は所在地  

氏 名 又 は 名 称  

代金支払の方法及び時期  

財務規則第１４１条の調査結果  

金 額  

 
事 業 

 

会 計 
款 

項 

目 
節 

説 明 

支 出 理 由 
 

予 算 元 課 

委 任 令 達 元 課 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出負担行為の状況（事業） 

予 算 額 
配 当 額 

支 出 負 担 行 為 済 額 

支 出 負 担 行 為 未 済 額 
今 回 執 行 額 

 

 

 

 

  根 拠 法 令 

入 札 保 証 金  理 由  ％ 

調査基準の設定  

特
定
財
源
内
訳 

款 名 予 算 額  収 入 済 額 収 入 未 済 額 

     

     

     

   

（
合
議
） 

契
約
方
法 

内示額及び調定済額 



 
 

出納総務課長 

様式第９号（５）（第１４条関係） 

 備考 本様式は、既に行つた公有財産の買入れに係る伺いを取り消すときに使用する。 
 

 
決
裁
区
分 

知 事 

部 長 

副部長 

課所長 

 知 事 副知事 部 長 副部長 課所長 副課所長    

      

  

 

 

 

企画財政部長 

会計管理者 

副部長 

 

財 政 課 長 

 

 

出納員 

 

 

 起案者 
起案年月日 
決裁年月日 

執行取消伺い（公有財産） 
本書のとおり取り消してよいか伺います。 

 

件 名 

 

取  消  理  由 

 

年 度 執 行 課 所 

   

執 行 伺 番 号 入札予定年月日 予 算 内 容 

    

購 入 内 容  

予 定 価 格 及 び 単 価  

価 格 算 定 の 根 拠  

契約の 

相手方 

住所又は所在地  

氏 名 又 は 名 称  

代金支払の方法及び時期  

財務規則第１４１条の調査結果  

金 額  

 

事 業 
 

会 計 

款 
項 

目 

節 
説 明 

支 出 理 由 

 
予 算 元 課 

委 任 令 達 元 課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出負担行為の状況（事業） 

予 算 額 

配 当 額 
支 出 負 担 行 為 済 額 

支 出 負 担 行 為 未 済 額 

今 回 執 行 額 
 

 

 

 

  根 拠 法 令 

入 札 保 証 金  理 由  ％ 

調査基準の設定  

特
定
財
源
内
訳 

款 名 予 算 額  収 入 済 額 収 入 未 済 額 

     

     

     

   

（
合
議
） 

契
約
方
法 

内示額及び調定済額 



 
 

 

様
式
第
九
号
の
二
（
三
）
中
「 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 
様
式
第
二
十
四
号
（
十
一
）
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 

財
産

購
入

 
公

有
財

産
 



 
 

 

様式第２４号（１２）（第４０条関係） 

領　収　書（控） 第　　　　号 領　収　書 第　　　　号

金額 金額

ただし ただし

上記の金額を領収しました。 上記の金額を領収しました。

　　　　　年　　月　　日 　　　　　年　　月　　日

課所名 課所名

出納員（分任出納員） 出納員（分任出納員）　　印

備考 １　本様式は、やむを得ない理由により金銭登録機を使用することができない場合に限り使用すること。

２　番号は、年度間を通じた一連番号をあらかじめ記載すること。

３　書き損じた領収書は、「書損」の標示をし、保管すること。



 
 

 

様
式
第
五
十
三
号
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 
様
式
第
六
十
四
号
（
一
）
中
「 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 

」
を
「 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
百
九
号
（
二
十
三
）
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 

 

備
考

 
こ

の
様

式
に

よ
り

難
い

場
合

は
、

こ
の

様
式

に
準

じ
て

作
成

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

浦
 

 
和

 
さ

い
た

ま
 

大
 

 
宮

 
自

動
 

車
税

 



 
 

様式第１０９号（２４）（第２０１条、第１２５条関係） 

督促状兼領収書 督 促 状             収 納 済 通 知 書          ○督   電算用 

  〒 

 

   様   

  下記のとおり督促します。 
       年  月  日 
 
  歳入徴収権者 
  埼玉県立      高等学校長□印 
 
  納付目的  

          
  納入場所 埼玉県指定金融機関 
       埼玉県指定代理金融機関 
       埼玉県収納代理金融機関 
 
  納期限        年  月  日 
  最初の納期限       年  月  日 

 

（                      様）  

  下記の金額を収納してください。 

 

  納付目的    

           

         

 

  納期限        年  月  日 

  最初の納期限     年  月  日 

 

（                   様） 

  下記の金額を収納しましたので通知します。 

 

  納付目的    

           

         

 

  納期限        年  月  日 

  最初の納期限     年  月  日 

 書類区分 課所 年度 会計 款 項 目 節   書類区分 課所 年度 会計 款 項 目 節   書類区分  課所 年度 会計 款 項 目 節 説明  

 Ｆ26          Ｆ26         
 1    ３ 

F26  
４ ５ ６     10 

 
11 12 

 
13 14 

 
15 16 

 
17 18 

 
19 20 

 
21 22 

 
23 24  

 
金 額

 
円 

    

督
促
番
号 

 
 

  
金 額 

 
円 

      

督
促
番
号 

   
金 額

25                     38 

円
    

39 督
促
番
号 

40                46 
 

   収
納
日 

コ
ー
ド 

47                 52 53              59 
  

     

 
 
※ 最初の納期限までに上記   が納
入されていませんので、至急納入して
ください。 

  なお、この督促状と行き違いに納入
された場合は、あしからず御了承くだ
さい。 

 

 
 

（納入者保管）        埼玉県 

  

（金融機関保管）      埼玉県 

 

     
収納済印   収納済印   収納済印 

 

 
 

     （会計管理課保管）   埼玉県  

 



 
 

 

様
式
第
百
十
二
号
（
六
）
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」

に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
、
「 

 
 

 
 

 
 

    

」
の
次
に
「 

 
 

 

」
を
加
え
、
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
百
三
十
三
号
（
三
）
の
備
考
中
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 

」

に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
財
務
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の

間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

浦
 和

 県
 税

 事
 務

 所
 

さ
い

た
ま

県
税

事
務

所
 

大
 宮

 県
 税

 事
 務

 所
 

自
動

車
税

事
務

所
（

０
３

）
 

動
 車

 税
 事

 務
 所

 

自
  

（
３

０
）

 
あ

て
先

 
宛

先
 

Ｎ
Ｐ

Ｏ
活

動
推

進
課

 
共

助
社

会
づ

く
り

課
 



規 
 

則 
 

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

金 

野 

俊 

男 
 

 
 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
二
―
一
二
二 

 
 

 

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
二
―
六
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
知
事
及
び
会
計
管
理
者
本
庁
の
項
職
の
欄
中
「
又
は
秘
書
事
務
」
を
「
、
秘
書
事
務
、
法

規
審
査
に
関
す
る
事
務
又
は
訴
訟
等
を
総
括
す
る
事
務
」
に
改
め
、
「
出
納
審
査
幹
」
及
び
「
、

文
書
課
」
を
削
り
、
「
又
は
訴
訟
等
に
関
す
る
」
を
「
に
関
す
る
事
務
又
は
訴
訟
等
を
総
括
す
る
」

に
改
め
、
「
出
納
総
務
課
の
主
査
（
支
出
負
担
行
為
に
関
す
る
事
前
審
査
に
関
す
る
事
務
を
所
掌

す
る
も
の
に
限
る
。
）
」
及
び
「
会
計
管
理
課
の
主
査
（
歳
計
現
金
の
管
理
に
関
す
る
事
務
を
所

掌
す
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
る
。 

 

別
表
教
育
委
員
会
教
育
局
本
局
の
項
職
の
欄
中
「
主
任
、
主
事
」
の
下
に
「
、
主
任
専
門
員
」

を
、
「
県
立
学
校
人
事
課
」
の
下
に
「
、
教
職
員
採
用
課
」
を
加
え
る
。 

 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



 

 

規 
 

則 

 
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

金 

野 

俊 

男 
 

 
 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
四
三 

 
 

 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
一
八
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
第
二
項
中
「
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
」
の
下
に
「
及
び
第
九
条
第
三
項
第
一
号
」
を
加

え
る
。 

第
九
条
第
三
項
中
「
年
次
休
暇
の
残
日
数
の
す
べ
て
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、

当
該
残
日
数
に
一
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
残
日
数
の
す
べ
て
を
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
時
間
数
又
は
日
数
を
単
位

と
す
る
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。 

一 

不
斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員
が
、
一
回
の
勤
務
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
（
四
時
間
の

勤
務
時
間
の
割
振
り
変
更
が
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
四
時
間
の
勤
務
時
間
の
割

振
り
変
更
が
行
わ
れ
た
後
の
勤
務
時
間
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
一
時
間
未
満

の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
勤
務
時
間
の
す
べ
て
を
勤
務
し
な
い
と
き
（
当
該
勤

務
時
間
が
一
日
を
単
位
と
し
て
年
次
休
暇
が
与
え
ら
れ
る
時
間
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
） 
当

該
勤
務
時
間
の
時
間
数
（
一
時
間
未
満
の
端
数
を
含
む
。
） 

二 

年
次
休
暇
の
残
日
数
の
す
べ
て
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
残
日
数
に

一
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き 

当
該
残
日
数
（
一
時
間
未
満
の
端
数
を
含
む
。
） 

第
九
条
第
五
項
中
「
一
時
間
」
の
下
に
「
及
び
第
三
項
第
一
号
で
規
定
す
る
時
間
数
」
を
加
え

る
。 第

十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
四
中
「
一
週
間
の
勤
務
日
」
を
「
一
週
間
ご
と
の
勤
務
日
」
に
、

「
、
百
八
時
間
三
十
分
に
条
例
第
二
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た

そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
三
十
八
時
間
四
十
五
分
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
時
間
数
を
、
七

時
間
四
十
五
分
を
一
日
と
し
て
日
に
換
算
し
て
」
を
「
十
四
日
に
そ
の
者
の
一
週
間
当
た
り
の
勤

務
日
の
日
数
を
五
日
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。 

ホ 

地
震
、
水
害
、
火
災
そ
の
他
そ
の
子
の
安
全
を
確
保
す
る
緊
急
の
必
要
に
よ
り
、
そ
の

子
が
在
籍
す
る
学
校
等
か
ら
保
護
者
へ
そ
の
子
の
引
渡
し
が
要
請
さ
れ
て
い
る
場
合 



 

 

第
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
三
中
「
人
事
委
員
会
」
を
「
委
員
会
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中

「
一
週
間
の
勤
務
日
」
を
「
一
週
間
ご
と
の
勤
務
日
」
に
、
「
、
三
十
八
時
間
四
十
五
分
に
条
例

第
二
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
三
十
八

時
間
四
十
五
分
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
時
間
数
を
、
七
時
間
四
十
五
分
を
一
日
と
し
て

日
に
換
算
し
て
」
を
「
五
日
に
そ
の
者
の
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
日
の
日
数
を
五
日
で
除
し
て
得

た
数
を
乗
じ
て
」
に
改
め
、
同
項
第
十
六
号
中
「
一
週
間
の
勤
務
日
」
を
「
一
週
間
ご
と
の
勤
務

日
」
に
、
「
、
三
十
八
時
間
四
十
五
分
（
任
命
権
者
が
委
員
会
と
協
議
し
て
定
め
る
と
き
は
、
七

十
七
時
間
三
十
分
）
に
条
例
第
二
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
そ

の
者
の
勤
務
時
間
を
三
十
八
時
間
四
十
五
分
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
時
間
数
を
、
七
時

間
四
十
五
分
を
一
日
と
し
て
日
に
換
算
し
て
」
を
「
五
日
（
任
命
権
者
が
委
員
会
と
協
議
し
て
定

め
る
と
き
は
、
十
日
）
に
そ
の
者
の
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
日
の
日
数
を
五
日
で
除
し
て
得
た
数

を
乗
じ
て
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規 
 

則 

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。 

 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

金 

野 

俊 

男 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
七
―
二
一 

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
七
―
四
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）
を
次
の
通
り
改
め
る
。 

 

  

公
益
財
団
法
人
埼
玉
県
芸
術
文
化
振
興
財
団 

 

公
益
財
団
法
人
埼
玉
県
下
水
道
公
社 

 

公
益
財
団
法
人
埼
玉
県
公
園
緑
地
協
会 

 

公
益
財
団
法
人
埼
玉
県
消
防
協
会 

 

公
益
財
団
法
人
埼
玉
県
暴
力
追
放
・
薬
物
乱
用
防
止
セ
ン
タ
ー 

 

公
益
財
団
法
人
さ
い
た
ま
緑
の
ト
ラ
ス
ト
協
会 

 

公
立
大
学
法
人
埼
玉
県
立
大
学 

 

埼
玉
県
住
宅
供
給
公
社 

 

埼
玉
県
土
地
開
発
公
社 

 

埼
玉
県
道
路
公
社 

 

財
団
法
人
い
き
い
き
埼
玉
（
平
成
元
年
十
月
一
日
に
財
団
法
人
埼
玉
県
県
民
活
動
総
合
セ
ン 

 

タ
ー
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
） 

 

財
団
法
人
埼
玉
県
国
際
交
流
協
会
（
昭
和
六
十
二
年
六
月
一
日
に
財
団
法
人
埼
玉
県
国
際
交 

 

流
協
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
） 

 

財
団
法
人
埼
玉
県
産
業
振
興
公
社
（
昭
和
四
十
八
年
四
月
二
十
六
日
に
財
団
法
人
埼
玉
県
中 

 

小
企
業
振
興
公
社
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
） 

 

財
団
法
人
埼
玉
県
産
業
文
化
セ
ン
タ
ー
（
昭
和
六
十
二
年
五
月
一
日
に
財
団
法
人
埼
玉
県
産 

 

業
文
化
セ
ン
タ
ー
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
） 

 

財
団
法
人
埼
玉
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団
（
昭
和
五
十
五
年
四
月
一
日
に
財
団
法
人
埼
玉 



  

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
）
を
次
の
通
り
改
め
る
。 

 
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
） 

 

社
会
福
祉
法
人
埼
玉
県
社
会
福
祉
事
業
団 

 

社
団
法
人
埼
玉
県
農
林
公
社
（
昭
和
五
十
八
年
十
一
月
一
日
に
社
団
法
人
埼
玉
県
森
林
公
社 

 

と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
） 

 

一
般
財
団
法
人
さ
い
た
ま
住
宅
検
査
セ
ン
タ
ー 

 

一
般
社
団
法
人
埼
玉
県
畜
産
会 

 

一
般
社
団
法
人
地
方
税
電
子
化
協
議
会 

 

公
益
財
団
法
人
埼
玉
県
学
校
給
食
会 

 

公
益
財
団
法
人
産
業
廃
棄
物
処
理
事
業
振
興
財
団 

 

公
益
財
団
法
人
日
本
科
学
技
術
振
興
財
団 

 

公
益
社
団
法
人
日
本
下
水
道
協
会 

 

埼
玉
県
市
長
会 

 

埼
玉
県
商
工
会
連
合
会 

 

埼
玉
県
職
業
能
力
開
発
協
会 

 

埼
玉
県
信
用
保
証
協
会 

 

埼
玉
県
町
村
会 

 

財
団
法
人
け
や
き
文
化
財
団
（
平
成
九
年
五
月
二
十
六
日
に
財
団
法
人
け
や
き
文
化
財
団
と 

 

い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
） 

 

財
団
法
人
埼
玉
県
健
康
づ
く
り
事
業
団
（
平
成
九
年
四
月
一
日
に
財
団
法
人
埼
玉
県
健
康
づ 

 

く
り
事
業
団
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
） 

 

財
団
法
人
埼
玉
県
母
子
寡
婦
福
祉
連
合
会
（
昭
和
三
十
三
年
十
二
月
十
七
日
に
財
団
法
人
埼 

 

玉
県
母
子
福
祉
連
合
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
） 

 

財
団
法
人
自
治
体
国
際
化
協
会
（
昭
和
六
十
三
年
七
月
一
日
に
財
団
法
人
自
治
体
国
際
化
協 

 

会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
） 

 

財
団
法
人
地
域
活
性
化
セ
ン
タ
ー
（
昭
和
六
十
年
十
月
一
日
に
財
団
法
人
地
域
活
性
化
セ
ン 

 

タ
ー
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
） 

 

財
団
法
人
地
域
創
造
（
平
成
六
年
九
月
三
十
日
に
財
団
法
人
地
域
創
造
と
い
う
名
称
で
設
立 

 

さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
） 

 

財
団
法
人
地
方
公
務
員
安
全
衛
生
推
進
協
会
（
平
成
三
年
三
月
二
十
日
に
財
団
法
人
地
方
公 



附 

則 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

務
員
安
全
衛
生
推
進
協
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
） 

 
財
団
法
人
日
本
建
設
情
報
総
合
セ
ン
タ
ー
（
昭
和
六
十
年
十
一
月
十
五
日
に
財
団
法
人
日 

 
本
建
設
情
報
総
合
セ
ン
タ
ー
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
） 

 

財
団
法
人
リ
バ
ー
フ
ロ
ン
ト
整
備
セ
ン
タ
ー
（
昭
和
六
十
二
年
九
月
一
日
に
財
団
法
人
リ
バ 

 

ー
フ
ロ
ン
ト
整
備
セ
ン
タ
ー
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
） 

 

社
会
福
祉
法
人
恩
賜
財
団
済
生
会 

 

社
会
福
祉
法
人
埼
玉
県
社
会
福
祉
協
議
会 

 

社
団
法
人
埼
玉
県
計
量
協
会
（
昭
和
二
十
七
年
七
月
一
日
に
社
団
法
人
埼
玉
県
計
量
協
会
と 

 

い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
） 

 

社
団
法
人
埼
玉
県
商
工
会
議
所
連
合
会
（
昭
和
二
十
六
年
七
月
二
十
四
日
に
社
団
法
人
埼
玉 

 

県
商
工
会
議
所
連
合
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
） 

 

社
団
法
人
地
域
医
療
振
興
協
会
（
昭
和
六
十
一
年
五
月
十
五
日
に
社
団
法
人
地
域
医
療
振
興 

 

協
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
） 

 

全
国
知
事
会 

 

地
方
公
共
団
体
金
融
機
構 

 

独
立
行
政
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構 

 

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構 

 

独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構 

 

日
本
下
水
道
事
業
団 

 

日
本
赤
十
字
社 



訓 
 

令 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

本 
 

 
 

 

庁 
 

 
 

地 

域 

機 

関 
 

 
 

 

職
員
被
服
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 
 

 

職
員
被
服
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

職
員
被
服
貸
与
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
埼
玉
県
訓
令
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

   

別
表
第
五
号
を
削
り
、
同
表
第
六
号
中 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
五
号
と
し
、
同
表
中
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、 

 

第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
七
号
と
し
、
第
十
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

げ
、
同
表
第
二
十
六
号
中 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

に
、 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
二
十
四
号
と
し
、
同
表
第
二
十
七
号
か
ら
第
三
十
三
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表
第
三
十
四
号
中
「
視
能
訓
練
業
務
、
聴
能
言
語
訓
練
業
務
等
」

を
「
言
語
聴
覚
療
法
等
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
三
十
二
号
と
し
、
同
表
第
三
十
五
号
か
ら
第 

 

シ

ャ

ツ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ブ

ラ

ウ

ス 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

エ

プ

ロ

ン 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

エ

プ

ロ

ン 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ズ

ボ

ン 
 

 
 
 
 
 

衣 
 
 
 

 

電
子
計
算
業
務
に
従
事
す
る
者 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

二 

二 
 

 

 

二 

一 

 

 

エ

プ

ロ

ン 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

一 

二 

  

一 

二 

 

 

ズ

ボ

ン 
 

 
 
 
 
 

上 
 

 
 

 
 
 

 

一 

二 

  

一 

二 

 

 

ズ

ボ

ン 
 

 
 
 
 
 

上

衣

 
 

 
 

 
 
 

 

夏

用

事

務

衣 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

冬

用

事

務

衣 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

冬

用

事

務

衣 
 
 

 
 
 
 

  

夏

用

事

務

衣 
 
 
 

 

 

電
子
計
算
業
務
に
従
事
す
る
者 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

一 

二 

  

一 

二 

 

女 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

ズ
ボ
ン 
 

 
 

 

」 

「 

「 

」 

「 
作

業

服 男 

を 

作

業

服 

」 

「 

」 

「 

を 
「 

」 

 

シ

ャ

ツ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

」 

を 

埼
玉
県
訓
令
第
四
号



 
Ｏ
Ａ
経
理
科
等

 
 
木
造
建
築
科
等

 

五
十
七
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表
第
五
十
八
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
五 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
六
号
と
し
、
同
表
第
五
十
九
号
か
ら
第
六
十
二
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表
第
六
十 

 

三
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

  
 

 

に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
六
十
一
号
と
し
、
同
表
第
六
十
四
号
か
ら
第
七
十
号
ま
で
を
二
号 

 

ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

 

ゴ

ム

長

靴 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

ゴ

ム

長

靴 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
一 

四 

 

 

一 

二 

 
 

ゴ

ム

長

靴 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一 

四 
 

 
 

 

「 

」 

」 

「 

 
」 

 
情
報
処
理
科
等

 

」 

」 

「 

「 
 
建

築
科

等
 



 

」 
 

「 

 

「 
 

」 

「 

」 

「 

」 

「 

」 

「 

」 

「 
」 

「 

」 

訓 
 

令 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

本 
 

 
 

 

庁 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

地 

域 

機 

関 
 

 
 

 

埼
玉
県
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

埼
玉
県
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
訓
令
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改 

正
す
る
。 

 

別
表
課
の
文
書
記
号
の
表
中 

特
別
徴
収
対
策
課 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

特
対 

 
 

 
 

を 

個
人
県
民
税
対
策
課 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

個
県 

 
 

 

に
、 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ｎ
Ｐ
Ｏ 

 
 

を 

共
助
社
会
づ
く
り
課 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

共 

助 
 

 
 

に
改
め
、
同
表
温
暖
化
対
策
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

エ
コ
タ
ウ
ン
課 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

エ
コ 

 
 

 
 

 
 

 

別
表
課
の
文
書
記
号
の
表
中 

健
康
づ
く
り
支
援
課 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

健
支 

 
 

 
 

を 

健
康
長
寿
課 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

健
寿 

 
 

 

に
改
め
、
同
表
就
業
支
援
課

の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

ウ
ー
マ
ノ
ミ
ク
ス
課 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ウ 
 

 
 

 
 

 
 

 

別
表
課
の
文
書
記
号
の
表
森
づ
く
り
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

全
国
育
樹
祭
課 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

育
樹 

 
 

 
 

 
 

 

別
表
所
の
文
書
記
号
の
表
中 

埼
玉
県
浦
和
県
税
事
務
所 

 
 

 
 

 
 

 

浦
税 

 
 

 
 

を 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
県
税
事
務
所 

 
 

 
 

 

さ
い
税 

 
 

に
改
め
、
同
表
埼
玉
県
大
宮

県
税
事
務
所
の
項
及
び
埼
玉
県
創
業
・
ベ
ン
チ
ャ
ー
支
援
セ
ン
タ
ー
の
項
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

埼
玉
県
訓
令
第
五
号



 

」 

 

「 

 

訓 
 

令 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

本 
 

 
 

 

庁 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

地 

域 

機 

関 
 

 
 

 

埼
玉
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

埼
玉
県
公
印
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
埼
玉
県
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

 
 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

別
表
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

  

を                            

に
改
め
る
。 

  

別
表
の
注
中 

 
 

 
 

  
 

「 
  

に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

税
 

特
別

 

を 

「 

」

「 

」

す
べ

て
 

全
て

 」 
 

 

 

」 
 

」 

 

に
、 

に
、 

 

「 

「 

    

「 

  

」 

  

「 

  

」 

 

「 

個
人

県
民

税
対

策
課

長
 

県
税

事
務

所
長

 

文
書

課
長

 

地
域

振
興

セ
ン

タ
ー

 

所
長
 

県
税

事
務

所
長

 

文
書

課
長

 

地
域

振
興

セ
ン

タ
ー

所
長

 

県
税

事
務

所
長

 

自
動

車
税

事
務

所
長

 

税
務

課
長

 

個
人

県
民

税
対

策
課

長
 

特
別

徴
収

対
策

課
長

  

県
税

事
務

所
長
  

 

務
課

長
 

徴
収

対
策

課
長
 

を 

埼
玉
県
訓
令
第
六
号



訓 
 

令 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

本 
 

 
 

 

庁 
 

 
 

地 

域 

機 

関 
 

 
 

 

埼
玉
県
公
用
車
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
公
用
車
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

埼
玉
県
公
用
車
管
理
規
程
（
昭
和
五
十
六
年
埼
玉
県
訓
令
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

第
十
三
条
第
一
項
中
「
の
長
又
は
」
を
「
又
は
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
一
条
中
「
又
は
同
乗
者
」
を
「
、
同
乗
者
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
中
「
埼
玉
県
浦
和
県
税
事
務
所
」
を
「
埼
玉
県
さ
い
た
ま
県
税
事
務
所
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
三
条
第
一
項
及
び

第
二
十
一
条
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

埼
玉
県
訓
令
第
七
号



訓 
 

令 

 
埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
二
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
教
育
局 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
立
教
育
機
関 

 
 

 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

前 

島 

富 

雄 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の 

 
 

 

一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
（
昭
和

五
十
六
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
一
委
任
事
務
の
欄
第
七
号
中
「
ゴ
ム
長
靴
」
を
「
ゴ
ム
長
靴
等
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
四
教
育
総
務
部
の
表
総
務
課
の
項
第
四
号
教
育
長
決
裁
事
項
の
欄
３
中
「
第
二
条
第
三

項
」
を
「
第
二
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
表
教
職
員
課
の
項
第
二
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
３
中
「
第

九
条
」
を
「
第
十
一
条
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
四
県
立
学
校
部
の
表
県
立
学
校
人
事
課
の
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

      

別
表
第
四
県
立
学
校
部
の
表
県
立
学
校
人
事
課
の
項
第
四
号
教
育
長
決
裁
事
項
の
欄
３
中
「
第

三
条
第
三
項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
表
高
校
教
育
指
導
課
の
項
の
次
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。 

        

 

教
員
採
用

選
考
試
験
に

関
す
る
事
務 

 

埼
玉
県
公
立
学
校
教
員
採

用
志
願
手
続
及
び
選
考
試
験

等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十

一
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規

則
第
七
号
）
第
八
条
の
規
定
に

基
づ
き
、
合
格
者
を
決
定
し
、

採
用
候
補
者
名
簿
に
登
載
す

る 

 

教
員
採
用
選
考
試
験
要
項
を

定
め
る
こ
と
。 

教 職 員 採 用 課 三 

県
立
高
等
学
校

の
校
長
・
教
頭
候

補
者
選
考
試
験
に

関
す
る
事
務 

 

校
長
・
教
頭
候
補
者
選
考

の
合
格
者
を
決
定
し
、
名
簿

に
登
載
す
る
こ
と
。 

 

校
長
・
教
頭
候
補
者
選
考
実
施

要
項
を
定
め
る
こ
と
。 

 



  
別
表
第
四
市
町
村
支
援
部
の
表
小
中
学
校
人
事
課
の
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

       
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

三 
市
町
村
立
の
小

学
校
及
び
中
学
校

の
校
長
・
教
頭
候

補
者
選
考
試
験
に

関
す
る
事
務 

 

校
長
・
教
頭
候
補
者
選
考

の
合
格
者
を
決
定
し
、
名
簿

に
登
載
す
る
こ
と
。 

 

校
長
・
教
頭
候
補
者
選
考
実
施

要
項
を
定
め
る
こ
と
。 

則
第
七
号
）
第
八
条
の
規
定
に

基
づ
き
、
合
格
者
を
決
定
し
、

採
用
候
補
者
名
簿
に
登
載
す

る
こ
と
。 

 職 員 

 



訓 
 

令 

 
埼
玉
県
監
査
委
員
訓
令
第
一
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
監
査
事
務
局 

 
 

 

 

埼
玉
県
監
査
事
務
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

根 

岸 

和 

夫 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

米 

田 

正 

巳 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

齊 

藤 

正 

明 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

加 

藤 

裕 

康 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
事
務
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

埼
玉
県
監
査
事
務
局
組
織
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
埼
玉
県
監
査
委
員
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
四
条
第
一
項
中
第
六
号
を
「
住
民
監
査
請
求
等
の
監
査
に
関
す
る
こ
と
」
に
改
め
、
第
三
号

か
ら
第
九
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

 

三 

普
通
会
計
及
び
基
金
の
決
算
審
査
の
取
り
ま
と
め
に
関
す
る
こ
と
。 

 

四 

健
全
化
判
断
比
率
等
の
審
査
の
取
り
ま
と
め
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
四
条
第
二
項
中
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
削
り
、
第
六
号
中
「
前
項
第
一
号
」
を
「
前
項

第
一
号
及
び
前
号
」
に
改
め
、
第
六
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
四
号
の
次

に
次
の
号
を
加
え
る
。 

 

五 

テ
ー
マ
を
定
め
て
実
施
す
る
行
政
監
査
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
六
条
の
見
出
し
中
「
主
任
、
主
事
及
び
技
師
」
の
下
に
「
等
」
を
加
え
る
。 

 

第
六
条
の
表
技
師
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

専
門
員 

 

主
任
専
門
員 

  

上
司
の
命
を
受
け
、
事
務
又
は
技
術
で
知
識
、
経
験
等
を
必
要
と
す
る 

も
の
に
従
事
す
る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
必
要
に
応
じ
て
監
査
等
の
事
務
に
従
事
し
、
事
務 

又
は
技
術
で
知
識
、
経
験
等
を
必
要
と
す
る
相
当
困
難
な
も
の
に
従
事 

す
る
。 



管 

理 

規 

程 

 
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
一
号 

 

埼
玉
県
企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

石 

田 

義 

明 

 
 

 

埼
玉
県
企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

埼
玉
県
企
業
局
組
織
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
第
二
項
第
十
四
号
中
「
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法

律
」
を
「
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
に
改
め
、

同
項
第
十
八
号
を
第
十
九
号
と
し
、
同
項
第
十
七
号
中
「
第
十
二
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
」
を
「
第

十
二
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
八
号
と
し
、
同
項
第
十
六
号
を
第
十

七
号
と
し
、
第
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

十
六 

工
業
用
水
道
事
業
及
び
水
道
事
業
の
国
際
技
術
支
援
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
二
条
第
五
項
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

第
八
条
表
中 

「

埼
玉
県
第
二
水

道
整
備
事
務
所

埼
玉
県
第
一
水

道
整
備
事
務
所

鴻
巣
市

さ
い
た
ま

市

一
　
別
表
第
四
に
掲
げ
る
区
域

　
に
係
る
水
道
の
建
設
工
事
の

　
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
前
号
に
定
め
る
事
業
に
係

　
る
用
地
の
取
得
及
び
管
理
に

　
関
す
る
こ
と
。

一
　
工
業
用
水
道
及
び
別
表
第

　
四
に
掲
げ
る
区
域
に
係
る
水

　
道
の
建
設
工
事
の
施
行
に
関

　
す
る
こ
と
。

二
　
前
号
に
定
め
る
事
業
に
係

　
る
用
地
の
取
得
及
び
管
理
に

　
関
す
る
こ
と
。

」

を 



「

埼
玉
県
水
道
整

備
事
務
所

さ
い
た
ま

市

一
　
工
業
用
水
道
及
び
水
道
の

　
建
設
工
事
の
施
行
に
関
す
る

　
こ
と
。

二
　
前
号
に
定
め
る
事
業
に
係

　
る
用
地
の
取
得
及
び
管
理
に

　
関
す
る
こ
と
。

」

に 

改
め
る
。 

別
表
第
四
を
削
る
。 

附 

則 

１ 

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
程
の
施
行
の
際
、
次
の
表
の
上
覧
に
掲
げ
る
機
関
に
勤
務
し
て
い
る
者
は
、
別
に
辞

令
を
発
せ
ら
れ
な
い
限
り
、
同
一
の
職
に
よ
り
、
同
表
の
上
欄
に
対
応
す
る
下
欄
に
掲
げ
る
機

関
に
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。 

埼
玉
県
第
二
水
道
整
備
事
務
所

埼
玉
県
第
一
水
道
整
備
事
務
所

　
　
　
埼
玉
県
水
道
整
備
事
務
所

 

   



管 

理 

規 

程 

 
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
二
号 

 

埼
玉
県
企
業
職
員
給
与
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

石 

田 

義 

明 

 
 

 

埼
玉
県
企
業
職
員
給
与
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

（
埼
玉
県
企
業
職
員
給
与
規
程
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

埼
玉
県
企
業
職
員
給
与
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

附
則
第
六
項
中
「
及
び
二
種
」
を
「
、
二
種
及
び
三
種
」
に
、
「
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
）

か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
、
三
種
と
さ
れ
て
い
る
職

に
あ
る
職
員
に
あ
っ
て
は
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
）
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
に

改
め
、
「
百
分
の
十
」
の
下
に
「
（
三
種
と
さ
れ
て
い
る
職
に
あ
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
百
分
の

五
）
」
を
加
え
る
。 

  

別
表
第
三
各
機
関
共
通
の
項
中

を

「

」

主
 
 
事

技
 
 
師

事
務
嘱
託

技
術
嘱
託

主
 
 
事

技
 
 
師

事
務
嘱
託

技
術
嘱
託

（
高
度
の
知

識
又
は
経
験

を
必
要
と
す

る
職
務
に
限

る
。
）

主
 
任

専
門
員

主
 
任

専
門
員

 

「

主
 
任

」

主
 
任

主
 
事

技
 
師

専
門
員

主
 
事

技
 
師

専
門
員

に
改
め
、
同
表
中
「
第
一
水
道
」
を
「
水
道
」
に
改

め
、
同
表
第
二
水
道
整
備
事
務
所
の
項
を
削
る
。 

 



 

別
表
第
四
中 

「

」

を

主
事
の
職
務

困
難
な
業
務
に
従
事
す
る
主
事
の

職
務

特
に
困
難
な
業
務
に
従
事
す
る
主

事
の
職
務

主
任
又
は
専
門
員
の
職
務

１
　
上
席
主
任
の
職
務

２
　
困
難
な
業
務
に
従
事
す
る
主

　
任
又
は
専
門
員
の
職
務

主
事
又
は
技
師
の
職
務

困
難
な
業
務
に
従
事
す
る
主
事
又

は
技
師
の
職
務

特
に
困
難
な
業
務
に
従
事
す
る
主

事
又
は
技
師
の
職
務

主
任
又
は
専
門
員
の
職
務

１
　
上
席
主
任
の
職
務

２
　
困
難
な
業
務
に
従
事
す
る
主

　
任
又
は
専
門
員
の
職
務

一
級

二
級

三
級

四
級

五
級

 

 

「

主
任
の
職
務

１
　
上
席
主
任
の
職
務

２
　
困
難
な
業
務
に
従
事
す
る
主

　
任
の
職
務

」

に

主
任
の
職
務

１
　
上
席
主
任
の
職
務

２
　
困
難
な
業
務
に
従
事
す
る
主

　
任
の
職
務

主
事
又
は
専
門
員
の
職
務

困
難
な
業
務
に
従
事
す
る
主
事
又

は
専
門
員
の
職
務

特
に
困
難
な
業
務
に
従
事
す
る
主

事
又
は
専
門
員
の
職
務

四
級

五
級

主
事
、
技
師
又
は
専
門
員
の
職
務

困
難
な
業
務
に
従
事
す
る
主
事
、

技
師
又
は
専
門
員
の
職
務

特
に
困
難
な
業
務
に
従
事
す
る
主

事
、
技
師
又
は
専
門
員
の
職
務

一
級

二
級

三
級

 

改
め
る
。 

 

（
埼
玉
県
企
業
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

埼
玉
県
企
業
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
平
成
十
八
年
埼
玉
県
公
営
企

業
管
理
規
程
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

附
則
第
八
項
中
「
受
け
る
給
料
月
額
」
の
下
に
「
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
後
給
料
月

額
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
平
成
二
十
二
年
十
一
月
一
日
」
を
「
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
」

に
、
「
と
し
、
そ
の
額
」
を
「
（
そ
の
額
」
に
、
「
こ
れ
を
」
を
「
、
こ
れ
を
」
に
、
「
と
す
る
」

を
「
）
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
前
給
料
月
額
」
と
い
う
」
に
、
「
給
料
月
額
の
ほ
か
、

そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額
」
を
「
改
正
後
給
料
月
額
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
そ
の
額
が
一
円
以
上
と
な
る
場
合
に
限
る
。
）
」
に
改
め
、
同
項
に
次

の
各
号
を
加
え
る
。 

一  

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間 

改
正
前
給
料 



月
額
と
改
正
後
給
料
月
額
と
の
差
額
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
単
に
「
差
額
」
と 

い
う
。
）
か
ら
差
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
（
そ
の
額
が
一
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、 

一
万
円
）
を
減
じ
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨 

て
た
額
） 

二  

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
以
降 

差
額
か
ら
一
万
円
に
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
給 

料
の
支
給
日
ま
で
の
期
間
に
一
年
を
加
え
た
期
間
の
年
数
（
そ
の
年
数
に
一
年
未
満
の
端
数 

を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
年
数
）
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ
た
額 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



管 

理 

規 

程 

 
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
三
号 

埼
玉
県
企
業
局
公
文
例
及
び
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

石 

田 

義 

明 

埼
玉
県
企
業
局
公
文
例
及
び
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

埼
玉
県
企
業
局
公
文
例
及
び
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

     

附 

則 

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

「

企
局
一
水

埼
玉
県
水
道
整
備
事
務
所

」

　
別
表
中

「

を

埼
玉
県
第
二
水
道
整
備
事
務
所

埼
玉
県
第
一
水
道
整
備
事
務
所

企
局
二
水

に
改
め
る
。

」

企
局
水
整



管 

理 

規 

程 

 
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
四
号 

埼
玉
県
企
業
局
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

石 

田 

義 

明 

埼
玉
県
企
業
局
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

埼
玉
県
企
業
局
公
印
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
「 

 

別
表
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 

」 
 

 
 

 
 

 
 

 
」 

附 

則 

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

埼
玉
県
何
水
 

道
整
備
事
務
 

所
長

印
 

埼
玉
県
水
道
 

整
備
事
務

 

所
長

印
 



管 

理 

規 

程 

 
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
五
号 

埼
玉
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

石 

田 

義 

明 

埼
玉
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

埼
玉
県
公
営
企
業
財
務
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
、
「
つ
ど
」
を
「
都
度
」
に
改
め
る
。 

第
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４ 

第
二
項
の
定
め
に
関
わ
ら
ず
、
水
道
整
備
事
務
所
に
お
い
て
は
、
所
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定

す
る
副
所
長
を
も
つ
て
企
業
出
納
員
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

第
四
十
一
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
場
合
」
の
下
に
「
（
交
際
費
に
係
る
支
払
を
除
く
。
）
」

を
加
え
る
。 

第
八
十
五
条
の
二
第
二
号
中
「
に
係
る
も
の
に
限
る
」
を
削
り
、
「
除
く
。
）
」
の
下
に
「
に

係
る
も
の
に
限
り
、
固
定
資
産
の
貸
付
け
に
あ
つ
て
は
、
第
九
十
六
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ

る
も
の
を
除
く
」
を
加
え
る
。 

第
九
十
六
条
の
三
第
一
項
中
「
（
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
そ
の
他

の
も
の
」
の
下
に
「
（
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
更
新

に
係
る
固
定
資
産
の
使
用
許
可
」
の
下
に
「
又
は
自
治
法
第
二
百
三
十
八
条
の
四
第
二
項
第
一
号

か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
に
よ
る
行
政
財
産
の
貸
付
け
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
財

産
の
貸
付
け
若
し
く
は
普
通
財
産
の
貸
付
け
で
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
」
を
加
え
、
同
項
第
一

号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
中
「
使
用
」
を
「
使
用
許
可
又
は
貸
付
け
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号

中
「
行
政
財
産
の
使
用
」
を
「
行
政
財
産
の
使
用
許
可
又
は
貸
付
け
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

「
許
可
」
を
「
使
用
許
可
及
び
貸
付
け
」
に
改
め
る
。 

第
百
三
条
中
「
第
八
条
」
を
「
第
十
五
条
」
に
、
「
第
九
条
」
を
「
第
十
六
条
」
に
改
め
る
。 

第
百
十
条
第
二
項
第
三
号
中
「
過
去
二
年
の
間
に
数
回
」
を
「
当
該
年
度
の
前
々
年
度
の
四
月

一
日
以
後
に
二
回
」
に
改
め
る
。 

第
百
十
九
条
の
四
第
一
項
第
三
号
中
「
及
び
収
入
印
紙
類
」
を
「
、
郵
便
葉
書
、
収
入
印
紙
、

収
入
証
紙
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
物
品
」
に
改
め
る
。 

第
百
二
十
三
条
第
一
項
中
「
見
積
金
額
」
を
「
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
見
積
も
る
契

約
金
額
」
に
、
同
条
第
二
項
第
三
号
中
「
過
去
二
年
の
間
に
数
回
」
を
「
当
該
年
度
の
前
々
年
度

の
四
月
一
日
以
後
に
二
回
」
に
改
め
る
。 



第
百
三
十
四
条
第
一
項
中
「
見
積
金
額
」
を
「
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
見
積
も
る
契

約
金
額
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
二
及
び
別
表
第
三
中
「
地
方
公
営
企
業
法
施
行
令
（
昭
和

2
7

年
政
令
第

4
0
3

号
。
以

下
「
令
」
と
い
う
。
）
第2

5

条
及
び
地
方
公
営
企
業
資
産
再
評
価
規
則
（
昭
和2

7

年
総
理
府
令

第

7
4

号
）
第

1
1

条
の
規
定
に
よ
る
組
入
額
」
を
削
り
、
「
は
が
き
」
を
「
郵
便
葉
書
」
に
改
め

る
。 

附 

則 

こ
の
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

地
方
公
営
企
業
法
施
行
令
（
昭
和

2
7
年
政
令
第

4
0
3
号
。
以

 

下
「
令
」
と
い
う
。
）
第

2
5
条
及
び
地
方
公
営
企
業
資
産
再
評
価
規
則
（
昭
和

2
7
年
総
理
府
令

 

第
7
4
号
）
第

1
1
条
の
規
定
に
よ
る
組
入
額

 
郵
便
葉
書

 
は
が
き

 



管 理 規 程 
 

埼 玉 県 病 院 事 業 管 理 規 程 第 二 号 

 埼 玉 県 病 院 局 組 織 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を 次 の よ う に 定 め る 。 

  平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 日 

                埼 玉 県 病 院 事 業 管 理 者 名 和   肇    

   埼 玉 県 病 院 局 組 織 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 

 埼 玉 県 病 院 局 組 織 規 程 （ 平 成 十 四 年 埼 玉 県 病 院 事 業 管 理 規 程 第 二 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。 

 第 二 条 第 二 項 第 十 一 号 中 「 平 成 二 十 二 年 度 に お け る 子 ど も 手 当 の 支 給 に 関 す る 法

律 」 を 「 平 成 二 十 三 年 度 に お け る 子 ど も 手 当 の 支 給 等 に 関 す る 特 別 措 置 法 」 に 改 め

る 。 

 第 三 条 第 一 項 の 表 を 次 の よ う に 改 め る 。 

 組 織 職 職 務  
 局 局 長 上 司 の 命 を 受 け 、 局 の 事 務 を 掌 理 し 、 そ の 事 務 を 処 理 す

る た め 、 所 属 の 職 員 を 指 揮 監 督 す る 。 
 

 病 院 建

設 部 長 

上 司 の 命 を 受 け 、 県 立 病 院 の 建 設 に 関 す る 事 務 を 掌 理 し 、

そ の 事 務 を 処 理 す る た め 、 所 属 の 職 員 を 指 揮 監 督 す る 。 
 

 契 約 局

長 

上 司 の 命 を 受 け 、 入 札 契 約 制 度 の 企 画 調 整 並 び に 入 札 資

格 審 査 及 び 局 の 建 設 工 事 の う ち 特 に 指 定 さ れ た 建 設 工 事

並 び に 設 計 、 調 査 及 び 測 量 の 業 務 委 託 に 係 る 入 札 に 関 す

る 事 務 を 掌 理 し 、 そ の 事 務 を 処 理 す る た め 、 所 属 の 職 員

を 指 揮 監 督 す る 。 

 

   技 術 評

価 幹 

上 司 の 命 を 受 け 、 特 に 指 定 さ れ た 建 設 工 事 に か か る 総 合

評 価 の 運 営 に 関 す る 事 務 を 掌 理 し 、 そ の 事 務 を 処 理 す る

た め 、 職 員 を 指 揮 監 督 す る 。 

 

 課 課 長 上 司 の 命 を 受 け 、 課 の 事 務 を 掌 理 し 、 そ の 事 務 を 処 理 す

る た め 、 所 属 の 職 員 を 指 揮 監 督 す る 。 
 

 

 第 三 条 第 二 項 の 表 を 次 の よ う に 改 め る 。 

 
 組 織 職 職 務  
 局 局 付 上 司 の 命 を 受 け 、 局 の 特 定 事 項 に 従 事 す る 。  
   参 事 上 司 の 命 を 受 け 、 特 に 指 定 さ れ た 事 務 を 処 理 す る と と も

に 当 該 指 定 事 項 に つ い て 、 局 長 を 助 け 、 職 員 の 担 任 す る

事 務 を 監 督 し 、 事 務 を 整 理 す る 。 

 

   副 参 事 上 司 の 命 を 受 け 、 特 に 指 定 さ れ た 事 務 を 処 理 す る と と も

に 当 該 指 定 事 項 に つ い て 、 局 長 及 び 病 院 建 設 部 長 を 助 け 、

職 員 の 担 任 す る 事 務 を 監 督 し 、 事 務 を 整 理 す る 。 

 

   副 室 長 上 司 の 命 を 受 け 、 特 に 指 定 さ れ た 事 項 を 掌 理 す る と と も

に 、 当 該 指 定 事 項 に つ い て 、 上 司 を 助 け 、 こ れ ら の 事 務

を 処 理 す る た め 、 職 員 を 指 揮 監 督 す る 。 

 

   主 席 工

事 検 査

員 

上 司 の 命 を 受 け 、 工 事 の 監 督 及 び 検 査 の 事 務 に 従 事 す る

と と も に 、 当 該 事 務 の 総 轄 の 事 務 に 従 事 す る 。 
 

   副 主 席

工 事 検

査 員 

上 司 の 命 を 受 け 、 工 事 の 監 督 及 び 検 査 の 事 務 に 従 事 す る

と と も に 、 特 に 指 定 さ れ た 事 項 を 掌 理 し 、 当 該 事 項 に つ

い て 、 主 席 工 事 検 査 員 を 助 け 、 職 員 の 担 任 す る 事 務 を 監

 



理 す る 。 
   主 任 工

事 検 査

員 

上 司 の 命 を 受 け 、 工 事 の 監 督 及 び 検 査 の 事 務 に 従 事 す る

と と も に 、 主 席 工 事 検 査 員 を 助 け 、 職 員 の 担 任 す る 事 務

を 掌 理 す る 。 

 

   工 事 検

査 員 

上 司 の 命 を 受 け 、 工 事 の 監 督 及 び 検 査 の 事 務 に 従 事 す る 。  

 局 及 び

課 

主 幹 上 司 の 命 を 受 け 、 特 に 指 定 さ れ た 事 項 を 掌 理 し 、 そ の 事

務 を 処 理 す る た め 、 職 員 を 指 揮 監 督 す る 。 
 

   主 査 上 司 の 命 を 受 け 、 担 任 す る 事 務 を 掌 理 し 、 そ の 事 務 を 処

理 す る た め 、 職 員 の 指 揮 監 督 を す る 。 
 

 課 課 付 上 司 の 命 を 受 け 、 課 の 特 定 事 項 に 従 事 す る 。  
   技 術 幹 上 司 の 命 を 受 け 、 工 事 の 設 計 ・ 施 工 等 に 関 す る 事 務 そ の

他 指 定 さ れ た 事 項 を 掌 理 し 、 こ れ ら の 事 務 を 処 理 す る た

め 職 員 の 担 任 す る 事 務 を 監 督 し 、 事 務 を 整 理 す る 。 

 

   副 技 術

幹 
上 司 の 命 を 受 け 、 工 事 の 設 計 ・ 施 工 等 に 関 す る 事 務 そ の

他 に 指 定 さ れ た 事 項 に つ い て 、 技 術 幹 を 助 け 、 職 員 の 担

任 す る 事 務 を 掌 理 す る 。 

 

   副 課 長 上 司 の 命 を 受 け 、 特 に 指 定 さ れ た 事 項 を 掌 理 す る と と も

に 、 当 該 指 定 事 項 に つ い て 、 課 長 を 助 け 、 こ れ ら の 事 務

を 処 理 す る た め 、 職 員 を 指 揮 監 督 す る 。 

 

 

  附 則 

 こ の 規 程 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 



管 

理 

規 

程 

 
埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
三
号 

 

埼
玉
県
病
院
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

名 

和 
 

 

肇 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
病
院
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
病
院
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
病
院
事
業
管
理

規
程
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
六
条
の
三
（
見
出
し
を
含
む
。）、
第
七
条
及
び
別
表
第
二
中
「
が
ん
セ
ン
タ
ー
建
設
部
長
」

を
「
病
院
建
設
部
長
」
に
改
め
る
。 

  
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



管 

理 

規 

程 

 
埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
四
号 

 

埼
玉
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

名 

和 
 

 

肇 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
三
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
中
「
が
ん
セ
ン
タ
ー
建
設
部
長
」
を
「
病
院
建
設
部
長
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



管 

理 

規 

程 

 
埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
五
号 

 

埼
玉
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

名 

和 
 

 

肇 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
六
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

附
則
第
六
項
中
「
及
び
二
種
」
を
「
、
二
種
及
び
三
種
」
に
、「
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
）

か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
、
三
種
と
さ
れ
て
い
る
職

に
あ
る
職
員
に
あ
っ
て
は
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
）
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
に

改
め
、「
百
分
の
十
」
の
下
に
「（
三
種
と
さ
れ
て
い
る
職
に
あ
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
百
分
の 

五
）」
を
加
え
る
。 

 

附
則
第
八
項
中
「
受
け
る
給
料
月
額
」
の
下
に
「（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
後
給
料
月
額
」

と
い
う
。）」
を
加
え
、「
と
し
、
そ
の
額
」
を
「（
そ
の
額
」
に
、「
こ
れ
を
」
を
「
、
こ
れ
を
」
に
、

「
と
す
る
」
を
「
。）
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
前
給
料
月
額
」
と
い
う
」
に
、「
給
料
月
額

の
ほ
か
、
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額
」
を
「
改
正
後
給
料
月
額
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
そ
の
額
が
一
円
以
上
と
な
る
場
合
に
限
る
。）」
に
改
め
、

同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。 

 

一 

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間 

改
正
前
給
料 

 
 

月
額
と
改
正
後
給
料
月
額
と
の
差
額
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
単
に
「
差
額
」
と 

 
 

い
う
。）
か
ら
差
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
（
そ
の
額
が
一
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
一 

 
 

万
円
）
を
減
じ
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て 

 

 
 

た
額
） 

 

二 

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
以
降 

差
額
か
ら
一
万
円
に
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
給 

 
 

料
の
支
給
日
ま
で
の
期
間
に
一
年
を
加
え
た
期
間
の
年
数
（
そ
の
年
数
に
一
年
未
満
の
端
数 

 
 

を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
年
数
）
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ
た
額 

 

別
表
第
三
ロ
備
考
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

九 

医
学
物
理
士 

 

別
表
第
四
イ
（
一
）
の
一
級
の
項
、
二
級
の
項
中
「
主
事
又
は
技
師
」
の
次
に
「
専
門
員
」
を

加
え
、
同
表
の
三
級
の
項
、
四
級
の
項
中
「
専
門
員
」
を
「
主
任
専
門
員
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
四
イ
（
二
）
中
「
が
ん
セ
ン
タ
ー
建
設
部
長
」
を
「
病
院
建
設
部
長
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
四
ロ
の
一
級
の
項
、
二
級
の
項
及
び
三
級
の
項
中
「
主
事
又
は
技
師
」
の
次
に
「
専
門



員
」
を
加
え
、
同
表
の
四
級
の
項
、
五
級
の
項
中
「
専
門
員
」
を
削
る
。 

 
別
表
第
五
の
一
級
の
項
、
二
級
の
項
中
「
技
師
」
の
次
に
「
専
門
員
」
を
加
え
、
同
表
の
三
級

の
項
中
「
専
門
員
」
を
「
主
任
専
門
員
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
六
ロ
の
一
級
の
項
、
二
級
の
項
及
び
三
級
の
項
に
「
専
門
員
」
を
加
え
、
同
表
の
二
級

の
項
、
三
級
の
項
中
「
言
語
聴
覚
士
で
あ
る
技
師
」
の
次
に
「
医
学
物
理
士
で
あ
る
技
師
」
を

加
え
、
同
表
の
四
級
の
項
、
五
級
の
項
中
「
専
門
員
」
を
「
主
任
専
門
員
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
六
ハ
の
一
級
の
項
、
二
級
の
項
に
「
専
門
員
」
を
加
え
、
同
表
の
三
級
の
項
中
「
主 

任
」
の
次
に
「
主
任
専
門
員
」
を
加
え
、
同
表
の
四
級
の
項
、
五
級
の
項
中
「
専
門
員
」
を
「
主

任
専
門
員
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
八
イ
の
２
級
の
項
中
「
８
，
５
０
０
円
」
を
「
８
，
４
０
０
円
」
に
改
め
、
同
表
の
６

級
の
項
中
「
１
１
，
２
０
０
円
」
を
「
１
１
，
１
０
０
円
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
八
ハ
の
４
級
の
項
中
「
９
，
７
０
０
円
」
を
「
９
，
６
０
０
円
」
に
改
め
、
同
表
の
５

級
の
項
中
「
１
１
，
５
０
０
円
」
を
「
１
０
，
５
０
０
円
」
に
改
め
、
同
表
の
６
級
の
項
中
「
１

２
，
２
０
０
円
」
を
「
１
１
，
２
０
０
円
」
に
改
め
、
同
表
の
８
級
の
項
中
「
１
３
，
９
０
０ 

円
」
を
「
１
３
，
８
０
０
円
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
八
ニ
の
５
級
の
項
中
「
１
０
，
４
０
０
円
」
を
「
１
０
，
３
０
０
円
」
に
改
め
、
同
表

の
７
級
の
項
中
「
１
２
，
６
０
０
円
」
を
「
１
２
，
５
０
０
円
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
九
中
「
が
ん
セ
ン
タ
ー
建
設
部
長
」
を
「
病
院
建
設
部
長
」
に
改
め
る
。 

  
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



管 

理 

規 

程 

 
埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
六
号 

埼
玉
県
病
院
事
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

名 

和 
 

 

肇 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
病
院
事
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
病
院
事
業
財
務
規
程
（
平
成
十
四
年
病
院
事
業
管
理
規
程
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

第
四
十
一
条
第
二
項
本
文
中
「
支
払
」
の
下
に
「
（
交
際
費
に
係
る
支
払
を
除
く
。
）
」
を
加

え
る
。 

 

第
百
十
五
条
中
「
第
八
条
」
を
「
第
十
五
条
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
十
八
条
二
項
三
号
中
「
過
去
二
年
の
間
に
数
回
」
を
「
当
該
年
度
の
前
々
年
度
の
四
月
一

日
以
後
に
二
回
」
に
、
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
三
十
四
条
一
項
中
「
見
積
金
額
」
を
「
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
見
積
も
る
契
約

金
額
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
三
号
中
「
過
去
二
年
の
間
に
数
回
」
を
「
当
該
年
度
の
前
々
年
度

の
四
月
一
日
以
後
に
二
回
」
に
、
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
四
十
三
条
一
項
中
「
見
積
金
額
」
を
「
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
見
積
も
る
金
額
」

に
改
め
る
。 

 

第
百
五
十
条
表
中
「
が
ん
セ
ン
タ
ー
建
設
部
長
」
を
「
病
院
建
設
部
長
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
（
平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
九
日
病
院
事
業
管
理
規
程
第
六
号
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

改
正
前
の
埼
玉
県
病
院
事
業
財
務
規
程
に
定
め
る
様
式
に
係
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要

の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

様
式
第
三
十
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

       



過誤納金還付（充当）通知書 

 

区 分 年 度 科 目 金        額 

 

納付義務のある金額 
  円 

納 付 し た 金 額    

過 納 又 は 誤 納 金 額    

未 納 の 金 額    

差引還付額（未納額）    

 

 上記のとおり還付（未納の金額に   年  月  日充当）します。 

 

 

      年  月  日 

 

 

歳入徴収権者  □印   

 

 

  納入者氏名     様 

備考 この様式により難い場合は、この様式に準じて作成することができる。 



 
 

附 

則 

 
(

施
行
期
日)

 
１ 
こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
(

経
過
措
置)

 

２ 

改
正
前
の
埼
玉
県
病
院
事
業
財
務
規
程
に
定
め
る
様
式
に
係
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要

の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 



管 

理 

規 

程 

 
埼
玉
県
病
院
局
管
理
規
程
第
七
号 

 

埼
玉
県
病
院
局
人
事
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

名 

和 
 

 

肇 

 
 

 

埼
玉
県
病
院
局
人
事
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
病
院
局
人
事
事
務
取
扱
規
程
（
平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日
病
院
事
業
管
理
規
程
第
十

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
十
条
を
第
二
十
条
の
二
と
し
、
新
た
に
次
の
一
条
を
第
二
十
条
と
し
て
定
め
る
。 

（
自
己
啓
発
等
休
業
承
認
申
請
書
の
提
出
） 

 

第
二
十
条 

所
属
長
は
、
職
員
か
ら
服
務
規
程
第
十
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
自
己
啓 

 

発
休
業
承
認
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
当
該
自
己
啓
発
等
休
業
承
認
申
請 

 

書
を
埼
玉
県
病
院
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
四
年
三
月
十
九
日
病
院 

 

事
業
管
理
規
程
第
五
号
）
に
お
い
て
決
裁
又
は
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
定
め
ら 

 

れ
て
い
る
者
（
第
二
十
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
「
決
裁
権
者
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け 

 

れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

所
属
長
は
、
自
己
啓
発
休
業
を
し
た
職
員
が
自
己
啓
発
等
休
業
の
期
間
の
満
了
に
よ
り
職
務 

 

に
復
帰
し
た
場
合
に
は
、速
や
か
に
そ
の
旨
を
経
営
管
理
課
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
二
十
条
の
二
中
「
埼
玉
県
病
院
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
四
年
三

月
十
九
日
病
院
事
業
管
理
規
程
第
五
号
）
に
お
い
て
決
裁
又
は
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
者
」
を
「
決
裁
権
者
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
一
条
を
第
二
十
一
条
の
二
と
し
、
新
た
に
次
の
一
条
を
第
二
十
一
条
と
し
て
定
め
る
。 

 

（
自
己
啓
発
等
休
業
通
知
書
の
交
付
） 

 

第
二
十
一
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
三 

 

号
様
式
の
自
己
啓
発
等
休
業
通
知
書
を
交
付
す
る
。 

 
 

一 

自
己
啓
発
等
休
業
を
承
認
す
る
場
合 

 
 

二 

自
己
啓
発
等
休
業
を
承
認
し
な
い
場
合 

 
 

三 

自
己
啓
発
等
休
業
の
期
間
の
延
長
を
承
認
す
る
場
合 

 
 

四 

自
己
啓
発
等
休
業
の
期
間
の
延
長
を
承
認
し
な
い
場
合 

 
 

五 

自
己
啓
発
等
休
業
の
承
認
が
失
効
し
た
場
合 

 
 

六 

自
己
啓
発
等
休
業
の
承
認
を
取
り
消
す
場
合 

 
 

七 

自
己
啓
発
等
休
業
を
し
た
職
員
が
職
務
に
復
帰
し
た
場
合
（
自
己
啓
発
等
休
業
の
期
間 

 
 

 

満
了
に
よ
り
職
務
に
復
帰
し
た
場
合
を
除
く
。
） 



 

第
二
十
一
条
の
二
中
「
第
三
号
様
式
」
を
「
第
四
号
様
式
」
に
改
め
る
。 

 
別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

 

別
表

第
二

（
第

二
十

一
条

及
び

第
二

十
一

条
の

二
関

係
）

 

 

 
区

分
 

発
令

事
由

 
通

知
書

の
記

載
形

式
 

備
考

 
 

 
 

承
 

認
 

(１
) 

職
員

の
自

己
啓

発
等

休
業

に
関

す
る

条
例

第
２

条
の

規
定

に
よ

り
自

己
啓

発
等

休
業

を
承

認
す

る
場

合
 

自
己

啓
発

等
休

業
を

承
認

す
る

 
期

間
は

平
成

 
年

 
月

 
日

か
ら

平
成

 
年

 
月

 
日

ま
で

と
す

る
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

(２
) 

職
員

の
自

己
啓

発
等

休
業

に
関

す
る

条
例

第
２

条
の

規
定

に
よ

り
自

己
啓

発
等

休
業

を
承

認
し

な
い

場
合

 

平
成

 
年

 
月

 
日

付
け

で
請

求
の

あ
っ

た
自

己
啓

発
等

休
業

に
つ

い
て

は
承

認
し

な
い

 
（

理
由

）
 

〔
必

要
に

応
じ

て
記

入
〕

 
 

 
 

 
 

(３
) 

育
児

休
業

法
第

２
条

の
規

定
に

よ
り

育
児

休
業

を
承

認
す

る
場

合
 

育
児

休
業

を
承

認
す

る
 

期
間

は
平

成
 

年
 

月
 

日
か

ら
平

成
 

年
 

月
 

日
ま

で
と

す
る

 

 
 

 
 

(４
) 

育
児

休
業

法
第

２
条

の
規

定
に

よ
り

育
児

休
業

を
承

認
し

な
い

場
合

 
平

成
 

年
 

月
 

日
付

け
で

請
求

の
あ

っ
た

育
児

休
業

に
つ

い
て

は
承

認
し

な
い

 
（

理
由

）
 

〔
必

要
に

応
じ

て
記

入
〕

 

 
 

 
 

 
(５

) 
育

児
休

業
法

第
10条

の
規

定
に

よ
り

育
児

短
時

間
勤

務
を

承
認

す
る

場
合

 

育
児

短
時

間
勤

務
(ア

)を
承

認
す

る
 

「
ア

」
の

記
号

を
も

っ
て

表
示

す
る

事
項

は
、

「
週

○
○

時
間

勤
務

」
（

○
○

時
間

の
部

分
に

は
、

職
員

の
１

週
間

当
た

り
の

勤
務

時
間

を
表

示
す

る
。

）
と

す
る

。
 

 
 

 
 

期
間

は
平

成
 

 
年

 
 

月
 

 
日

か
ら

平
成

 
 

年
 

 
月

 
 

日
ま

で
と

す
る

 

 

 
 

 
(６

) 
育

児
休

業
法

第
10条

の
規

定
に

よ
り

育
児

短
時

間
勤

務
を

承
認

し
な

い
場

合
 

平
成

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

請
求

の
あ

っ
た

育
児

短
時

間
勤

務
に

つ
い

て
は

承
認

し
な

い
 

 
 

 

 
 

 
 

 
（

理
由

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〔
必

要
に

応
じ

て
記

入
〕

 
 

 
 

 
 

 
(７

) 
育

児
短

時
間

勤
務

を
し

て
い

る
職

員
に

つ
い

て
当

該
育

児
短

時
間

勤
務

と
異

な
る

内
容

の
育

児
短

時
間

勤
務

を
承

認
す

る
場

合
 

育
児

短
時

間
勤

務
(ア

)を
取

り
消

し
、

平
成

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

で
請

求
の

あ
っ

た
育

児
短

時
間

勤
務

(イ
)を

承
認

す
る

 

「
ア

」
又

は
「

イ
」

の
記

号
を

も
っ

て
表

示
す

る
事

項
は

、
取

り
消

さ
れ

た
育

児
短

時
間

勤
務

又
は

取
消

し
後

に
承

認
さ

れ
る

育
児

短
時

間
勤

務
に

係
る

「
週

○
○

時
間

勤
務

」
（

○
○

時
間

の
部

分
に

は
、

職
員

の
１

週
間

当
た

り
の

勤
務

時
間

を
表

示
す

る
。

）
と

す
る

。
 

 

 
 

 
 

 
育

児
短

時
間

勤
務

の
期

間
は

平
成

 
 

年
 

 
月

 
 

日
ま

で
と

す
る

 
 

 
 

延
 

長
 

(１
) 

職
員

の
自

己
啓

発
等

休
業

に
関

す
る

条
例

第
７

条
の

規
定

に
よ

り
自

己
啓

発
等

休
業

の
期

間
の

延
長

を
承

認
す

る
場

合
 

自
己

啓
発

等
休

業
の

期
間

を
平

成
 

年
 

月
 

日
ま

で
延

長
す

る
こ

と
を

承
認

す
る

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

(２
) 

職
員

の
自

己
啓

発
等

休
業

に
関

す
る

条
例

第
７

条
の

規
定

に
よ

り
自

己
啓

発
等

休
業

の
期

間
の

延
長

を
承

認
し

な
い

場
合

 
 

 
 

 

平
成

 
年

 
月

 
日

付
け

で
請

求
の

あ
っ

た
自

己
啓

発
等

休
業

の
期

間
の

延
長

に
つ

い
て

は
承

認
し

な
い

 
（

理
由

）
 

〔
必

要
に

応
じ

て
記

入
〕

 

 
 

 
     

(３
) 

育
児

休
業

法
第

３
条

の
規

定
に

よ
り

育
児

休
業

の
期

間
の

延
長

を
承

認
す

る
場

合
 

育
児

休
業

の
期

間
の

延
長

を
承

認
す

る
 

期
間

は
平

成
 

年
 

月
 

日
ま

で
と

す
る

 

 
 



 

 

第
３
号
様
式
を
第
４
号
様
式
と
し
、
新
た
に
次
の
様
式
を
第
３
号
様
式
と
し
て
定
め
る
。 

第３号様式（第二十一条関係） 
   

 
 自  己  啓  発  等  休  業  通  知  書 

 

 

    （職員の種類）                  （氏 名） 

 

 

 
 （通知書の記載形式の内容を記入） 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

      平成  年  月  日 
 
 
                      埼玉県病院事業管理者 氏     名印 

 
 
  

 
 

 
(４

) 
育

児
休

業
法

第
３

条
の

規
定

に
よ

り
育

児
休

業
の

期
間

の
延

長
を

承
認

し
な

い
場

合
 

 
 

 
 

平
成

 
年

 
月

 
日

付
け

で
請

求
の

あ
っ

た
育

児
休

業
の

期
間

の
延

長
に

つ
い

て
は

承
認

し
な

い
 

（
理

由
）

 
〔

必
要

に
応

じ
て

記
入

〕
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
(５

) 
育

児
休

業
法

第
11条

の
規

定
に

よ
り

育
児

短
時

間
勤

務
の

延
長

を
承

認
す

る
場

合
 

育
児

短
時

間
勤

務
の

期
間

を
平

成
 

 
年

 
 

月
 

 
日

ま
で

延
長

す
る

こ
と

を
承

認
す

る
 

 
 

 

 
 

 
(６

) 
育

児
休

業
法

第
11条

の
規

定
に

よ
り

育
児

短
時

間
勤

務
の

延
長

を
承

認
し

な
い

場
合

 
 

 
 

 

平
成

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

請
求

の
あ

っ
た

育
児

短
時

間
勤

務
の

期
間

の
延

長
に

つ
い

て
は

承
認

し
な

い
 

（
理

由
）

 
〔

必
要

に
応

じ
て

記
入

〕
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
失

効
等

 
(１

) 
地

方
公

務
員

法
第

２
６

条
の

５
第

４
項

の
規

定
に

よ
り

自
己

啓
発

等
休

業
の

承
認

が
失

効
し

た
場

合
 

地
方

公
務

員
法

第
２

６
条

の
５

第
４

項
の

規
定

に
よ

り
平

成
 

年
 

月
 

日
を

も
っ

て
自

己
啓

発
等

休
業

の
承

認
は

失
効

し
た

 

 
 

 

 
 

 
(２

) 
地

方
公

務
員

法
第

２
６

条
の

５
第

５
項

の
規

定
に

よ
り

自
己

啓
発

等
休

業
の

承
認

を
取

り
消

す
場

合
 

地
方

公
務

員
法

第
２

６
条

の
５

第
５

項
の

規
定

に
よ

り
平

成
 

年
 

月
 

日
を

も
っ

て
自

己
啓

発
等

休
業

の
承

認
を

取
り

消
す

 

 
 

 

 
 

(３
) 

育
児

休
業

法
第

５
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
育

児
休

業
の

承
認

が
失

効
し

た
場

合
 

地
方

公
務

員
の

育
児

休
業

等
に

関
す

る
法

律
第

５
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
平

成
 

年
 

月
 

日
を

も
っ

て
育

児
休

業
の

承
認

は
失

効
し

た
 

 
 

 
 

(４
) 

育
児

休
業

法
第

５
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
育

児
休

業
の

承
認

を
取

り
消

す
場

合
 

地
方

公
務

員
の

育
児

休
業

等
に

関
す

る
法

律
第

５
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
平

成
 

年
 

月
 

日
を

も
っ

て
育

児
休

業
の

承
認

を
取

り
消

す
 

 
 

 
 

 
(５

) 
育

児
休

業
法

第
12条

の
規

定
に

よ
り

育
児

短
時

間
勤

務
の

承
認

が
失

効
し

た
場

合
 

地
方

公
務

員
の

育
児

休
業

等
に

関
す

る
法

律
第

12条
の

規
定

に
よ

り
平

成
 

 
年

 
 

月
 

 
日

を
も

っ
て

育
児

短
時

間
勤

務
の

承
認

は
失

効
し

た
 

 
 

 

 
 

 
(６

) 
育

児
休

業
法

第
12条

の
規

定
に

よ
り

育
児

短
時

間
勤

務
の

承
認

を
取

り
消

す
場

合
 

地
方

公
務

員
の

育
児

休
業

等
に

関
す

る
法

律
第

12条
の

規
定

に
よ

り
、

平
成

 
 

年
 

 
月

 
 

日
を

も
っ

て
育

児
短

時
間

勤
務

の
承

認
を

取
り

消
す

 

 
 

 

 
職

務
復

帰
 

 
 

 
 

(１
) 

地
方

公
務

員
法

第
２

６
条

の
５

第
４

項
又

は
第

５
項

の
規

定
に

よ
る

自
己

啓
発

等
休

業
の

承
認

の
失

効
又

は
取

消
し

に
よ

り
職

務
に

復
帰

し
た

場
合

 

平
成

 
年

 
月

 
日

か
ら

職
務

に
復

帰
し

た
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
(２

) 
育

児
休

業
法

第
５

条
第

１
項

又
は

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
育

児
休

業
の

承
認

の
失

効
又

は
取

消
し

に
よ

り
職

務
に

復
帰

し
た

場
合

 

平
成

 
年

 
月

 
日

か
ら

職
務

に
復

帰
し

た
 

（
理

由
）

 
〔

必
要

に
応

じ
て

記
入

〕
 

 
 

 
(３

) 
育

児
休

業
法

第
12条

の
規

定
に

よ
る

育
児

短
時

間
勤

務
の

承
認

の
失

効
又

は
取

消
し

に
よ

り
育

児
短

時
間

勤
務

が
終

了
し

た
場

合
 

育
児

短
時

間
勤

務
は

終
了

し
た

 
 

 
 

 



 
 

 

附 

則 

 
こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



管

理

規

程

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第
一
号

埼
玉
県
下
水
道
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者

加

藤

孝

夫

埼
玉
県
下
水
道
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

埼
玉
県
下
水
道
局
組
織
規
程
（
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
二
（
第
四
条
、
第
八
条
関
係
）

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

専
門
員

主
任
専
門
員

職

上
司
の
命
を
受
け
、
事
務
又
は
技
術
で
知
識
、
経
験
等
を
必
要
と
す
る

も
の
に
従
事
す
る
。

上
司
の
命
を
受
け
、
事
務
又
は
技
術
で
知
識
、
経
験
等
を
必
要
と
す
る

相
当
困
難
な
も
の
に
従
事
す
る
。

職

務



管

理

規

程

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第
二
号

埼
玉
県
下
水
道
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者

加

藤

孝

夫

埼
玉
県
下
水
道
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

埼
玉
県
下
水
道
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
流
域
下
水

道
事
業
管
理
規
程
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
第
二
十
号
局
長
専
決
事
項
の
欄
２
中
「
第
四
項
」
を
「
第
七
項
」
に
、
「
定
め
、
国

土
交
通
大
臣
の
認
可
を
受
け
る
こ
と
。
」
を
「
定
め
る
こ
と
。
」
に
改
め
、
３
を
５
と
し
、
２
の

次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

３

法
第
二
十
五
条
の
三
第
二
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
基
づ
き
、
国
土
交
通
大
臣
に
協
議
す
る
こ
と
。

４

法
第
二
十
五
条
の
三
第
五
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
基
づ
き
、
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



管

理

規

程

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第
三
号

埼
玉
県
下
水
道
局
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者

加

藤

孝

夫

埼
玉
県
下
水
道
局
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

埼
玉
県
下
水
道
局
職
員
給
与
規
程
（
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
を
第
十
六
条
と
し
、
第
十
四
条
を
第
十
五
条
と
し
、
第
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を

加
え
る
。

（
勤
勉
手
当
）

第
十
四
条

勤
勉
手
当
に
つ
い
て
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
例

に
よ
る
。
た
だ
し
、
管
理
者
は
、
そ
の
所
属
の
条
例
第
十
七
条
の
職
員
が
少
数
で
あ
る
こ
と
等

の
事
情
に
よ
り
、
本
文
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
第
十
九
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
勤
勉
手
当
の
総
額
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
難
い
と
き

は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
段
の
取
扱
い
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
則
第
五
項
中
「
受
け
る
給
料
月
額
」
の
下
に
「
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
後
給
料
月

額
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
と
し
、
そ
の
額
」
を
「
（
そ
の
額
」
に
、
「
こ
れ
を
」
を
「
、

こ
れ
を
」
に
、
「
と
す
る
」
を
「
）
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
前
給
料
月
額
」
と
い
う
」

に
、
「
給
料
月
額
の
ほ
か
、
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額
」
を
「
改
正
後
給
料
月
額
の
ほ
か
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
そ
の
額
が
一
円
以
上
と
な
る
場
合
に
限

る
。
）
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

改
正
前
給
料

月
額
と
改
正
後
給
料
月
額
と
の
差
額
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
単
に
「
差
額
」
と

い
う
。
）
か
ら
差
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
（
そ
の
額
が
一
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、

一
万
円
）
を
減
じ
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨

て
た
額
）

二

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
以
降

差
額
か
ら
一
万
円
に
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
給

料
の
支
給
日
ま
で
の
期
間
に
一
年
を
加
え
た
期
間
の
年
数
（
そ
の
年
数
に
一
年
未
満
の
端
数

を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
年
数
）
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ
た
額

附
則
第
八
項
中
「
及
び
二
種
」
を
「
、
二
種
及
び
三
種
」
に
、
「
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
）

か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
、
三
種
と
さ
れ
て
い
る
職

に
あ
る
職
員
に
あ
っ
て
は
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
）
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
に



改
め
、
「
百
分
の
十
」
の
下
に
「
（
三
種
と
さ
れ
て
い
る
職
に
あ
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
百
分
の

五
）
」
を
加
え
る
。

別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
）

下
水
道
企
業
職
給
料
表
級
別
職
務
区
分
表

地
域
機
関

本
庁

各
機
関
共
通

機
関
の
区
分

職
務
の
級

局
付

参
事 十

級

局
付

参
事

局
長 九

級

局
付

参
事

所
長

セ
ン
タ
ー

総
合
技
術

契
約
局
長

局
長 八

級

所
長

局
付

副
参
事

検
査
員

主
席
工
事

幹 総
合
技
術

幹 技
術
評
価

課
長 七

級

所
付

担
当
部
長

副
所
長

課
付

検
査
員

主
任
工
事

事
検
査
員

副
主
席
工

副
室
長

主
幹

副
課
長

六
級

所
付

担
当
部
長

課
付

検
査
員

主
任
工
事

主
幹 五

級

所
付

担
当
課
長

課
付

員 工
事
検
査

主
査

主
任
専
門
員

主
任

四
級

所
付

担
当
課
長

課
付

員 工
事
検
査

主
査

主
任
専
門
員

主
任

三
級

専
門
員

技
師

主
事 二

級

専
門
員

技
師

主
事 一

級

備
考

現
に
上
位
の
級
に
決
定
さ
れ
て
い
る
職
に
つ
い
て
は
、
本
表
に
か
か
わ
ら
ず
、
従
前
の

例
に
よ
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

管 

理 

規 

程 

 
埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第
四
号 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者 

加 

藤 

孝 

夫 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
財
務
規
程
（
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第

十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
四
十
三
条
第
一
項
中
「
統
轄
店
」
を
「
総
括
出
納
取
扱
金
融
機
関
」
に
改
め
る
。 

第
四
十
八
条
第
二
項
中
「
支
払
」
の
下
に
「
（
交
際
費
に
係
る
支
払
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、

同
条
第
三
項
中
「
払
い
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
払
込
み
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に

改
め
る
。 

第
七
十
八
条
第
一
項
中
「
企
業
出
納
員
」
の
下
に
「
（
総
括
出
納
取
扱
金
融
機
関
以
外
の
出
納

取
扱
金
融
機
関
に
あ
っ
て
は
、
総
括
出
納
取
扱
金
融
機
関
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
企
業

出
納
員
」
の
下
に
「
（
総
括
出
納
取
扱
金
融
機
関
以
外
の
出
納
取
扱
金
融
機
関
に
あ
っ
て
は
、
総

括
出
納
取
扱
金
融
機
関
）
」
を
加
え
る
。 

第
百
十
五
条
第
二
号
中
「
に
限
る
」
を
「
に
係
る
も
の
に
限
り
、
固
定
資
産
の
貸
付
け
に
あ
っ

て
は
、
第
百
三
十
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
」
に
改
め
る
。 

第
百
三
十
条
第
一
項
中
「
使
用
許
可
（
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
「
使
用
許
可
」

に
改
め
、
「
そ
の
他
の
も
の
」
の
下
に
「
（
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同

条
第
二
項
中
「
使
用
期
間
の
更
新
に
係
る
固
定
資
産
の
使
用
許
可
」
の
下
に
「
又
は
自
治
法
第
二

百
三
十
八
条
の
四
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
に
よ
る
行
政
財
産
の
貸
付
け
若
し
く

は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
財
産
の
貸
付
け
若
し
く
は
普
通
財
産
の
貸
付
け
で
次
の
各
号
に
掲

げ
る
も
の
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
中
「
使
用
」
を
「
使
用
許
可
又
は

貸
付
け
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
許
可
」
を
「
使
用
許
可
及
び
貸
付
け
」
に
改
め
る
。 

第
百
四
十
八
条
中
「
第
八
条
」
を
「
第
十
五
条
」
に
、
「
第
九
条
」
を
「
第
一
六
条
」
に
改
め

る
。 第

一
五
三
条
第
二
項
第
三
号
中
「
過
去
二
年
の
間
に
数
回
」
を
「
当
該
年
度
の
前
々
年
度
の
四

月
一
日
以
後
に
二
回
」
に
、
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
る
。 

第
百
六
十
七
条
第
一
項
第
三
号
中
「
及
び
収
入
印
紙
類
」
を
「
、
郵
便
葉
書
、
収
入
印
紙
、
収

入
証
紙
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
物
品
」
に
改
め
る
。 

第
百
七
十
一
条
第
二
項
第
三
号
中
「
過
去
二
年
の
間
に
数
回
」
を
「
当
該
年
度
の
前
々
年
度
の

四
月
一
日
以
後
に
二
回
」
に
、
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
る
。 



別
表
第
一
収
益
の
部
の
表
中 

 「 
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改
め
、
費
用
の
部
の
表
中 
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改
め
る
。 

別
表
第
一
資
産
の
部
（
２
）
流
動
資
産
の
表
中 
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他
会

計
補

助
金

 
収

益
的

支
出

を
負

担
す

る
こ

と
を

目
的

と

す
る

他
会

計
か

ら
の

補
助

金
 

他
会

計
補

助
金

 
収

益
的

支
出

を
負

担
す

る
こ

と
を

目
的

と

す
る

他
会

計
か

ら
の

補
助

金
 

受
託

工
事

収
益

 
排

水
設

備
等

の
工

事
受

託
に

伴
う

収
益

 

企
業

債
手

数
料

及
び

取
扱

費
 

企
業

債
の

元
利

償
還

の
都

度
支

払
う

手
数

料
及

び
取

扱
費

 

企
業

債
手

数
料

及
び

取
扱

費
 

企
業

債
の

元
利

償
還

の
都

度
支

払
う

手
数

料
及

び
取

扱
費

 

受
託

工
事

費
 

排
水

設
備

等
の

工
事

受
託

に
要

す
る

費
用

 

未
収

受
取

利
息

 

 

営
業

外
未

収
金

 

未
収

受
取

利
息

 

 

営
業

外
未

収
金

 

未
収

受
託

工
事

 

収
益

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

改
め
る
。 

別
表
第
一
資
本
の
部
（
６
）
資
本
金
の
表
中
「
地
方
公
営
企
業
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令

第
四
百
三
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
五
条
及
び
地
方
公
営
企
業
資
産
再
評
価
規
則
（
昭

和
二
十
七
年
総
理
府
令
第
七
十
四
号
。
以
下
「
再
評
価
則
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
の
規
定
に
よ

る
組
入
額
」
を
削
る
。 

別
表
第
一
資
本
の
部
（
７
）
剰
余
金
の
表
中
「
再
評
価
し
た
資
産
の
額
と
帳
簿
価
格
の
差
額
」
「
建

設
又
は
改
良
に
要
す
る
資
金
に
充
て
る
た
め
の
国
庫
補
助
金
」
「
建
設
又
は
改
良
に
要
す
る
資
金

に
充
て
る
た
め
の
市
町
負
担
金
」
「
建
設
又
は
改
良
に
要
す
る
資
金
に
充
て
る
た
め
の
他
会
計
か

ら
の
補
助
金
」「
建
設
ま
た
は
改
良
に
要
す
る
資
金
に
充
て
る
た
め
の
他
か
ら
提
供
さ
れ
た
金
銭
」

「
贈
与
を
受
け
た
財
産
の
評
価
額
」
「
法
第
三
十
二
条
第
一
項
及
び
令
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
企
業
債
に
償
還
に
充
て
る
た
め
に
積
み
立
て
た
額
」
「
法
第
三
十
二
条
第
一
項
、
令
第

二
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
積
み
立
て
た
額
」
「
令
第
二
十
四
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
建
設
又
は
改
良
の
た
め
に
積
み
立
て
た
額
」
「
当
年
度
末
に
お
け
る
繰
越
利
益
剰
余
金

（
又
は
繰
越
欠
損
金
）
の
額
に
当
年
度
の
純
利
益
（
又
は
純
損
失
）
の
金
額
を
加
減
し
た
額
」
「
前

年
度
未
処
分
利
益
剰
余
金
（
又
は
前
年
度
未
処
理
欠
損
金
）
か
ら
前
年
度
利
益
剰
余
金
処
分
額
（
又

は
全
エ
ン
ド
欠
損
金
処
理
額
）
を
控
除
し
て
得
た
繰
越
利
益
剰
余
金
（
又
は
繰
越
欠
損
金
）
に
年

度
中
の
繰
越
利
益
剰
余
金
増
加
高
及
び
減
少
高
（
又
は
繰
越
欠
損
金
減
少
高
及
び
増
加
高
）
を
加

減
し
た
額
」
及
び
「
当
年
度
損
益
取
引
の
結
果
発
生
し
た
純
利
益
（
又
は
純
損
失
）
」
を
削
る
。 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



告 
 

示 

  
全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
に
熊
本
市
を
加
え
、
こ
れ
に
伴
い
全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議

会
規
約
の
一
部
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
の
で
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
第
二
百
五
十
二

条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

第
三
条
第
二
号
中
「
相
模
原
市
」
の
下
に
「
、
熊
本
市
」
を
加
え
る
。 

 

第
六
条
中
「
委
員
九
人
」
を
「
委
員
十
人
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
約
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
約
に
よ
る
変
更
後
の
規
約
（
以
下
「
変
更
後
の
規
約
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項 

 

の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
委
員
に
選
任
さ
れ
た
者
の
任
期
は
、 

 

変
更
後
の
規
約
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
日
ま
で
と
す
る
。 

 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
十
一
号



告 
 

示 

 
 

埼
玉
県
議
会
平
成
二
十
四
年
二
月
定
例
会
に
お
い
て
議
決
さ
れ
た
平
成
二
十
四
年
度
埼
玉
県

一
般
会
計
予
算
並
び
に
平
成
二
十
四
年
度
の
埼
玉
県
の
特
別
会
計
予
算
及
び
公
営
企
業
会
計
予
算

を
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

       

埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
十
二
号



 

 

   平成２４年度埼玉県一般会計予算 

 平成２４年度埼玉県一般会計の予算は、次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,677,722,000千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。  

 （継続費） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１２条第１項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第２表継続費」による。 

 （債務負担行為） 

第３条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第３表債務負担行為」による。  

 （地方債） 

第４条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第４   

 表地方債」による。 

 （一時借入金） 

第５条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、250,000,000千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第６条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職

員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用とす

る。 



 

第１表 歳入歳出予算 

 歳  入 （単位 千円）  

 款 項  金 額 

 1 県 税      635,000,000  

     1 県 民 税  314,119,000  

     2 事 業 税  92,377,000  

     3 地 方 消 費 税  60,415,000  

     4 不 動 産 取 得 税  13,339,000  

     5 県 た ば こ 税  14,313,000  

     6 ゴ ル フ 場 利 用 税  2,242,000  

     7 自 動 車 取 得 税  10,093,000  

     8 軽 油 引 取 税  41,940,000  

     9 自 動 車 税  86,109,000  

     10 鉱 区 税  4,998  

     11 狩 猟 税  27,940  

     12 旧 法 に よ る 税  20,062  

 2 地 方 消 費 税 清 算 金      118,145,000  

 1 地 方 消 費 税 清 算 金  118,145,000  

 



 

 

  3 地 方 譲 与 税      83,534,000  

     1 地 方 法 人 特 別 譲 与 税  79,131,000  

     2 地 方 揮 発 油 譲 与 税  4,137,000  

 3 石 油 ガ ス 譲 与 税  265,000  

     4 地 方 道 路 譲 与 税  1,000  

 4 地 方 特 例 交 付 金      4,052,000  

 1 地 方 特 例 交 付 金  4,052,000  

 5 地 方 交 付 税      205,900,000  

     1 地 方 交 付 税  205,900,000  

 6 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金      2,131,000  

 1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金  2,131,000  

 7 分 担 金 及 び 負 担 金      4,187,255  

     1 分 担 金  202,876  

     2 負 担 金  3,984,379  

 8 使 用 料 及 び 手 数 料      15,434,249  

 1 使 用 料  4,961,673  

 2 手 数 料  10,472,576  

 



 

 

 款 項  金 額 

  9 国 庫 支 出 金      152,477,003  

 1 国 庫 負 担 金  110,047,104  

 2 国 庫 補 助 金  39,582,091  

 3 委 託 金  2,847,808  

 10 財 産 収 入      8,805,057  

     1 財 産 運 用 収 入  6,862,582  

     2 財 産 売 払 収 入  1,942,475  

 11 寄 附 金      107,728  

     1 寄 附 金  107,728  

 12 繰 入 金      110,076,127  

     1 特 別 会 計 繰 入 金  4,028,966  

     2 基 金 繰 入 金  106,047,161  

 13 繰 越 金      500,000  

 1 繰 越 金  500,000  

 14 諸 収 入      38,220,581  

 1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 等  2,654,237  

 



 

 

      2 預 金 利 子  73,000  

 3 貸 付 金 元 利 収 入  7,484,543  

      4 受 託 事 業 収 入  3,348,819  

     5 収 益 事 業 収 入  14,674,661  

     6 利 子 割 精 算 金 収 入  65,000  

 7 雑 入  9,920,321  

 15 県 債      299,152,000  

 1 県 債  299,152,000  

 歳 入 合 計   1,677,722,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 歳  出 （単位 千円）  

 款 項  金 額 

 1 議 会 費      3,110,817  

     1 議 会 費  3,110,817  

 2 総 務 費      88,022,943  

 1 総 務 管 理 費  20,190,876  

     2 企 画 費  11,822,363  

     3 県 民 費  6,903,990  

     4 環 境 費  12,196,638  

     5 徴 税 費  27,399,116  

     6 市 町 村 振 興 費  5,523,067  

     7 選 挙 費  76,811  

     8 防 災 費  2,473,237  

     9 統 計 調 査 費  823,585  

     10 人 事 委 員 会 費  282,505  

     11 監 査 委 員 費  330,755  

 3 民 生 費      284,724,428  

 1 社 会 福 祉 費  214,209,088  

 



 

 

      2 児 童 福 祉 費  55,788,345  

 3 生 活 保 護 費  13,220,716  

     4 災 害 救 助 費  1,506,279  

 4 衛 生 費      55,821,389  

     1 公 衆 衛 生 費  30,104,101  

     2 環 境 衛 生 費  1,354,791  

     3 保 健 所 費  4,058,939  

     4 医 薬 費  12,008,348  

     5 公 営 企 業 支 出 金  8,295,210  

 5 労 働 費      9,908,675  

     1 労 政 費  6,212,028  

     2 職 業 訓 練 費  3,527,751  

     3 労 働 委 員 会 費  168,896  

 6 農 林 水 産 業 費      23,620,800  

     1 農 業 費  9,361,026  

 2 蚕 糸 特 産 及 び 水 産 業 費  452,348  

 3 畜 産 業 費  1,217,038  

 



 

 

 款 項  金 額 

      4 林 業 費  4,320,279  

 5 農 地 費  8,270,109  

 7 商 工 費      18,298,912  

     1 商 工 業 費  17,953,815  

     2 観 光 費  345,097  

 8 土 木 費      112,597,760  

     1 土 木 管 理 費  11,732,279  

     2 道 路 橋 り ょ う 費  46,245,872  

     3 河 川 費  27,794,570  

     4 都 市 計 画 費  22,251,797  

     5 住 宅 費  4,573,242  

 9 警 察 費      140,149,456  

     1 警 察 管 理 費  128,830,000  

     2 警 察 活 動 費  11,319,456  

 10 教 育 費      535,371,865  

     1 教 育 総 務 費  74,609,705  

 



 

 

      2 小 学 校 費  168,326,789  

 3 中 学 校 費  101,962,530  

      4 高 等 学 校 費  93,442,965  

 5 特 別 支 援 学 校 費  40,353,901  

 6 大 学 費  2,116,397  

     7 私 立 学 校 費  48,362,314  

     8 社 会 教 育 費  4,513,074  

     9 保 健 体 育 費  1,684,190  

 11 災 害 復 旧 費      62,620  

     1 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費  51,200  

     2 土 木 施 設 災 害 復 旧 費  11,420  

 12 公 債 費      251,148,277  

     1 公 債 費  251,148,277  

 13 諸 支 出 金      154,384,058  

     1 公 営 企 業 支 出 金  16,105,058  

     2 地 方 消 費 税 清 算 金  57,318,000  

     3 利 子 割 交 付 金  2,622,000  

 



 

 

 款 項  金 額 

     4 配 当 割 交 付 金  1,739,000  

 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金  556,000  

      6 地 方 消 費 税 交 付 金  60,479,000  

     7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金  1,650,000  

     8 自 動 車 取 得 税 交 付 金  7,500,000  

     9 軽 油 引 取 税 交 付 金  6,400,000  

     10 利 子 割 精 算 金  15,000  

 14 予 備 費      500,000  

     1 予 備 費  500,000  

 歳 出 合 計   1,677,722,000  

 



 

 

第２表 継続費 （単位 千円）  

款 項  事 業 名    総 額   年 度   年 割 額   

 4  衛 生 費   1 公 衆 衛 生 費   衛生研究所移転改修事業費  4,160,000   

 

平 成 2 4 年 度 

平 成 2 5 年 度 
 

 
1,348,284 

2,811,716 
 

 7  商 工 費   1 商 工 業 費   
西部地域振興ふれあい拠点施設整

備事業費 
 16,361,668   

 

平 成 2 4 年 度 

平 成 2 5 年 度 

平 成 2 6 年 度 
 

 

926,245 

9,105,581 

6,329,842 

 

 9 警 察 費   1 警 察 管 理 費   
東部機動センター（仮称）庁舎建

設費 
 1,268,478   

 

平 成 2 4 年 度 

平 成 2 5 年 度 
 

 
378,584 

889,894 
 

 10 教 育 費   1 教 育 総 務 費   
県立高等学校防音校舎空調設備設

置費（平成２４年度着工分） 
 411,856   

 

平 成 2 4 年 度 

平 成 2 5 年 度 
 

 
78,449 

333,407 
 

 

 

 

 



 

第３表 債務負担行為 （単位 千円）  

  事 項      期 間      限 度 額   

 
地方債証券の共同発行によって生ずる連帯債務（平成 

２４年度発行分） 
  

平 成 2 4 年 度 か ら 

平 成 3 4 年 度 ま で 
  

共同発行団体による共同発行の総額から本県の負担

額を控除した額及びこれに対する利子相当額 
 

 
私立学校振興資金融資貸付金利子補助（平成２４年度

融資分） 
  

平 成 2 5 年 度 か ら 

平 成 3 9 年 度 ま で 
  30,401  

 私立学校振興資金融資損失補償（平成２４年度融資分）   平 成 2 4 年 度 以 降   

回収されない元本及び最終弁済期到来後３月までの

利子の合計額について、当該貸付額の１００分の 

１０に相当する額 

 

 
総合リハビリテーションセンター設備の省エネルギー

化改修及び維持管理業務 
  

平 成 2 5 年 度 か ら 

平 成 3 4 年 度 ま で 
  258,950  

 電子入札共同システム開発   平 成 2 5 年 度   

 

392,000 

 

 

 環境創造資金利子補給（平成２４年度融資分）   
平 成 2 5 年 度 か ら 

平 成 3 4 年 度 ま で 
  44,750  



 

 
独立行政法人福祉医療機構借入金利子補助（平成２４年

度融資分） 
  

平 成 2 5 年 度 か ら 

平 成 4 4 年 度 ま で 
  435,888  

 
社会福祉施設経営安定化融資事業利子補助（平成２４年

度融資分） 
  平 成 2 5 年 度   152  

 
社会福祉施設経営安定化融資事業損失補償（平成２４

年度融資分） 
  平 成 2 4 年 度 以 降   

回収されない元本及び最終弁済期到来後３月までの

利子の合計額 
 

 
特別養護老人ホーム整備支援融資事業損失補償（平成 

２４年度融資分） 
  平 成 2 4 年 度 以 降   

回収されない元本及び最終弁済期到来後３月までの

利子の合計額 
 

 
無担保無保証人資金損失補償（平成１２年度保証分・

平成２４年度損失補償対象期間延長分） 
  

平 成 2 4 年 度 か ら 

平 成 3 2 年 度 ま で 
  

県が行う無担保無保証人資金の融資額の範囲内で埼

玉県信用保証協会がこの債務の保証を行ったことに

よって生じた代位弁済額から中小企業信用保険法第

５条の規定により支払を受けた保険金の額を控除し

た額に相当する額 

 

 
            

  



 

               

  事 項      期 間      限 度 額   

 小規模事業資金損失補償（平成２４年度保証分）    
平 成 2 4 年 度 か ら 

平 成 4 2 年 度 ま で 
  

県が行う小規模事業資金（借換えを含む。）の融資

額の範囲内で埼玉県信用保証協会がこの債務の保証

を行ったことによって生じた代位弁済額の元金から

中小企業信用保険法第５条の規定により支払を受け

た保険金の額を控除した額の２０分の１９に相当す

る額 

 

 起業家育成資金損失補償（平成２４年度保証分）    
平 成 2 4 年 度 か ら 

平 成 4 2 年 度 ま で 
  

県が行う起業家育成資金の融資額の範囲内で埼玉県

信用保証協会がこの債務の保証を行ったことによっ

て生じた代位弁済額の元金（責任共有制度要綱に基

づく負担金方式の場合は、代位弁済額の元金から金

融機関負担割合相当額を除いた額）から中小企業信

用保険法第５条の規定により支払を受けた保険金の

額（責任共有制度要綱に基づく負担金方式の場合は、

保険金の額を部分保証方式に換算した額）を控除し

た額の４分の３に相当する額。ただし、創業関連保

証（産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特

別措置法第３３条第３項各号に掲げる要件のいずれ

にも該当する創業者である中小企業者に係るものに

限る。）を利用し債務の保証を行った場合は保険金

の額を控除した額の１０分の１、創業等関連保証を

利用し債務の保証を行った場合は保険金の額を控除

した額の２０分の３に相当する額 

 



 

 

経営安定資金損失補償（平成２４年度保証分）   
平 成 2 4 年 度 か ら 

平 成 3 9 年 度 ま で 
  

県が行う経営安定資金のうち大臣指定等貸付（指定企

業関連、特定業種関連及び金融円滑化関連に係る貸付

に限る。）及び知事指定等貸付（指定企業関連に係る

貸付及び金融円滑化関連のうち中小企業信用保険法

第２条第４項第８号の規定に係る貸付に限る。）の融

資額の範囲内で埼玉県信用保証協会がこの債務の保

証を行ったことによって生じた代位弁済額の元金（責

任共有制度要綱に基づく負担金方式の場合は、代位弁

済額の元金から金融機関負担割合相当額を除いた額）

から中小企業信用保険法第５条又は第１３条の規定

により支払を受けた保険金の額（責任共有制度要綱に

基づく負担金方式の場合は、保険金の額を部分保証方

式に換算した額）を控除した額の、大臣指定等貸付（指

定企業関連及び特定業種関連に係る貸付に限る。）に

あっては２０分の３、大臣指定等貸付（金融円滑化関

連に係る貸付に限る。）にあっては１０分の１、知事

指定等貸付（指定企業関連に係る貸付に限る。）にあ

っては２分の１、知事指定等貸付（金融円滑化関連の

うち中小企業信用保険法第２条第４項第８号の規定

に係る貸付に限る。）にあっては５分の１に相当する

額 

 



 

  事 項      期 間      限 度 額   

 
経営支援特別融資損失補償（平成１２年度保証分・平 

成２４年度損失補償対象期間延長分） 

 

 

 

 

平 成 2 4 年 度 か ら 

平 成 3 2 年 度 ま で 
  

県が行う経営支援特別融資の融資額の範囲内で埼玉

県信用保証協会がこの債務の保証を行ったことによ

って生じた代位弁済額から中小企業信用保険法第５

条の規定により支払を受けた保険金の額を控除した

額の２分の１に相当する額 

 

 

 

 

 

 

企業パワーアップ資金損失補償（平成２４年度保証分） 

  

 

 

 

 

平 成 2 4 年 度 か ら 

平 成 4 2 年 度 ま で 

  

県が行う企業パワーアップ資金の融資額の範囲内で

埼玉県信用保証協会がこの債務の保証を行ったこと

によって生じた代位弁済額の元金（責任共有制度要

綱に基づく負担金方式の場合は、代位弁済額の元金

から金融機関負担割合相当額を除いた額）から中小

企業信用保険法第５条又は第１３条の規定により支

払を受けた保険金の額（責任共有制度要綱に基づく

負担金方式の場合は、保険金の額を部分保証方式に

換算した額）を控除した額の、普通保険を利用し債

務の保証を行った場合は２４分の１９、無担保保険

を利用し債務の保証を行った場合は３２分の２５、

経営安定関連保証を利用し債務の保証を行った場合 

 



 

       

は中小企業信用保険法第２条第４項第１号から第６

号までの規定に係る貸付にあっては１０分の１、第

７号及び第８号の規定に係る貸付にあっては３２分

の２５に相当する額 

 

 事業資金損失補償（平成２４年度保証分）   
平 成 2 4 年 度 か ら 

平 成 3 9 年 度 ま で 
  

県が行う事業資金のうち一般貸付（予約貸付枠に限

る。）及び中小企業応援貸付の融資額の範囲内で埼

玉県信用保証協会がこの債務の保証を行ったことに

よって生じた代位弁済額の元金（責任共有制度要綱

に基づく負担金方式の場合は、代位弁済額の元金か

ら金融機関負担割合相当額を除いた額）から中小企

業信用保険法第５条の規定により支払を受けた保険

金の額（責任共有制度要綱に基づく負担金方式の場

合は、保険金の額を部分保証方式に換算した額）を

控除した額の、一般貸付（予約貸付枠に限る。）に

あっては４分の１、中小企業応援貸付にあっては普

通保険を利用し債務の保証を行った場合は１２分の

７、無担保保険を利用し債務の保証を行った場合は

３２分の１７に相当する額 

 



 

  事 項      期 間      限 度 額   

 借換資金損失補償（平成２４年度保証分）   
平 成 2 4 年 度 か ら 

平 成 4 2 年 度 ま で 
  

県が行う借換資金の融資額の範囲内で埼玉県信用保

証協会がこの債務の保証を行ったことによって生じ

た代位弁済額の元金（責任共有制度要綱に基づく負

担金方式の場合は、代位弁済額の元金から金融機関

負担割合相当額を除いた額）から中小企業信用保険

法第５条又は第１３条の規定により支払を受けた保

険金の額（責任共有制度要綱に基づく負担金方式の

場合は、保険金の額を部分保証方式に換算した額）

を控除した額の、普通保険を利用し債務の保証を行

った場合は２４分の５、無担保保険を利用し債務の

保証を行った場合は１６分の５、経営安定関連保証

を利用し債務の保証を行った場合は中小企業信用保

険法第２条第４項第１号から第６号までの規定に係

る貸付にあっては５分の１、第７号及び第８号の規

定に係る貸付にあっては１６分の５に相当する額 

 

 
要件緩和型経営安定資金損失補償（平成２４年度保証

分） 
  

平 成 2 4 年 度 か ら 

平 成 3 9 年 度 ま で 
  

県が行う要件緩和型経営安定資金の融資額の範囲内

で埼玉県信用保証協会がこの債務の保証を行ったこ

とによって生じた代位弁済額の元金（責任共有制度 

 



 

       

要綱に基づく負担金方式の場合は、代位弁済額の元

金から金融機関負担割合相当額を除いた額）から中

小企業信用保険法第５条の規定により支払を受けた

保険金の額（責任共有制度要綱に基づく負担金方式

の場合は、保険金の額を部分保証方式に換算した額）

を控除した額の２分の１に相当する額 

 

 
中小企業者制度融資貸付事業利子補助（平成２４年度 

融資分） 
  

平 成 2 5 年 度 か ら 

平 成 3 9 年 度 ま で 
  4,050,378  

 勤労者支援資金損失補償（平成２４年度保証分）   
平 成 2 4 年 度 か ら 

平 成 3 2 年 度 ま で 
  

県が行う勤労者支援資金の融資額の範囲内で日本労

働者信用基金協会がこの債務の保証を行ったことに

よって生じた代位弁済額のうち、応急資金のうち賃

金遅払いによって必要となった資金及び失業資金の

元金に相当する額の１００分の５０の額 

 

 離職者等委託訓練事業   平 成 2 5 年 度   228,900  

 
農地保有合理化事業資金損失補償（平成２４年度融資

分） 
  

平 成 2 4 年 度 か ら 

平 成 3 5 年 度 ま で 
  

埼玉県農林公社が農地保有合理化事業のため借り入

れた資金のうち回収されない元本及び利子について、

最終弁済期到来後３月を経過しても償還できない額 

 



 

  事 項      期 間      限 度 額   

 農業近代化資金等利子補助（平成２４年度融資分）   
平 成 2 5 年 度 か ら 

平 成 4 5 年 度 ま で 
  167,928  

 農業災害復旧経営資金利子補助（平成２４年度融資分）   
平 成 2 5 年 度 か ら 

平 成 3 1 年 度 ま で 
  3,948  

 農業災害復旧経営資金損失補償（平成２４年度融資分）   
平 成 2 4 年 度 か ら 

平 成 3 1 年 度 ま で 
  

農業協同組合等が融資した農業災害資金のうち回収

されない元本及び利子について、市町村が損失補償

した場合の当該補償に要した経費の２分の１に相当

する額。ただし、当該経費が融資額の１００分の５０

に相当する額を超えるときは、当該融資額の４分の

１に相当する額 

 

 
経営体育成総合融資制度利子補助（平成２４年度融資

分） 
  

平 成 2 5 年 度 か ら 

平 成 3 0 年 度 ま で 
  13,374  

 卸売市場施設整備資金利子補助（平成２４年度融資分）   
平 成 2 5 年 度 か ら 

平 成 3 1 年 度 ま で 
  1,578  



 

 
埼玉県農林公社造林資金等損失補償（平成２４年度借

入分） 
  

平 成 2 4 年 度 か ら 

平 成 7 5 年 度 ま で 
  

埼玉県農林公社がその業務を行うため日本政策金融

公庫から借り入れた造林資金及び森林整備活性化資

金のうち最終償還期限到来後１０月を経過しても弁

済できない元利金合計額（遅延損害金を含む。）及

び損失確定日の翌日から補償履行の日まで年１１パ

ーセントの割合による利息に相当する額 

 

 農業集落排水整備推進交付金（平成２４年度施行分）   
平 成 2 5 年 度 か ら 

平 成 2 9 年 度 ま で 
  54,000  

 
埼玉県土地開発公社公共用地先行取得費等償還金（平

成２４年度取得分） 
  

平 成 2 5 年 度 か ら 

平 成 3 4 年 度 ま で 
  1,344,467  

 
埼玉県土地開発公社借入金債務保証（平成２４年度借

入分） 
  平 成 2 4 年 度 以 降   

埼玉県土地開発公社がその業務を行うため借り入れ 

た資金のうちその元本及び利子について、最終弁済 

期到来後３月を経過しても償還できない額。ただし、 

借入先金融機関に預金保険法及び農水産業協同組合 

貯金保険法に定める保険事故が生じた場合は、弁済 

期到来後の償還できない額 

 



 

  事 項      期 間      限 度 額   

 埼玉県道路公社借入金債務保証（平成２４年度借入分）   平 成 2 4 年 度 以 降   

埼玉県道路公社がその業務を行うため借り入れた資 

金のうちその元本及び利子について、最終弁済期到 

来後３月を経過しても償還できない額。ただし、借

入先金融機関に預金保険法及び農水産業協同組合貯 

金保険法に定める保険事故が生じた場合は、弁済期 

到来後の償還できない額 

 

 社会資本整備総合交付金（改築）事業   
平 成 2 5 年 度 か ら 

平 成 2 6 年 度 ま で 
  1,250,000  

 社会資本整備総合交付金（河川）事業   平 成 2 5 年 度   800,000  

 社会資本整備総合交付金（街路）事業   
平 成 2 5 年 度 か ら 

平 成 2 6 年 度 ま で 
  700,000  

 
警察共済組合不動産投資施設特約譲渡事業償還金（平

成２４年度建設分） 
  

平 成 2 5 年 度 か ら 

平 成 4 8 年 度 ま で 
  398,316  

 放置車両確認事務   平 成 2 5 年 度   501,418  



 

第４表 地方債 （単位 千円）  

  起 債 の 目 的  限 度 額  起 債 の 方 法  利 率 償 還 の 方 法  

 

低公害車整備事業 

  

40,000 

 

 

普通貸借又は証券発行（他の 

地方公共団体との共同発行を 

含む。）。ただし、発行価格が 

額面金額を下回るときは、そ 

の発行価格差減額をうめるた 

め必要な金額を限度額に加算 

した金額とすることができる。 

  10％以内。ただし、 

利率見直し方式で借 

り入れる資金につい 

て、利率の見直しを 

行った後において 

は、当該見直し後の 

利率とする。 

  政府資金についてはその融通条 

件により、銀行その他の場合は 

その債権者と協定した融通条件 

による。ただし、県財政の都合 

により据置期間を短縮し、若し 

くは繰上償還又は低利に借り換 

えることができる。 

 

 
知事部局等職員退職手当 

  
800,000 

 
同 上 同     上 同          上 

 
県有施設整備事業 

  
2,246,000 

 
同 上 同     上 同          上 

 
さいたま新都心医療拠点整備推進事業 

  
2,231,000 

 
同 上 同     上 同          上 

 
埼玉高速鉄道株式会社出資金 

  
2,698,000 

 
同 上 同     上 同          上 

 
埼玉高速鉄道株式会社貸付金 

  
2,781,000 

 
同 上 同     上 同          上 

 
試験研究機関等設備整備事業 

  
25,000 

 
同 上 同     上 同          上 



 

 

  起 債 の 目 的  限 度 額  起 債 の 方 法  利 率 償 還 の 方 法  

 

ふるさと自然再生事業 

  

57,000 

 

 

普通貸借又は証券発行（他の 

地方公共団体との共同発行を 

含む。）。ただし、発行価格が 

額面金額を下回るときは、そ 

の発行価格差減額をうめるた 

め必要な金額を限度額に加算 

した金額とすることができる。 

  10％以内。ただし、 

利率見直し方式で借 

り入れる資金につい 

て、利率の見直しを 

行った後において 

は、当該見直し後の 

利率とする。 

  政府資金についてはその融通条 

件により、銀行その他の場合は 

その債権者と協定した融通条件 

による。ただし、県財政の都合 

により据置期間を短縮し、若し 

くは繰上償還又は低利に借り換 

えることができる。 

 

 

身近な緑公有地化事業 

  
68,000 

 
同 上 同     上 同          上 

 
石綿健康被害救済基金拠出金 

  
34,000 

 
同 上 同     上 同          上 

 
広域廃棄物埋立処分場整備事業 

  
1,917,000 

 
同 上 同     上 同          上 

 
県税事務所再編整備事業 

  
119,000 

 
同 上 同     上 同          上 

 
防災行政無線高度化推進事業 

  
86,000 

 
同 上 同     上 同          上 

 
心身障害児（者）援護施設等整備事業 

  
481,000 

 
同 上 同     上 同          上 



 

 
老人福祉施設整備事業 

  
3,807,000 

 
同 上 同     上 同          上 

 総合リハビリテーションセンター 

設備整備事業 

  
119,000 

 
同 上 同     上 同          上 

  
児童福祉施設整備事業 

  
259,000 

 
同 上 同     上 同          上 

 
保健所等低公害車整備事業 

  
17,000 

 
同 上 同     上 同          上 

 
衛生研究所移転改修事業 

  
1,348,000 

 
同 上 同     上 同          上 

 
就業環境整備促進事業 

  
31,000 

 
同 上 同     上 同          上 

 
高等技術専門校整備事業 

  
123,000 

 
同 上 同     上 同          上 

 
農業大学校移転整備事業 

  
2,018,000 

 
同 上 同     上 同          上 

 
鶴ヶ島試験地移転整備事業 

  
25,000 

 
同 上 同     上 同          上 

 
秩父高原牧場基盤整備事業 

  
57,000 

 
同 上 同     上 同          上 



 

  起 債 の 目 的  限 度 額  起 債 の 方 法  利 率 償 還 の 方 法  

 

造林事業 

  

39,000 

 

 

普通貸借又は証券発行（他の 

地方公共団体との共同発行を 

含む。）。ただし、発行価格が 

額面金額を下回るときは、そ 

の発行価格差減額をうめるた 

め必要な金額を限度額に加算 

した金額とすることができる。 

  10％以内。ただし、 

利率見直し方式で借 

り入れる資金につい 

て、利率の見直しを 

行った後において 

は、当該見直し後の 

利率とする。 

  政府資金についてはその融通条 

件により、銀行その他の場合は 

その債権者と協定した融通条件 

による。ただし、県財政の都合 

により据置期間を短縮し、若し 

くは繰上償還又は低利に借り換 

えることができる。 

 

 
県単独林道事業 

  
151,000 

 
同 上 同     上 同          上 

 
林道事業 

  
290,000 

 
同 上 同     上 同          上 

 
県単独治山事業 

  
182,000 

 
同 上 同     上 同          上 

 
治山事業 

  
168,000 

 
同 上 同     上 同          上 

 
地すべり防止事業 

  
45,000 

 
同 上 同     上 同          上 

 

県単独農業基盤整備事業 

  

344,000 

 

同 上 同     上 同          上 



 

 
農業基盤整備事業 

  
876,000 

 
同 上 同     上 同          上 

  
直轄事業（土地改良）負担金 

  
159,000 

 
同 上 同     上 同          上 

 
産業文化センター施設整備事業 

  
856,000 

 
同 上 同     上 同          上 

 西部地域振興ふれあい拠点施設 

整備事業 

  
448,000 

 
同 上 同     上 同          上 

 
県単独道路建設事業 

  
12,400,000 

 
同 上 同     上 同          上 

 
電線地中化（道路）整備事業 

  
148,000 

 
同 上 同     上 同          上 

 
道路事業 

  
5,543,000 

 
同 上 同     上 同          上 

 
県単独河川改修事業 

  
4,321,000 

 
同 上 同     上 同          上 

 
河川事業 

  
5,222,000 

 
同 上 

 
同     上 同          上 

 

県単独砂防事業 

  
259,000 

 
同 上 

 
同     上 同          上 



 

  起 債 の 目 的  限 度 額  起 債 の 方 法  利 率 償 還 の 方 法  

 

砂防事業 

  

367,000 

 

 

普通貸借又は証券発行（他の 

地方公共団体との共同発行を 

含む。）。ただし、発行価格が 

額面金額を下回るときは、そ 

の発行価格差減額をうめるた 

め必要な金額を限度額に加算 

した金額とすることができる。 

  10％以内。ただし、 

利率見直し方式で借 

り入れる資金につい 

て、利率の見直しを 

行った後において 

は、当該見直し後の 

利率とする。 

  政府資金についてはその融通条 

件により、銀行その他の場合は 

その債権者と協定した融通条件 

による。ただし、県財政の都合 

により据置期間を短縮し、若し 

くは繰上償還又は低利に借り換 

えることができる。 

 

 
自然災害防止事業 

  
600,000 

 
同 上 同     上 同          上 

 
直轄事業負担金 

  
20,726,000 

 
同 上 同     上 同          上 

 
県単独街路事業 

  
2,882,000 

 
同 上 同     上 同          上 

 独立行政法人日本高速道路保有・ 

債務返済機構出資金 

  
105,000 

 
同 上 同     上 同          上 

 
街路事業 

  
2,781,000 

 
同 上 同     上 同          上 

 

県単独公園事業 

  

1,523,000 

 

同 上 同     上 同          上 

   



 

  
公園事業 

  
995,000 

 
同 上 同     上 同          上 

 
警察職員退職手当 

  
1,200,000 

 
同 上 同     上 同          上 

 
警察署等低公害車整備事業 

  
145,000 

 
同 上 同     上 同          上 

 
警察署庁舎建設事業 

  
840,000 

 
同 上 同     上 同          上 

 
交通安全施設整備事業 

  
1,365,000 

 
同 上 同     上 同          上 

 
教職員退職手当 

  
8,000,000 

 
同 上 同     上 同          上 

 
県立高等学校建設事業 

  
5,704,000 

 
同 上 同     上 同          上 

 
県立特別支援学校建設事業 

  
3,010,000 

 
同 上 同     上 同          上 

 
社会教育施設整備事業 

  
532,000 

 
同 上 同     上 同          上 

 公立大学法人埼玉県立大学施設 

整備事業 

  
169,000 

 
同 上 同     上 同          上 



 

  起 債 の 目 的  限 度 額  起 債 の 方 法  利 率 償 還 の 方 法  

 

私立学校耐震改修事業 

  

408,000 

 

 

普通貸借又は証券発行（他の 

地方公共団体との共同発行を 

含む。）。ただし、発行価格が 

額面金額を下回るときは、そ 

の発行価格差減額をうめるた 

め必要な金額を限度額に加算 

した金額とすることができる。 

  10％以内。ただし、 

利率見直し方式で借 

り入れる資金につい 

て、利率の見直しを 

行った後において 

は、当該見直し後の 

利率とする。 

  政府資金についてはその融通条 

件により、銀行その他の場合は 

その債権者と協定した融通条件 

による。ただし、県財政の都合 

により据置期間を短縮し、若し 

くは繰上償還又は低利に借り換 

えることができる。 

 

 
水道用水供給事業出資金 

  
1,062,000 

 
同 上 同     上 同          上 

 
臨時財政対策債 

  
193,900,000 

 
同 上 同     上 同          上 

 



 

 

   平成２４年度埼玉県公債費特別会計予算 

 平成２４年度埼玉県公債費特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ425,007,905千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。  

 （地方債） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利

 率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。 

 

第１表 歳入歳出予算 

 歳  入 （単位 千円）  

 款 項  金 額 

 1 繰 入 金      242,005,905  

     1 一 般 会 計 繰 入 金  174,363,978  

     2 特 別 会 計 繰 入 金  1,978,927  

     3 基 金 繰 入 金  65,663,000  

 



 

 款 項  金 額 

 2 県 債      183,002,000  

 1 県 債  183,002,000  

 歳 入 合 計   425,007,905  

 

 

 歳  出 （単位 千円）  

 
款 項  金 額 

 
1 公 債 費      425,007,905 

 

     1 公 債 費  425,007,905 
 

 歳 出 合 計   425,007,905 
 



 

 

第２表 地方債 （単位 千円）  

  起 債 の 目 的   限 度 額  起 債 の 方 法  利 率 償 還 の 方 法  

 

一 般 会 計 

平 成 ９ 年 度 、 平 成 １ ４ 年 度 

及 び 平 成 １ ９ 年 度 発 行 

県 債 償 還 金 

  

181,002,000 

  

普通貸借又は証券発行 

（他の地方公共団体との 

共同発行を含む。） 

  1 0％以内。ただし、利 

率見直し方式で借り入れ 

る資金について、利率の 

見直しを行った後におい 

ては、当該見直し後の利 

率とする。 

  政府資金についてはその融通条 

件により、銀行その他の場合は 

その債権者と協定した融通条件 

による。ただし、県財政の都合 

により据置期間を短縮し、若し 

くは繰上償還又は低利に借り換 

えることができる。 

 

 流 域 下 水 道 事 業 会 計 

平 成 １ ４ 年 度 発 行 県 債 償 還 金 

  
2,000,000 

  
普通貸借又は証券発行 

   
同 上 

    
同 上 

  

  

   

     

 

 



 

 

   平成２４年度埼玉県証紙特別会計予算 

 平成２４年度埼玉県証紙特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ22,817,384千円と定める。 

第２条 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「別表歳入歳出予算」による。  

 

別表 歳入歳出予算 

 歳  入 （単位 千円）  

 款 項  金 額 

 1 証 紙 収 入      22,717,384  

     1 証 紙 収 入  22,717,384  

 2 繰 越 金      100,000  

     1 繰 越 金  100,000  

 歳 入 合 計   22,817,384  

 

 

 

 



 

 歳  出 （単位 千円）  

 款 項  金 額 

 1 繰 出 金      22,811,384  

     1 一 般 会 計 繰 出 金  22,811,384  

 2 返 還 金      6,000  

     1 返 還 金  6,000  

 歳 出 合 計   22,817,384  

 

  



 

 

   平成２４年度埼玉県市町村振興事業特別会計予算 

 平成２４年度埼玉県市町村振興事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ13,514,464千円と定める。 

第２条 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「別表歳入歳出予算」による。  

 

別表 歳入歳出予算 

 歳  入 （単位 千円）  

 款 項  金 額 

 1 財 産 収 入      66,519  

     1 財 産 運 用 収 入  66,519  

 2 繰 入 金      7,600,000  

     1 基 金 繰 入 金  7,600,000  

 3 繰 越 金      1  

     1 繰 越 金  1  

 4 諸 収 入      5,847,944  

 



 

     1 貸 付 金 元 利 収 入  5,847,944  

 歳 入 合 計   13,514,464  

 

 

 歳  出 （単位 千円）  

 款 項  金 額 

 1 市 町 村 振 興 事 業 費      13,514,464  

     1 市 町 村 振 興 事 業 費  13,514,464  

 歳 出 合 計   13,514,464  

 

   



 

 

   平成２４年度埼玉県災害救助事業特別会計予算 

 平成２４年度埼玉県災害救助事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ365,322千円と定める。 

第２条 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「別表歳入歳出予算」による。  

 

別表 歳入歳出予算 

 歳  入 （単位 千円）  

 款 項  金 額 

 1 国 庫 支 出 金      165,969  

     1 国 庫 負 担 金  165,969  

 2 財 産 収 入      22,277  

     1 財 産 運 用 収 入  22,277  

 3 繰 入 金      177,075  

     1 基 金 繰 入 金  177,075  

 4 繰 越 金     
 1  

 



 

     1 繰 越 金  1  

 歳 入 合 計   365,322  

 

 

 歳  出 （単位 千円）  

 款 項  金 額 

 1 災 害 救 助 事 業 費      365,322  

     1 救 助 費  343,044  

     2 基 金 積 立 金  22,278  

 歳 出 合 計   365,322  

 

   



 

 

   平成２４年度埼玉県母子寡婦福祉資金特別会計予算  

 平成２４年度埼玉県母子寡婦福祉資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,133,034千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。  

 （地方債） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利

 率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。 

 

第１表 歳入歳出予算 

 歳  入 （単位 千円）  

 款 項  金 額 

 1 繰 入 金      250,726  

     1 繰 入 金  250,726  

 2 繰 越 金      134,002  

 
    1 繰 越 金  134,002  



 

 

 

 歳  出 （単位 千円）  

 款 項  金 額 

 1 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 費      1,133,034  

     1 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 費  1,133,034  

 歳 出 合 計   1,133,034  

   

 3 諸 収 入      287,328  

 1 貸 付 金 元 利 収 入  285,526  

 2 預 金 利 子  154  

 3 雑 入  1,648  

 4 県 債      460,978  

     1 県 債  460,978  

 歳 入 合 計   1,133,034  



 

 

第２表 地方債 （単位 千円）  

  起 債 の 目 的    限 度 額   起 債 の 方 法    利 率   償 還 の 方 法  

 

母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 

  

460,978 

  
「母子及び寡婦福祉法」の 

定めるところによる。 
  無 利 子   

「母子及び寡婦福祉法」の 

定めるところによる。 

 

 

 



 

 

   平成２４年度埼玉県小規模企業者等設備導入資金特別会計予算  

 平成２４年度埼玉県小規模企業者等設備導入資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ749,031千円と定める。 

第２条 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「別表歳入歳出予算」による。  

 

別表 歳入歳出予算 

 歳  入 （単位 千円）  

 款 項  金 額 

 1 繰 入 金      8,287  

     1 繰 入 金  8,287  

 2 繰 越 金      102,000  

     1 繰 越 金  102,000  

 3 諸 収 入      638,744  

     1 預 金 利 子  1  

     2 貸 付 金 元 利 収 入  638,743  

 歳 入 合 計   749,031  

 



 

 

 歳  出 （単位 千円）  

 款 項  金 額 

 1 小規模企業者等設備導入資金      747,031  

     1 資 金 貸 付 費  747,031  

 2 予 備 費      2,000  

     1 予 備 費  2,000  

 歳 出 合 計   749,031  

 

   



 

 

   平成２４年度埼玉県就農支援資金貸付事業特別会計予算  

 平成２４年度埼玉県就農支援資金貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ105,236千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。  

 （地方債） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利

 率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。 

 

第１表 歳入歳出予算 

 歳  入 （単位 千円）  

 款 項  金 額 

 1 就 農 支 援 資 金 貸 付 勘 定 収 入      82,936  

     1 繰 入 金  15,879  

     2 繰 越 金  1  

     3 諸 収 入  35,360  



 

 

 款 項  金 額 

     4 県 債  31,696  

 2 就 農 支 援 資 金 業 務 勘 定 収 入      888  

     1 繰 入 金  848  

 

  

  2 繰 越 金  38  

 3 諸 収 入  2  

 3 農 業 改 良 資 金 貸 付 勘 定 収 入      18,936  

     1 諸 収 入  18,936  

 4 農 業 改 良 資 金 業 務 勘 定 収 入      2,476  

     1 繰 入 金  2,222  

     2 繰 越 金  248  

     3 諸 収 入  6  

 歳 入 合 計   105,236  

     

 

 

    



 

 歳  出 （単位 千円）  

 款 項  金 額 

 1 就 農 支 援 資 金 貸 付 勘 定      82,936  

     1 就 農 支 援 資 金 貸 付 費  82,936  

 2 就 農 支 援 資 金 業 務 勘 定      888  

     1 管 理 指 導 事 務 費  878  

     2 予 備 費  10  

 3 農 業 改 良 資 金 貸 付 勘 定      18,936  

     1 農 業 改 良 資 金 貸 付 費  18,936  

 4 農 業 改 良 資 金 業 務 勘 定      2,476  

     1 管 理 指 導 事 務 費  2,276  

     2 予 備 費  200  

 歳 出 合 計   105,236  

 



 

 

第２表 地方債 （単位 千円）  

  起 債 の 目 的   限 度 額  起 債 の 方 法  利 率 償 還 の 方 法   

 

就 農 支 援 資 金 貸 付 金   31,696 

  「青年等の就農促進のた 

めの資金の貸付け等に関 

する特別措置法」の定め 

るところによる。 

  

無 利 子 

  
「青年等の就農促進のための資 

金の貸付け等に関する特別措置 

法」の定めるところによる。 

 

  

   



 

 

   平成２４年度埼玉県林業・木材産業改善資金特別会計予算  

 平成２４年度埼玉県林業・木材産業改善資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ39,085千円と定める。 

第２条 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「別表歳入歳出予算」による。  

 

別表 歳入歳出予算 

 歳  入 （単位 千円）  

 款 項  金 額 

 1 貸 付 勘 定 収 入      38,800  

     1 繰 入 金  60  

     2 繰 越 金  17,588  

     3 諸 収 入  21,152  

 2 業 務 勘 定 収 入      285  

     1 繰 越 金  175  

     2 諸 収 入  110  

 歳 入 合 計   39,085  



 

 

 歳  出 （単位 千円）  

 款 項  金 額 

 1 貸 付 勘 定      38,800  

     1 林業・木材産業改善資金貸付費  38,800  

 2 業 務 勘 定      285  

     1 管 理 指 導 事 務 費  265  

     2 予 備 費  20  

 歳 出 合 計   39,085  

 

 



 

 

   平成２４年度本多静六博士育英事業特別会計予算 

 平成２４年度本多静六博士育英事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ60,259千円と定める。 

第２条 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「別表歳入歳出予算」による。  

 

別表 歳入歳出予算 

 歳  入 （単位 千円）  

 款 項  金 額 

 1 財 産 収 入      1,565  

     1 財 産 運 用 収 入  1,565  

 2 繰 入 金      30,556  

     1 繰 入 金  30,556  

 3 繰 越 金      1  

     1 繰 越 金  1  

 4 諸 収 入      28,137  



 

 

 款 項  金 額 

      1 貸 付 金 元 利 収 入  28,136  

     2 雑 入  1  

 歳 入 合 計   60,259  

   

 歳  出                                                                                                      （単位 千円） 

 款 項  金 額 

 1 本 多 静 六 博 士 育 英 事 業 費      59,259  

     1 本 多 静 六 博 士 育 英 事 業 費  59,259  

 2 予 備 費      1,000  

     1 予 備 費  1,000  

 歳 出 合 計   60,259  

 

  



 

 

   平成２４年度埼玉県用地事業特別会計予算 

 平成２４年度埼玉県用地事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,147,764千円と定める。 

第２条 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「別表歳入歳出予算」による。  

 

別表 歳入歳出予算 

 歳  入 （単位 千円）  

 款 項  金 額 

 1 財 産 収 入      1,147,762  

     1 財 産 運 用 収 入  117,409  

     2 財 産 売 払 収 入  1,030,353  

 2 繰 入 金      1,000,000  

     1 繰 入 金  1,000,000  

 3 繰 越 金      1 

1 

 

 
  

  1 繰 越 金  1 
 



 

 

 款 項  金 額 

 4 使 用 料 及 び 手 数 料      1  

     1 使 用 料  1  

 歳 入 合 計   2,147,764  

 

 歳  出 （単位 千円）  

 款 項  金 額 

 1 用 地 事 業 費      2,147,764  

     1 用 地 事 業 費  2,147,764  

 歳 出 合 計   2,147,764  

  

 



 

 

   平成２４年度埼玉県県営住宅事業特別会計予算 

 平成２４年度埼玉県県営住宅事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ18,374,347千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。  

 （継続費） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１２条第１項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第２表継続費」による。  

 （地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３

 表地方債」による。 

 

第１表 歳入歳出予算 

 歳  入 （単位 千円）  

 款 項  金 額 

 1 使 用 料      8,110,408  

     1 住 宅 使 用 料  8,110,408  



 

 

 款 項  金 額 

 2 国 庫 支 出 金      3,718,241  

     1 国 庫 補 助 金  3,718,241  

 3 財 産 収 入      50,185  

     1 財 産 運 用 収 入  50,185  

 4 繰 入 金      2,044,279  

     1 繰 入 金  2,044,279  

 

5 繰 越 金 

 

    1  

 1 繰 越 金  1  

 6 諸 収 入      20,233  

    

 1 敷 金 運 用 収 入  4,395  

 2 雑 入  15,838  

 7 県 債      4,431,000  

     1 県 債  4,431,000  

 歳 入 合 計   18,374,347  



 

 

歳  出     （単位 千円）  

 款 項  金 額 

 

 

1 住 宅 事 業 費 

 

    14,175,014  

 

 1 住 宅 管 理 費  5,795,182  

     2 住 宅 建 設 費  8,379,832  

 

2 繰 出 金 

 

    3,711,282  

 1 繰 出 金  3,711,282  

 

3 公 債 費 

 

    478,051  

 1 公 債 費  478,051  

 

4 予 備 費 

 

    10,000  

 1 予 備 費  10,000  

 歳 出 合 計   18,374,347  



 

 

第２表 継続費 （単位 千円）  

 款 項  事 業 名    総 額   年 度   年 割 額   

 

1 住 宅 事 業 費   2 住 宅 建 設 費  

 平成２４年度公営住宅建設費 

 

3,712,519 

  
平 成 2 4 年 度 

平 成 2 5 年 度 

平 成 2 6 年 度 

平 成 2 7 年 度 

 
281,336 

1,055,975 

2,152,954 

222,254 

 

 公営住宅耐震改修事業費 

 

1,031,153 

  
平 成 2 4 年 度 

平 成 2 5 年 度 

平 成 2 6 年 度 

 
440,384 

452,469 

138,300 

 

 

 

 



 

 

第３表 地方債 （単位 千円）  

  起 債 の 目 的   限 度 額  起 債 の 方 法  利 率 償 還 の 方 法  

 

公 営 住 宅 建 設 事 業   4,431,000   普通貸借又は証券発行 

  1 0％以内。ただし、利 

率見直し方式で借り入れ 

る資金について、利率の 

見直しを行った後におい 

ては、当該見直し後の利 

率とする。 

  政府資金についてはその融通条 

件により、銀行その他の場合は 

その債権者と協定した融通条件 

による。ただし、県財政の都合 

により据置期間を短縮し、若し 

くは繰上償還又は低利に借り換 

えることができる。 

 

 

 



 

 

   平成２４年度埼玉県高等学校等奨学金事業特別会計予算  

 平成２４年度埼玉県高等学校等奨学金事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ804,983千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。  

 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２

 表債務負担行為」による。 

 

第１表 歳入歳出予算 

 歳  入 （単位 千円）  

 款 項  金 額 

 1 財 産 収 入      1  

     1 財 産 運 用 収 入  1  

 2 繰 入 金      754,121  

     1 繰 入 金  754,121  



 

 

 3 繰 越 金      1  

     1 繰 越 金  1  

 4 諸 収 入      50,860  

 

  

  1 貸 付 金 元 利 収 入  50,363  

 2 預 金 利 子  153  

 3 雑 入  344  

 歳 入 合 計   804,983  

 

 歳  出 （単位 千円）  

 款 項  金 額 

 1 高 等 学 校 等 奨 学 金 事 業 費      804,983  

 1 高 等 学 校 等 奨 学 金 事 業 費  804,983  

 歳 出 合 計   804,983  



 

 

第２表 債務負担行為 （単位 千円）  

   事 項    期 間   限 度 額  

 

埼玉県高等学校等奨学金損失補償（平成２４年度保証  

分） 

  

平 成 2 4 年 度 以 降 

  
県が行う埼玉県高等学校等奨学金の貸付額の範囲内 

でこの債務の保証を行った者がこれを行ったことに 

よって生じた代位弁済額のうち、元金に相当する額 

 

 

  



 

 

   平成２４年度埼玉県公営競技事業特別会計予算 

 平成２４年度埼玉県公営競技事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ32,029,544千円と定める。 

第２条 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「別表歳入歳出予算」による。  

 

別表 歳入歳出予算 

 歳  入 （単位 千円）  

 款 項  金 額 

 1 入 場 料 収 入      99,891  

     1 入 場 料 収 入  99,890  

     2 入 場 券 発 売 副 収 入  1  

 2 投 票 券 発 売 収 入      31,441,816  

     1 投 票 券 発 売 収 入  31,379,815  

     2 投 票 券 発 売 副 収 入  62,001  

 3 財 産 収 入      251,115  

 



 

 款 項  金 額 

     1 財 産 運 用 収 入  251,114  

 2 財 産 売 払 収 入  1  

 4 繰 越 金      2  

     1 繰 越 金  2  

 5 諸 収 入      236,720  

 1 預 金 利 子  1  

 2 収 益 事 業 収 入  1  

 3 雑 入  236,718  

 歳 入 合 計   32,029,544  



 

 

 歳  出 （単位 千円）  

 款 項  金 額 

 1 公 営 競 技 総 務 費      224,788  

     1 公 営 競 技 総 務 費  224,788  

 2 公 営 競 技 事 業 費      31,524,095  

 1 公 営 競 技 事 業 費  31,524,095  

 3 繰 出 金      274,661  

 1 繰 出 金  274,661  

 4 予 備 費      6,000  

     1 予 備 費  6,000  

 歳 出 合 計   32,029,544  

 

 



 

 

   平成２４年度埼玉県病院事業会計予算 

 （総 則） 

第１条 平成２４年度埼玉県病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 １ 病 床 数 

循環器・呼吸器病センター 

が ん セ ン タ ー 

小 児 医 療 セ ン タ ー 

精 神 医 療 セ ン タ ー 

３１９床 

４００床 

３００床 

１８３床 

 ２ 患 者 数 

 （１） 年間延患者数  

 

  

 

 

 

 

 

区           分 入      院 外      来 

   循環器・呼吸器病センター  95,995 
人
  79,111

人
  

   が ん セ ン タ ー  131,400    195,809      

   小 児 医 療 セ ン タ ー  87,053     136,658      

   精 神 医 療 セ ン タ ー  50,735     33,320      



 

 

 （２） １日平均患者数  

 

  

 

 

 

 

 

 

  ３ 主なる建設改良事業                                    20,968,765 千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

                           収          入 

 第１款  病 院 事 業 収 益                                                             ,40,223,119 千円 

  第１項  医  業  収  益                                              32,299,099 千円 

  第２項  医 業 外 収 益                          7,924,019 千円 

  第３項  特 別 利 益                           1 千円 

 

 

区         分 入      院 外      来 

 循環器・呼吸器病センター                             263 
人
                            323 

人
 

  

 
が ん セ ン タ ー                              360                            799   

 

 
小 児 医 療 セ ン タ ー                             239                            558 

 

 
精 神 医 療 セ ン タ ー                             139                            136 

 



 

支          出 

 第１款  病 院 事 業 費 用                                             ,40,223,119 千円 

  第１項  医 業 費 用                                                     39,398,994 千円 

  第２項  医 業 外 費 用                                804,124 千円 

  第３項  特 別 損 失                             1 千円 

  第４項  予 備 費                          20,000 千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,582,872千円は、当年度分消費税 

 及び地方消費税資本的収支調整額15,939千円、減債積立金34,720千円及び過年度分損益勘定留保資金2,532,213千円で補てんするものとする。）。 

収          入 

 第１款  資 本 的 収 入                                                         19,212,521 千円 

  第１項  企 業 債                                                     18,271,000 千円 

  第２項  他 会 計 負 担 金                          610,123 千円 

  第３項  固 定 資 産 売 却 代 金                           1 千円 

  第４項  国 庫 補 助 金                           331,397 千円 

支          出 

 第１款  資 本 的 支 出                                                    21,795,393 千円 

  第１項  建 設 改 良 費                                                  20,968,765 千円 

  第２項  開 発 費                                81,396 千円 

  第３項  企 業 債 償 還 金                           745,232 千円 



 

 

 （継続費） 

第５条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。 

（単位 千円）  

款 項  事 業 名    総 額   年 度   年 割 額  

 

1 資本的支出   1 建設改良費   
循環器・呼吸器病センター 

電気設備改修費 

 

        922,919  

 平成 24 年度 

平成 25 年度 

 14,238 

908,681 

 

 

 （債務負担行為） 

第６条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

（単位 千円）  

 事 項   期 間   限 度 額   

 がんセンター新病院備品整備費 
 

平 成 2  5 年 度  
  

2,722,544  

 小児医療センター新病院設計業務 
 

平 成 2  5 年 度  
  

447,858  



 

 

 事 項   期 間   限 度 額   

 小児医療センター新病院環境影響評価実施業務 
 

平 成 2  5 年 度  
  

63,504  

 小児医療センター医療情報システム開発 
 

平 成 2  5 年 度  
  

759,812  

 

 （企業債） 

第７条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

 起 債 の 目 的  建設改良資金に充てるため 

 限   度   額  18,271,000千円 

 起 債 の 方 法  普通貸借又は証券発行 

 利       率  １０％以内。ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後  

            の利率とする。 

 償 還 の 方 法  政府資金においてはその融通条件により、銀行その他の場合においてはその債権者と協定した融通条件による。  

 （一時借入金） 

第８条 一時借入金の限度額は、9,900,000千円と定める。 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、  

 又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 



 

 （１） 職 員 給 与 費                                     19,742,245 千円 

 （２） 交 際 費                                     19,7,1,200 千円 

 （たな卸資産購入限度額） 

第１０条 たな卸資産の購入限度額は、5,331,939千円と定める。 

 （重要な資産の取得及び処分） 

第１１条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。 

  １ 取得する資産 

   種  類  器械備品 

   名  称  Ｘ線ＣＴ装置 

   数  量  一 式 



 

 

   平成２４年度埼玉県工業用水道事業会計予算 

 （総 則） 

第１条 平成２４年度埼玉県工業用水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。  

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 （１） 給 水 事 業 所 数  163  社 

 （２） 年 間 総 給 水 量  72,593,000  ㎥ 

 （３） 一 日 平 均 給 水 量  198,886  ㎥ 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。  

収          入 

 第１款  事  業  収  益  2,079,289  千円 

  第１項  営 業 収 益  2,013,203  千円 

  第２項  営 業 外 収 益  66,085  千円 

  第３項  特 別 利 益  1  千円 

支 出 

 第１款  事 業 費  1,931,304  千円 

  第１項  営 業 費 用  1,821,909  千円 



 

 

  第２項  営 業 外 費 用  105,394  千円 

  第３項  特 別 損 失  1  千円 

  第４項  予 備 費  4,000  千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。  

収         入 
 

第１款  資 本 的 収 入    1,559,434  千円 

  第１項  長 期 貸 付 金 償 還 金 1,559,000  千円 

  第２項  他 会 計 補 助 金 432  千円 

  第３項  固 定 資 産 売 却 代 金 1  千円 

  第４項  雑 収 入 1  千円 

支 出 

 第１款  資 本 的 支 出    1,484,361  千円 

  第１項  建 設 改 良 費 607,453  千円 

  第２項  長 期 貸 付 金 730,000  千円 

  第３項  企 業 債 償 還 金 146,908  千円 

 

 



 

 
 

 （債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 
 

（単位 千円） 

  事 項    期 間   限 度 額   

 

大久保浄水場配水ポンプ設備更新工事 

 

平 成 2 5 年 度 

  

                                       628,887 

 

 

 （一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は、30,000千円と定める。 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費）  

第７条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、

又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 
 

 （１） 職  員  給  与  費 297,052  千円 

 （２） 交 際 費 40  千円 

 （他会計からの補助金） 

第８条 工業用水道事業の経営基盤の強化のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、2,532千円である。 

 



 

 
 

 （たな卸資産購入限度額） 

第９条 たな卸資産の購入限度額は、4,533千円と定める。 

 

   



 

 

   平成２４年度埼玉県水道用水供給事業会計予算 

 （総 則） 

第１条 平成２４年度埼玉県水道用水供給事業会計の予算は、次に定めるところによる。  

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 （１） 給 水 団 体 数  55  団体 

 （２） 年 間 総 給 水 量 659,412,000  ㎥ 

 （３） 一 日 平 均 給 水 量   1,806,608  ㎥ 

 （４） 主 な る 建 設 工 事  4,134,436  千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。  

収          入 

 第１款  事  業  収  益  44,151,948  千円 

  第１項  営 業 収 益  43,235,063  千円 

  第２項  営 業 外 収 益  916,884  千円 

  第３項  特 別 利 益  1  千円 

支 出 

 第１款  事 業 費  42,157,662  千円 

   



 

  第１項  営 業 費 用  35,007,664  千円 

  第２項  営 業 外 費 用  7,079,749  千円 

  第３項  特 別 損 失  30,249  千円 

  第４項  予 備 費  40,000  千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額18,536,855千円は、当年度分消費税 

及び地方消費税資本的収支調整額476,586千円、過年度分損益勘定留保資金8,172,208千円及び当年度分損益勘定留保資金9,888,061千円で補てん 

するものとする。)。 

収          入 

 第１款  資 本 的 収 入  10,340,340  千円 

  第１項  建 設 補 助 金  1,602,777  千円 

  第２項  企 業 債 3,827,000  千円 

  第３項  他 会 計 出 資 金  3,904,227  千円 

第４項  他 会 計 補 助 金  219,454  千円 

第５項  他会計からの長期借入金  730,000  千円 

第６項  固 定 資 産 売 却 代 金  56,197  千円 

第７項  雑 収 入 685  千円 

支 出 

 第１款  資 本 的 支 出  28,877,195  千円 



 

   

  第１項  建 設 改 良 費 9,421,114  千円 

  第２項  企 業 債 償 還 金 13,501,231  千円 

  第３項  他会計からの長期借入金償還金 1,559,000  千円 

第４項  機 構 負 担 年 賦 金 4,355,850  千円 

第５項  予 備 費 40,000  千円 

 （継続費）    

第５条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。 

 （単位 千円）  

款 項  事 業 名    総 額   年 度   年 割 額   

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

資本的支出  

  

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

建設改良費  

  

久 喜 新 規 支 線 整 備 事 業 

 

548,078  

  平 成 2 4 年 度 

平 成 2 5 年 度 

平 成 2 6 年 度 

平 成 2 7 年 度 

   59,963  

133,419  

260,931  

93,765  

 

 

第一次送水管路更新事業（支線） 

 

6,583,933  

  平 成 2 4 年 度 

平 成 2 5 年 度 

平 成 2 6 年 度 

平 成 2 7 年 度 

 

   620,778  

2,051,728  

2,201,901  

1,709,526  

 

 

 



 

 

   

  

   

 

荒 川 横 断 送 水 管 路 更 新 事 業 

  

 

6,570,865  

  平 成 2 4 年 度 

平 成 2 5 年 度 

平 成 2 6 年 度 

平 成 2 7 年 度 

平 成 2 8 年 度 

 

 120,965 

935,040 

2,210,970 

2,250,660 

1,053,230 

 

 

 

 

 

 （債務負担行為） 

第６条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。  

 （単位 千円）   

  事 項    期 間   限 度 額   

 

大久保浄水場西部系３Ｂ沈でん・ろ過池電気設備更新工事 

  平 成 2 5 年 度 か ら 

平 成 2 6 年 度 ま で 

  

1,796,046 

 

 

大 久 保 浄 水 場 需 要 家 テ レ メ ー タ 設 備 更 新 工 事   平 成 2 5 年 度 

  

387,975 

 

     

       



 

  事 項    期 間   限 度 額    

 
行田浄水場１系沈でん・ろ過池電気設備更新工事 

  
平 成 2 5 年 度 

  
324,830 

  

 
江 南 中 継 ポ ン プ 所 ポ ン プ 設 備 工 事 

  
平 成 2 5 年 度 

  
88,680 

 

 

 （企業債） 

第７条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。  

 起 債 の 目 的  建設改良資金に充てるため 

 限 度 額  3,827,000千円 

 起 債 の 方 法  普通貸借又は証券発行 

 利 率  １０％以内。ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後 

の利率とする。 

 償 還 の 方 法  政府資金においてはその融通条件により、銀行その他の場合においてはその債権者と協定した融通条件による。  

 （一時借入金） 

第８条 一時借入金の限度額は、7,000,000千円と定める。 

 

 



 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費）  

第９条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、 

又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。  

 （１） 職  員  給  与  費  

 （２） 交 際 費  

4,178,732  千円 

520  千円 

 （他会計からの補助金） 

第１０条 水道用水供給事業の経営基盤の強化のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1,128,845千円である。 

 （たな卸資産購入限度額） 

第１１条 たな卸資産の購入限度額は、248,516千円と定める。 

 

    



 

 

   平成２４年度埼玉県地域整備事業会計予算 

 （総 則） 

第１条 平成２４年度埼玉県地域整備事業会計の予算は、次に定めるところによる。  

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 （１） 主 な る 建 設 工 事  7,261,153  千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。  

収          入 

第１款  事  業  収  益   

  第１項  営 業 収 益  

  第２項  営 業 外 収 益  

  第３項  特 別 利 益  

1,195,993  千円 

1,024,266  千円 

100,581  千円 

71,146  千円 

支 出 

 第１款  事 業 費  

  第１項  営 業 費 用  

  第２項  営 業 外 費 用  

  第３項  特 別 損 失  

621,788  千円 

598,542  千円 

3,245  千円 

1  千円 

  第４項  予 備 費 20,000  千円 



 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額4,514,875千円は、過年度分損益勘

定留保資金4,514,875千円で補てんするものとする。）。 

収          入 

 第１款  資 本 的 収 入  

  第１項  長 期 貸 付 金 償 還 金  

  第２項  他 会 計 補 助 金  

  第３項  雑 収 入 

3,006,278  千円 

2,998,988  千円 

7,289  千円 

1  千円 

支 出 

 第１款  資 本 的 支 出  

  第１項  建 設 改 良 費  

  第２項  建 設 準 備 費  

  第３項  予 備 費 

7,521,153  千円 

7,261,153  千円 

60,000  

200,000  

千円 

千円 

 （継続費） 

第５条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。 

 （単位 千円）  

款 項  事 業 名    総 額   年 度   年 割 額   

 

1 資本的支出    1 建設改良費    杉戸屏風深輪地区産業団地整備事業        5,259,603   

平 成 2 4 年 度 
 

平 成 2 5 年 度 
 

平 成 2 6 年 度 

 

  2,054,097 
 

  1,968,155 
 

  1,237,351 

 



 

 

 （一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は、350,000千円と定める。 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費）  

第７条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、

又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。  

 （１） 職  員  給  与  費   

 （２） 交 際 費  

 469,755  千円 

290  千円 

 （他会計からの補助金） 

第８条 地域整備事業の経営基盤の強化のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、15,016千円である。 

 

  



 

 

   平成２４年度埼玉県流域下水道事業会計予算 

 （総 則） 

第１条 平成２４年度埼玉県流域下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。  

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 （１） 流 域 関 連 市 町 数 

 （２） 年 間 総 処 理 水 量 

 （３） 一 日 平 均 処 理 水 量 

 （４） 主 な る 建 設 工 事 

47,, 市町 

669,506,725  ㎥ 

1,834,265  ㎥ 

19,473,671  千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。  

                           収          入 

 第１款  事  業  収  益 

  第１項  営 業 収 益 

  第２項  営 業 外 収 益 

  第３項  特 別 利 益 

31,548,569  千円 

29,082,052  千円 

2,466,516  千円 

1  千円 

 



 

                           支 出 

 第１款  事 業 費 

  第１項  営 業 費 用 

  第２項  営 業 外 費 用 

  第３項  特 別 損 失 

  第４項  予 備 費 

31,427,592  千円 

28,701,456  千円 

2,665,135  千円 

1  千円 

61,000  千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額4,949,570千円は、当年度分消費税

 及び地方消費税資本的収支調整額159,263千円、過年度分損益勘定留保資金543,153千円、当年度分損益勘定留保資金4,247,154千円で補てんする 

 ものとする。）。 

収          入 

 第１款  資 本 的 収 入 

  第１項  建 設 補 助 金 

  第２項  建 設 負 担 金 

  第３項  企 業 債 

  第４項  他 会 計 出 資 金 

  第５項  他 会 計 補 助 金 

  第６項  固 定 資 産 売 却 代 金 

  第７項  雑 収 入 

21,627,525  千円 

12,381,810  千円 

3,834,539  千円 

4,507,000  千円 

692,807  千円 

210,712  

1  

656  

千円 

千円 

千円 



 

支 出 

 第１款  資 本 的 支 出 

  第１項  建 設 改 良 費 

  第２項  企 業 債 償 還 金 

26,577,095  

20,341,634  

6,235,461  

千円 

千円 

千円 

 

 

 （債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

 

（単位 千円） 

 

   事 項    期 間   限 度 額    

 
荒川左岸南部流域下水道事業（平成２４年度契約分） 

 

平 成 2 5 年 度 

  

2,183,000 
 

 
荒川左岸北部流域下水道事業（平成２４年度契約分） 

 

平 成 2 5 年 度 

  

498,000 
 

 
荒川右岸流域下水道事業（平成２４年度契約分） 

 平 成 2 5 年 度 か ら 

平 成 2 6 年 度 ま で 

  

3,090,550 
 

 
中川流域下水道事業（平成２４年度契約分） 

 平 成 2 5 年 度 か ら 

平 成 2 6 年 度 ま で 

  

4,442,000 
 

 
古利根川流域下水道事業（平成２４年度契約分） 

 平 成 2 5 年 度 か ら 

平 成 2 6 年 度 ま で 

  

1,728,000 
  



 

 

   事 項    期 間   限 度 額    

  
市野川流域下水道事業（平成２４年度契約分） 

 

平 成 2 5 年 度 

  

128,000 
  

 
 
利根川右岸流域下水道事業（平成２４年度契約分） 

 

平 成 2 5 年 度 
  

670,000 
  

 （企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。  

 起 債 の 目 的  建設改良資金及び企業債償還資金に充てるため 

 限 度 額  4,507,000千円 

 起 債 の 方 法  普通貸借又は証券発行 

 利 率  １０％以内。ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後  

            の利率とする。 

 償 還 の 方 法  政府資金においてはその融通条件により、銀行その他の場合においてはその債権者と協定した融通条件による。  

 （一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、12,000,000千円と定める。 

 



 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費）  

第８条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、

 又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。  

 （１） 職  員  給  与  費 

 （２） 交 際 費 

1,162,680  千円 

300  千円 

 （他会計からの補助金） 

第９条 流域下水道事業の経営基盤の強化のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、7,289,131千円である。 
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      平成２３年度埼玉県一般会計補正予算（第５号） 

 平成２３年度埼玉県一般会計の補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ31,256,832千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,675,297,591千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。  

 （継続費の補正） 

第２条 継続費の変更は、「第２表継続費補正」による。 

 （繰越明許費の補正） 

第３条 繰越明許費の追加は、「第３表繰越明許費補正」による。 

 （債務負担行為の補正） 

第４条 債務負担行為の変更は、「第４表債務負担行為補正」による。 

 （地方債の補正） 

第５条 地方債の追加及び変更は、「第５表地方債補正」による。 
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第１表 歳入歳出予算補正 

 歳  入 （単位 千円）  

 款 項  補 正 前 の 額    補 正 額   計 

1 県 税     621,500,000  5,500,000  627,000,000  

   1 県 民 税  305,439,000  550,000  305,989,000  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 地 方 消 費 税  57,972,000  1,868,000  59,840,000  

   4 不 動 産 取 得 税  13,077,000  1,358,000  14,435,000  

   5 県 た ば こ 税  12,658,000  1,724,000  14,382,000  

2 地 方 消 費 税 清 算 金     116,011,000  △715,000  115,296,000  

1 地 方 消 費 税 清 算 金  116,011,000  △715,000  115,296,000  

3 地 方 譲 与 税     81,836,000  △446,000  81,390,000  

   1 地 方 法 人 特 別 譲 与 税  77,418,000  △446,000  76,972,000  

4 地 方 特 例 交 付 金     8,056,000  △174,731  7,881,269  

1 地 方 特 例 交 付 金  8,056,000  △174,731  7,881,269  

5 地 方 交 付 税     205,397,386  1,530,530  206,927,916  

  
 

1 地 方 交 付 税  205,397,386  1,530,530  206,927,916  

7 分 担 金 及 び 負 担 金     4,814,177  △477,994  4,336,183  



 

1 分 担 金  153,345  △8,816  144,529  

2 負 担 金  4,660,832  △469,178  4,191,654  

8 使 用 料 及 び 手 数 料     15,964,627  △201,671  15,762,956  

1 使 用 料  5,016,922  △47,166  4,969,756  

2 手 数 料  10,947,705  △154,505  10,793,200  

9 国 庫 支 出 金     162,825,090  13,478,657  176,303,747  

   1 国 庫 負 担 金  112,836,570  △1,713,085  111,123,485  

   2 国 庫 補 助 金  47,181,010  15,736,308  62,917,318  

3 委 託 金  2,807,510  △544,566  2,262,944  

10 財 産 収 入     8,965,935  △300,180  8,665,755  

1 財 産 運 用 収 入  5,944,128  336,775  6,280,903  

   2 財 産 売 払 収 入  3,021,807  △636,955  2,384,852  

11 寄 附 金     123,904  38,721  162,625  

1 寄 附 金  123,904  38,721  162,625  

12 繰 入 金     137,292,397  △54,827,614  82,464,783  

   1 特 別 会 計 繰 入 金  5,793,075  5,054  5,798,129  

   2 基 金 繰 入 金  131,499,322  △54,832,668  76,666,654  
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 款   項   補 正 前 の 額    補 正 額   計  

13 繰 越 金     683,805  4,144,176  4,827,981  

1 繰 越 金  683,805  4,144,176  4,827,981  

14 諸 収 入     39,269,102  3,993,274  43,262,376  

1 延滞金、加算金及び過料等  2,680,514  △26,277  2,654,237  

3 貸 付 金 元 利 収 入  8,674,769  △504,241  8,170,528  

   4 受 託 事 業 収 入  3,659,968  △481,319  3,178,649  

   5 収 益 事 業 収 入  15,392,169  5,054,535  20,446,704  

7 雑 入  8,678,682  △49,424  8,629,258  

15 県 債     301,624,000  △2,799,000  298,825,000  

1 県 債  301,624,000  △2,799,000  298,825,000  

歳 入 合 計  1,706,554,423  △31,256,832  1,675,297,591 
 

  



 

 歳  出 （単位 千円）  

 
款 項  補 正 前 の 額    補 正 額   計 

1 議 会 費     3,051,247  △93,510  2,957,737  

   1 議 会 費  3,051,247  △93,510  2,957,737  

2 総 務 費     105,917,903  △8,792,925  97,124,978  

1 総 務 管 理 費  25,555,774  △873,545  24,682,229  

   2 企 画 費  9,623,112  △939,809  8,683,303  

   3 県 民 費  9,825,761  △308,046  9,517,715  

4 環 境 費  12,423,364  △898,093  11,525,271  

   5 徴 税 費  28,996,581  △4,169,109  24,827,472  

   6 市 町 村 振 興 費  5,784,140  △403,507  5,380,633  

7 選 挙 費  3,826,762  △985,141  2,841,621  

   8 防 災 費  8,297,785  △122,773  8,175,012  

   9 統 計 調 査 費  946,151  △80,201  865,950  

   10 人 事 委 員 会 費  292,004  △1,347  290,657  

11 監 査 委 員 費  346,469  △11,354  335,115  

3 民 生 費     276,966,144  △3,895,856  273,070,288  
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款 項  補 正 前 の 額    補 正 額   計 

   1 社 会 福 祉 費  205,923,961  △4,742,094  201,181,867  

2 児 童 福 祉 費  55,888,538  2,133,250  58,021,788  

3 生 活 保 護 費  13,413,791  △1,031,269  12,382,522  

4 災 害 救 助 費  1,739,854  △255,743  1,484,111  

4 衛 生 費     61,811,502  2,263,570  64,075,072  

1 公 衆 衛 生 費  30,970,273  3,386,814  34,357,087  

   2 環 境 衛 生 費  1,445,185  △22,287  1,422,898  

   3 保 健 所 費  4,183,984  △1,321  4,182,663  

   4 医 薬 費  17,030,665  △1,099,636  15,931,029  

5 労 働 費     12,546,009  4,775,183  17,321,192  

   1 労 政 費  9,100,829  5,211,208  14,312,037  

   2 職 業 訓 練 費  3,273,553  △433,914  2,839,639  

   3 労 働 委 員 会 費  171,627  △2,111  169,516  

6 農 林 水 産 業 費     24,968,534  △2,234,282  22,734,252  

   1 農 業 費  9,007,457  △1,608,196  7,399,261  



 

 

   2 蚕糸特産及び水産業費  425,907  △46,488  379,419  

3 畜 産 業 費  1,306,391  △55,821  1,250,570  

4 林 業 費  4,779,577  658,251  5,437,828  

5 農 地 費  9,449,202  △1,182,028  8,267,174  

7 商 工 費     21,785,818  △2,188,850  19,596,968  

1 商 工 業 費  21,542,248  △2,166,386  19,375,862  

2 観 光 費  243,570  △22,464  221,106  

8 土 木 費     124,247,262  △3,628,268  120,618,994  

1 土 木 管 理 費  11,895,314  △265,997  11,629,317  

   2 道 路 橋 り ょ う 費  50,352,532  △59,889  50,292,643  

   3 河 川 費  31,539,844  △763,987  30,775,857  

   4 都 市 計 画 費  24,075,666  △1,968,485  22,107,181  

   5 住 宅 費  6,383,906  △569,910  5,813,996  

9 警 察 費     143,329,360  △2,056,517  141,272,843  

   1 警 察 管 理 費  130,756,484  △1,589,969  129,166,515  

   2 警 察 活 動 費  12,572,876  △466,548  12,106,328  
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款 項  補 正 前 の 額    補 正 額   計 

10 教 育 費     540,061,748  △11,449,606  528,612,142  

   1 教 育 総 務 費  72,704,755  △4,210,953  68,493,802  

2 小 学 校 費  173,344,777  △2,686,968  170,657,809  

3 中 学 校 費  103,760,700  △562,303  103,198,397  

4 高 等 学 校 費  95,635,902  △2,053,925  93,581,977  

5 特 別 支 援 学 校 費  37,792,349  △1,587,219  36,205,130  

6 大 学 費  2,097,365  △6,067  2,091,298  

   7 私 立 学 校 費  48,122,571  261,230  48,383,801  

   8 社 会 教 育 費  4,754,447  △395,453  4,358,994  

9 保 健 体 育 費  1,848,882  △207,948  1,640,934  

11 災 害 復 旧 費     840,496  △34,960  805,536  

   1 民 生 施 設 災 害 復 旧 費  122,759  0  122,759  

   2 農林水産施設災害復旧費  262,410  △40,500  221,910  

3 土 木 施 設 災 害 復 旧 費  316,699  △73,290  243,409  

   4 教 育 施 設 災 害 復 旧 費  73,910  78,830  152,740  



 

 
 

 5 県庁舎等施設災害復旧費  64,718  0  64,718  

12 公 債 費     240,345,482  △4,379,346  235,966,136  

   1 公 債 費  240,345,482  △4,379,346  235,966,136  

13 諸 支 出 金     149,982,918  458,535  150,441,453  

   1 公 営 企 業 支 出 金  16,625,918  △563,465  16,062,453  

  2 地 方 消 費 税 清 算 金  55,125,000  1,840,000  56,965,000  

   3 利 子 割 交 付 金  2,212,000  396,000  2,608,000  

4 配 当 割 交 付 金  1,554,000  404,000  1,958,000  

5 株式等譲渡所得割交付金  300,000  241,000  541,000  

6 地 方 消 費 税 交 付 金  59,353,000  △305,000  59,048,000  

9 自 動 車 取 得 税 交 付 金  6,800,000  △1,555,000  5,245,000  

11 利 子 割 精 算 金  12,000  1,000  13,000  

歳 出 合 計  1,706,554,423  △31,256,832  1,675,297,591  
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第２表 継続費補正 

 変  更 （単位 千円） 

 

 
款 項  事 業 名  

 補 正 前   補 正 後  

総 額  年 度  年 割 額  総 額  年 度  年 割 額  

 

2 

 

総 務 費 

1 総務管理費 

 県有施設耐震改修 

事業費（平成２２ 

年 度 着 工 分 ） 

 

 

823,923 

 

  

平成 2 2年度 

平成 2 3年度 

 

54,219
 

769,704
  

 

787,423 

 

  

平成 2 2年度 

平成 2 3年度 

 

54,219
 

733,204
 

 

 

3 

 

県 民 費 

 
県 立 文 化 施 設 

整 備 事 業 費 

 
 

2,423,778 

 

  

平成 2 2年度 

平成 2 3年度 

 

835,452 

1,588,326
  

 

2,376,081 

 

  

平成 2 2年度 

平成 2 3年度 

 

835,452 

1,540,629 

 

6
 農 林 水 

産 業 費 
1
 
農 業 費  

農 業 大 学 校 

移 転 整 備 

事 業 費 

 

 

4,866,214 

 

  

平成 2 3年度 

平成 2 4年度 

 

 

 

1,223,724
 

3,642,490 

 

 

 

 

4,856,692 

 

  

平成 2 3年度 

平成 2 4年度 

平成 2 5年度 

平成 2 6年度 

 

30,000 

1,791,016 

2,484,521 

551,155 

 

7 商 工 費 1 商 工 業 費 

 
東 部 地 域 振 興 

ふ れ あ い 拠 点 

施 設 整 備 事 業 費 

 

4,116,709 

  
平成 2 2年度 

平成 2 3年度 

 
669,866 

3,446,843 

 

4,037,829 

  
平成 2 2年度 

平成 2 3年度 

 
669,866 

3,367,963 

 



 

 

 

8
 
土 木 費 

 

 

4
 
都市計画費  

埼玉スタジアム2002

公園大型映像装置 

改 修 事 業 費 

 

 

1,049,489 

 

  

平成 2 3年度 

平成 2 4年度 

平成 2 5年度 

 

101,029 

271,645 

676,815 

 

 

905,100 

 

  

平成 2 3年度 

平成 2 4年度 

平成 2 5年度 

 

82,817 

235,507 

586,776 

 

 

 

 

 

9 

 

 

警 察 費 

 

 

 

 

1 

 

 

 

警察管理費 

 

寄 居 警 察 署 

庁 舎 建 設 費 

 

 

2,080,229 

 

  

平成 2 1年度 

平成 2 2年度 

平成 2 3年度 

 

276,419 

525,307 

1,278,503 

 

 

2,074,831 

 

  

平成 2 1年度 

平成 2 2年度 

平成 2 3年度 

 

276,419 

525,307 

1,273,105 

 

 

東 入 間 警 察 署 

庁 舎 建 設 費 
 

 

 

3,581,756 
  

平成 2 3年度 

平成 2 4年度 

平成 2 5年度 

平成 2 6年度 

 

172,593 

228,952
 

1,832,033 

1,348,178
 

 

 

 

3,460,614 

 

  

平成 2 3年度 

平成 2 4年度 

平成 2 5年度 

平成 2 6年度 

 

141,967 

164,540
 

1,819,396 

1,334,711 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

教 育 費 

 

 

 

1 

 

 

 

 

教育総務費 

 

県 立 学 校 大 規 模 

改修費（平成２３ 

年 度 着 工 分 ） 

 

 

313,986 

 

  

平成 2 3年度 

平成 2 4年度 

 

92,986 

221,000 

 312,967   

平成 2 3年度 

平成 2 4年度 

 

91,967 

221,000 

 

 

県立高等学校防音 

校舎空調設備設置 

費（平成２２年度 

着工分） 

 

 

186,518 

 

  

平成 2 2年度 

平成 2 3年度 

 

39,482 

147,036 

 182,902   

平成 2 2年度 

平成 2 3年度 

 

39,482 

143,420 
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款 項  事 業 名  

 補 正 前   補 正 後  

総 額  年 度  年 割 額  総 額  年 度  年 割 額  

 
   

 

教 育 関 係 庁 舎 

大規模改修費（平成 

２３年度着工分） 
 

 

 

406,133 

 

  

平成 2 3年度 

平成 2 4年度 
 

105,140 

300,993 
 307,381   

平成 2 3年度 

平成 2 4年度 
 

76,276 

231,105 

 

5 
特 別 支 援 

学 校 費  

県 東 部 地 域 特 別 

支援学校（仮称） 

校 舎 整 備 費 
 

 

 

2,682,232 

 

  

平成 2 3年度 

平成 2 4年度 
 

58,736 

2,623,496 
 

 

 

2,682,140 

 

  

平成 2 3年度 

平成 2 4年度 
 

58,644 

2,623,496 

 

 

  



 

第３表 繰越明許費補正                                                                                         

 追  加                                                       （単位 千円） 

款 項  事 業 名   金 額  

2 総 務 費  1
 
総 務 管 理 費   県有財産管理営繕事業費  74,355  

3 民 生 費 

 

1 社 会 福 祉 費 

  民間社会福祉施設整備促進事業費 

社会福祉施設等耐震化等特別対策事業費 

心身障害児（者）援護施設等整備助成費 

老人福祉施設整備助成費 

介護基盤緊急整備等特別対策事業費 

 64,039 

22,916 

384,241 

956,281 

760,000 

 

2 児 童 福 祉 費   子育て支援特別対策事業費  1,024,836  

4 衛 生 費  4 医 薬 費   周産期医療体制整備費  1,204,448  

  
 

1 農 業 費 
  農業大学校移転整備事業費 

農林総合研究センター費 

 70,000 

8,591 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 林 業 費 

  森林整備推進事業費 

水源地域の森づくり事業費 

林業・木材産業構造改革事業費 

 18,880 

10,689 

147,000 
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款 項  事 業 名   金 額  

 

 

 

6 

 

 

 

農 林 水 産 業 費 

 

  

  森林管理道整備事業費 

治山事業費 

 297,552 

85,696 

 

 

5 農 地 費 

  かんがい排水事業費 

ほ場整備事業費 

畑地帯総合農地整備事業費 

農地防災事業費 

中山間総合整備事業費 

農道整備事業費 

団体営土地改良事業費 

水辺再生事業費 

県費単独土地改良事業費 

基幹水利施設管理事業費 

水と緑に親しむみち管理事業費 

 136,308 

226,331 

20,410 

142,000 

34,400 

18,000 

47,500 

171,426 

3,531 

6,510 

93,750 

 

   

  

  道路網構想推進費 

舗装道整備費 

 12,000 

452,000 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

道 路 橋 り ょ う 費 

  道路環境整備費 

災害防除費 

電線地中化（道路）整備費 

自転車歩行者道整備費 

交差点整備費 

バリアフリー安全対策費 

道路安全施設費 

自転車通行環境整備費 

地方特定道路（維持）整備費 

地方特定道路（交通安全）整備費 

社会資本整備総合交付金（維持）事業費 

社会資本整備総合交付金（交通安全）事業費 

ぐるっと埼玉サイクルネットワーク構想推進費 

道路改築費 

地方特定道路（改築）整備費 

 215,900 

194,000 

109,000 

558,720 

574,000 

88,037 

83,737 

24,100 

733,000 

982,000 

1,985,480 

1,519,000 

192,450 

1,536,000 

2,393,868 
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款 項  事 業 名   金 額  

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

土 木 費 

 

 

 

 

 

  道路改築事業費 

社会資本整備総合交付金（改築）事業費 

橋りょう修繕費 

社会資本整備総合交付金（橋りょう維持）事業費 

橋りょう架換費 

社会資本整備総合交付金（橋りょう整備）事業費 

 850,000 

4,364,645 

1,103,000 

130,000 

263,288 

240,000 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

河 川 費 

  排水機場等維持修繕費 

河川維持修繕費 

河川改修調査費 

河川改修費 

社会資本整備総合交付金（河川）事業費 

市町村治水事業費負担金 

水辺再生１００プラン推進費 

砂防施設費 

急傾斜地崩壊対策費 

 177,000 

25,000 

21,000 

2,807,400 

6,753,300 

9,000 

1,113,500 

147,000 

28,000 

 



 

   
 

   社会資本整備総合交付金（砂防）事業費 

社会資本整備総合交付金（急傾斜地）事業費 

 452,000 

61,200 

 

  

 

4 都 市 計 画 費 

  社会資本整備総合交付金（区画整理）事業費 

地方特定道路土地区画整理組合等補助 

公共団体区画整理事業県道整備費 

つくばエクスプレス沿線地域整備推進費 

本庄新都心土地区画整理事業推進費 

市街地再開発事業等公共施設整備費補助 

市街地再開発促進費補助 

街路整備費 

地方特定道路街路整備費 

社会資本整備総合交付金（街路）事業費 

公園等施設管理費 

公園等施設整備費 

埼玉スタジアム２００２公園施設整備費 

社会資本整備総合交付金（公園）事業費 

 301,660 

45,000 

15,000 

1,753,843 

589,826 

37,000 

234,047 

458,360 

745,800 

1,964,000 

70,345 

426,560 

84,900 

635,991 
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款 項  事 業 名   金 額  

10 教 育 費  8 社 会 教 育 費  埼玉古墳群整備費  33,516  

11 災 害 復 旧 費  

2 農林水産施設災害復旧費   平成２３年発生農地・農業用施設災害復旧費  42,629  

3 土木施設災害復旧費  平成２３年発生土木施設災害復旧費  106,372  

 

 

  



 

第４表 債務負担行為補正                                                                                         

 変  更 （単位 千円）  

 
事                   項 

補 正 前  補 正 後  

期 間 限 度 額  期 間 限 度 額  

   圏央鶴ヶ島インターチェンジ周辺地域整備 

  基本構想の環境影響評価実施業務 

  

 平 成 2 4 年 度

2 4 年 度 

 

  

17,010 

     

0 
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第５表 地方債補正  

 

 追   加                                                                                                        （単位 千円） 

起  債  の  目  的 限  度  額 起 債 の 方 法 利   率 償 還 の 方 法  

 

私 立 学 校 耐 震 改 修 事 業   249,000   

普通貸借又は証券発行（他 

の地方公共団体との共同発 

行を含む。）。ただし、発 

行価格が額面金額を下回る 

ときは、その発行価格差減 

額をうめるため必要な金額 

を限度額に加算した金額と 

することができる。 

  10％以内。ただし、利 

率見直し方式で借り入

れる資金について、利 

率の見直しを行った後 

においては、当該見直 

し後の利率とする。 

  政府資金についてはその融通 

条件により、銀行その他の場 

合はその債権者と協定した融 

通条件による。ただし、県財 

政の都合により据置期間を短 

縮し、若しくは繰上償還又は 

低利に借り換えることができ 

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 変  更                                                                                                         （単位 千円） 

起 債 の 目 的 
補      正      前 補      正      後 

限 度 額 起債の方法 利  率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利  率 償還の方法 

 

低 公 害 車 整 備 事 業   42,000   

普通貸借又は証券

発行（他の地方公

共団体との共同発

行を含む。）。た 

だし、発行価格が

額面金額を下回る

ときは、その発行

価格差減額をうめ

るため必要な金額

を限度額に加算し

た金額とすること

ができる。    

  10％以内。ただ

し、利率見直し 

方式で借り入れ

る資金につい 

て、利率の見直 

しを行った後 

においては、当該

見直し後の利率

とする。 

  政府資金について

はその融通条件に

より、銀行その他 

の場合はその債権

者と協定した融通

条件による。ただ

し、県財政の都合 

により据置期間を

短縮し、若しくは 

繰上償還又は低利

に借り換えること

ができる。 

  

39,000 

      

 

 

    

 

県 有 施 設 整 備 事 業   4,570,000   同 上 

  

同 上 

  

同 上 

  

4,141,000 

     

 

身近な緑公有地化事業   68,000   同 上 

  

同 上 

  

同 上 

  

50,000 

     

 
広 域 廃 棄 物 埋 立 

処 分 場 整 備 事 業 
  1,745,000   同 上 

  

同 上 

  

同 上 

  

1,735,000 

     

（  補正前に同じ。） 

（ 同     上 ） 

（ 同     上 ） 

（ 同     上 ） 
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起 債 の 目 的 
補      正      前 補      正      後 

限 度 額 起債の方法 利  率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利  率 償還の方法 

 

消 防 学 校 施 設 

整 備 事 業 
  24,000   

普通貸借又は証券

発行（他の地方公

共団体との共同発

行を含む。）。た 

だし、発行価格が

額面金額を下回る

ときは、その発行

価格差減額をうめ

るため必要な金額

を限度額に加算し

た金額とすること

ができる。    

  10％以内。ただ

し、利率見直し 

方式で借り入れ

る資金につい 

て、利率の見直 

しを行った後 

においては、当該

見直し後の利率

とする。 

  政府資金について

はその融通条件に

より、銀行その他 

の場合はその債権

者と協定した融通

条件による。ただ

し、県財政の都合 

により据置期間を

短縮し、若しくは 

繰上償還又は低利

に借り換えること

ができる。 

  

23,000 

      

 

 

    

 
心身障害児（者）援護 

施 設 等 整 備 事 業 
  222,000   同 上 

  

同 上 

  

同 上 

  

191,000 

     

 

老人福祉施設整備事業   3,523,000   同 上 

  

同 上 

  

同 上 

  

3,155,000 

     

 
総合リハビリテーション 

センター設備整備事業 
  119,000   同 上 

  

同 上 

  

同 上 

  

109,000 

     

（ 同     上 ） 

（ 同     上 ） 

（ 同     上 ） 

（  補正前に同じ。） 



 

 

児童福祉施設整備事業   23,000   同 上 

  

同 上 

  

同 上 

  

120,000 

     

 

衛生研究所再編強化事業   90,000   同 上 

  

同 上 

  

同 上 

  

54,000 

     

 

高等技術専門校整備事業   182,000   同 上 

  

同 上 

  

同 上 

  

74,000 

     

 

農業大学校移転整備事業   1,912,000   同 上 

  

同 上 

  

同 上 

  

702,000 

     

 
鶴 ヶ 島 試 験 地 

移 転 整 備 事 業   
62,000   同 上 

  

同 上 

  

同 上 

  

57,000 

     

 
秩 父 高 原 牧 場 

基 盤 整 備 事 業 
  77,000   同 上 

  

同 上 

  

同 上 

  

74,000 

     

 

造 林 事 業   42,000   同 上 

  

同 上 

  

同 上 

  

40,000 

     

 

地 す べ り 防 止 事 業   89,000   同 上 

  

同 上 

  

同 上 

  

83,000 

     

 

 

（ 同     上 ） 

（ 同     上 ） 

（ 同     上 ） 

（ 同     上 ） 

（ 同     上 ） 

（ 同     上 ） 

（ 同     上 ） 

（ 同     上 ） 
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起 債 の 目 的 
補      正      前 補      正      後 

限 度 額 起債の方法 利  率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利  率 償還の方法 

 

県単独農業基盤整備事業   812,000   

普通貸借又は証券

発行（他の地方公

共団体との共同発

行を含む。）。た 

だし、発行価格が

額面金額を下回る

ときは、その発行

価格差減額をうめ

るため必要な金額

を限度額に加算し

た金額とすること

ができる。    

  10％以内。ただ

し、利率見直し 

方式で借り入れ

る資金につい 

て、利率の見直 

しを行った後 

においては、当該

見直し後の利率

とする。 

  政府資金について

はその融通条件に

より、銀行その他 

の場合はその債権

者と協定した融通

条件による。ただ

し、県財政の都合 

により据置期間を

短縮し、若しくは 

繰上償還又は低利

に借り換えること

ができる。 

  

801,000 

      

 

 

    

 

農 業 基 盤 整 備 事 業   809,000   同 上 

  

同 上 

  

同 上 

  

722,000 

     

 
直轄事業（土地改良） 

負 担 金 
  181,000   同 上 

  

同 上 

  

同 上 

  

144,000 

     

 
産 業 文 化 セ ン タ ー 

施 設 整 備 事 業 
  763,000   同 上 

  

同 上 

  

同 上 

  

671,000 

     

（ 同     上 ） 

（ 同     上 ） 

（ 同     上 ） 

（  補正前に同じ。） 



 

 
西部地域振興ふれあい

拠 点 施 設 整 備 事 業 
  192,000   同 上 

  

同 上 

  

同 上 

  

185,000 

     

 

県単独道路建設事業   13,388,000   同 上 

  

同 上 

  

同 上 

  

13,354,000 

     

 
電線地中化（道路） 

整 備 事 業 
  160,000   同 上 

  

同 上 

  

同 上 

  

159,000 

     

 

道 路 事 業   6,259,000   同 上 

  

同 上 

  

同 上 

  

6,932,000 

     

 

県単独河川改修事業   5,436,000   同 上 

  

同 上 

  

同 上 

  

5,406,000 

     

 

河 川 事 業   5,891,000   同 上 

  

同 上 

  

同 上 

  

5,959,000 

     

 

砂 防 事 業   444,000   同 上 

  

同 上 

  

同 上 

  

342,000 

     

 

直 轄 事 業 負 担 金   19,794,000   同 上 

  

同 上 

  

同 上 

  

17,927,000 

     

 

 

（ 同     上 ） 

（ 同     上 ） 

（ 同     上 ） 

（ 同     上 ） 

（ 同     上 ） 

（ 同     上 ） 

（ 同     上 ） 

（ 同     上 ） 
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起 債 の 目 的 
補      正      前 補      正      後 

限 度 額 起債の方法 利  率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利  率 償還の方法 

 

県 単 独 街 路 事 業   3,239,000   

普通貸借又は証券

発行（他の地方公

共団体との共同発

行を含む。）。た 

だし、発行価格が

額面金額を下回る

ときは、その発行

価格差減額をうめ

るため必要な金額

を限度額に加算し

た金額とすること

ができる。    

  10％以内。ただ

し、利率見直し 

方式で借り入れ

る資金につい 

て、利率の見直 

しを行った後 

においては、当該

見直し後の利率

とする。 

  政府資金について

はその融通条件に

より、銀行その他 

の場合はその債権

者と協定した融通

条件による。ただ

し、県財政の都合 

により据置期間を

短縮し、若しくは 

繰上償還又は低利

に借り換えること

ができる。 

  

3,187,000 

      

 

 

    

 

街 路 事 業   3,316,000   同 上 

  

同 上 

  

同 上 

  

2,918,000 

     

 

県 単 独 公 園 事 業   1,332,000   同 上 

  

同 上 

  

同 上 

  

1,264,000 

     

 

公 園 事 業   930,000   同 上 

  

同 上 

  

同 上 

  

746,000 

     

（ 同     上 ） 

（ 同     上 ） 

（ 同     上 ） 

（  補正前に同じ。） 



 

 

警察署庁舎建設事業   1,675,000   同 上 

  

同 上 

  

同 上 

  

1,504,000 

     

 

県立高等学校建設事業   4,512,000   同 上 

  

同 上 

  

同 上 

  

3,487,000 

     

 
県 立 特 別 支 援 学 校 

建 設 事 業 
  1,597,000   同 上 

  

同 上 

  

同 上 

  

1,462,000 

     

 

社会教育施設整備事業   363,000   同 上 

  

同 上 

  

同 上 

  

293,000 

     

 
公立大学法人埼玉県立 

大 学 施 設 整 備 事 業   
12,000   同 上 

  

同 上 

  

同 上 

  

11,000 

     

 

民生施設災害復旧事業   42,000   同 上 

  

同 上 

  

同 上 

  

0 

     

 

土木施設災害復旧事業   80,000   同 上 

  

同 上 

  

同 上 

  

36,000 

     

 

都市施設災害復旧事業   5,000   同 上 

  

同 上 

  

同 上 

  

0 

     

 

 

（ 同     上 ） 

（ 同     上 ） 

（ 同     上 ） 

（ 同     上 ） 

（ 同     上 ） 

（  補正前に同じ。） 



- 28 - 

 

起 債 の 目 的 
補      正      前 補      正      後 

限 度 額 起債の方法 利  率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利  率 償還の方法 

 

教育施設災害復旧事業   73,000   

普通貸借又は証券

発行（他の地方公

共団体との共同発

行を含む。）。た 

だし、発行価格が

額面金額を下回る

ときは、その発行

価格差減額をうめ

るため必要な金額

を限度額に加算し

た金額とすること

ができる。    

  10％以内。ただ

し、利率見直し 

方式で借り入れ

る資金につい 

て、利率の見直 

しを行った後 

においては、当該

見直し後の利率

とする。 

  政府資金について

はその融通条件に

より、銀行その他 

の場合はその債権

者と協定した融通

条件による。ただ

し、県財政の都合 

により据置期間を

短縮し、若しくは 

繰上償還又は低利

に借り換えること

ができる。 

  

0 

      

 

 

    

 
県 庁 舎 等 施 設 

災 害 復 旧 事 業 
  64,000   同 上 

  

同 上 

  

同 上 

  

0 

     

 

水道用水供給事業出資金   1,441,000   同 上 

  

同 上 

  

同 上 

  

1,051,000 

     

 

臨 時 財 政 対 策 債   188,300,000   同 上 

  

同 上 

  

同 上 

  
191,644,000 

     

  

 

（ 同     上 ） 

（  補正前に同じ。） 



 

 

      平成２３年度埼玉県公債費特別会計補正予算（第１号） 

  平成２３年度埼玉県公債費特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3,272,490千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ343,287,993千円とする。 

第２条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「別表歳入歳出予算補正」による。  

 

別表 歳入歳出予算補正 

 歳  入 （単位 千円）  

 

款 項  補 正 前 の 額    補 正 額   計 

1 繰 入 金 

 

   207,912,483  △3,272,490  204,639,993  

  1 一 般 会 計 繰 入 金  160,667,691  △3,252,138  157,415,553  

  2 特 別 会 計 繰 入 金  2,060,792  △20,352  2,040,440  

歳 入 合 計  346,560,483  △3,272,490  343,287,993  
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 歳  出 （単位 千円）  

 

款 項  補 正 前 の 額    補 正 額   計 

1 公 債 費 

 

   346,560,483  △3,272,490  343,287,993  

  1 公 債 費  346,560,483  △3,272,490  343,287,993  

歳 出 合 計  346,560,483  △3,272,490  343,287,993  

 

 

  



 

 

   平成２３年度埼玉県証紙特別会計補正予算（第１号） 

 平成２３年度埼玉県証紙特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ121,156千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ22,420,783千円とする。 

第２条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「別表歳入歳出予算補正」による。  

 

別表 歳入歳出予算補正 

 
  

歳  入 （単位 千円）  

 

款 項  補 正 前 の 額    補 正 額   計 

1 証  紙   収  入     22,441,939  △121,156  22,320,783  

   1 証  紙   収  入  22,441,939  △121,156  22,320,783  

歳 入 合 計  22,541,939  △121,156  22,420,783  
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 歳  出 （単位 千円）  

 

款 項  補 正 前 の 額    補 正 額   計 

1 繰   出   金      22,535,939  △121,156  22,414,783  

1 一 般 会 計 繰 出 金  22,535,939  △121,156  22,414,783  
   

歳 出 合 計  22,541,939  △121,156  22,420,783  

 

 

  



 

 

   平成２３年度埼玉県市町村振興事業特別会計補正予算（第１号） 

平成２３年度埼玉県市町村振興事業特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ611,169千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13,081,481千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。  

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表繰越明許費補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

 歳  入 （単位 千円）  

 

 

款 項  補 正 前 の 額    補 正 額   計 

1 財 産 収 入     54,944  7,264  62,208  

   1 財 産 運 用 収 入  54,944  7,264  62,208  

2 繰 入 金     8,000,000  △696,236  7,303,764  

   1 基 金 繰 入 金  8,000,000  △696,236  7,303,764  
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款 項  補 正 前 の 額    補 正 額   計 

3 繰 越 金     1  12,499  12,500  

 

   1 繰 越 金  1  12,499  12,500  

 

4 諸 収 入 

 

   5,637,705  65,304  5,703,009  

  1 貸 付 金 元 利 収 入  5,637,705  65,304  5,703,009  

歳 入 合 計  13,692,650  △611,169  13,081,481  

   

 歳  出 （単位 千円）  

 

款 項  補 正 前 の 額    補 正 額   計 

1 市 町 村 振 興 事 業 費     13,692,650  △611,169  13,081,481  

   1 市 町 村 振 興 事 業 費  13,692,650  △611,169  13,081,481  

歳 出 合 計  13,692,650  △611,169  13,081,481  

 



 

第２表 繰越明許費補正 

 追  加 （単位 千円）  

 

款 項  事 業 名   金 額  

1 市 町 村 振 興 事 業 費  1 市 町 村 振 興 事 業 費   埼玉県ふるさと創造資金  68,500  
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      平成２３年度埼玉県小規模企業者等設備導入資金特別会計補正予算（第１号） 

  平成２３年度埼玉県小規模企業者等設備導入資金特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ12,622千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,111,804千円とする。 

第２条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「別表歳入歳出予算補正」による。  

 

別表 歳入歳出予算補正 

 歳  入 （単位 千円）   

 款 項  補 正 前 の 額    補 正 額   計 

2 繰 越 金      181,571  △5,066  176,505  

1 繰 越 金  181,571  △5,066  176,505  

3 諸 収 入      933,106  △7,556  925,550  

   
2 貸 付 金 元 利 収 入   932,992  △7,556  925,436  

歳 入 合 計  1,124,426  △12,622  1,111,804  

  



 

    

 歳  出 （単位 千円）   

 款 項  補 正 前 の 額    補 正 額   計 

1 小規模企業者等設備導入資金      1,122,426  △12,622  1,109,804 
 

  
  1 資 金 貸 付 費   1,122,426  △12,622  1,109,804   

歳 出 合 計  1,124,426  △12,622  1,111,804  
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   平成２３年度埼玉県就農支援資金貸付事業特別会計補正予算（第１号） 

 平成２３年度埼玉県就農支援資金貸付事業特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ10,270千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ212,398千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。  

 （地方債の補正） 

第２条 地方債の変更は、「第２表地方債補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

  歳  入                                                                                                   （単位 千円） 

 

 

款 項  補 正 前 の 額    補 正 額   計 

1 就農支援資金貸付勘定収入     74,442  △7,517  66,925  

   

1 繰 入 金  15,296  △7,660  7,636  

2 繰 越 金  1  15,408  15,409  

4 県 債  30,530  △15,265  15,265  

       



 

 

2 就農支援資金業務勘定収入 

 

   877  △99  778  

1 繰 入 金  837  △261  576  

2 繰 越 金  38  162  200  

3 農業改良資金貸付勘定収入 

 

   144,279  △2,625  141,654  

  1 繰 入 金  50 
 

 
12  62  

  2 繰 越 金  101,636  △1,140  100,496  

  3 諸 収 入  42,593  △1,497  41,096  

4 農業改良資金業務勘定収入     3,070  △29  3,041  

   

1 繰 入 金  2,816  △1,524  1,292  

2 繰 越 金  248  1,495  1,743  

歳 入 合 計  222,668  △10,270  212,398  
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 歳  出 （単位 千円）  

 

 

款 項  補 正 前 の 額    補 正 額   計 

1 就農支援資金貸付勘定     74,442  △7,517  66,925  

   1 就 農 支 援 資 金 貸 付 費  74,442  △7,517  66,925  

2 就農支援資金業務勘定 
 

   877  △99  778  

1 管 理 指 導 事 務 費  867  △99  768  

3 農業改良資金貸付勘定     144,279  △2,625  141,654  

   1 農 業 改 良 資 金 貸 付 費  144,279  △2,625  141,654  

4 農業改良資金業務勘定     3,070  △29  3,041  

   1 管 理 指 導 事 務 費  2,870  △29  2,841  

歳 出 合 計  222,668  △10,270  212,398  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第２表 地方債補正                                                                                                

  

 変  更                                                                                                       （単位 千円） 

 

起 債 の 目 的 

 補 正 前 補 正 後  

限 度 額 起債の方法  利 率 償還の方法  限 度 額 起債の方法  利 率 償還の方法  

就農支援資金貸付金 30,530 

 「青年等の就   

 農促進のため  

 の資金の貸付  

 け等に関する  

 特別措置法」  

 の定めるとこ  

 ろによる。 

無 利 子 

  「青年等の就 

 農促進のため  

 の資金の貸付  

 け等に関する  

 特別措置法」  

 の定めるとこ  

 ろによる。 

15,265 

   

   

 

 

 

 

 

 

  

（  補正前に同じ。 ） 
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      平成２３年度埼玉県用地事業特別会計補正予算（第１号） 

  平成２３年度埼玉県用地事業特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,067,372千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ770,122千円とする。 

第２条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「別表歳入歳出予算補正」による。  

 

別表 歳入歳出予算補正 

 歳  入 （単位 千円）  

 

款 項  補 正 前 の 額    補 正 額   計 

1 財 産 収 入 

 

   837,492  △67,756  769,736  

  1 財 産 運 用 収 入  166,291  △3,336  162,955  

  2 財 産 売 払 収 入  671,201  △64,420  606,781  

2 繰 入 金 

 

   1,000,000  △1,000,000  0  

  1 繰 入 金  1,000,000  △1,000,000  0  

  



 

            

3 繰 越 金 

 

   1  384  385  

  1 繰 越 金  1  384  385  

歳 入 合 計  1,837,494  △1,067,372  770,122  

 

 

 歳  出 （単位 千円）  

 

款 項  補 正 前 の 額    補 正 額   計 

1 用 地 事 業 費 

 

   1,772,351  △1,067,372  704,979  

  1 用 地 事 業 費  1,772,351  △1,067,372  704,979  

歳 出 合 計  1,837,494  △1,067,372  770,122  
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   平成２３年度埼玉県県営住宅事業特別会計補正予算（第１号） 

 平成２３年度埼玉県県営住宅事業特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,753,539千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16,984,315千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。  

 （継続費の補正） 

第２条 継続費の変更は、「第２表継続費補正」による。 

 （地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表地方債補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

 歳  入 （単位 千円）  

 

款 項  補 正 前 の 額    補 正 額   計 

1 使 用 料     8,054,069  △142,930  7,911,139  

   1 住 宅 使 用 料  8,054,069  △142,930  7,911,139  

 2 国 庫 支 出 金     3,654,241  △1,673,787  1,980,454  

  



 

 

   1 国 庫 補 助 金  3,654,241  △1,673,787  1,980,454  

3 財 産 収 入 

 

   55,866  202  56,068  

  1 財 産 運 用 収 入  55,866  202  56,068  

4 繰 入 金     4,085,046  △100,539  3,984,507  

   1 繰 入 金  4,085,046  △100,539  3,984,507  

5 繰 越 金     1  262,381  262,382  

   1 繰 越 金  1  262,381  262,382  

6 諸 収 入 

 

   25,631  1,134  26,765  

  2 雑 入  20,191  1,134  21,325  

7 県 債 

 
   3,863,000  △1,100,000  2,763,000  

  1 県 債  3,863,000  △1,100,000  2,763,000  

歳 入 合 計  19,737,854  △2,753,539  16,984,315  
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 歳  出 （単位 千円）  

 

款 項  補 正 前 の 額    補 正 額   計 

1 住 宅 事 業 費     14,009,164  △2,706,085  11,303,079  

   

1 住 宅 管 理 費  6,381,135  △1,040,816  5,340,319  

2 住 宅 建 設 費  7,628,029  △1,665,269  5,962,760  

3 公 債 費 

 

   422,902  △47,454  375,448  

  1 公 債 費  422,902  △47,454  375,448  

歳 出 合 計  19,737,854  △2,753,539  16,984,315  

 
  



 

第２表 継続費補正 

 変  更 

 

（単位 千円） 

 

 

款 項  事 業 名  
 補 正 前   補 正 後  

総 額  年 度  年 割 額  総 額  年 度  年 割 額  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅事業費 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅建設費 

 
平 成 2 0 年 度 

公 営 住 宅 建 設 費 

 6,044,346   

平成 2 0年度 

平成 2 1年度 

平成 2 2年度 

平成 2 3年度 

 

270,413 

2,321,930 

2,700,629 

751,374 

 5,990,255   

平成 2 0年度 

平成 2 1年度 

平成 2 2年度 

平成 2 3年度 

 

270,413 

2,321,930 

2,700,629 

697,283 

 

 
平 成 2 1 年 度 

公 営 住 宅 建 設 費 

 7,872,774   

平成 2 1年度 

平成 2 2年度 

平成 2 3年度 

平成 2 4年度 

 

749,114 

892,921 

3,467,364 

2,763,375 

 7,650,363   

平成 2 1年度 

平成 2 2年度 

平成 2 3年度 

平成 2 4年度 

 

749,114 

892,921 

3,244,953 

2,763,375 

 

 
平 成 2 2 年 度 

公 営 住 宅 建 設 費 

 7,274,785   

平成 2 2年度 

平成 2 3年度 

平成 2 4年度 

平成 2 5年度 

 

382,115 

1,789,735 

3,782,462 

1,320,473 

 7,184,797   

平成 2 2年度 

平成 2 3年度 

平成 2 4年度 

平成 2 5年度 

 

382,115 

1,533,109 

3,782,462 

1,487,111 
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款 項  事 業 名  
 補 正 前   補 正 後  

総 額  年 度  年 割 額  総 額  年 度  年 割 額  

     
平 成 2 3 年 度 

公 営 住 宅 建 設 費 

 5,812,113   

平成 2 3年度 

平成 2 4年度 

平成 2 5年度 

平成 2 6年度 

 

389,653 

891,477 

3,147,952 

1,383,031 

 5,733,457   

平成 2 3年度 

平成 2 4年度 

平成 2 5年度 

平成 2 6年度 

 

308,649 

893,825 

3,147,952 

1,383,031 

 



 

第３表 地方債補正                                                                                                 

 変  更                                                                                                        （単位 千円） 

 起 債 の 目 的  

補 正 前 補 正 後  

限 度 額  起債の方法  利 率 償還の方法  限 度 額  起債の方法  利 率 償還の方法  

公 営 住 宅 建 設 事 業 3,863,000 

普 通 貸 借 

又 は 

証 券 発 行 

10％以内。ただ 

し、利率見直し 

方式で借り入れ 

る資金につい 

て、利率の見直 

しを行った後に 

おいては、当該 

見直し後の利率 

とする。 

政府資金について 

はその融通条件に 

より、銀行その他 

の場合はその債権 

者と協定した融通 

条件による。ただ 

し、県財政の都合 

により据置期間を 

短縮し、若しくは 

繰上償還又は低利 

に借り換えること 

ができる。 

2,763,000    

 

 

  

（  補正前に同じ。 ） 
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   平成２３年度埼玉県高等学校等奨学金事業特別会計補正予算（第１号） 

 平成２３年度埼玉県高等学校等奨学金事業特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ73,472千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ727,930千円とする。 

第２条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「別表歳入歳出予算補正」による。  

 

別表 歳入歳出予算補正 

 歳  入 （単位 千円）   

 款 項  補 正 前 の 額    補 正 額   計 

2 繰 入 金     751,826  △89,102  662,724  

   1 繰 入 金   751,826  △89,102  662,724  

3 繰 越 金     1  13,666  13,667  

   1 繰 越 金   1  13,666  13,667  

4 諸 収 入     49,574  1,964  51,538  

 
  1 貸 付 金 元 利 収 入  48,870  1,964  50,834  

歳 入 合 計  801,402  △73,472  727,930  

   



 

 歳  出 （単位 千円）   

 
款 項  補 正 前 の 額    補 正 額   計 

1 高等学校等奨学金事業費      801,402  △73,472  727,930  

   1 高等学校等奨学金事業費   801,402  △73,472  727,930  

歳 出 合 計  801,402  △73,472  727,930  
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   平成２３年度埼玉県公営競技事業特別会計補正予算（第２号） 

 平成２３年度埼玉県公営競技事業特別会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,285,096千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ35,485,991千円とする。 

第２条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「別表歳入歳出予算補正」による。  

  

別表 歳入歳出予算補正 

 歳  入 （単位 千円）  

款 項  補 正 前 の 額    補 正 額   計 

1 入 場 料 収 入     109,233  △10,000  99,233  

   1 入 場 料 収 入  109,232  △10,000  99,232  

2 投 票 券 発 売 収 入 

 

   35,751,337  △6,500,000  29,251,337  

  1 投 票 券 発 売 収 入  35,689,336  △6,500,000  29,189,336  

3 財 産 収 入     251,525  369  251,894  

   1 財 産 運 用 収 入  251,524  369  251,893  

            

        



 

 

4 繰 越 金 

 

   2  5,245,449  5,245,451  

  1 繰 越 金  2  5,245,449  5,245,451  

5 諸 収 入 

 

   658,990  △20,914  638,076  

  2 収 益 事 業 収 入  1  123,076  123,077  

  3 雑 入  658,988  △143,990  514,998  

歳 入 合 計  36,771,087  △1,285,096  35,485,991  

  

 

 歳  出 （単位 千円）  

 

款 項  補 正 前 の 額    補 正 額   計 

1 公 営 競 技 総 務 費 

 

   227,146  369  227,515  

  1 公 営 競 技 総 務 費  227,146  369  227,515  

2 公 営 競 技 事 業 費 

 

   35,845,772  △6,540,000  29,305,772  

  1 公 営 競 技 事 業 費  35,845,772  △6,540,000  29,305,772  
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款 項  補 正 前 の 額    補 正 額   計 

3 繰 出 金 

 

   692,169  5,254,535  5,946,704  

  1 繰 出 金  692,169  5,254,535  5,946,704  

歳 出 合 計  36,771,087  △1,285,096  35,485,991  

 

 

 

  



 

 

   平成２３年度埼玉県病院事業会計補正予算（第２号） 

 （総 則） 

第１条 平成２３年度埼玉県病院事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 平成２３年度埼玉県病院事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。 

区          分 既  決  予  定  量  補  正  予  定  量  計 

 ３  主 な る 建 設 改 良 事 業                   7,119,223  千円                  △324,554  千円                 6,794,669  千円  

 

 （資本的収入及び支出） 

第３条 予算第４条本文括弧書中「3,867,636千円」を「3,998,582千円」に、「6,019千円」を「5,724千円」に、「117,970千円」を「117,967千円」  

 に、「3,743,647千円」を「3,874,891千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 

                           収            入 

                                                           （単位 千円） 

科         目  既  決  予  定  額  補  正  予  定  額  計 

  第１款  

  第１項 

  第４項 

資 本 的 収 入 

  企 業 債 

  国 庫 補 助 金 

                      4,495,825 

                     3,399,000 

                       778,560 

 

 

 

                     △455,500 

                     △467,000 

                        11,500 

 

 

 

                   4,040,325 

                   2,932,000 

                     790,060 
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支            出 

                                                           （単位 千円） 

科         目 既  決  予  定  額 補  正  予  定  額 計 

  
第１款 

  第１項 

資 本 的 支 出 

 建 設 改 良 費 

                     8,363,461 

                    7,119,223 

 

 

                    △324,554 

                    △324,554 

                    8,038,907 

                   6,794,669 

 

 

 （継続費） 

第４条 継続費の総額及び年割額を次のとおり補正する。 

                                                           （単位 千円） 

款 項 事   業   名 
補  正  前       補  正  後 

総  額 年  度 年 割 額 総  額 年  度 年 割 額 

１ 資本的支出 １ 建設改良費 

 

が ん セ ン タ ー 

新 病 院 建 設 費 

31,607,936 

平成 22年度 

平成 23年度 

平成 24年度 

平成 25年度 

平成 26年度 

848,371 

3,611,717 

12,587,715 

12,592,912 

1,967,221 

 

 

25,262,518 

平成 22年度 

平成 23年度 

平成 24年度 

平成 25年度 

平成 26年度 

  848,371 

 3,287,163 

 9,008,733 

 9,154,318 

 2,963,933 

 

 



 

 

 （企業債） 

第５条 予算第５条に定めた起債の限度額中「3,399,000千円」を「2,932,000千円」に改める。 

 

  

 

  



- 58 - 

 

 

   平成２３年度埼玉県工業用水道事業会計補正予算（第１号） 

 （総 則） 

第１条 平成２３年度埼玉県工業用水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （収益的収入及び支出） 

第２条 平成２３年度埼玉県工業用水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 
収 入 

 

（単位 千円） 

 

 

科         目 既  決  予  定  額 補  正  予  定  額 計 

 
第１款 事 業 収 益  2,100,797  △ 263,227  1,837,570  

 第１項 営 業 収 益  2,026,981  △ 262,037  1,764,944  

  第２項 営 業 外 収 益  70,138  △ 1,190  68,948  

 
支 出 

 

（単位 千円） 

 

 

科         目 既  決  予  定  額 補  正  予  定  額 計 

 
第１款 事 業 費  1,906,919  △ 292,905  1,614,014  

 第１項 営 業 費 用  1,783,250  △ 300,324  1,482,926  

 第２項 営 業 外 費 用  119,668  7,419  127,087  

 



 

 

 （資本的収入及び支出） 

第３条 予算第４条本文括弧書を削り、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 
収 入 

 

（単位 千円） 

 

 

科         目 既  決  予  定  額 補  正  予  定  額 計 

 
第１款 資 本 的 収 入  2,143,622  △ 378  2,143,244  

 第２項 他 会 計 補 助 金  610  △ 378  232  

 

 

 
支 出 

 

（単位 千円） 

 

 

科         目 既  決  予  定  額 補  正  予  定  額 計 

 
第１款 資 本 的 支 出  2,162,560  △ 119,248  2,043,312  

 第１項 建 設 改 良 費  327,352  △ 119,248  208,104  
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 （継続費） 

第４条 継続費の総額及び年割額を次のとおり補正する。 

    （単位 千円） 

款
 

項
  

 
事 業 名 

 

 

 補    正    前   補    正    後  

総   額  年   度  年 割 額 総   額  年   度  年 割 額 

1 資本的支出 1 建設改良費 

 

 

 

 

 

 

 

武蔵水路改築事業 

 

 

 

 

 

 

 

904,962 

 

 

 

 

 

 

 

平成 2 1年度 

平成 2 2年度 

平成 2 3年度 

平成 2 4年度 

平成 2 5年度 

平成 2 6年度 

平成 2 7年度 

 

 

 

 

 

 

 

20,038  

40,917  

143,307  

143,307  

157,645  

171,969  

227,779  

 

 

 

904,684  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 2 1年度 

平成 2 2年度 

平成 2 3年度 

平成 2 4年度 

平成 2 5年度 

平成 2 6年度 

平成 2 7年度 

 

 

 

 

 

 

 

20,038  

40,917  

85,273  

116,316  

157,645  

171,969  

312,526  

 

 （他会計からの補助金） 

第５条 予算第８条中「3,660千円」を「2,092千円」に改める。 

 

 

  



 

 

   平成２３年度埼玉県水道用水供給事業会計補正予算（第３号） 

 （総 則） 

第１条 平成２３年度埼玉県水道用水供給事業会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 平成２３年度埼玉県水道用水供給事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。 

区         分 既  決  予  定  量 補 正 予 定 量 計 

 (4) 主 な る 建 設 工 事  5,086,744 千円 △ 1,305,361 千円 3,781,383 千円 

 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 収 入  
 

（単位 千円） 

 

 

科         目 既  決  予  定  額 補  正  予  定  額 計 

 

第１款 事 業 収 益  44,682,503  △ 640,699  44,041,804  

 第１項 営 業 収 益  43,824,838  △ 581,511  43,243,327  

  第２項 営 業 外 収 益  803,457  △ 4,981  798,476  

  第３項 特 別 利 益  54,208  △ 54,207  1  



- 62 - 

 

 支 出  
 

（単位 千円） 

 

 

科         目 既  決  予  定  額 補  正  予  定  額 計 

 

第１款 事 業 費  43,301,560  △ 2,278,291  41,023,269  

 第１項 営 業 費 用  35,498,120  △ 2,271,600  33,226,520  

 第２項 営 業 外 費 用  7,763,439  △ 6,691  7,756,748  

 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 予算第４条本文括弧書中「21,293,330千円」を「21,265,933千円」に、「396,213千円」を「378,308千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 7,989,069

千円」を「減債積立金 2,160,000 千円、過年度分損益勘定留保資金 8,641,798 千円」に、「12,908,048 千円」を「10,085,827千円」に改め、資本的収入

及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 
収 入 

 

（単位 千円） 

 

 

科         目 既  決  予  定  額 補  正  予  定  額 計 

 第１款 資 本 的 収 入  12,801,446  △ 2,247,806  10,553,640  

  第１項 建 設 補 助 金  2,016,524  △ 547,367  1,469,157  

  第２項 企 業 債  4,502,000  △ 1,323,000  3,179,000  



 

  第３項 他 会 計 出 資 金  4,334,444  △ 390,000  3,944,444  

  第４項 他 会 計 補 助 金  214,608  △ 8,218  206,390  

  第６項 固定資産売却代金  45,791  △ 45,790  1  

  第７項 雑 収 入  79   66,569  66,648  

 

 

 
支 出 

 

 

 

（単位 千円） 

 

科         目 既  決  予  定  額 補  正  予  定  額 計 

 
第１款 資 本 的 支 出  34,094,776  △ 2,275,203  31,819,573  

 第１項 建 設 改 良 費  10,276,003  △ 2,337,394  7,938,609  

 第６項 
過年度国庫補助金 

返 還 金 
   62,191  62,191  
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 （継続費） 

第５条 継続費の総額及び年割額を次のとおり補正する。 

（単位 千円） 

款
 

項
  

 
事  業  名 

 

 

 補 正 前   補 正 後  

総   額  年   度  年  割  額 総   額  年   度  年  割  額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資本的支出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設改良費 

 

 

 

 

水 道 水 源 開 発 

施 設 整 備 事 業 

 

 

 

 

69,538,554
 

 

 

 

 

平成 1 6年度 

平成 1 7年度 

平成 1 8年度 

平成 1 9年度 

平成 2 0年度 

平成 2 1年度 

平成 2 2年度 

平成 2 3年度 

平成 2 4年度 

平成 2 5年度 

平成 2 6年度 

平成 2 7年度 

 

 

 

 

4,510,469 

5,992,617 

7,513,430 

7,756,811 

6,077,752 

5,557,622 

4,218,824 

4,815,304 

4,773,715 

5,243,661 

4,998,956 

8,079,393 

 69,381,596 

 

 

 

 

平成 1 6年度 

平成 1 7年度 

平成 1 8年度 

平成 1 9年度 

平成 2 0年度 

平成 2 1年度 

平成 2 2年度 

平成 2 3年度 

平成 2 4年度 

平成 2 5年度 

平成 2 6年度 

平成 2 7年度 

 

 

 

 

4,510,469  

5,992,617 

7,513,430 

7,756,811 

6,077,752 

5,557,622 

4,218,824 

3,528,967 

3,771,692 

5,243,661 

4,998,956 

10,210,795 

  



 

     

滑 川 第 二 支 線 

整 備 事 業 

 

 
  962,414

  

 
平成 2 2年度 

平成 2 3年度 

平成 2 4年度 

平成 2 5年度 

 65,945 

271,440 

315,130 

309,899 

  

938,691  

 
平成 2 2年度 

平成 2 3年度 

平成 2 4年度 

平成 2 5年度 

 65,945 

252,416 

302,781 

317,549 

     

 

 

 

 

 

 

武蔵水路改築事業 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

1,885,335  

 

 

 

 

 

 

 

平成 2 1年度 

平成 2 2年度 

平成 2 3年度 

平成 2 4年度 

平成 2 5年度 

平成 2 6年度 

平成 2 7年度 

 

 

 

 

 

 

 

41,747  

113,096  

298,556  

298,556  

328,426  

358,267  

446,687  

  

1,884,829  

 

 

 

 

 

 

 

平成 2 1年度 

平成 2 2年度 

平成 2 3年度 

平成 2 4年度 

平成 2 5年度 

平成 2 6年度 

平成 2 7年度 

 

 

 

 

 

 

 

41,747  

113,096  

196,140  

250,138  

328,426  

358,267  

597,015  

 

 （企業債） 

第６条 予算第６条に定めた起債の限度額中「4,502,000千円」を「3,179,000千円」に改める。 
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 （他会計からの補助金） 

第７条 予算第９条中「1,006,297千円」を「993,098千円」に改める。 

 

 

  



 

 

   平成２３年度埼玉県地域整備事業会計補正予算（第１号） 

 （総 則） 

第１条 平成２３年度埼玉県地域整備事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 平成２３年度埼玉県地域整備事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。 

区         分 既 決 予 定 量 補 正 予 定 量 計 

 
(1) 

(2) 

主 な る 建 設 工 事 

宅 地 売 却 面 積 
 

7,315,703 

 

千円 

 

△ 1,612,063 

17,228 

千円 

㎡ 

5,703,640 

17,228 

千円 

㎡ 

 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 収 入  
 （単位 千円） 

 

 

科         目 既  決  予  定  額 補  正  予  定  額 計 

 
第１款 事 業 収 益  1,178,843  760,589  1,939,432  

 第１項 営 業 収 益  1,019,823  448,699  1,468,522  
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科         目 既  決  予  定  額 補  正  予  定  額 計 

  第２項 営 業 外 収 益  108,077  △ 4,238  103,839  

  第３項 特 別 利 益  50,943  316,128  367,071  

 

 支 出 

 

（単位 千円） 

 

 

科         目 既  決  予  定  額 補  正  予  定  額 計 

 第１款 事 業 費  643,534  658,939  1,302,473  

 第１項 営 業 費 用  620,447  658,849  1,279,296  

  第２項 営 業 外 費 用  3,086  90  3,176  

 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 予算第４条本文括弧書中「4,576,639千円」を「2,836,683千円」に、「260千円」を「181千円」に、「4,576,379千円」を「2,836,502千円」に改

め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 収 入  
 

（単位 千円） 

 

 

科         目 既  決  予  定  額 補  正  予  定  額 計 

 
第１款 資 本 的 収 入  2,999,625  127,893  3,127,518  



 

  第２項 他 会 計 補 助 金  1,234  3,970  5,204  

  第４項 固定資産売却代金    123,923  123,923  

 

支 出 

 

（単位 千円） 

 

 

科         目 既  決  予  定  額 補  正  予  定  額 計 

 
第１款 資 本 的 支 出  7,576,264  △ 1,612,063  5,964,201  

 第１項 建 設 改 良 費  7,315,703  △ 1,612,063  5,703,640  
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 （継続費） 

第５条 継続費の総額及び年割額を次のとおり補正する。 

 （単位 千円） 

款
 

項
  

 
事   業   名 

 

 

 補 正 前   補 正 後  

総   額  年   度  年  割  額 総   額  年   度  年  割  額 

1 資本的支出 1 建設改良費 

 
白 岡 瀬 地 区 産 業 

団 地 整 備 事 業 

 5,648,995  

平成 2 2年度 

平成 2 3年度 

平成 2 4年度  

 

 

2,742,167  

2,231,919  

674,909 

  

5,648,364  

平成 2 2年度 

平成 2 3年度 

平成 2 4年度  

平成 2 5年度 

 

2,742,167  

621,640  

1,547,869 

736,688 

 
幸手中央地区産業 

 
団 地 整 備 事 業 

 16,173,099  

平成 2 3年度 

平成 2 4年度 

平成 2 5年度 

平成 2 6年度 

平成 2 7年度 

 

5,078,324  

3,699,616  

3,944,808 

1,882,897 

1,567,454 

16,132,545  

平成 23年度 

平成 24年度 

平成 25年度

平成 26年度 

平成 27年度 

 

5,078,199  

3,659,187  

3,944,808 

1,882,897 

1,567,454 

 

 （他会計からの補助金） 

第６条 予算第８条中「3,730千円」を「12,462千円」に改める。 

 

 

 



 

 

   平成２３年度埼玉県流域下水道事業会計補正予算（第２号） 

 （総 則） 

第１条 平成２３年度埼玉県流域下水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 平成２３年度埼玉県流域下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。 

区          分 既  決  予  定  量 補  正  予  定  量 計 

 

 

 

（2） 

（3） 

（4） 

年 間 総 処 理 水 量 

一 日 平 均 処 理 水 量 

主 な る 建 設 工 事 

 

 

642,915,600 

1,756,600 

22,697,295 

㎥ 

㎥ 

千円 

△2,728,530 

△7,455 

△3,656,556 

㎥ 

㎥ 

千円 

640,187,070 

1,749,145 

19,040,739 

㎥ 

㎥ 

千円 

 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 
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収 入 

 

 

 

（単位 千円） 

 

科         目 既  決  予  定  額 補  正  予  定  額 計 

 第１款 事 業 収 益  33,890,592  △199,814 

△102,890 

△96,924 

 33,690,778 

31,586,765 

2,104,012 

 

  第１項 

第２項 

営 業 収 益 

営 業 外 収 益 

 31,689,655 

2,200,936 

 

  
支 出 

 

 

 

（単位 千円） 

 

科         目 既  決  予  定  額 補  正  予  定  額 計 

 

 

第１款 事 業 費  

 

33,721,080 

31,288,385 

2,371,694 

 

 

△1,108,474 

△1,018,145 

△90,329 

 

 

32,612,606 

30,270,240 

2,281,365 

 

  第１項 

第２項 

営 業 費 用 

営 業 外 費 用 

 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 予算第４条本文括弧書中「4,457,718千円」を「4,589,392千円」に、「197,318千円」を「165,814千円」に、「当年度分損益勘定留保資金4,260,400   

 千円」を「過年度分損益勘定留保資金165,758千円、当年度分損益勘定留保資金4,257,820千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正 



 

 する。 

  
収 入 

 

 

 

（単位 千円） 

 

科         目 既  決  予  定  額 補  正  予  定  額 計 

 第１款 資 本 的 収 入  27,512,660 

14,567,363 

4,758,677 

6,726,000 

688,060 

254,493 

 △3,968,346 

△2,328,515 

△826,703 

△810,000 

18,747 

△21,875 

 23,544,314 

12,238,848 

3,931,974 

5,916,000 

706,807 

232,618 

 

  第１項 

第２項 

第３項 

第４項 

第５項 

建 設 補 助 金 

建 設 負 担 金 

企 業 債 

他 会 計 出 資 金 

他 会 計 補 助 金 

  

支 出 

 

 

 

 

（単位 千円） 

 

科         目 既  決  予  定  額 補  正  予  定  額 計 

 

 

第１款 資 本 的 支 出  

 

31,970,378 

24,341,173 

7,629,205 

 

 

△3,836,672 

△3,855,419 

18,747 

 

 

28,133,706 

20,485,754 

7,647,952 

 

  第１項 

第２項 

建 設 改 良 費 

企 業 債 償 還 金 
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 （企業債） 

第５条 予算第６条に定めた起債の限度額中「6,731,300千円」を「5,921,300千円」に改める。 

 （他会計からの補助金） 

第６条 予算第９条中「7,508,227千円」を「7,331,050千円」に改める。 

 



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定

款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
南
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び

に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.s

aitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
一
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

（
変
更
前
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
糸
ぐ
る
ま 

 
 

（
変
更
後
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
糸
ぐ
る
ま 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

染
谷 

一
子 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
蕨
市
南
町
三
丁
目
十
二
番
二
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 

こ
の
法
人
は
、
障
害
者
の
生
活
地
域
に
お
け
る
社
会
復
帰
の
促
進
及
び
自
立
と
社
会
経
済
活

動
へ
の
参
加
の
促
進
、
並
び
に
そ
の
家
族
の
身
体
的
又
は
精
神
的
な
負
担
の
軽
減
を
図
る
た

め
、
生
活
支
援
等
の
場
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
十
四
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定

款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活
部
Ｎ

Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.saita

maken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
十
九
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人 

国
際
マ
ッ
ケ
ン
ジ
ー
協
会
日
本
支
部 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

岩
貞 

吉
寛 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
富
士
見
市
大
字
水
子
二
千
百
四
十
九
番
地
六 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

（
変
更
前
）
当
法
人
は
、
医
療
福
祉
従
事
者
に
対
し
、
理
学
療
法
の
一
つ
で
あ
る
マ
ッ
ケ
ン

ジ
ー
法
に
関
す
る
情
報
の
提
供
や
啓
発
活
動
を
行
い
、
筋
骨
格
系
整
形
疾
患
の
治
療
技
術
の
発

展
を
図
る
こ
と
で
、
患
者
の
健
康
の
増
進
と
医
療
福
祉
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。 （

変
更
後
）
当
法
人
は
、
医
療
福
祉
従
事
者
に
対
し
、
マ
ッ
ケ
ン
ジ
ー
法
に
関
す
る
情
報
の

提
供
や
啓
蒙
活
動
を
行
い
、
筋
骨
格
系
疾
患
の
診
療
方
法
の
発
展
を
図
る
こ
と
で
、
人
々
の
健

康
の
増
進
と
医
療
福
祉
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
十
五
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
秩
父
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.sai

tamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
二
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ゆ
か
い
な
仲
間
た
ち 

三 

代
表
者
の
氏
名 

眞 

下 

雅 

章 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
秩
父
市
大
野
原
三
千
二
百
六
十
七
番
地
八 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
地
震
、
洪
水
等
の
自
然
災
害
や
人
為
災
害
に
よ
る
生
活
環
境
の
悪
化
に
苦
し

む
一
般
市
民
に
対
し
、
救
援
物
資
の
輸
送
や
生
活
環
境
の
整
備
・
保
全
を
行
い
、
被
災
市
民
が

一
時
で
も
早
く
被
災
前
の
状
態
に
戻
れ
る
様
、
物
的
援
助
だ
け
で
は
無
く
心
的
援
助
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
十
六
号



告 
 

示 

  
埼
玉
県
土
地
利
用
基
本
計
画
を
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
二
日
に
変
更
し
た
の
で
、
国
土
利
用

計
画
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
九
条
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
十

三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

比
企
郡
吉
見
町
の
区
域 

別
図
の
と
お
り
、
農
業
地
域
二
十
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
縮
小 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

          

別図 

吉見農業地域（縮小） 
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埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
十
七
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（

埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
三
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｎ
Ｇ
Ｏ
ク
ワ
ト
ロ 

三 

代
表
者
の
氏
名 

米 

坂 

浩 

昭 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
中
央
区
下
落
合
四
―
十
四
―
三 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
開
発
途
上
国
の
特
定
の
地
域
や
人
々
に
対
し
て
、
「
人
材
育
成
、
技
術
指
導

、
市
場
開
拓
な
ど
の
支
援
の
た
め
の
各
種
事
業
を
行
っ
て
、
地
域
や
人
々
の
厚
生
の
改
善
を
図

る
」
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
ま
た
、
国
内
で
は
報
告
会
や
啓
発
活
動
を
行
う
。
こ
れ
ら
に
よ
り

開
発
途
上
国
の
各
種
問
題
の
改
善
に
つ
い
て
国
内
で
の
知
識
の
普
及
に
努
め
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
十
八
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（

埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
三
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
人
と
動
物
の
環
境
協
会 

三 

代
表
者
の
氏
名 

寺 

内 

士 

郎 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
針
ヶ
谷
二
丁
目
十
八
番
十
二
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

私
た
ち
は
、
共
に
生
き
と
し
生
け
る
も
の
と
し
て
「
命
の
尊
厳
」
と
い
う
理
念
の
も
と
、
人

な
ら
び
に
動
物
に
と
っ
て
よ
り
良
い
環
境
を
作
り
上
げ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

①
私
た
ち
は
環
境
を
、
生
活
環
境
、
社
会
環
境
、
共
生
環
境
、
福
祉
環
境
、
教
育
環
境
な
ど

、
様
々
な
視
点
で
捉
え
、
人
な
ら
び
に
動
物
が
よ
り
よ
く
生
き
る
た
め
に
整
え
て
い
く
。 

②
老
齢
や
障
害
な
ど
の
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
持
っ
た
人
々
、
物
言
え
ぬ
動
物
た
ち
な
ど
、

生
活
弱
者
に
、
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
や
動
物
愛
護
の
理
念
を
も
と
に
環
境
整
備
、
支
援
活

動
を
行
う
。 

③
災
害
や
犯
罪
な
ど
、
生
命
の
危
険
を
防
止
し
、
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
に
、

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
を
行
う
。 

④
共
に
限
り
あ
る
命
の
大
切
さ
を
自
覚
し
、
健
康
づ
く
り
の
た
め
の
食
生
活
、
健
康
管
理
の

啓
蒙
活
動
を
行
う
。 

⑤
青
少
年
の
健
全
育
成
、
老
齢
者
の
生
き
が
い
づ
く
り
な
ど
の
活
動
支
援
、
イ
ン
フ
ラ
の
整

備
を
行
う
。 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
十
九
号



⑥
人
の
生
活
習
慣
、
動
物
の
習
性
を
お
互
い
に
理
解
し
、
守
る
べ
き
ル
ー
ル
＆
マ
ナ
ー
の
啓

蒙
活
動
、
知
識
の
普
及
を
推
進
す
る
。 



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定

款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活
部
Ｎ

Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉

県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供

す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
六
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
埼
玉
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
支
援
セ
ン
タ
ー 

三 

代
表
者
の
氏
名 

髙 

橋 

剛 

衛 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
二
丁
目
二
番
二
十
一
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
埼
玉
県
内
の
マ
ン
シ
ョ
ン
に
か
か
わ
る
組
合
、
団
体
、
市
民
な
ど
幅
広
い
人
々

に
対
し
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
に
関
す
る
情
報
の
提
供
お
よ
び
問
題
解
決
の
た
め
の
支
援
を
お

こ
な
い
、
も
っ
て
良
好
な
マ
ン
シ
ョ
ン
生
活
の
形
成
を
通
し
て
、
快
適
な
ま
ち
づ
く
り
の
推
進

を
図
り
、
市
民
生
活
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
ま
す
。 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（

埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
六
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｓ
Ｃ
環
境
科
学
研
究
所 

三 

代
表
者
の
氏
名 

山 

岸 

純 

一 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
桜
木
町
一
丁
目
七
番
地
五
号 

ソ
ニ
ッ
ク
シ
テ
ィ
ビ
ル
二
十

四
階 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
地
域
で
商
業
活
動
を
行
う
も
の
に
対
し
て
、
商
業
施
設
運
営
に
関
す
る
情
報
提

供
や
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
事
業
を
行
う
こ
と
で
商
業
を
基
軸
に
し
た
ま
ち
づ
く
り
や
地
域
生

活
環
境
の
整
備
を
行
い
、
結
果
と
し
て
地
域
の
経
済
活
動
を
活
性
化
す
る
こ
と
を
目
指
し
、
も

っ
て
公
益
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
一
号



告

示

埼
玉
県
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
条
例
（
平
成
二
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
九
号
）
第
十
一
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
事
業
者
が
そ
の
事
業
活
動
に
お
い
て
地
球
温
暖
化
対
策
を
総
合
的
に
実
施
す

る
た
め
に
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
指
針
を
次
の
と
お
り
定
め
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
八
十
四
号
（
埼
玉
県
地
球
温
暖
化
対
策
に
係
る
事
業
活
動

対
策
指
針
に
つ
い
て
）
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
四
百
二
号



埼玉県地球温暖化対策に係る事業活動対策指針

第１ 趣旨

この指針は、埼玉県地球温暖化対策推進条例（平成 21年埼玉県条例第９号。以

下「条例」という。）第 11条第１項の規定に基づき、事業者がその事業活動にお

いて地球温暖化対策を総合的に実施するために必要な事項を定めるものである。

第２ 事業者が講ずるよう努めなければならない措置

１ 事業活動における温室効果ガスの排出の抑制に関すること

事業活動における温室効果ガスの排出抑制に関し、事業者が講ずべき措置

は、次に掲げる措置とする。

⑴  温室効果ガス排出量の把握  

別表第１第１に掲げる対策などによるエネルギー使用状況の把握その他

の方法により事業活動における温室効果ガスの排出量を把握すること。

⑵  温室効果ガス排出量の削減に係る目標の設定  

⑶  省エネルギー対策の実施  

ア 別表第１第２に掲げる対策などによる設備の運転方法の改善又は設備

・機器等の使用方法の工夫によりエネルギー消費を抑制すること。

イ 別表第１第３に掲げる対策などによる適切な設備の管理を行い、機能

を維持させること。

ウ 別表第１第４に掲げる対策などによる高効率な設備への更新等の設備

改善をすること。

エ その他、効果的な省エネルギー対策を選択し、実施すること。

⑷  排出係数（燃料等ごとに、当該燃料等の一単位当たりの使用に伴い排出

される二酸化炭素の量で表した係数。以下同じ。）の小さい燃料等を使用

した設備への更新

⑸  建物の断熱強化  

⑹  対策の計画的な実施と継続的な改善  

⑺  その他必要な措置  

２ 事業活動における再生可能エネルギーの利用に関すること

再生可能エネルギーの利用に関し、事業者が講ずべき措置は、次に掲げる

措置とする。

⑴  再生可能エネルギーを利用するための設備の導入や他者からの再生可能

エネルギーの取得についての検討

⑵  再生可能エネルギーを利用するための設備の導入  

⑶  他者からの再生可能エネルギーの取得  



⑷  再生可能エネルギーの導入に関する情報の収集  

３ その他事業活動における地球温暖化対策に関すること

⑴  組織体制の整備  

事業者は、事業活動における地球温暖化対策を着実かつ効果的に推進す

るため、次に掲げる措置を講ずるための組織体制を整備し、別表第１第５

に掲げる対策などを着実に実施する。

ア 地球温暖化対策の実施に関する目標、実施方針、計画等の作成

イ 地球温暖化対策の実施及び進行管理

ウ 地球温暖化対策の効果の確認及び検証

エ 地球温暖化対策の見直し

オ 温室効果ガスの排出量及び温室効果ガスの排出量を算定する基となる

エネルギー使用量等の記録並びに当該エネルギー使用量等を証する書類

の管理

カ 各事業所におけるエネルギー消費設備・機器の稼働状況、エネルギー

の使用に関する数値等を定期的に記録する管理台帳の整理

キ オ及びカに掲げるもののほか、各事業所におけるエネルギー消費設備

・機器の運転及び保全についての適正な管理

ク 事業所の従業員等に対する地球温暖化対策に関する理解及び認識を深

めるための地球温暖化対策に関する普及啓発及び教育活動の実施

ケ 地球温暖化対策の実施のための予算の管理

コ 他の事業者の温室効果ガスの削減量の取得等（以下「排出量取引」と

いう。）を行う場合にあっては、次に掲げる措置

対策の実施による温室効果ガス排出量の削減見込を踏まえた排出量

取引の予測その他の管理

他の事業者との排出量取引の実施に関する連絡、調整、契約等

排出量取引の実施のための予算の管理

⑵  他の事業者が実施する地球温暖化対策への協力  

事業者は、他の事業者が地球温暖化対策を実施する場合には、当該対策

の実施に協力するよう努めるものとする。

第３ 大規模事業所における取組の促進

温室効果ガスを継続して多量に排出する大規模事業所については、環境に与

える影響が大きいことに鑑み、地球温暖化対策の実施に当たっては、第２に掲

げる措置のほか、次の事項を実施するものとする。

１ 目標の設定



原 油 換 算 で 1,500キ ロ リ ッ ト ル 以 上 の エ ネ ル ギ ー を 平 成 20年 度 以 降 の ３ か

年度（年度の途中から当該事業所の使用が開始された場合にあっては、当該

年度を除く３か年度）連続して使用する大規模な事業所（以下「大規模事業

所」という。）を県内に設置している者（以下「大規模事業者」という。）

は、別表第２に掲げる各期間（以下「削減計画期間」という。）における大

規模事業所における二酸化炭素（燃料、熱又は電気の使用に伴って排出され

るものに限る。以下「目標設定ガス」という。）の削減量を、別表第３に掲げ

る算定方法により算定する当該大規模事業所の基準となる目標設定ガス排出

量（以下「基準排出量」という。）に、削減計画期間において基準排出量に

対して目標設定ガスを削減する必要があるものとして別表第４に掲げる割合

（以下「目標削減率」という。）を乗じて算定される量を合計した量（以下

「削減目標量」という。）以上とすることを目標として定めるものとする。

２ 目標の達成及び手段

⑴  大規模事業者は、排出量取引を含む、別表第５に掲げる方法により、削

減計画期間において目標を達成するよう努めるものとする。

⑵  大規模事業者は、排出量取引による目標設定ガスの削減量の取得に優先

して、大規模事業所の目標設定ガスの排出量の削減に努めるものとする。

⑶  大規模事業者は、大規模事業所における目標を達成できなかった場合に

は、別表第５に掲げる方法により目標の達成に不足した削減量を次の削減

計画期間における削減目標量に加えて目標を達成するよう努めるものとす

る。

３ 排出量取引の実施

大規模事業者は、排出量取引を実施する必要があると判断した場合には、

排出量取引の方法について検討し、計画的な取得に努めるものとする。

また、削減計画期間の最終年度には、その前年度までの削減量及び最終年

度の削減量見込みの合計と最終的な削減目標量とを比較して、削減目標を達

成するため、削減計画期間終了の翌年度において必要な排出量取引の量を予

測し、当該排出量取引に係る適切な予算措置を講ずるよう努めるものとする。

排出量取引の実施方法等の詳細については、知事が別に定める。

４ 大規模事業者への協力

大規模事業所の全部又は一部を賃借権その他の権原に基づき事務所、営業

所等として使用して事業活動を行う事業者は、大規模事業者が行う温室効果

ガス排出量の把握及び大規模事業者が目標を達成するために行う温室効果ガ

ス排出量の削減に協力するものとする。



第４ 地球温暖化対策計画

条例第 12条及び第 13条の規定に基づく地球温暖化対策計画は、次により作成

するものとする。

１ 温室効果ガスの排出量を削減するための定量的な目標の設定

事業者は、温室効果ガスの排出量を削減するための定量的な目標を定める

ものとする。

２ 目標水準

大規模事業者以外の事業者は、県が定める目標削減率等を参考にできるだ

け高い水準の目標を定めるよう努めるものとする。

大規模事業者は、技術的及び経済的に実施可能な対策の実施により削減目

標量以上の削減が見込まれる場合にあっては、削減目標量より高い目標を定

めるものとする。

３ 計画策定年度

 計画は、次の⑴から⑶に掲げる計画期間ごとに当該⑴から⑶に定める年度

を目標年度として設定するものとする。ただし、計画期間内を区分し、より

短期的な目標を設定することについて妨げるものではない。

なお、大規模事業所については、当該事業所ごとに同様とする。

⑴  第１計画期間（平成 22年度から平成 26年度まで）  平成 26年度  

⑵  第２計画期間（平成 27年度から平成 31年度まで）  平成 31年度  

⑶  平成 32年度以降の５年ごとの期間  当該期間の最終年度  

４ 地球温暖化対策計画に記載すべき事項

地球温暖化対策計画は、次に掲げる事項を知事が別に定める様式に記載す

るものとする。

⑴  過去の温室効果ガス排出量の推移  

⑵  温室効果ガス排出量の総量の目標又は生産量や床面積など事業者の活動

規模を表す指標１単位当たりの温室効果ガス排出量（以下「温室効果ガス

排出原単位」という。）の目標及び地球温暖化対策の推進に関する基本方

針

⑶  地球温暖化対策の計画期間、内容、当該対策による温室効果ガス排出量

削減効果の見込み及び当該対策の実施年度

⑷  地球温暖化対策のために整備した組織体制の概要及び地球温暖化対策推

進者の氏名

⑸  事業所の用途、事業所で実施される事業の概要、敷地面積、延べ床面積

その他温室効果ガス排出量に影響を与える事項



⑹  ⑴から⑸までに掲げるもののほか、事業所外での温室効果ガス排出量の

削減に寄与する事業所の取組、温室効果ガス排出量の少ない製品の開発等

事 業 者 と し て 実 施 し た 地 球 温 暖 化 対 策 の 内 容 （ 記 載 を 希 望 す る 場 合 に 限

る。）

⑺  温室効果ガス排出量の削減又は地球温暖化対策の実施の状況に関する自  

己評価（記載を希望する場合に限る。）

⑻  計画の公表方法  

５ 地球温暖化対策実施状況報告書に記載すべき事項

条例第 14条の規定に基づく地球温暖化対策実施状況報告書は、次に掲げる

事項を、知事が別に定める様式に記載するものとする。

⑴  把握した温室効果ガス排出量  

⑵  温室効果ガス排出原単位（４⑵において温室効果ガス排出原単位の目標  

を設定した場合に限る。）

⑶  実施した地球温暖化対策の内容、当該対策による温室効果ガス排出量削  

減効果の見込み

⑷  事業所外での温室効果ガス排出量の削減に寄与する事業所の取組、温室

効果ガス排出量の少ない製品の開発等事業者として実施した地球温暖化対

策の内容（記載を希望する場合に限る。）

６ 計画等の公表

条例第 15条の規定に基づく地球温暖化対策計画等の公表は、次に掲げる事

項を含めるものとする。

⑴  温室効果ガスの削減目標（大規模事業者にあっては、基準排出量及び削

減目標量）

⑵  計画期間  

⑶  削減目標を達成するための措置の計画及び実施状況  

⑷  前年度における温室効果ガス排出量  

この指針に定めるもののほか、地球温暖化対策計画及び地球温暖化対策実施状

況報告書の作成に関しては、知事が別に定める。



別表第１（事業所等における地球温暖化の対策）

第１ エネルギーの使用状況の把握

対 策 項 目 対 策 内 容

１ エネルギーの使 用 量 の 把 握

⑴  自 ら 把 握 可 能 な 情 報 に 基 づ き 、 事 業 所 等 の 全 体 の エ ネ ル ギ ー の 使 用

量 を把 握 し、集 計 し、整 理 すること。

⑵  自 ら 把 握 可 能 な 情 報 に 他 者 か ら 得 た 情 報 も 加 え 、 事 業 所 等 の 全 体 の

エネルギーの使 用 量 を把 握 し、集 計 し、整 理 すること。

⑶  管 理 用 の 計 量 器 又 は 取 引 用 の 計 量 器 を 容 易 に 視 認 で き 、 又 は 設 置

した場 合 には、必 要 に応 じて、日 又 は時 間 などのより短 い周 期 でエネルギ

ー使 用 量 を記 録 し、集 計 し、整 理 すること。

⑷  設 備 ご と に 管 理 用 の 計 量 器 を 設 置 し 、 エ ネ ル ギ ー の 使 用 量 を 詳 細 に

記 録 し、集 計 し、整 理 すること。

２ エネルギーの使 用 状 況 の把

握

⑴ エネ ル ギーの 使 用 量 に つ い て 、 月 ご とに 前 年 度 の 使 用 量 と 比 較 し 、エネ

ルギーの使 用 傾 向 を把 握 すること。

⑵  エ ネ ル ギ ー に つ い て 、 過 去 数 年 の 使 用 量 の 記 録 を 種 類 ご と に 比 較 し 、

使 用 の傾 向 を把 握 すること。

⑶  管 理 用 の 計 量 器 で 把 握 し た 設 備 の エネ ル ギ ーの 使 用 量 に よ り 、 主 要 な

設 備 のエネルギーの使 用 状 況 を把 握 すること。

⑷  事 業 所 等 ご と の エ ネ ル ギ ー の 使 用 状 況 を 把 握 し 、 地 球 温 暖 化 の 対 策

を推 進 する指 標 として活 用 すること。

第２ 運用対策

１ 全事業者

対 策 項 目 対 策 内 容

⑴  執 務 室 、 共 用 部 等 の 照 明

設 備

ｱ 点 灯 及 び消 灯 の基 準 を作 成 し、空 き室 、不 在 時 等 の不 要 時 の消 灯 を

こまめに実 施 すること。

ｲ 執 務 室 の点 灯 範 囲 が分 割 できる場 合 、点 灯 範 囲 の現 状 を把 握 し、使

用 者 が認 識 するようスイッチに当 該 点 灯 範 囲 を表 示 すること。

ｳ 日 本 工 業 規 格 Z911 0 （照 度 基 準 ）及 び Z912 5 （屋 内 作 業 場 の照 明 基

準 ）並 びにこれらに準 ずる規 格 に規 定 するところにより、視 作 業 の状 況 及

び視 環 境 の快 適 性 を勘 案 の上 、適 正 な照 度 レベルに設 定 すること。

ｴ 採 光 を利 用 できる場 所 において、採 光 のある時 間 帯 は積 極 的 に採 光 を

利 用 し、消 灯 を実 施 すること。

ｵ 事 務 所 等 の営 業 形 態 を考 慮 し、昼 休 み消 灯 （一 部 又 は全 部 ）を実 施

すること。

⑵  執 務 室 、 共 用 部 等 の 空 調

設 備

ｱ 冷 暖 房 温 度 については、着 衣 の工 夫 を行 うとともに、県 が推 奨 する設 定

温 度 を勘 案 し、設 定 すること。

ｲ 空 調 の運 転 範 囲 が分 かれている場 合 、使 用 者 が認 識 するよう室 内 機 ス

イッチに運 転 範 囲 を表 示 すること。

ｳ 温 度 計 等 を活 用 して執 務 室 内 温 度 条 件 を把 握 し、風 量 、冷 暖 房 温 度

及 び湿 度 を適 正 な値 に設 定 すること。

ｴ 空 き室 、不 在 時 等 のこまめな空 調 停 止 、終 業 時 刻 より早 めの空 調 停 止

など室 内 機 スイッチ操 作 の基 準 を作 成 すること。



ｵ 空 調 負 荷 の低 減 を図 るため、予 熱 時 又 は予 冷 時 の外 気 導 入 量 の停 止

等 を実 施 すること。

ｶ 空 調 負 荷 の低 減 を図 るため、夏 季 及 び冬 季 時 の外 気 導 入 量 の制 御 、

中 間 期 （春 季 及 び秋 季 ）の全 熱 交 換 器 の運 転 停 止 等 を実 施 すること。

ｷ 中 間 期 （春 季 及 び秋 季 ）には、外 気 を直 接 室 内 に導 入 して冷 房 を行 う

など、熱 源 エネルギーの削 減 を図 ること。

⑶ 事 務 用 機 器  

ｱ 複 写 機 （以 下 「コピー機 」という。）、印 刷 機 （以 下 「プリンター」という。）、

ファクシミリ等 に省 エネモードの設 定 がある場 合 は、当 該 設 定 を実 施 するこ

と。

ｲ コピー機 及 びプリンターについて、業 務 終 了 時 に速 やかに停 止 すること。

ｳ 個 人 用 のパーソナルコンピューター（以 下 「パソコン」という。）等 について

は、離 席 時 等 の不 使 用 時 には、待 機 電 力 の削 減 のため電 源 を切 ることを

徹 底 すること。

⑷ 共 用 設 備  

ｱ 共 用 設 備 では、便 所 の便 座 ヒーター、給 湯 器 等 の設 定 温 度 を把 握 し、

季 節 に応 じた設 定 温 度 の変 更 を実 施 すること。

ｲ 自 動 販 売 機 の照 明 については、夜 間 営 業 がない場 合 等 には、夜 間 、休

日 等 のタイマーによる消 灯 を実 施 すること。

ｳ 飲 料 用 自 動 販 売 機 については、夜 間 営 業 等 がない場 合 等 には、夜 間 、

休 日 等 のタイマーによる停 止 を実 施 すること。

ｴ 屋 外 照 明 （屋 外 灯 ・駐 車 場 灯 ・看 板 灯 ）は、明 るさによる自 動 点 滅 器 、

タイマー等 による季 節 に応 じた点 灯 時 間 の管 理 を実 施 すること。

ｵ 屋 内 駐 車 場 の換 気 時 間 を把 握 し、換 気 の不 要 時 間 帯 における換 気 設

備 の停 止 を実 施 すること。

２ 運用対策 （産業部門 ）

対 象 となる設 備 対 策 内 容

⑴ 産 業 設 備 全 般  

ｱ 作 業 効 率 の維 持 又 は向 上 のため、４ S （整 理 、整 頓 、清 潔 及 び清 掃 ）

を徹 底 すること。

ｲ 作 業 効 率 が最 適 となるよう、作 業 動 線 を考 慮 した機 器 配 置 とすること。

⑵ 生 産 設 備  

ｱ 機 器 の特 性 の把 握 、特 に負 荷 に対 する効 率 を把 握 し、機 器 リストを作

成 すること。

ｲ 運 転 方 法 をルール化 し、不 用 時 の停 止 をこまめに実 施 すること。

ｳ 生 産 設 備 の日 常 的 な運 転 時 の電 流 、電 圧 等 を記 録 し、管 理 すること。

ｴ 同 種 の機 器 が複 数 ある場 合 には、効 率 の良 い機 器 から優 先 的 な運 転

を実 施 すること。

ｵ 同 種 の機 器 が複 数 ある場 合 には、負 荷 に応 じて最 も効 率 の良 い運 転

台 数 での運 転 を実 施 すること。

⑶ 受 変 電 設 備  

ｱ 最 大 負 荷 時 、最 低 負 荷 時 などの機 器 の運 転 状 況 に応 じた受 電 力 率 を

把 握 し、その記 録 を管 理 すること。

ｲ 機 器 の起 動 順 序 、運 転 時 間 等 の運 転 方 法 の変 更 、機 器 更 新 時 など

機 会 をとらえ、契 約 電 力 の見 直 しを行 うこと。

⑷ コン プレ ッ サ 設 備  

ｱ 通 常 の運 転 状 態 の把 握 のために、圧 縮 空 気 の系 統 図 の作 成 、圧 縮 空

気 の使 用 設 備 のリストを作 成 し、省 エネルギー対 策 の基 本 データとして整

備 すること。



ｲ 配 管 系 統 からの漏 れによる損 失 の低 減 のため、エア漏 れの確 認 を行 うこ

と。

ｳ コンプレッサ出 口 、エアドライヤ及 びタンクの前 後 並 びに使 用 端 の圧 力 を

日 常 的 に記 録 し、圧 力 の管 理 をすること。

ｴ 吐 出 圧 力 については、供 給 される側 の機 器 の最 低 必 要 圧 力 を確 認 し、

配 管 ロス等 を考 慮 の上 、使 用 圧 力 に応 じた適 正 な吐 出 圧 力 に調 整 する

こと。

ｵ コンプレッサが複 数 台 設 置 されている場 合 には、負 荷 に応 じて最 も効 率

の良 い運 転 台 数 での運 転 を実 施 すること。

⑸ ボ イ ラ 設 備  

ｱ 通 常 の運 転 状 態 の把 握 のために、燃 料 使 用 量 、給 水 量 、運 転 時 間 の

日 常 的 な記 録 、蒸 気 の系 統 図 の作 成 、蒸 気 の使 用 設 備 のリスト作 成 、

ボイラ単 体 効 率 の把 握 をし、省 エネルギー対 策 の基 本 データとして整 備

すること。

ｲ 蒸 気 を用 いて加 熱 等 を行 う設 備 については、加 熱 設 備 内 部 及 び蒸 気

管 での放 熱 を防 止 するため、不 要 時 には蒸 気 供 給 バルブの閉 止 を実 施

すること。

ｳ 生 産 設 備 が稼 動 できるようになるまでのボイラの暖 機 時 間 を把 握 し、暖

機 運 転 時 間 の短 縮 をすること。また、季 節 に応 じた暖 機 運 転 時 間 の設 定

を行 うこと。

ｴ ボイラのブローについては、過 剰 なブロー量 による熱 の損 失 を防 止 するた

め、定 期 的 に給 水 及 びボイラ水 の水 質 分 析 を行 い、可 能 な限 りブロー量

を低 減 すること。

ｵ 蒸 気 圧 力 については、供 給 される側 の機 器 の最 低 必 要 圧 力 を確 認 し、

配 管 ロス等 を考 慮 の上 、使 用 圧 力 に応 じた適 正 な圧 力 へ調 整 すること。

ｶ 熱 源 が複 数 ある場 合 には、使 用 量 に応 じて最 も効 率 の良 い運 転 台 数 で

の運 転 を実 施 すること。

ｷ 空 気 比 を確 認 し、燃 料 の消 費 が少 なく、最 適 な燃 焼 効 率 が得 られるよう

調 整 を実 施 すること。

⑹ 給 排 水 設 備  

ｱ 漏 水 による無 駄 を防 止 するため、終 業 時 及 び始 業 時 に使 用 量 を計 量

器 で確 認 し、漏 水 の有 無 を確 認 すること。

ｲ 機 器 の洗 浄 時 間 等 の水 利 用 方 法 に関 する基 準 を作 成 し、水 使 用 量 の

抑 制 を実 施 すること。

⑺  ⑴ か ら ⑹ ま で 以 外 の 業 務 用

設 備

ｱ  ⑴ か ら ⑹ ま で 以 外 の 業 務 用 設 備 に つ い て は 、 業 種 特 有 の 機 器 を 中 心

に、営 業 時 間 外 等 の不 要 時 の停 止 を実 施 すること。

ｲ  ⑴ か ら ⑹ ま で 以 外 の 業 務 用 設 備 に つ い て は 、 業 種 特 有 の 機 器 を 中 心

に、効 率 的 な使 用 方 法 を検 討 し、使 用 方 法 等 を表 示 することにより、使

用 者 への意 識 啓 発 を図 ること。

３ 運用対策 （業務部門 ）

対 策 分 類

対 策 内 容

対 象 事 業 者 対 象 となる設 備

⑴  飲 食 系 の

業 種

ｱ ちゅう房 ・バッ

クヤードの照 明

設 備

(ｱ ) 荷 物 等 が照 明 の障 害 となり、照 度 低 下 が発 生 しないよう、定 期 的 な確

認 とともに、整 理 整 頓 を徹 底 すること。

( ｲ ) バックヤードについては、点 灯 及 び消 灯 の基 準 を作 成 し、不 要 時 の消

灯 をこまめに実 施 すること。

ｲ 客 室 等 の 照

明 設 備

(ｱ ) 営 業 前 後 の準 備 及 び片 付 けの時 間 帯 の客 室 照 明 については、点 灯

及 び消 灯 の基 準 を作 成 し、不 要 箇 所 の消 灯 をこまめに実 施 すること。

( ｲ ) 客 数 の少 ない時 間 帯 には、可 能 な限 り客 席 を集 約 し、点 灯 範 囲 を限

定 する等 の点 灯 管 理 を実 施 すること。



ｳ ちゅう房 ・バッ

クヤードの空 調

設 備

(ｱ ) 空 調 の吹 出 口 の直 近 の荷 物 等 による通 風 障 害 が発 生 しないよう、定

期 的 な確 認 とともに、整 理 整 頓 を徹 底 すること。

( ｲ ) ちゅう房 の換 気 量 を見 直 し、過 度 の空 調 負 荷 にならないよう換 気 量 の

適 正 化 を図 ること。

ｴ 客 室 等 の 空

調 設 備

(ｱ ) 温 度 計 を使 用 して室 内 温 度 状 態 を把 握 し、風 量 、冷 暖 房 温 度 及 び

湿 度 を適 正 な値 に設 定 すること。

( ｲ ) 営 業 前 後 の準 備 及 び片 付 けの時 間 帯 の空 調 設 備 については、作 業

エリアに限 定 するなど基 準 を作 成 し、不 要 箇 所 の運 転 をこまめに停 止 す

ること。

( ｳ ) 客 数 の多 寡 が生 じる時 間 帯 に応 じた、空 調 のこまめな運 転 管 理 を実

施 すること。

ｵ ちゅう房 設 備

(ｱ ) 加 熱 用 機 器 の使 用 では、適 切 な加 熱 時 間 を検 討 し、その目 安 となる

時 間 を表 示 して無 駄 な加 熱 の抑 制 を図 ること。

( ｲ ) 加 熱 用 機 器 については、加 熱 時 の熱 損 失 を低 減 するため、加 熱 時 は

ふたをするよう表 示 し、指 導 すること。

( ｳ ) 水 栓 器 具 の近 傍 に節 水 を促 す表 示 をし、使 用 者 への意 識 啓 発 を図

ること。

(ｴ ) 調 理 用 機 器 、食 器 用 洗 浄 機 等 については、効 率 的 な使 用 方 法 を検

討 し、その方 法 を機 器 の近 傍 に表 示 することにより、使 用 者 への意 識 啓

発 を図 ること。

ｶ 冷 凍 冷 蔵 設

備

(ｱ ) 冷 凍 冷 蔵 庫 については、内 容 物 に適 した冷 凍 温 度 及 び冷 蔵 温 度 を

把 握 し、適 正 な温 度 設 定 を行 うことで過 冷 却 の防 止 を図 ること。

( ｲ ) 冷 凍 及 び冷 蔵 の適 正 温 度 については、庫 外 に表 示 するなど、使 用 者

への意 識 啓 発 を図 ること。

(ｳ ) 冷 凍 冷 蔵 庫 からの材 料 出 しについては、材 料 の収 納 位 置 を庫 外 に表

示 し、冷 凍 冷 蔵 庫 の開 閉 時 間 の短 縮 を図 ること。

ｷ ア か ら カ ま で

以 外 の業 務 用

設 備

(ｱ ) ｱからｶまで以 外 の業 務 用 設 備 については、営 業 時 間 外 等 の不 要 時

の停 止 を実 施 すること。

(ｲ ) ｱからｶまで以 外 の業 務 用 設 備 については、効 率 的 な使 用 方 法 を検 討

し、使 用 方 法 等 を表 示 することにより、使 用 者 への意 識 啓 発 を図 ること。

⑵  温 水 利 用

系 の業 種

ｱ 利 用 室 等 の

照 明 設 備

(ｱ ) 利 用 室 の点 灯 範 囲 が分 割 されている場 合 は、点 灯 範 囲 の現 状 を把

握 し、従 業 員 等 が認 識 するようスイッチに当 該 点 灯 範 囲 を表 示 するこ

と。

( ｲ ) 採 光 を利 用 できる場 所 において、採 光 のある時 間 帯 は積 極 的 に採 光

を利 用 し、消 灯 を実 施 すること。

(ｳ ) 利 用 室 、倉 庫 等 については、点 灯 及 び消 灯 の基 準 を作 成 し、不 要 時

の消 灯 をこまめに実 施 すること。

ｲ 利 用 室 の 空

調 設 備

(ｱ ) 利 用 客 数 を時 間 帯 別 に把 握 し、客 の多 寡 により空 調 温 度 の設 定 のこ

まめな変 更 を実 施 すること。

( ｲ ) 空 調 の運 転 範 囲 が分 かれている場 合 、その範 囲 を把 握 し、従 業 員 等

が認 識 するようスイッチに運 転 範 囲 を表 示 すること。

(ｳ ) 終 業 時 刻 より早 めの空 調 停 止 が可 能 な場 合 は実 施 すること。

(ｴ ) 温 度 計 等 を活 用 して室 内 温 度 条 件 を把 握 し、風 量 、冷 暖 房 温 度 及

び湿 度 を適 正 な値 に設 定 すること。

(ｵ ) 空 き室 、不 在 時 等 の不 要 時 の空 調 停 止 をこまめに実 施 すること。

(ｶ ) 中 央 熱 源 方 式 空 調 の場 合 、熱 源 機 器 等 の設 定 を把 握 し、季 節 に応

じた設 定 値 の変 更 を実 施 すること。



ｳ 給 湯 設 備

(ｱ ) 季 節 に応 じた設 定 温 度 の見 直 しを実 施 すること。

( ｲ ) 配 管 での放 熱 損 失 が少 なくなるよう設 定 温 度 と使 用 場 所 との温 水 温

度 差 を管 理 すること。

( ｳ ) 利 用 客 数 とガス消 費 量 との関 係 を把 握 し、利 用 客 数 に対 するガス消

費 量 の割 合 の低 減 を図 ること。

( ｴ ) 熱 源 設 備 が複 数 ある場 合 は、負 荷 に応 じて最 も効 率 の良 い運 転 台

数 での運 転 を実 施 すること。

ｴ 給 排 水 設 備

(ｱ ) 漏 水 による無 駄 を防 止 するため、終 業 ・始 業 時 に使 用 量 を計 量 器 で

確 認 し、漏 水 の有 無 を確 認 すること。

( ｲ ) 利 用 客 数 と水 道 使 用 量 との関 係 を把 握 し、利 用 客 数 に対 する水 道

使 用 量 の割 合 の低 減 を図 ること。

ｵ ア か ら エ ま で

以 外 の業 務 用

設 備

(ｱ ) ｱからｴまで以 外 の業 務 用 設 備 については、営 業 時 間 外 等 の不 要 時

の停 止 を実 施 すること。

(ｲ ) ｱからｴまで以 外 の業 務 用 設 備 については、効 率 的 な使 用 方 法 を検 討

し、使 用 方 法 等 を表 示 することにより、使 用 者 への意 識 啓 発 を図 ること。

⑶  宿 泊 型 系

の業 種

ｱ 共 用 部 の 空

調 設 備

(ｱ ) 利 用 客 数 を時 間 帯 別 に把 握 し、客 の多 寡 により空 調 温 度 の設 定 のこ

まめな変 更 を実 施 すること。

(ｲ ) 中 央 熱 源 方 式 空 調 の場 合 、熱 源 機 器 等 の設 定 を把 握 し、季 節 に応

じた設 定 値 の変 更 を実 施 すること。

ｲ ちゅう房 設 備

(ｱ ) 加 熱 用 機 器 の使 用 では、適 切 な加 熱 時 間 を検 討 し、その目 安 となる

時 間 を表 示 して無 駄 な加 熱 を抑 制 すること。

( ｲ ) 加 熱 用 機 器 については、加 熱 時 の熱 損 失 を低 減 するため、加 熱 時 は

ふたをするよう表 示 し、指 導 すること。

( ｳ ) 水 栓 器 具 の近 傍 に節 水 を促 す表 示 をし、使 用 者 への意 識 啓 発 を図

ること。

(ｴ ) 調 理 用 機 器 、食 器 用 洗 浄 機 等 については、効 率 的 な使 用 法 を検 討

し、その方 法 を機 器 の近 傍 に表 示 することにより、使 用 者 への意 識 啓 発

を図 ること。

ｳ 給 湯 設 備

(ｱ ) 季 節 に応 じた設 定 温 度 の見 直 しを実 施 すること。

( ｲ ) 配 管 での放 熱 損 失 が少 なくなるよう設 定 温 度 と使 用 場 所 との温 水 温

度 差 を管 理 すること。

( ｳ ) 利 用 客 数 とガス消 費 量 との関 係 を把 握 し、利 用 客 数 に対 するガス消

費 量 の割 合 の低 減 を図 ること。

( ｴ ) 熱 源 設 備 が複 数 ある場 合 は、負 荷 に応 じて最 も効 率 の良 い運 転 台

数 での運 転 を実 施 すること。

ｴ 給 排 水 設 備

(ｱ ) 漏 水 による無 駄 を防 止 するため、終 業 ・始 業 時 に使 用 量 を計 量 器 で

確 認 し、漏 水 の有 無 を確 認 すること。

( ｲ ) 利 用 客 数 と水 道 使 用 量 との関 係 を把 握 し、利 用 客 数 に対 する水 道

使 用 量 の割 合 の低 減 を図 ること。

ｵ ア か ら エ ま で

以 外 の業 務 用

設 備

(ｱ ) ｱからｴまで以 外 の業 務 用 設 備 については、営 業 時 間 外 等 の不 要 時

の停 止 を実 施 すること。

( ｲ ) アからエまで以 外 の業 務 用 設 備 については、効 率 的 な使 用 方 法 を検

討 し、使 用 方 法 等 を表 示 することにより、使 用 者 への意 識 啓 発 を図 るこ

と。

⑷  ⑴ か ら ⑶ ま

で 以 外 の サ

ｱ 客 室 等 の 照

明 設 備

(ｱ ) 点 灯 及 び消 灯 の基 準 を作 成 し、不 要 時 の消 灯 をこまめに実 施 するこ

と。



ー ビ ス 系 の

業 種
(ｲ ) 採 光 を利 用 できる場 所 において、採 光 のある時 間 帯 は積 極 的 に採 光

を利 用 し、消 灯 を実 施 すること。

ｲ 客 室 等 の 空

調 設 備

(ｱ ) 利 用 客 数 を時 間 帯 別 に把 握 し、客 の多 寡 により空 調 温 度 の設 定 のこ

まめな変 更 を実 施 すること。

( ｲ ) 空 調 の運 転 範 囲 が分 かれている場 合 、その範 囲 を把 握 し、従 業 員 等

が認 識 するようスイッチに運 転 範 囲 を表 示 すること。

(ｳ ) 終 業 時 刻 より早 めの空 調 停 止 が可 能 な場 合 は実 施 すること。

(ｴ ) 温 度 計 等 を活 用 して室 内 温 度 条 件 を把 握 し、風 量 、冷 暖 房 温 度 及

び湿 度 を適 正 な値 に設 定 すること。

(ｵ ) 空 き室 、不 在 時 等 の不 要 時 の空 調 停 止 をこまめに実 施 すること。

(ｶ ) 中 央 熱 源 方 式 の空 調 の場 合 、熱 源 機 器 等 の設 定 を把 握 し、季 節 に

応 じた設 定 値 の変 更 を実 施 すること。

ｳ  ⑴ か ら ⑶ ま で

以 外 の サ ー ビ

ス 系 の 業 種 で

主 に 使 用 す る

設 備 等

( ｱ )  ⑴ か ら ⑶ ま で 以 外 の サ ー ビ ス 系 の 業 種 で 主 に 使 用 す る 設 備 並 び に ア

及 びイ以 外 の業 務 用 設 備 については、営 業 時 間 外 等 の不 要 時 の停 止

を実 施 すること。

( ｲ )  ⑴ から ⑶まで 以 外 の サ ー ビス系 の 業 種 で主 に 使 用 する 設 備 並 びに ア 及

びイ以 外 の業 務 用 設 備 については、効 率 的 な使 用 方 法 を検 討 し、使

用 方 法 等 を表 示 することにより、使 用 者 への意 識 啓 発 を図 ること。

⑸  食 品 小 売

系 の業 種

ｱ 売 場 等 の 照

明 設 備

(ｱ ) 点 灯 範 囲 が分 割 されている場 合 は、点 灯 範 囲 の現 状 を把 握 し、従 業

員 等 が認 識 するようスイッチに当 該 点 灯 範 囲 を表 示 すること。

( ｲ ) 営 業 前 後 の準 備 及 び片 付 けの時 間 帯 の客 室 照 明 については、点 灯

及 び消 灯 の基 準 を作 成 し、不 要 箇 所 の消 灯 をこまめに実 施 すること。

( ｳ ) バックヤードについては、点 灯 及 び消 灯 の基 準 を作 成 し、不 要 時 の消

灯 をこまめに実 施 すること。

( ｴ ) 展 示 品 用 スポット照 明 については、過 剰 な設 置 台 数 とならないよう照

射 位 置 の調 整 を実 施 すること。

ｲ 売 場 等 の 空

調 設 備

(ｱ ) 利 用 客 数 を時 間 帯 別 に把 握 し、客 の多 寡 により空 調 温 度 の設 定 のこ

まめな変 更 を実 施 すること。

( ｲ ) 空 調 の運 転 範 囲 が分 かれている場 合 、その範 囲 を把 握 し、従 業 員 等

が認 識 するようスイッチに運 転 範 囲 を表 示 すること。

(ｳ ) 終 業 時 刻 より早 めの空 調 停 止 が可 能 な場 合 は実 施 すること。

(ｴ ) 温 度 計 等 を活 用 して室 内 温 度 条 件 を把 握 し、風 量 、冷 暖 房 温 度 及

び湿 度 を適 正 な値 に設 定 すること。

(ｵ ) 空 き室 、不 在 時 等 の不 要 時 の空 調 停 止 をこまめに実 施 すること。

(ｶ ) 中 央 熱 源 方 式 の空 調 の場 合 、熱 源 機 器 等 の設 定 を把 握 し、季 節 に

応 じた設 定 値 の変 更 を実 施 すること。

ｳ 冷 凍 冷 蔵 設

備

(ｱ ) 冷 凍 冷 蔵 庫 については、内 容 物 に適 した冷 凍 温 度 及 び冷 蔵 温 度 を

把 握 し、適 正 な温 度 設 定 を行 うことで過 冷 却 の防 止 を図 ること。

( ｲ ) 冷 凍 及 び冷 蔵 の適 正 温 度 については、庫 外 に表 示 するなど、使 用 者

への意 識 啓 発 を図 ること。

(ｳ ) 冷 凍 冷 蔵 庫 からの材 料 出 しについては、材 料 の収 納 位 置 を庫 外 に表

示 し、冷 凍 冷 蔵 庫 の開 閉 時 間 の短 縮 を図 ること。



( ｴ ) 冷 凍 冷 蔵 ショーケースにナイトカバーが附 属 している機 種 については、

営 業 終 了 後 のナイトカバーの設 置 を徹 底 して実 施 すること。

(ｵ ) 冷 凍 冷 蔵 ショーケースについては、冷 気 噴 出 し口 の周 辺 を整 理 し、陳

列 物 が原 因 となる冷 却 効 率 低 下 の防 止 を徹 底 すること。

ｴ ｱからｳまで以

外 の業 務 用 設

備

(ｱ ) アからウまで以 外 の業 務 用 設 備 については、営 業 時 間 外 等 の不 要 時

の停 止 を実 施 すること。

( ｲ ) アからウまで以 外 の業 務 用 設 備 については、効 率 的 な使 用 方 法 を検

討 し、使 用 方 法 等 を表 示 することにより、使 用 者 への意 識 啓 発 を図 るこ

と。

⑹  ⑸ 以 外 の

小 売 系 の業

種

ｱ 売 場 等 の 照

明 設 備

(ｱ ) 点 灯 範 囲 が分 割 されている場 合 は、点 灯 範 囲 の現 状 を把 握 し、従 業

員 等 が認 識 するようスイッチに当 該 点 灯 範 囲 を表 示 すること。

( ｲ ) 営 業 前 後 の準 備 及 び片 付 けの時 間 帯 の客 室 照 明 については、点 灯

及 び消 灯 の基 準 を作 成 し、不 要 箇 所 の消 灯 をこまめに実 施 すること。

( ｳ ) バックヤードについては、点 灯 及 び消 灯 の基 準 を作 成 し、不 要 時 の消

灯 をこまめに実 施 すること。

( ｴ ) 展 示 品 用 スポット照 明 については、過 剰 な設 置 台 数 とならないよう調

整 を実 施 すること。

ｲ 売 場 等 の 空

調 設 備

(ｱ ) 利 用 客 数 を時 間 帯 別 に把 握 し、客 の多 寡 により空 調 温 度 の設 定 のこ

まめな変 更 を実 施 すること。

( ｲ ) 空 調 の運 転 範 囲 が分 かれている場 合 、その範 囲 を把 握 し、従 業 員 等

が認 識 するようスイッチに運 転 範 囲 を表 示 すること。

(ｳ ) 終 業 時 刻 より早 めの空 調 停 止 が可 能 な場 合 は実 施 すること。

(ｴ ) 温 度 計 等 を活 用 して室 内 温 度 を把 握 し、過 冷 却 等 にならないよう、風

量 、冷 暖 房 温 度 及 び湿 度 を適 正 な値 に設 定 すること。

(ｵ ) 空 き室 、不 在 時 等 の不 要 時 の空 調 停 止 をこまめに実 施 すること。

(ｶ ) 中 央 熱 源 方 式 の空 調 の場 合 、熱 源 機 器 等 の設 定 を把 握 し、季 節 に

応 じた設 定 値 の変 更 を実 施 すること。

ｳ ( 5 ) 以 外 の小

売 系 の業 種 で

主 に 使 用 す る

設 備 等

( ｱ )  ⑸ 以 外 の 小 売 系 の 業 種 で 主 に 使 用 す る 設 備 並 び に ア 及 び イ 以 外 の

業 務 用 設 備 については、営 業 時 間 外 等 の不 要 時 の停 止 を実 施 するこ

と。

( ｲ )  ⑸ 以 外 の 小 売 系 の 業 種 で 主 に 使 用 す る 設 備 並 び に ア 及 び イ 以 外 の

業 務 用 設 備 については、効 率 的 な使 用 方 法 を検 討 し、使 用 方 法 等 を

表 示 することにより、使 用 者 への意 識 啓 発 を図 ること。

⑺  テ ナ ン ト ビ

ル の 所 有 者

等

ｱ 共 用 部 の 照

明 設 備

(ｱ ) 利 用 時 間 に応 じて、フロアごとの点 灯 及 び消 灯 を実 施 すること。

( ｲ ) 階 段 照 明 については、消 灯 の可 否 を検 討 し、可 能 な場 合 には消 灯 を

実 施 すること。

ｲ 共 用 部 の 空

調 設 備

( ｱ ) 温 度 計 等 を活 用 して共 用 部 の温 度 を把 握 し、その温 度 に応 じた風

量 、冷 暖 房 温 度 及 び湿 度 を適 正 な値 に設 定 すること。

(ｲ ) 共 用 部 の空 調 がフロアごとに停 止 可 能 な場 合 は、テナント等 の営 業 時

間 に合 わせるなどフロアごとの運 転 管 理 を実 施 すること。

(ｳ ) 中 央 熱 源 方 式 の空 調 設 備 の場 合 、熱 源 機 器 等 の設 定 を把 握 し、季

節 に応 じた設 定 値 の変 更 を実 施 すること。

ｳ ア及 びイ以 外

の業 務 用 設 備

(ｱ ) ア及 びイ以 外 の業 務 用 設 備 については、営 業 時 間 外 等 の不 要 時 の

停 止 を実 施 すること。



( ｲ ) ア及 びイ以 外 の業 務 用 設 備 については、効 率 的 な使 用 方 法 を検 討

し、使 用 方 法 等 を表 示 することにより、使 用 者 への意 識 啓 発 を図 ること。

第３ 設備保守対策

１ 産業部門

対 象 となる設 備 対 策 内 容

⑴ 照 明 設 備  
適 正 な照 度 を維 持 するため、ランプ及 び反 射 板 の清 掃 、定 期 的 なランプ

の交 換 など、定 期 的 に保 守 及 び点 検 を実 施 すること。

⑵  空 調 ・ 換

気 設 備

ｱ 中 央 熱 源 方

式 空 調 設 備

熱 源 設 備 、空 調 機 器 、ポンプ、ファン、配 管 、ダクト、冷 却 塔 等 について

は、個 別 機 器 の効 率 及 び空 調 設 備 全 体 の総 合 的 な効 率 を良 好 な状 態 に

維 持 するため、フィルター、熱 交 換 器 、凝 縮 器 、コイルフィンなどの清 掃 等 、

定 期 的 に保 守 及 び点 検 を実 施 すること。

ｲ 個 別 方 式 空

調 設 備

圧 損 による効 率 低 下 を防 ぐため、フィルターのこまめな清 掃 など、定 期 的

に保 守 及 び点 検 を実 施 すること。

ｳ 換 気 設 備
圧 損 による効 率 低 下 を防 ぐため、フィルターのこまめな清 掃 など、定 期 的

に保 守 及 び点 検 を実 施 すること。

⑶ 生 産 設 備  

( ｱ ) 生 産 設 備 については、機 器 の効 率 を維 持 するため、運 転 状 況 を確 認

し、消 耗 品 を交 換 等 するなど定 期 的 な保 守 及 び点 検 を実 施 すること。

(ｲ ) 配 管 での圧 力 損 失 を防 ぐため、ポンプのストレーナー及 び送 風 機 のフィ

ルターの清 掃 を定 期 的 に実 施 すること。

⑷ コン プレ ッ サ 設 備  

( ｱ ) 配 管 系 統 からの漏 れによる損 失 を低 減 するために、定 期 的 にエア漏 れ

箇 所 の点 検 及 び補 修 を実 施 すること。

(ｲ ) コンプレッサの効 率 を維 持 するために、定 期 的 な点 検 を実 施 すること。

⑸ ボ イ ラ 設 備  

( ｱ ) ボイラの燃 焼 効 率 を維 持 するため、定 期 的 な保 守 及 び点 検 を実 施 す

ること。

(ｲ ) スチームトラップについては、動 作 不 良 等 による蒸 気 の漏 えい及 び閉 そ

くを防 止 するため、定 期 的 に保 守 及 び点 検 を実 施 すること。

( ｳ ) 配 管 系 統 からの漏 れによる損 失 を低 減 するために、定 期 的 に蒸 気 漏

れ箇 所 の点 検 及 び補 修 を実 施 すること。

( ｴ ) ボイラへの給 水 は、伝 熱 管 へのスケールの付 着 及 びスラッジ等 の沈 で

んを防 止 し、ボイラの効 率 を維 持 するため、日 本 工 業 規 格 B82 2 3 （ボイ

ラの給 水 及 びボイラ水 の水 質 ）の規 定 により水 質 管 理 を実 施 すること。

⑹ 給 排 水 設 備  
漏 水 による無 駄 を防 止 するため、終 業 時 及 び始 業 時 に使 用 量 を計 量 器

で確 認 し、漏 水 の有 無 を確 認 すること。

⑺ ⑴ から⑹ まで 以 外 の 業 務 用

設 備
設 備 の効 率 を維 持 するため定 期 的 に保 守 及 び点 検 を実 施 すること。

２ 業務部門

対 象 となる設 備 対 策 内 容

⑴ 照 明 設 備  
適 正 な照 度 を維 持 するため、ランプ及 び反 射 板 の清 掃 、定 期 的 なランプ

の交 換 など、定 期 的 に保 守 及 び点 検 を実 施 すること。

⑵  空 調 ・ 換

気 設 備

ｱ 中 央 熱 源 方

式 空 調 設 備

熱 源 設 備 、空 調 機 器 、ポンプ、ファン、配 管 、ダクト、冷 却 塔 等 について

は、個 別 機 器 の効 率 及 び空 調 設 備 全 体 の総 合 的 な効 率 を良 好 な状 態 に

維 持 するため、フィルター、熱 交 換 器 、凝 縮 器 、コイルフィンなどの清 掃 等 、

定 期 的 に保 守 及 び点 検 を実 施 すること。



ｲ 個 別 方 式 空

調 設 備

圧 損 による効 率 低 下 を防 ぐため、フィルターのこまめな清 掃 など、定 期 的

に保 守 及 び点 検 を実 施 すること。

ｳ 換 気 設 備
圧 損 による効 率 低 下 を防 ぐため、フィルターのこまめな清 掃 など、定 期 的

に保 守 及 び点 検 を実 施 すること。

⑶ 給 湯 設 備
中 央 方 式 給

湯 設 備

(ｱ ) 給 湯 設 備 については、熱 源 の効 率 維 持 のため、ボイラ等 の定 期 的 な

保 守 及 び点 検 を実 施 すること。

( ｲ ) ボイラ等 については、空 気 比 を確 認 し、燃 料 の消 費 が少 なく、最 適 な

燃 焼 効 率 が得 られるよう調 整 を実 施 すること。

⑷ ⑴ から⑶ まで 以 外 の 業 務 用

設 備
設 備 の効 率 を維 持 するため定 期 的 に保 守 及 び点 検 を実 施 すること。

第４ 設備導入対策

１ 産業部門

対 策 分 類

対 策 内 容
対 象 となる

設 備
対 策 項 目

⑴照 明 設 備  

ｱ 屋 内 ランプの

高 効 率 化

既 設 のランプより高 効 率 なランプの採 用 が可 能 な場 合 は、ランプ交 換 の機

会 をとらえて順 次 高 効 率 のランプを導 入 すること。

ｲ 屋 内 照 明 器

具 の高 効 率 化

(ｱ ) 既 設 の照 明 器 具 が磁 気 回 路 式 安 定 器 を使 用 している場 合 には、稼

働 時 間 、照 明 方 式 等 を踏 まえ、電 子 式 安 定 器 （H f 型 ）へ更 新 するこ

と。

( ｲ ) 照 明 器 具 の更 新 、新 設 等 の機 会 をとらえ、既 設 照 明 の点 灯 回 路 、ラ

ンプ方 式 、照 度 等 を勘 案 し、順 次 高 効 率 の照 明 器 具 （H f 型 等 ）を導

入 すること。

ｳ 屋 内 照 明 の

点 灯 回 路 の細

分 化

(ｱ ) 照 明 スイッチと点 灯 範 囲 との対 応 を確 認 し、不 要 な範 囲 の照 明 が点

灯 する場 合 には、必 要 な範 囲 の点 灯 となるよう点 灯 回 路 の細 分 化 を行

うこと。

( ｲ ) 消 し忘 れしやすい場 所 には、稼 働 時 間 、照 明 方 式 等 を踏 まえ、人 感

センサーなどを導 入 すること。

ｴ 屋 外 ランプの

高 効 率 化

既 設 のランプより高 効 率 なランプの採 用 が可 能 な場 合 は、ランプ交 換 の機

会 をとらえて順 次 高 効 率 のランプの導 入 を実 施 すること。

ｵ 屋 外 照 明 器

具 の高 効 率 化

(ｱ ) 既 設 の照 明 器 具 が磁 気 回 路 式 安 定 器 を使 用 している場 合 には、稼

働 時 間 、照 明 方 式 等 を踏 まえ、電 子 式 安 定 器 （H f 型 ）へ更 新 するこ

と。

( ｲ ) 照 明 器 具 の更 新 ・新 設 等 の機 会 をとらえて、既 設 照 明 の点 灯 回 路 、

ランプ方 式 、照 度 等 を勘 案 し、順 次 高 効 率 の照 明 器 具 （H f 型 、メタル

ハライドなど）を導 入 すること。その際 、既 設 照 明 による照 度 を勘 案 し、過

剰 な照 明 にならないよう配 慮 すること。

⑵ 空 調 設 備

（中 央 熱 源

方 式 ）

ｱ 冷 温 水 配 管

の保 温

冷 温 水 配 管 、継 ぎ手 、バルブ等 の配 管 系 の断 熱 性 能 が不 十 分 と認 めら

れる場 合 には、断 熱 強 化 を図 ること。その際 、日 本 工 業 規 格 A9 5 0 1 （保

温 保 冷 工 事 施 工 標 準 ）及 びこれに準 じる規 格 に規 定 するところにより行 うこ

と。

ｲ 搬 送 動 力 の

負 荷 に 応 じ た

制 御 の導 入

(ｱ ) 搬 送 動 力 （ポンプ及 びファン）については、更 新 、新 設 等 の機 会 をとら

えて、順 次 高 効 率 モータの導 入 を実 施 すること。

( ｲ ) インバータ制 御 によるエネルギー低 減 が大 きいと見 込 まれる場 合 、ポン

プ及 びファンには、インバータの導 入 により使 用 する流 量 及 び圧 力 に応

じた可 変 速 制 御 の導 入 を実 施 すること。



ｳ 冷 温 熱 源 機

の高 効 率 化

空 調 の冷 温 熱 源 機 器 については、更 新 、新 設 等 の機 会 をとらえて、順 次

高 効 率 な熱 源 機 器 の導 入 を実 施 すること。その際 、更 新 前 の機 器 の容 量

と実 際 の使 用 で発 揮 している能 力 との比 較 ・検 討 をし、適 正 な容 量 を選 定

すること。

⑶ 空 調 設 備

（個 別 方 式 ）

空 調 機 の効 率

化

更 新 、新 設 等 の機 会 をとらえて、順 次 高 効 率 な機 器 の導 入 を実 施 するこ

と。

⑷ 生 産 設 備
モ ー タ の 高 効

率 化

(ｱ ) 更 新 、新 設 等 の機 会 をとらえて、稼 働 時 間 、駆 動 方 式 等 を踏 まえ、順

次 高 効 率 モータの導 入 を実 施 すること。

( ｲ ) 負 荷 変 動 が大 きい設 備 には、使 用 状 況 、更 新 時 期 等 について検 討

し、インバータによる可 変 速 制 御 などの導 入 をし、負 荷 変 動 に応 じた設

備 の運 転 を実 施 すること。

⑸ コン プレ ッ

サ設 備

ｱ 機 器 の 高 効

率 化

更 新 、新 設 等 の機 会 をとらえて、稼 働 時 間 、駆 動 方 式 等 を踏 まえ、順 次

高 効 率 なコンプレッサの導 入 を実 施 すること。その際 、更 新 前 の機 器 の容

量 と実 際 の使 用 で発 揮 している能 力 との比 較 ・検 討 をし、適 正 な容 量 を選

定 すること。

ｲ 機 器 の 効 率

的 な使 用

コンプレッサの吸 気 は、温 度 の低 い方 が効 率 が良 いため、低 温 かつ清 浄

な空 気 の取 入 れが可 能 な場 所 がある場 合 には、その設 置 場 所 へ移 設 をす

ること。更 新 の際 にも、給 気 効 率 を考 慮 した場 所 に設 置 すること。

⑹ ボ イ ラ 設

備

ｱ 系 統 からの放

熱 防 止 対 策

冷 温 水 配 管 、継 ぎ手 、バルブ等 の配 管 系 の断 熱 性 能 が不 十 分 と認 めら

れる場 合 には、断 熱 強 化 を図 ること。その際 、日 本 工 業 規 格 A9 5 0 1 （保

温 保 冷 工 事 施 工 標 準 ）及 びこれに準 じる規 格 に規 定 するところにより行 うこ

と。

ｲ 機 器 の 高 効

率 化

更 新 、新 設 等 の機 会 をとらえて、稼 働 時 間 や駆 動 方 式 等 を踏 まえ、順 次

高 効 率 なボイラの導 入 を実 施 すること。その際 、更 新 前 の機 器 の容 量 と実

際 の使 用 で発 揮 している能 力 との比 較 ・検 討 をし、適 正 な容 量 を選 定 する

こと。

⑺ ⑴ から⑹ ま

で以 外 の設

備

 ⑴ か ら ⑹ ま で 以

外 の 設 備 の 高

効 率 化

更 新 時 及 び新 設 時 等 には、順 次 高 効 率 な機 器 を採 用 すること。その際 、

更 新 前 の機 器 の容 量 と実 際 の使 用 で発 揮 している能 力 との比 較 ・検 討 を

し、適 正 な容 量 を選 定 すること。

２ 業務部門

対 策 分 類

対 策 内 容
対 象 となる

設 備
対 策 項 目

⑴ 照 明 設 備

ｱ 屋 内 ランプの

高 効 率 化

既 設 のランプより高 効 率 なランプの採 用 が可 能 な場 合 は、ランプ交 換 の機

会 をとらえて順 次 高 効 率 のランプを導 入 すること。

ｲ 屋 内 照 明 器

具 の高 効 率 化

(ｱ ) 既 設 の照 明 器 具 が磁 気 回 路 式 安 定 器 を使 用 している場 合 には、稼

働 時 間 、照 明 方 式 等 を踏 まえ、電 子 式 安 定 器 （H f 型 ）へ更 新 するこ

と。

( ｲ ) 照 明 器 具 の更 新 、新 設 等 の機 会 をとらえ、既 設 照 明 の点 灯 回 路 、ラ

ンプ方 式 、照 度 等 を勘 案 し、順 次 高 効 率 の照 明 器 具 （H f 型 等 ）を導

入 すること。

ｳ 屋 内 照 明 の

点 灯 回 路 の細

分 化

(ｱ ) 照 明 スイッチと点 灯 範 囲 との対 応 を確 認 し、不 要 な範 囲 の照 明 が点

灯 する場 合 には、必 要 な範 囲 の点 灯 となるよう点 灯 回 路 の細 分 化 を行

うこと。

( ｲ ) 消 し忘 れしやすい場 所 には、稼 働 時 間 、照 明 方 式 等 を踏 まえ、人 感

センサーなどを導 入 すること。

ｴ 屋 外 ランプの

高 効 率 化

既 設 のランプより高 効 率 なランプの採 用 が可 能 な場 合 は、ランプ交 換 の機

会 をとらえて順 次 高 効 率 のランプの導 入 を実 施 すること。

ｵ 屋 外 照 明 器

具 の高 効 率 化

(ｱ ) 既 設 の照 明 器 具 が磁 気 回 路 式 安 定 器 を使 用 している場 合 には、稼

働 時 間 、照 明 方 式 等 を踏 まえ、電 子 式 安 定 器 （H f 型 ）へ更 新 するこ

と。



( ｲ ) 照 明 器 具 の更 新 ・新 設 等 の機 会 をとらえて既 設 照 明 の点 灯 回 路 、ラ

ンプ方 式 、照 度 等 を勘 案 し、順 次 高 効 率 の照 明 器 具 （H f 型 、メタルハ

ライドなど ）を導 入 すること。その際 、既 設 照 明 による照 度 を勘 案 し、過

剰 な照 明 にならないよう配 慮 すること。

⑵ 空 気 調 和

設 備 （中 央

熱 源 方 式 ）

ｱ 冷 温 水 配 管

の保 温

冷 温 水 配 管 、継 ぎ手 、バルブ等 の配 管 系 の断 熱 性 能 が不 十 分 と認 めら

れる場 合 には、断 熱 強 化 を図 ること。その際 、日 本 工 業 規 格 A9 5 0 1 （保

温 保 冷 工 事 施 工 標 準 ）及 びこれに準 じる規 格 に規 定 するところにより行 うこ

と。

ｲ 搬 送 動 力 の

負 荷 に 応 じ た

制 御 の導 入

(ｱ ) 搬 送 動 力 （ポンプ及 びファン）については、更 新 、新 設 等 の機 会 をとら

えて、順 次 高 効 率 モータを導 入 すること。

( ｲ ) インバータ制 御 によるエネルギー低 減 が大 きいと見 込 まれる場 合 、ポン

プ及 びファンには、インバータの導 入 により使 用 する流 量 及 び圧 力 に応

じた可 変 速 制 御 を導 入 すること。

ｳ 冷 温 熱 源 機

の高 効 率 化

空 調 の冷 温 熱 源 機 器 については、更 新 、新 設 等 の機 会 をとらえて、順 次

高 効 率 な熱 源 機 器 の導 入 を実 施 すること。その際 、更 新 前 の機 器 の容 量

と実 際 の使 用 で発 揮 している能 力 との比 較 ・検 討 をし、適 正 な容 量 を選 定

すること。

⑶ 空 調 設 備

（個 別 方 式 ）

空 調 機 の効 率

化
更 新 、新 設 等 の機 会 をとらえて、順 次 高 効 率 な機 器 を導 入 すること。

⑷ 冷 凍 冷 蔵

設 備

ｱ 冷 凍 冷 蔵 ショ

ー ケ ー ス の 照

明 の効 率 化

トップフード照 明 を設 置 し、ショーケース内 照 明 の低 減 を図 ること。

ｲ 冷 凍 冷 蔵 ショ

ー ケ ー ス の 断

熱 化

ナイトカバーの附 属 状 況 を確 認 し、附 属 していない場 合 は、外 付 けのナイ

トカバーを設 置 すること。

ｳ 冷 凍 冷 蔵 ショ

ー ケ ー ス の 冷

凍 冷 蔵 機 能 の

高 効 率 化

(ｱ ) インバータによる可 変 速 制 御 が可 能 な場 合 、冷 凍 機 に可 変 速 制 御 を

導 入 し、負 荷 変 動 に応 じた設 備 の運 転 を実 施 すること。

(ｲ ) 更 新 時 及 び新 設 時 には、より高 効 率 な機 器 の導 入 を実 施 すること。

⑸ 給 湯 設 備

ｱ 給 湯 器 の 高

効 率 化

(ｱ ) ガス式 給 湯 器 については、更 新 時 、新 設 時 等 の機 会 をとらえて、潜 熱

回 収 型 ガス給 湯 器 など順 次 高 効 率 な機 器 の導 入 を実 施 すること。

( ｲ ) 電 気 式 給 湯 器 は、更 新 時 、新 設 時 等 の機 会 をとらえて、ヒートポンプ

式 給 湯 器 など順 次 高 効 率 な機 器 の導 入 を実 施 すること。

(ｳ ) ボイラの更 新 時 及 び新 設 時 には、順 次 高 効 率 な機 器 を採 用 すること。

その際 、更 新 前 の機 器 の容 量 と実 際 の使 用 で発 揮 している能 力 の比

較 ・検 討 をし、適 正 な容 量 を選 定 すること。

ｲ 温 水 配 管 の

保 温 の強 化

冷 温 水 配 管 、継 ぎ手 、バルブ等 の配 管 系 の断 熱 性 能 が不 十 分 と認 めら

れる場 合 には、断 熱 強 化 を図 ること。その際 、日 本 工 業 規 格 A9 5 0 1 （保

温 保 冷 工 事 施 工 標 準 ）及 びこれに準 じる規 格 に規 定 するところにより行 うこ

と。

⑹ 事 務 用 機

器

事 務 用 機 器 の

高 効 率 化

パソコン、プリンター、コピー機 、ファクシミリの更 新 時 及 び新 設 時 には、より

省 エネルギー性 能 の高 い機 器 の導 入 を実 施 すること。

⑺  ⑴ か ら ⑹ ま

で 以 外 の 設

備

 ⑴ か ら ⑹ ま で 以

外 の 設 備 の 高

効 率 化

更 新 時 及 び新 設 時 には、順 次 高 効 率 な機 器 を採 用 すること。その際 、更

新 前 の機 器 の容 量 と実 際 の使 用 で発 揮 している能 力 との比 較 ・検 討 をし、

適 正 な容 量 を選 定 すること。

第５ 組織体制の整備

対 策 分 類

対 策 内 容
実 施 主 体 対 策 項 目



１ 本 社 等

⑴  統 括 す る 立

場 にある者 のリ

ーダーシップの

発 揮

ｱ 地 球 温 暖 化 の対 策 を推 進 するための方 針 を設 定 すること。

ｲ 地 球 温 暖 化 の対 策 を推 進 する組 織 又 は責 任 者 を設 置 し、役 割 分 担 及

び責 任 の所 在 を明 確 化 すること。

⑵  推 進 体 制 の

整 備

ｱ 事 業 所 等 において統 括 する立 場 にある者 が定 めた方 針 の下 に、具 体 的

な取 組 目 標 及 び取 組 内 容 を設 定 すること。

ｲ 取 組 状 況 を定 期 的 に点 検 する体 制 を構 築 すること。

ｳ ｱで設 定 した目 標 及 び取 組 状 況 の点 検 体 制 については、一 定 期 間 、定

期 的 に精 査 を行 い、必 要 に応 じて改 善 すること。

ｴ 事 業 所 等 ごとの温 室 効 果 ガスの排 出 状 況 等 を把 握 するため、必 要 に応

じ、支 店 等 を支 援 すること。

ｵ 把 握 した温 室 効 果 ガスの排 出 状 況 等 について、整 理 及 び分 析 を行 い、

その結 果 を各 事 業 所 等 へ情 報 提 供 するなど事 業 者 全 体 で共 有 する体

制 を構 築 し、温 室 効 果 ガス排 出 量 を削 減 していく指 標 として活 用 するこ

と。

ｶ 地 球 温 暖 化 の対 策 を推 進 する組 織 横 断 的 な委 員 会 を設 置 するなど推

進 体 制 を整 備 すること。

⑶  外 部 の 専 門

家 との連 携

ｱ 専 門 的 知 識 を有 する人 材 が不 足 する場 合 には、県 が実 施 している「省

エネルギー相 談 」等 を積 極 的 に活 用 するなど、県 が提 供 する専 門 的 な知

見 及 び具 体 的 な提 案 を収 集 する体 制 を整 備 すること。

ｲ ｱに定 めるもののほか、専 門 機 関 、ビジネス事 業 者 等 の外 部 の専 門 家 と

連 携 する体 制 を整 備 すること。

⑷  従 業 員 の 育

成 ・啓 発

ｱ 従 業 員 に、地 球 温 暖 化 の対 策 を推 進 する取 組 方 法 等 の情 報 提 供 を

実 施 すること。

ｲ 地 球 温 暖 化 の対 策 の提 案 制 度 など ､従 業 員 の自 発 的 な工 夫 を生 かす

体 制 を構 築 すること。

ｳ 地 球 温 暖 化 の対 策 を推 進 する担 当 者 の知 識 及 び技 能 を高 めるため、

外 部 研 修 への参 加 を奨 励 するとともに、研 修 で得 た知 識 を他 の従 業 員 に

広 める取 組 を実 施 すること。

⑸  優 良 事 例 の

共 有 化

ｱ 地 球 温 暖 化 の対 策 の取 組 における優 良 事 例 の情 報 収 集 を実 施 するこ

と。

ｲ 優 良 事 例 については、イントラネット、研 修 会 、表 彰 その他 コミュニケーシ

ョンツールを活 用 して、全 体 で共 有 する体 制 を構 築 すること。

ｳ 従 業 員 の現 場 経 験 を生 かした実 践 的 な地 球 温 暖 化 の対 策 を構 築 する

ために、支 店 等 における取 組 を発 表 する機 会 を設 けることなどにより、取

組 事 例 を共 有 化 すること。

２ 支 店 等

⑴  責 任 者 の リ

ーダーシップの

発 揮

ｱ 本 社 等 が定 めた方 針 及 び目 標 を踏 まえ、支 店 等 におけるより具 体 的 な

取 組 方 針 及 び取 組 目 標 を設 定 すること。

ｲ 地 球 温 暖 化 の対 策 を推 進 する組 織 又 は責 任 者 を設 置 し、役 割 分 担 及

び責 任 の所 在 を明 確 化 すること。

⑵  推 進 体 制 の

整 備

ｱ 責 任 者 が定 めた方 針 の下 に支 店 等 における具 体 的 な取 組 目 標 及 び取

組 内 容 を、推 進 担 当 者 （部 署 ）が設 定 すること。

ｲ 取 組 状 況 を定 期 的 に点 検 する体 制 を構 築 すること。

ｳ ｱで設 定 した目 標 及 び取 組 状 況 の点 検 体 制 については、一 定 期 間 、定

期 的 に精 査 を行 い、必 要 に応 じて改 善 すること。

ｴ 支 店 等 ごとに、温 室 効 果 ガスの排 出 状 況 を把 握 すること。



ｵ 把 握 した温 室 効 果 ガスの排 出 状 況 等 については、整 理 及 び分 析 を行

い、支 店 等 内 の従 業 員 へ情 報 提 供 することなどにより事 業 所 等 内 で共 有

するとともに、本 社 等 への情 報 提 供 も積 極 的 に行 い、事 業 者 全 体 で共 有

すること。

ｶ 組 織 横 断 的 に地 球 温 暖 化 の対 策 を推 進 する委 員 会 を設 置 するなど推

進 体 制 を整 備 すること。

⑶  外 部 の 専 門

家 との連 携

ｱ 専 門 的 知 識 を有 する人 材 が不 足 する場 合 には、県 が実 施 している「省

エネルギー相 談 」等 を積 極 的 に活 用 するなど、県 が提 供 する専 門 的 な知

見 及 び具 体 的 な提 案 を収 集 する体 制 を整 備 すること。

ｲ ｱに定 めるもののほか、専 門 機 関 、ビジネス事 業 者 等 の外 部 の専 門 家 と

連 携 する体 制 を整 備 すること。

⑷  従 業 員 の 育

成 ・啓 発

ｱ 事 業 所 等 の従 業 員 向 けに地 球 温 暖 化 の対 策 を推 進 する取 組 方 法 等

の情 報 提 供 を実 施 すること。

ｲ 地 球 温 暖 化 の対 策 の提 案 制 度 など ､従 業 員 の自 発 的 な工 夫 を生 かす

体 制 を構 築 すること。

ｳ 地 球 温 暖 化 の対 策 を推 進 する担 当 者 の知 識 及 び技 能 を高 めるため、

外 部 研 修 への参 加 を奨 励 するとともに、研 修 で得 た知 識 を他 の従 業 員 に

広 める取 組 を実 施 すること。

⑸  優 良 事 例 の

共 有 化

ｱ 地 球 温 暖 化 の対 策 の取 組 における優 良 事 例 の情 報 収 集 を実 施 するこ

と。

ｲ 優 良 事 例 について、イントラネット、研 修 会 、表 彰 その他 コミュニケーショ

ンツールを活 用 して、全 体 で共 有 すること。

ｳ 従 業 員 の現 場 経 験 を生 かした実 践 的 な地 球 温 暖 化 の対 策 を構 築 する

ために、事 業 所 等 における取 組 を発 表 する機 会 を設 けることなどにより、

取 組 事 例 を共 有 化 すること。

３ 連 鎖 化 事

業 者 の本 部

⑴  推 進 体 制 の

整 備

ｱ 事 業 所 等 （加 盟 店 を含 む。）ごとに、温 室 効 果 ガスの排 出 状 況 等 を把

握 し、分 析 等 を行 った情 報 について、各 事 業 所 等 との間 で共 有 する体 制

を構 築 し、温 室 効 果 ガス排 出 量 を削 減 していく指 標 として活 用 すること。

ｲ 店 舗 に対 する巡 回 指 導 等 の機 会 を活 用 し、各 事 業 所 等 間 の情 報 の共

有 化 、対 策 の推 進 状 況 の確 認 ・指 導 等 の体 制 を構 築 すること。

ｳ 店 舗 への地 球 温 暖 化 の対 策 の指 導 レベルを上 げるため、店 舗 に対 して

巡 回 指 導 等 を行 う者 の地 球 温 暖 化 の対 策 に関 する知 識 及 びスキルの向

上 を図 る体 制 を構 築 すること。

⑵  加 盟 者 と の

協 力 体 制 の整

備

ｱ 連 絡 票 、電 子 メール等 の加 盟 者 との連 絡 手 段 を整 備 し、地 球 温 暖 化

の対 策 の取 組 への協 力 を依 頼 する体 制 を構 築 すること。

ｲ 事 業 所 等 における優 良 事 例 等 については、事 業 所 等 の間 で情 報 を共

有 できる体 制 を構 築 すること。

ｳ 優 れた取 組 を実 施 する店 舗 には、優 良 店 舗 としての認 定 を行 うなど取 組

を評 価 する仕 組 みを構 築 すること。

ｴ 地 球 温 暖 化 の対 策 を推 進 する委 員 会 を設 置 するなど事 業 所 等 との間

で推 進 体 制 を整 備 すること。

４ テ ナ ン ト ビ

ル の 所 有 者

等

⑴  テ ナ ン ト ビ ル

等 への情 報 提

供 体 制 の整 備

ｱ テナント等 に対 し、当 該 テナント等 が使 用 する事 業 所 等 のエネルギー等

の使 用 量 の情 報 を提 供 できる体 制 を構 築 すること。

ｲ テナント等 が自 ら使 用 したエネルギー等 の使 用 量 を推 計 するための基 と

なる情 報 、例 えば、事 業 所 の全 体 で使 用 するエネルギー等 の使 用 量 など

を提 供 する体 制 を構 築 すること。



別表第２（削減計画期間）

別表第３（基準排出量の算定方法）

ｳ 中 央 熱 源 方 式 の空 気 調 和 設 備 の場 合 、テナント等 が当 該 設 備 を使 用

した割 合 に応 じたエネルギー等 の使 用 量 を推 計 し、当 該 テナント等 に情

報 を提 供 する体 制 を構 築 すること。

⑵  テ ナ ン ト 等 と

の協 力 体 制 の

整 備

ｱ 掲 示 板 、連 絡 票 などのコミュニケーションツールを活 用 し、地 球 温 暖 化

対 策 の取 組 への協 力 を依 頼 する体 制 を構 築 すること。

ｲ 地 球 温 暖 化 の対 策 を推 進 する委 員 会 を設 置 するなどテナント等 との具

体 的 な協 力 体 制 を構 築 すること。

ｳ テナント等 が実 施 する取 組 が評 価 できるエネルギー使 用 の料 金 体 系 、そ

の還 元 方 式 等 を検 討 し、採 用 する体 制 を構 築 すること。

５ テナント等
所 有 者 等 と の

協 力 体 制 の整 備

ｱ テナントビルの所 有 者 等 が実 施 する地 球 温 暖 化 の対 策 に協 力 する体 制

を構 築 すること。

ｲ テナントビルの所 有 者 等 が設 置 する地 球 温 暖 化 の対 策 を推 進 する委 員

会 などの設 置 ・運 営 に協 力 する体 制 を構 築 すること。

ｳ テナントビルの所 有 者 等 へ地 球 温 暖 化 の対 策 を推 進 する提 案 を実 施 す

る体 制 を構 築 すること。

１ 平 成 23年 度 か ら 平 成 26年 度 ま で の 期 間

２ 平 成 27年 度 か ら 平 成 31年 度 ま で の 期 間

３ 平 成 32年 度 以 降 の ５ か 年 度 ご と の 期 間

事 業 所 の 区 分 算 定 方 法

１ 平 成 23年 度 か ら 大 規 模 事

業 所 に 該 当 し た 事 業 所 の う

ち 、 平 成 18年 度 か ら の ３ か

年 度 連 続 し て 原 油 換 算 で

1,500 キ ロ リ ッ ト ル 以 上 の

エ ネ ル ギ ー を 使 用 し て い る

大 規 模 事 業 所 （ 平 成 18年 度

の 途 中 か ら 使 用 が 開 始 さ れ

た 事 業 所 を 除 く 。 ）

⑴  算 定 時 期  

平 成 23年 度

⑵  算 定 量  

平 成 14年 度 か ら 平 成 19年 度 ま で の 間 で 大 規

模 事 業 者 が 選 択 す る 連 続 す る ３ か 年 度（ 当 該 ３

か 年 度 の う ち に 大 規 模 事 業 所 の 目 標 設 定 ガ ス

排 出 量 が 標 準 的 で な い と 知 事 が 特 に 認 め る 年

度 が あ る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 年 度 を 除 く

２ か 年 度 ） の 目 標 設 定 ガ ス 排 出 量 の 平 均 の 量

２ 平 成 23年 度 か ら 大 規 模 事

業 所 に 該 当 し た 事 業 所 の う

ち １ に 該 当 し な い 事 業 所

⑴  算 定 時 期  

平 成 23年 度

⑵  算 定 量  

次 に 掲 げ る 量 の う ち 、大 規 模 事 業 者 が 選 択 す

る 量

ア 大 規 模 事 業 所 に 該 当 し た 年 度 の ４ か 年 度

前 の 年 度 か ら 前 年 度 ま で の 間 で 大 規 模 事 業

者 が 選 択 す る 連 続 す る ３ か 年 度（ 当 該 ３ か 年



度 の う ち に 大 規 模 事 業 所 の 目 標 設 定 ガ ス 排

出 量 が 標 準 的 で な い と 知 事 が 特 に 認 め る 年

度 が あ る 場 合 に あ っ て は 、当 該 年 度 を 除 く ２

か 年 度 ） の 目 標 設 定 ガ ス 排 出 量 の 平 均 の 量

（ 当 該 期 間 に お け る 大 規 模 事 業 所 に お け る

地 球 温 暖 化 対 策 の 推 進 の 程 度 が 知 事 が 別 に

定 め る 基 準 に 適 合 す る 場 合 に 限 る 。 ）

イ 大 規 模 事 業 所 の 用 途 別 に 当 該 用 途 に お け

る 目 標 設 定 ガ ス 排 出 量 に 相 当 程 度 影 響 を 与

え る 事 業 活 動 の 規 模 を 表 す も の と し て 知 事

が 別 に 定 め る 床 面 積 そ の 他 の 指 標（ 以 下「 排

出 活 動 指 標 」と い う 。）の 当 該 大 規 模 事 業 所

に お け る 値（ 以 下「 排 出 活 動 指 標 値 」と い う 。）

に 、事 業 所 の 用 途 、規 模 等 に つ い て 当 該 大 規

模 事 業 所 と 同 じ 特 性 を 有 す る 事 業 所 の 標 準

的 な 排 出 活 動 指 標 の 値 １ 単 位 当 た り の 目 標

設 定 ガ ス 排 出 量 と し て 知 事 が 別 に 定 め る 値

（ 以 下「 排 出 標 準 原 単 位 」と い う 。）を 乗 じ

て 算 出 し た 量

３ 平 成 24年 度 以 降 に 大 規 模

事 業 所 に 該 当 し た 事 業 所

⑴  算 定 時 期  

大 規 模 事 業 所 に 該 当 し た 年 度

⑵  算 定 量  

２ ⑵ に 掲 げ る 量  

備 考

１ 基 準 排 出 量 は 、こ の 表 に 掲 げ る 方 法 に よ る こ と が 困 難 で あ る と 認 め ら れ る 場

合 は 、 知 事 が 認 め る 方 法 に よ り 算 定 す る 量 と す る 。

２ 大 規 模 事 業 者 は 、次 に 定 め る 大 規 模 事 業 所 の 状 況 の 変 更（ 以 下「 状 況 の 変 更 」

と い う 。）が あ っ た と き は 、下 記 ３ に 基 づ き 、基 準 排 出 量 を 変 更 す る も の と す

る 。

⑴  熱 供 給 事 業 所 以 外 の 大 規 模 事 業 所 に お い て 、次 に 掲 げ る 事 由 に よ り 目 標 設

定 ガ ス 排 出 量 が 増 加 し 、又 は 減 少 す る 量 と し て 知 事 が 別 に 定 め る 方 法 に よ り

算 定 さ れ る 量 の 合 計 が 大 規 模 事 業 所 の 基 準 排 出 量 の 知 事 が 別 に 定 め る 割 合

以 上 と な る こ と 。



ア 大 規 模 事 業 所 の 床 面 積 の 増 加 又 は 減 少

イ 大 規 模 事 業 所 の 全 部 又 は 一 部 の 用 途 が 排 出 活 動 指 標 に 定 め る 用 途 の う

ち 異 な る 用 途 に な る 変 更

ウ 大 規 模 事 業 所 に お け る 事 業 活 動 の 量 、種 類 又 は 性 質 を 変 更 す る た め の 設

備 の 増 加 又 は 減 少

⑵  熱 供 給 事 業 所 に お い て 、当 該 熱 供 給 事 業 所 の 熱 を 供 給 す る 先 の 事 業 所 の 床

面 積（ 以 下「 熱 供 給 先 面 積 」 と い う 。） が 増 加 し 、又 は 減 少 し た 面 積 が 、 当

該 大 規 模 事 業 所 の 知 事 が 別 に 定 め る 基 準 と な る 期 間 に お け る 熱 供 給 先 面 積

の 平 均 の 知 事 が 別 に 定 め る 割 合 以 上 と な る こ と 。

３ 大 規 模 事 業 者 は 、状 況 の 変 更 が あ っ た と き は 、状 況 の 変 更 が あ っ た 日 の 属 す

る 年 度（ 以 下「 状 況 変 更 年 度 」と い う 。た だ し 、状 況 の 変 更 が あ っ た 日 の 属 す

る 月 が ３ 月 で あ る 場 合 に あ っ て は 、状 況 変 更 年 度 の 翌 年 度 。以 下 同 じ 。）か ら

当 該 状 況 変 更 年 度 の 属 す る 各 削 減 計 画 期 間 内 に お い て 、大 規 模 事 業 所 に 該 当 し

た 年 度 か ら 当 該 削 減 計 画 期 間 の 終 了 年 度（ 知 事 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 終 了

年 度 が 変 更 さ れ た 場 合 に あ っ て は 、当 該 変 更 後 の 終 了 年 度 ）ま で の 期 間（ 以 下

「 削 減 期 間 」と い う 。）の 終 了 す る 年 度 ま で の 基 準 排 出 量 を 、状 況 の 変 更 が あ

っ た 部 分 に 係 る 次 に 掲 げ る い ず れ か の 方 法（ ⑶ 及 び ⑷ の 方 法 に つ い て は 、実 測

し た 期 間 に お い て 、状 況 の 変 更 が あ っ た 部 分 に お け る 地 球 温 暖 化 対 策 の 推 進 の

程 度 が 別 に 定 め る 基 準 に 適 合 す る 場 合 に 限 る 。）に よ り 算 定 さ れ る 量（ 状 況 変

更 年 度 に あ っ て は 、算 定 さ れ る 量 に 、当 該 状 況 の 変 更 が あ っ た 日 の 属 す る 月 の

翌 月 か ら 当 該 状 況 変 更 年 度 の ３ 月 ま で の 月 数（ 当 該 状 況 の 変 更 の あ っ た 日 の 属

す る 月 が ２ 月 で あ る 場 合 に あ っ て は 、１ と す る 。）を 12で 除 し て 得 た 値 を 乗 じ

て 得 た 量 に 縮 小 し た 量 と す る 。）の 合 計 を 、目 標 設 定 ガ ス 排 出 量 が 増 加 す る 状

況 の 変 更 の 場 合 に あ っ て は 当 該 状 況 の 変 更 の 前 の 基 準 排 出 量 に 加 え 、目 標 設 定

ガ ス 排 出 量 が 減 少 す る 状 況 の 変 更 の 場 合 に あ っ て は 当 該 状 況 の 変 更 の 前 の 基

準 排 出 量 か ら 減 じ て 得 た 量 に 変 更 す る も の と す る 。

⑴  当 該 事 業 所 の 目 標 設 定 ガ ス 排 出 量 に 相 当 程 度 影 響 を 与 え る 事 業 活 動 の 規

模 を 表 す も の と し て 知 事 が 適 切 と 認 め る 指 標 の 値 １ 単 位 当 た り の 当 該 事 業

所 に お け る 過 去 の 目 標 設 定 ガ ス 排 出 量 に 、当 該 状 況 の 変 更 に よ る 当 該 指 標 の

値 の 変 更 量 を 乗 じ て 得 た 量

⑵  当 該 状 況 の 変 更 の あ っ た 部 分 の 用 途 に 応 じ た 排 出 標 準 原 単 位 に 、当 該 状 況

の 変 更 に よ る 排 出 活 動 指 標 値 の 変 更 量 を 乗 じ て 得 た 量

⑶  当 該 状 況 の 変 更 の あ っ た 部 分 に お い て 実 測 し た 燃 料 等 の 使 用 の 量 に 基 づ

き 算 定 し た 目 標 設 定 ガ ス 排 出 量



別表第４（目標削減率）

⑷  当 該 状 況 の 変 更 の あ っ た 部 分 の 一 部 に お い て 実 測 し た 燃 料 等 の 使 用 の 量

に 基 づ き 知 事 が 適 切 と 認 め る 方 法 に よ り 、そ の 全 部 の 目 標 設 定 ガ ス 排 出 量 を

推 計 し た 量

削 減 計 画

期 間
事 業 所 の 種 類

目 標

削 減 率

別 表 第 ２

１ に 掲 げ

る 期 間

第 １ 区 分 主 た る 用 途 が 次 に 掲 げ

る 用 途 又 は こ れ ら に 類 す

る 用 途 で 構 成 さ れ る 事 業

所 及 び 熱 供 給 事 業 所

ア 事 務 所（ 試 験 、研 究 、

設 計 又 は 開 発 の た め の

も の を 含 む 。 ） 又 は 営

業 所

イ 官 公 庁 の 庁 舎

ウ 百 貨 店 、 飲 食 店 そ の

他 の 店 舗

エ 旅 館 、 ホ テ ル そ の 他

の 宿 泊 施 設

オ 学 校 そ の 他 の 教 育 施

設

カ 病 院 そ の 他 の 医 療 施

設

キ 社 会 福 祉 施 設

ク 情 報 通 信 施 設

ケ 美 術 館 、 博 物 館 又 は

図 書 館

コ 展 示 場

サ 集 会 場 又 は 会 議 場

シ 結 婚 式 場 又 は 宴 会 場

ス 映 画 館 、 劇 場 又 は 観

覧 場

セ 遊 技 場

次 に 掲 げ る 事 業 所

熱 供 給 事 業 所

熱 供 給 事 業 所 以

外 で 、 知 事 が 別 に

定 め る 基 準 と な る

期 間 に お け る 他 人

か ら 供 給 さ れ た 熱

に 係 る 原 油 換 算 エ

ネ ル ギ ー 使 用 量

の 、 当 該 期 間 に お

け る す べ て の 燃 料

等 に 係 る 原 油 換 算

エ ネ ル ギ ー 使 用 量

に 占 め る 割 合 が 平

均 で ２ 割 未 満 で あ

る も の

100分 の ８

上 記 以 外 の も の 100分 の 6



別表第５（目標の達成の方法）

目 標 の 達 成 の 方 法 は 、 削 減 期 間 ご と に 、 当 該 大 規 模 事 業 所 に お け る 削 減 期 間 の 各 年

度 の 基 準 排 出 量（ 別 表 第 ３ 備 考 の 規 定 に よ り 基 準 排 出 量 が 変 更 さ れ た 年 度 に つ い て は 、

そ の 変 更 後 の 量 。 以 下 同 じ 。 ） を 合 算 し て 得 た 量 か ら 当 該 大 規 模 事 業 所 に お け る 各 年

ソ 体 育 館 、 競 技 場 、 水

泳 プ ー ル そ の 他 の 運 動

施 設

タ 公 衆 浴 場 又 は 温 泉 保

養 施 設

チ 遊 園 地 、 動 物 園 、 植

物 園 又 は 水 族 館

ツ 競 馬 場 、 競 輪 場 、 小

型 自 動 車 競 走 場 又 は モ

ー タ ー ボ ー ト 競 走 場

テ 倉 庫 （ 冷 凍 倉 庫 又 は

冷 蔵 倉 庫 を 含 む 。 ）

ト ト ラ ッ ク タ ー ミ ナ ル

ナ 刑 務 所 又 は 拘 置 所

ニ 斎 場

ヌ 駐 車 場

第 ２ 区 分 第 １ 区 分 以 外 の 事 業 所 100分 の ６

備 考

１ 地 球 温 暖 化 対 策 の 推 進 の 程 度 が 特 に 優 れ た 事 業 所 と し て 知 事 が 別 に 定 め る

基 準 に 適 合 す る こ と を 知 事 が 認 め た 大 規 模 事 業 所 の 目 標 削 減 率 は 、当 該 事 業 所

が 知 事 が 定 め る 基 準 に 適 合 す る 旨 を 知 事 に 申 請 し た 年 度 か ら 当 該 年 度 の 属 す

る 削 減 期 間 の 終 了 す る 年 度（ 基 準 に 適 合 し な く な っ た こ と を 知 事 が 認 め た 場 合

に あ っ て は 、 そ の 認 め た 日 の 属 す る 年 度 。 以 下 同 じ 。 ） ま で の 期 間 に お い て 、

こ の 表 の 区 分 に 応 じ 、 目 標 削 減 率 の 欄 に 掲 げ る 値 の ４ 分 の ３ と す る 。

２ 地 球 温 暖 化 対 策 の 推 進 の 程 度 が 極 め て 優 れ た 事 業 所 と し て 知 事 が 別 に 定 め

る 基 準 に 適 合 す る こ と を 知 事 が 認 め た 大 規 模 事 業 所 の 目 標 削 減 率 は 、当 該 事 業

所 が 知 事 が 定 め る 基 準 に 適 合 す る 旨 を 知 事 に 申 請 し た 年 度 か ら 当 該 年 度 の 属

す る 削 減 期 間 の 終 了 す る 年 度 ま で の 期 間 に お い て 、こ の 表 の 区 分 に 応 じ 、目 標

削 減 率 の 欄 に 掲 げ る 値 の ２ 分 の １ と す る 。



度 の 目 標 設 定 ガ ス 排 出 量 の 削 減 期 間 に お け る 合 計 を 減 じ て 得 た 量（ 以 下「 排 出 削 減 量 」

と い う 。 ） に 、 １ 及 び ２ の 量 を 加 え 、 ３ の 量 を 減 じ て 得 た 量 （ 以 下 「 算 定 排 出 削 減 量 」

と い う 。 ） を 、 当 該 削 減 期 間 の 終 了 年 度 の 翌 年 度 の 末 日 （ 知 事 が 別 に 定 め る と こ ろ に

よ り 削 減 期 間 の 終 了 年 度 が 変 更 さ れ た 場 合 に あ っ て は 、 知 事 が 認 め た 日 の 翌 日 か ら 起

算 し て 180日 を 経 過 し た 日 ）ま で に 、削 減 期 間 の 年 度 ご と に 基 準 排 出 量 に 目 標 削 減 率（ 別

表 第 ４ 備 考 の 規 定 に よ り 目 標 削 減 率 が 減 少 し た 年 度 に つ い て は 、 そ の 減 少 後 の 値 ） を

乗 じ て 得 た 量 を 、当 該 削 減 期 間 に お い て 合 計 し た 量（ 以 下「 排 出 削 減 目 標 量 」と い う 。）

以 上 と す る 方 法 と す る 。

１ 大 規 模 事 業 者 が 、当 該 大 規 模 事 業 所 に お い て 、知 事 が 別 に 定 め る 期 間 に お け

る そ の 他 ガ ス（ 目 標 設 定 ガ ス 以 外 の 温 室 効 果 ガ ス を い う 。以 下 同 じ 。）排 出 量

の 削 減 量 と し て 、知 事 が 別 に 定 め る 方 法 に よ り 算 定 す る 量 に 知 事 が 別 に 定 め る

割 合 を 乗 じ て 得 た 量 に つ い て 、知 事 が 認 め 、発 行 す る 量（ 以 下「 そ の 他 ガ ス 削

減 量 」と い う 。）に つ い て 、削 減 目 標 の 達 成 に 充 て る も の と し て 知 事 が 別 に 定

め る 削 減 量 口 座 簿 に 記 録 （ 以 下 「 充 当 」 と い う 。 ） し た と き は 、 そ の 量

２ 大 規 模 事 業 者 が 、当 該 大 規 模 事 業 所 に お い て 、知 事 が 別 に 定 め る 期 間 に お け

る 次 に 掲 げ る 取 得 及 び 移 転（ 以 下「 振 替 」と い う 。）が 可 能 な 削 減 量（ 以 下「 振

替 可 能 削 減 量 」と い う 。）を 取 得 し 、当 該 振 替 可 能 削 減 量 に つ い て 充 当 を 行 っ

た と き は 、次 に 掲 げ る 量 の う ち 充 当 を 行 っ た 量 。た だ し 、⑶ に つ い て 、別 表 第

４ の 第 １ 区 分 に 該 当 す る 大 規 模 事 業 所 に あ っ て は 排 出 削 減 目 標 量 に ３ 分 の １

を 乗 じ て 得 た 量 、第 ２ 区 分 に 該 当 す る 大 規 模 事 業 所 に あ っ て は 排 出 削 減 目 標 量

に ２ 分 の １ を 乗 じ て 得 た 量 を 上 限 と す る 。

 ⑴  他 の 大 規 模 事 業 所 に お け る 超 過 削 減 量（ 排 出 削 減 量 の う ち 、削 減 期 間 の 開

始 年 度 か ら 超 過 削 減 量 を 算 定 す る 年 度 の 前 年 度 ま で の 各 年 度 に お け る 基 準

排 出 量 か ら 目 標 設 定 ガ ス 排 出 量 を 減 じ て 得 た 量（ 基 準 排 出 量 の ２ 分 の １ を 上

限 と す る 。）を 合 計 し た 量 の う ち 、当 該 各 年 度 に お け る 基 準 排 出 量 に 目 標 削

減 率 を 乗 じ て 得 た 量 か ら 充 当 を 行 っ た そ の 他 ガ ス 削 減 量 を 減 じ て 得 た 量 を

合 計 し た 量 を 超 過 し た 量 に つ い て 知 事 が 認 め 、 発 行 す る 量 を い う 。 以 下 同

じ 。 ）

⑵  県 内 削 減 量（ 大 規 模 事 業 所 以 外 の 県 内 の 事 業 所 に お け る 目 標 設 定 ガ ス の 削

減 量 と し て 、 知 事 が 別 に 定 め る 方 法 に よ り 算 定 す る 量 に つ い て 知 事 が 認 め 、

発 行 す る 量 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）

⑶  県 外 削 減 量 （ 原 油 換 算 で 1,500キ ロ リ ッ ト ル 以 上 の エ ネ ル ギ ー を 使 用 す る

県 外 の 事 業 所 の う ち 、知 事 が 別 に 定 め る 事 業 所 に お け る 目 標 設 定 ガ ス 排 出 量



の 削 減 量 と し て 知 事 が 別 に 定 め る 方 法 に よ り 算 定 す る 量 に つ い て 知 事 が 認

め 、 発 行 す る 量 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）

⑷  環 境 価 値 換 算 量 （ 電 気 等 の 環 境 価 値 （ 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー で あ っ て 、 知  

事 が 別 に 定 め る も の を 変 換 し て 得 ら れ る 電 気 又 は 熱 が 有 す る 地 球 温 暖 化 及

び エ ネ ル ギ ー の 枯 渇 の 防 止 に 貢 献 す る 価 値 を い う 。）の 保 有 量 と し て 知 事 が

別 に 定 め る 方 法 に よ り 算 定 す る 量（ 以 下「 電 気 等 環 境 価 値 保 有 量 」と い う 。）

に 知 事 が 別 に 定 め る 係 数 を 乗 じ 、知 事 が 別 に 定 め る 電 気 等 環 境 価 値 保 有 量 に

あ っ て は 100 分 の 150、 そ れ 以 外 の 電 気 等 環 境 価 値 保 有 量 に あ っ て は 100 分

の 100 を 乗 じ て 目 標 設 定 ガ ス 排 出 量 の 削 減 量 に 換 算 し た 量（ 再 生 可 能 エ ネ ル

ギ ー を 変 換 し て 得 ら れ る 電 気 又 は 熱 を 発 生 さ せ た 者 が 当 該 電 気 又 は 熱 を 自

ら 使 用 す る 場 合 に お い て 、当 該 電 気 又 は 熱 の 使 用 量 を 目 標 設 定 ガ ス 排 出 量 か

ら 控 除 し た と き は 、 当 該 控 除 し た 量 を 除 く 。） に つ い て 知 事 が 認 め 、 発 行 す

る 量 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）

⑸  前 期 超 過 削 減 量（ 当 該 削 減 期 間 よ り も 前 の 削 減 期 間 に お け る 超 過 削 減 量 を

い う 。 ）

⑹  森 林 に よ る 二 酸 化 炭 素 吸 収 量（ 森 林 の 整 備 又 は 保 全 に よ る 二 酸 化 炭 素 の 吸

収 の 増 加 量 と し て 知 事 が 別 に 定 め る 方 法 に よ り 算 定 す る 量 に 県 内 の 森 林 に

係 る も の に あ っ て は 100分 の 150を 、そ れ 以 外 に あ っ て は 100分 の 100を 乗 じて

算 定 さ れ る 量 に つ い て 、 知 事 が 認 め 、 発 行 す る 量 を い う 。 ）

⑺  そ の 他 削 減 量（ こ の 指 針 以 外 で 認 め ら れ た 温 室 効 果 ガ ス 排 出 量 の 削 減 量 の

う ち 、次 に 定 め る も の に 限 り 、そ の 他 削 減 量 の 利 用 状 況 等 を 勘 案 し て 知 事 が

別 に 定 め る 量 を 除 く 。 ）

ア 電 気 事 業 者 に よ る 新 エ ネ ル ギ ー 等 の 利 用 に 関 す る 特 別 措 置 法 施 行 規 則

（ 平 成 14年 経 済 産 業 省 令 第 119号 ） 第 １ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 新 エ ネ ル ギ ー

等 電 気 相 当 量（ 規 模 、方 法 等 に つ い て 知 事 が 別 に 定 め る 発 電 に よ る も の に

限 る 。）に 知 事 が 別 に 定 め る 係 数 を 乗 じ 、知 事 が 別 に 定 め る 電 気 等 環 境 価

値 保 有 量 に あ っ て は 100分 の 150、そ れ 以 外 の 電 気 等 環 境 価 値 保 有 量 に あ っ

て は 100分 の 100を 乗 じ て 目 標 設 定 ガ ス 排 出 量 の 削 減 量 に 換 算 し た 量

イ 知 事 が 認 め る 機 関 が 認 証 し 、口 座 そ の 他 こ れ に 類 似 す る も の（ 以 下「 口

座 等 」と い う 。）に 記 録 さ れ た 電 気 等 環 境 価 値 保 有 量（ 規 模 、方 法 等 に つ

い て 知 事 が 別 に 定 め る 発 電 又 は 熱 利 用 に よ る も の に 限 る 。）に 知 事 が 別 に

定 め る 係 数 を 乗 じ 、 知 事 が 別 に 定 め る 電 気 等 環 境 価 値 保 有 量 に あ っ て は

100分 の 150、そ れ 以 外 の 電 気 等 環 境 価 値 保 有 量 に あ っ て は 100分 の 100を 乗

じ て 目 標 設 定 ガ ス 排 出 量 の 削 減 量 に 換 算 し た 量



備 考

１ そ の 他 ガ ス 削 減 量 、 超 過 削 減 量 、 県 内 削 減 量 、 県 外 削 減 量 及 び 環 境 価 値 換 算 量

は 、 当 該 量 の 算 定 の 方 法 、 算 定 に 用 い る 情 報 、 算 定 さ れ た 量 の 値 そ の 他 の 知 事 が

別 に 定 め る 事 項 が 知 事 が 別 に 定 め る 基 準 に 適 合 す る こ と に つ い て 、 知 事 が 別 に 定

め る と こ ろ に よ り 知 事 が 認 め た 者 が 行 う 検 証 （ 以 下 「 検 証 」 と い う 。 ） を 受 け る

も の と す る 。

２ 大 規 模 事 業 者 は 、 目 標 の 達 成 を 評 価 す る 際 に は 、 知 事 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ

り 大 規 模 事 業 所 ご と に 基 準 排 出 量 及 び 目 標 設 定 ガ ス 排 出 量 に つ い て 検 証 を 受 け る

も の と す る 。

３ 大 規 模 事 業 者 は 、 大 規 模 事 業 所 が 別 表 第 ４ 備 考 で 定 め る 地 球 温 暖 化 対 策 の 推 進

の 程 度 が 優 れ た 事 業 所 と し て 知 事 が 別 に 定 め る 基 準 に 適 合 し て い る 旨 を 知 事 に 申

請 し よ う と す る と き は 、 知 事 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 基 準 に 適 合 し て い る こ と

に つ い て 検 証 を 受 け る も の と す る 。

４ 大 規 模 事 業 者 は 、 当 該 削 減 期 間 の 終 了 年 度 の 翌 年 度 の 末 日 に お い て 、 算 定 排 出

削 減 量 を 排 出 削 減 目 標 量 以 上 に す る こ と が で き な か っ た 場 合 に は 、 当 該 削 減 期 間

の 排 出 削 減 目 標 量 か ら 当 該 削 減 期 間 の 算 定 排 出 削 減 量 を 減 じ て 得 た 量 を 次 の 削 減

期 間 の 排 出 削 減 目 標 量 に 加 え た 量 を 次 の 削 減 期 間 の 排 出 削 減 目 標 量 と み な す も の

と す る 。

５ 充 当 を 行 っ た 振 替 可 能 削 減 量 を 削 減 目 標 の 達 成 に 利 用 す る こ と 以 外 の 以 下 に 定

め る 用 途 に 利 用 し た と き は 、 当 該 充 当 は 、 そ の 効 力 を 失 う も の と す る 。

⑴  環 境 価 値 換 算 量 又 は そ の 他 削 減 量 の う ち こ の 表 の ２ ⑺ ア に 該 当 す る も の に 係

る 電 気 等 の 環 境 価 値 を 電 気 事 業 者 に よ る 新 エ ネ ル ギ ー 等 の 利 用 に 関 す る 特 別 措

置 法 (平 成 14年 法 律 第 62号 )第 ６ 条 の 規 定 に よ る 基 準 利 用 量 の 減 少 の た め に 経 済

ウ 振 替 可 能 削 減 量 の 利 用 に つ い て 連 携 す る 東 京 都 そ の 他 の 地 方 公 共 団 体

と し て 知 事 が 別 に 定 め る も の（ 以 下「 連 携 自 治 体 」と い う 。）に お け る 口

座 等 に 記 録 さ れ た 次 に 掲 げ る 振 替 可 能 削 減 量 に 相 当 す る 温 室 効 果 ガ ス 排

出 量 の 削 減 量 と し て 知 事 が 別 に 定 め る も の

(ｱ) 知 事 が 別 に 定 め る 事 業 所 で あ っ て 、 目 標 達 成 を 知 事 が 確 認 し た 大 規

模 事 業 所 に お け る 超 過 削 減 量

(ｲ) 県 内 削 減 量

３ 大 規 模 事 業 者 が 、自 ら の 大 規 模 事 業 所 に お け る 超 過 削 減 量 に つ い て 、他 に 移

転 し た と き 、又 は 後 の 削 減 期 間 に お け る 目 標 達 成 に 充 て る こ と に 利 用 し た と き

は 、 当 該 移 転 又 は 利 用 の 量



産 業 大 臣 に 申 請 、届 出 そ の 他 の 行 為 を 行 う こ と (同 法 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 電

気 事 業 者 の 発 電 所 (変 電 所 を 含 む 。）の 削 減 義 務 の 履 行 に 充 て た 場 合 を 除 く 。）。

⑵  環 境 価 値 換 算 量 に 係 る 電 気 等 の 環 境 価 値 を 他 の 者 に 移 転 す る た め に こ の 表 の

２ ⑺ イ の 知 事 が 認 め る 期 間 に 申 請 、 届 出 そ の 他 の 行 為 を 行 う こ と 。  

⑶  振替可能削減量に係る温室効果ガス排出量の削減量又は電気等の環境価値を、

連 携 自 治 体 に お け る 温 室 効 果 ガ ス 排 出 量 の 削 減 目 標 の 達 成 そ の 他 の 知 事 が 別 に

定 め る 義 務 の 履 行 又 は 措 置 の 実 施 に 充 て る た め に 当 該 連 携 自 治 体 の 長 に 申 請 、

届 出 そ の 他 の 行 為 を 行 う こ と 。
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685番42 685番41 685番40
685番39
の一部

685番118の一部

Ｘ

起点76.40°

起点

起点は形質変更範囲の最北端となる
上尾市柏座1丁目685番42の敷地境界
杭から東に38.73ｍの地点とする。

格子の回転角76.4度

起点を通り東西方向及び南北方向に
引いた線並びにこれらと平行して
10ｍ間隔で引いた線により構成され
る格子を、起点を支点に右方向に回
転させた角度を示す。

要措置区域
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一 指定医療機関 

名   称 開設者 所在地 指定年月日 

さ い と う 内 科 ク リ ニ ッ ク 齋 藤  拓 郎 所 沢 市 小 手 指 町 ４ － １ ７ － ３ 平成 23 年 8 月 11 日 

上 福 岡 駅 前 ア イ ク リ ニ ッ ク 小 林  俊 介 ふじみ野市上福岡６－４－５ メディカルセンター上福岡２階Ｃ号室 平 成 24 年 2 月 1 日 

医療法人社団一城会 一城クリニック 医 療 法 人 社 団 一 城 会 三 郷 市 釆 女 １ － ８ ２ 平 成 23 年 8 月 1 日 

医 療 法 人 和 泉 会 荘 和 泉 ク リ ニ ッ ク 医 療 法 人 和 泉 会 戸 田 市 新 曽 １ ７ ０ ５ － ２ 平 成 24 年 2 月 1 日 

正 田 眼 科 正 田  政 一 郎 深 谷 市 稲 荷 町 １ － ２ － １ ５ 平 成 24 年 2 月 1 日 

田 中 耳 鼻 い ん こ う 科 田 中  雄 一 所 沢 市 西 狭 山 ケ 丘 １ － ２ ４ ４ ８ 平成 24 年 2 月 10 日 

す こ や か 歯 科 榎  健 比 企 郡 と き が わ 町 番 匠 ２ ０ ４ － ４ 平 成 24 年 2 月 1 日 

増 野 歯 科 医 院 増 野  光 彦 坂戸市関間４－４－２１ サンエス若葉１階 平成 24 年 1 月 17 日 

ア イ ・ 歯 科 ク リ ニ ッ ク 石 川  学 加 須 市 栄 １ １ ０ ０ － ５ 平 成 23 年 8 月 1 日 

ニ ー ズ 歯 科 杉 山  貴 則 吉 川 市 美 南 ５ － ４ － ３ 平成 24 年 2 月 14 日 

谷 野 歯 科 医 院 谷 野  文 宣 川 口 市 飯 塚 ２ － １ ０ － ２ 平 成 24 年 1 月 1 日 

浦 島 歯 科 医 院 遠 田  耕 作 秩 父 市 宮 側 町 ２ ０ － １ ９ 平 成 24 年 2 月 1 日 

た き の 歯 科 山 本  達 也 ふ じ み 野 市 滝 ２ － ５ － ３ ７ 平 成 24 年 2 月 1 日 

ブ レ ー メ ン 薬 局 幸 手 店 株 式 会 社 ウ ィ ー ズ 幸 手 市 幸 手 ２ ８ ０ ０ － １ 平 成 24 年 2 月 1 日 

イ チ ワ タ お ぶ す ま 薬 局 株 式 会 社 イ チ ワ タ 大 里 郡 寄 居 町 富 田 ２ ９ １ ７ － ２ 平 成 24 年 2 月 1 日 



そ よ 風 薬 局  小 手 指 店 株 式 会 社 フ ァ ー マ テ ッ ク 所 沢 市 小 手 指 元 町 ３ － ２ － ３ ６ 平 成 24 年 2 月 1 日 

か も め 薬 局  三 郷 店 トライアドジャパン株式会社 三 郷 市 谷 口 ５ ６ ７ － １ 平 成 24 年 3 月 2 日 

み や こ 薬 局  戸 田 店 株 式 会 社 サ イ フ ァ ー 企 画 戸 田 市 新 曽 １ ７ ０ ５ 平 成 24 年 2 月 1 日 

ワ カ バ 薬 局  ふ じ み 野 店 有限会社カナイメディカル ふ じ み 野 市 大 井 ６ ５ １ － ６ 平 成 24 年 3 月 1 日 

訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン つ ぼ み 株 式 会 社 つ ぼ み 新座市野火止４－１－２３ 込戸ビル２階 平 成 24 年 2 月 1 日 

訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン ひ だ ま り の 郷 有限会社ティー・ケイ・オー 川 口 市 上 青 木 １ － １ ０ － ２ １ 平成 21 年 12 月 14 日 

 

二 指定施術者 

氏名 住所 
施術所 

指定年月日 

名称 所在地 

松 田  悦 典  わ ら び Ｆ ｉ ｔ 整 骨 院 蕨 市 塚 越 ２ － ５ － １ ８ 平 成 24 年 2 月 10 日 

村 松  光 明  光 明 整 骨 院 入 間 市 久 保 稲 荷 ４ － ２ ５ － ４ ２ 平 成 24 年 2 月 24 日 

萩 原  直 斗  埼 玉 リ オ 接 骨 院 戸 田 市 本 町 １ － １ ６ － １ ３ 平 成 24 年 2 月 16 日 

小 林  沙 友 里  新 田 和 柔 整 院 草 加 市 金 明 町 ３ ７ ９ － ３ 平 成 24 年 3 月 1 日 

山 内  賢 三  ( 有 ) ア ト ラ サ オ ン 新座市あたご３－１－７あたごハイム１０２  平 成 24 年 2 月 1 日 

杉 本  東  東 堂 治 療 院 さいたま市見沼区島町２４７－６ 平 成 24 年 2 月 24 日 

松 田  定 雄  らいふマッサージ治療院 上尾店 上尾市愛宕１－２－７ ＮＫ上尾ビル４０１  平 成 24 年 3 月 1 日 

杉 山  良 彰  前砂Ｃｏｚｙ Ｒｏｏｍ 鴻 巣 市 前 砂 １ ５ １ － １ ８ 平 成 24 年 2 月 16 日 



大 野  知 広  ( 有 ) ア ト ラ サ オ ン 新座市あたご３－１－７ あたごハイム１０２ 平 成 24 年 2 月 16 日 

小 林  義 孝  こ ば や し 指 圧 院 川 島 町 東 大 塚 ５ 平 成 24 年 2 月 28 日 

田 端  幹 男  田 端 東 洋 治 療 院 秩 父 市 荒 川 久 那 ３ ９ ４ ９ － ４ 平 成 23 年 11 月 1 日 

鈴 木  な お み  鈴 木  な お み 熊 谷 市 柿 沼 ２ ７ ２ － ５ 平 成 24 年 2 月 20 日 
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一 指定医療機関 

名称 変更事項 変更前 変更後 

ク オ ー ル 薬 局  羽 生 中 央 店 名 称 ス ズ ハ 調 剤 薬 局 ク オ ー ル 薬 局  羽 生 中 央 店 

は な だ 薬 局 所 在 地 蓮 田 市 馬 込 １ ６ ８ １ 蓮 田 市 馬 込 ２ － ２ ９ ７ 

ク オ ー ル 薬 局  羽 生 東 店 名 称 藤 薬 局 ク オ ー ル 薬 局  羽 生 東 店 

ク オ ー ル 薬 局  鎌 塚 店 名 称 さ つ き 薬 局 ク オ ー ル 薬 局  鎌 塚 店 

ク オ ー ル 薬 局  吹 上 店 名 称 カ イ セ イ 薬 局 吹 上 店 ク オ ー ル 薬 局  吹 上 店 

ク オ ー ル 薬 局  志 木 店 名 称 カ ス ガ 調 剤 薬 局 ク オ ー ル 薬 局  志 木 店 

ク オ ー ル 薬 局  エ ン ジ ェ ル 店 名 称 エ ン ジ ェ ル 薬 局 ク オ ー ル 薬 局  エ ン ジ ェ ル 店 

ク オ ー ル 薬 局  お お は ら 店 名 称 お お は ら 薬 局 ク オ ー ル 薬 局  お お は ら 店 

ク オ ー ル 薬 局  武 里 店 名 称 た け さ と 薬 局 ク オ ー ル 薬 局  武 里 店 

二 指定施術者 

名称 変更事項 変更前 変更後 

い と う 接 骨 院 住 所 朝 霞 市 本 町 1 - 2 9 - 8 ﾋ ﾙ ﾄ ｯ ﾌ ﾟ朝 霞 1 0 1 朝 霞 市 膝 折 町 4 - 1 2 - 3 6 

白 岡 総 合 整 骨 院 住 所 白 岡 町 野 牛 103 2 ﾌ ﾟ ﾗ ﾝ ﾄ ﾞ ｰ ﾙ壱 番 館 206 久 喜 市 外 野 4 7 8 - 1 ｱ ｲ ﾗ ﾝ ﾄ ﾞ ｸ ﾞ ﾘ ｰ ﾝ A 2 0 1 

 



告 
 

示 

  
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
（
同
法
第
五
十
五
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後

の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の

例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
（
同
法
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  

埼
玉
県
告
示
第
四
百
六
号



一 指定医療機関 

名称 所在地 廃止年月日 

田 中 耳 鼻 咽 喉 科 所 沢 市 西 狭 山 ケ 丘 １ － ２ ４ ４ ８ 平成 24 年 2 月 9 日 

浦 島 歯 科 医 院 秩 父 市 宮 側 町 ２ ０ － １ ９ 平成 24 年 1 月 31 日 

増 野 歯 科 医 院 坂 戸 市 関 間 ４ － ８ － ２ 平成 24 年 1 月 16 日 

一 城 ク リ ニ ッ ク 三 郷 市 彦 成 ３ － ７ － １ － １ ０ １ 平成 23 年 7 月 31 日 

訪問看護ステーション ひだまりの郷 川 口 市 上 青 木 ４ － １ ２ － ４ 平成 21 年 12 月 14 日 

医療法人和泉会（社団） 荘内科医院 戸 田 市 新 曽 １ ６ ９ ６ － ２ 平成 24 年 1 月 31 日 

ア イ リ ス デ ン タ ル ク リ ニ ッ ク 八 潮 市 大 曽 根 ２ ７ １ 平成 23 年 9 月 15 日 

ブ レ ー メ ン 薬 局 幸 手 店 幸 手 市 東 ５ － ３ － １ ４ 平成 24 年 1 月 31 日 

そ よ 風 薬 局 小 手 指 店 所 沢 市 小 手 指 元 町 ３ － ２ － ３ ６ 平成 24 年 1 月 31 日 

上 福 岡 駅 前 ア イ ク リ ニ ッ ク ふじみ野市上福岡６－４－５メディカルセンター上福岡２階Ｃ号室  平成 24 年 1 月 31 日 

Ｓ Ｆ Ｃ 薬 局  久 喜 店 久 喜 市 上 町 １ ４ － ６ 平成 24 年 1 月 31 日 

正 田 眼 科 深 谷 市 稲 荷 町 １ － ８ － ３ ３ 平成 24 年 1 月 31 日 

ド ラ ッ グ イ チ ワ タ お ぶ す ま 薬 局 大 里 郡 寄 居 町 富 田 ２ ９ １ ７ － ２ 平成 24 年 1 月 31 日 

佐 々 木 耳 鼻 咽 喉 科 坂 戸 市 末 広 町 ５ － １  関 根 ビ ル ２ Ｆ 平成 24 年 3 月 31 日 

谷 野 歯 科 医 院 川 口 市 飯 塚 ２ － １ ０ － ２ 平成 23 年 12 月 31 日 

み な み 薬 局 越 谷 市 南 越 谷 ４ － １ ３ － １ 平成 24 年 2 月 29 日 
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一 指定医療機関 

名称 所在地 辞退年月日 

医 療 法 人 献 成 会 ハ ッ ピ ー 歯 科 鴻巣市北新宿２２５－１ウニクス鴻巣ショッピングセンター２Ｆ  平成 24 年 5 月 1 日 

医療法人肇医会 高橋皮膚科医院 北 本 市 二 ッ 家 ３ － ５ － ２ 平成 24 年 3 月 31 日 
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名称 所在地 休止年月日 

小 山  力 丸 所 沢 市 東 所 沢 １ － ２ － ９ 平 成 2 4 年 4 月 1 日 
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名 称 所 在 地 開 設 者 名 サ ー ビ ス の 種 類 指 定 年 月 日 

デイサービス ハッピークローバー 川 口 市 東 本 郷 ２ － １ ７ － ３ １ 県南福祉サービス有限会社 通 所 介 護 平成 24 年 2 月 1 日 

介 護 予 防 通 所 介 護 平成 24 年 2 月 1 日 

老人保健施設栗橋ナーシングホーム翔裕園 久 喜 市 小 右 衛 門 道 下 ９ ５ １ － １ 社 会 福 祉 法 人  元 気 村 介護予防通所リハビリテーション 平成 23年 12 月 1日 

あ お ば 薬 局 蓮 田 蓮 田 市 本 町 ２ － １ ８ 薬 樹 株 式 会 社 介護予防居宅療養管理指導 平成 18 年 4 月 1 日 

小規模多機能ホーム戸田さくらそう 戸 田 市 本 町 ３ － ９ － １ ３ セントスタッフ株式会社 小規模多機能型居宅介護 平成 23 年 12 月 26 日 

介護予防小規模多機能型居宅介護 平成 23 年 12 月 26 日 

ア ー ス サ ポ ー ト 狭 山 狭 山 市 富 士 見 1 - 1 0 - 1 アースサポート株式会社 訪 問 介 護 平成 24 年 3 月 1 日 

介 護 予 防 訪 問 介 護 平成 24 年 3 月 1 日 

鶴 ヶ 島 中 央 薬 局 天 神 店 鶴 ヶ 島 市 高 倉 ７ ６ ８ － ６ 株 式 会 社  ア イ シ ス 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 24 年 1 月 1 日 

介護予防居宅療養管理指導 平成 24 年 1 月 1 日 

デ イ サ ー ビ ス  美 空 深 谷 市 人 見 ９ ６ ０ － １ ９ 有 限 会 社 久 米 工 業 通 所 介 護 平成 24 年 2 月 1 日 

介 護 予 防 通 所 介 護 平成 24 年 2 月 1 日 

ひ か り 薬 局 三 郷 市 鷹 野 ４ － ５ １ ６ － １ 株 式 会 社  高 橋 総 業 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 24 年 1 月 1 日 

介護予防居宅療養管理指導 平成 24 年 1 月 1 日 

訪 問 介 護  こ こ ろ 粋 比 企 郡 滑 川 町 月 輪 ９ ９ ２ － ３ ０ 株式会社 柔愛堂グループ 訪 問 介 護 平成 24 年 3 月 1 日 

介 護 予 防 訪 問 介 護 平成 24 年 3 月 1 日 

介護付有料老人ホームみんなの家・志木上宗岡  志 木 市 上 宗 岡 ３ － ６ － ４ ０ 株 式 会 社 ウ イ ズ ネ ッ ト 特定施設入居者生活介護 平成 23年 11 月 1日 



介護予防特定施設入居者生活介護 平成 23年 11 月 1日 

訪問介護ステーション「かがやき」 東 松 山 市 石 橋 １ ５ ９ ８ － ４ 合同会社ヒューマンサポート 訪 問 介 護 平成 23 年 8 月 1 日 

介 護 予 防 訪 問 介 護 平成 23 年 8 月 1 日 

ラ イ フ タ ウ ン 輝 里 東 松 山 市 上 唐 子 １ ５ ２ ３ － １ 株式会社ライフトータルサービス 小規模多機能型居宅介護 平成 24 年 3 月 1 日 

介護予防小規模多機能型居宅介護 平成 24 年 3 月 1 日 

ラ イ フ タ ウ ン 愛 里  弐 番 館 東 松 山 市 上 唐 子 １ ５ ２ ３ － １ 株式会社ライフトータルサービス 認知症対応型共同生活介護 平成 24 年 3 月 1 日 

介護予防認知症対応型共同生活介護 平成 24 年 3 月 1 日 

薬 局 松 山 中 央 東松山市材木町２１－８ 吉建ビルＤ館１Ｆ１０１号室 薬 樹 株 式 会 社 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 21年 10 月 1日 

介護予防居宅療養管理指導 平成 21年 10 月 1日 

茶話本舗デイサービスあんしん越谷 越 谷 市 下 間 久 里 ５ ２ ６ － ９ あんしんメディカルケアサービス株式会社 通 所 介 護 平成 24 年 2 月 1 日 

デイサービスセンター ソラティア 南埼玉郡白岡町小久喜２０１－１３ 株 式 会 社 ク リ エ 通 所 介 護 平成 23年 12 月 1日 

介 護 予 防 通 所 介 護 平成 23年 12 月 1日 

ケアサポートそうか新善 居宅介護支援事業所  草 加 市 新 善 町 ２ ２ ４ － １ ケ ア サ ポ ー ト 株 式 会 社 居 宅 介 護 支 援 平成 24 年 2 月 1 日 

ケ ア セ ン タ ー さ く ら 苑 深 谷 市 東 方 ４ ２ ９ ４ － ８ 有 限 会 社 シ ス テ ッ ク 通 所 介 護 平成 24 年 3 月 1 日 

デイサービスセンター 森のふくろう 深 谷 市 上 野 台 ４ ９ １ － １ ６ 有 限 会 社  松 村 商 事 通 所 介 護 平成 24 年 3 月 1 日 

お お つ 整 形 外 科 春日部市中央２－１７－１０昭和ビル３Ｆ 大 津  雅 一 訪問リハビリテーション 平成 24 年 2 月 1 日 

居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 24 年 2 月 1 日 

よつみデイサービスセンター 新 座 市 畑 中 １ － １ ４ － ２ ３ 有 限 会 社 よ つ み 通 所 介 護 平成 24 年 2 月 1 日 



介 護 予 防 通 所 介 護 平成 24 年 2 月 1 日 

訪問看護ステーション つぼみ 新座市野火止４－１－２３込戸ビル２階 株 式 会 社  つ ぼ み 訪 問 看 護 平成 24 年 2 月 1 日 

介 護 予 防 訪 問 看 護 平成 24 年 2 月 1 日 

く る み デ イ サ ー ビ ス 本 庄 市 小 島 ３ － １ ６ － ２ ６ 合 同 会 社 ア ク シ ス 通 所 介 護 平成 24 年 3 月 1 日 

介 護 予 防 通 所 介 護 平成 24 年 3 月 1 日 

ショートステイサービス みどりの風鶴ヶ島  鶴 ヶ 島 市 上 広 谷 ５ ４ ３ － １ 社会福祉法人  稲穂の道 短 期 入 所 生 活 介 護 平成 24 年 3 月 1 日 

介護予防短期入所生活介護 平成 24 年 3 月 1 日 

居宅介護支援事業所 みどりの風鶴ヶ島 鶴 ヶ 島 市 上 広 谷 ５ ４ ３ － １ 社会福祉法人  稲穂の道 居 宅 介 護 支 援 平成 24 年 3 月 1 日 

谷 野 歯 科 医 院 川 口 市 飯 塚 ２ － １ ０ － ２ 谷 野  文 宣 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 24 年 1 月 1 日 

小 池 薬 局 川 口 市 南 前 川 ２ － １ ９ － ７ 小 池  秀 行 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 24 年 4 月 1 日 

介護予防居宅療養管理指導 平成 24 年 4 月 1 日 

デ イ サ ー ビ ス  ぷ ろ け あ 川 口 市 弥 平 １ － ４ － １ １ 株式会社Ｆｕｎｔｒｅｅ 通 所 介 護 平成 24 年 2 月 1 日 

介 護 予 防 通 所 介 護 平成 24 年 2 月 1 日 

ケアプランセンターハートフルおおむら 志 木 市 上 宗 岡 ２ － ２ ０ － ３ １ アクアイースト株式会社 居 宅 介 護 支 援 平成 24年 2月 23 日 

医療法人社団 マハロ会 かみむら 歯科医院  越 谷 市 相 模 町 ２ － ２ ２ ６ － ４ 医療法人社団  マハロ会 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 19 年 4 月 1 日 

介護予防居宅療養管理指導 平成 19 年 4 月 1 日 

な ご み 薬 局 深 谷 市 小 前 田 ２ ７ ９ ９ － １ 有限会社  医薬総研薬師 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 22 年 5 月 1 日 

ケ ア サ ポ ー ト  あ す な ろ 狭 山 市 青 柳 ２ ３ － ２ 有限会社スマイルライフ・サポート 居 宅 介 護 支 援 平成 23年 11 月 1日 



ケアセンターみんなのあおぞら 秩 父 郡 長 瀞 町 岩 田 ４ ７ ８ － １ ４ 有 限 会 社 太 陽 の 子 居 宅 介 護 支 援 平成 24 年 3 月 1 日 

グ ル ー プ ホ ー ム  彩 花 朝 霞 市 溝 沼 ８ ０ ６ － １ 有 限 会 社  福 寿 認知症対応型共同生活介護 平成 24 年 2 月 1 日 

介護予防認知症対応型共同生活介護 平成 24 年 2 月 1 日 

有 貴 歯 科 ク リ ニ ッ ク 所沢市小手指町３－９－１グランデール小手指２号１－Ｃ  林 田  有 貴 子 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 24 年 2 月 1 日 

介護予防居宅療養管理指導 平成 24 年 2 月 1 日 

リハビリスタジオ オアシス 朝霞市西弁財１－１０－２１ブリランテ朝霞台１０５ 株 式 会 社  ゆ う せ ん 堂 通 所 介 護 平成 24 年 2 月 1 日 

介 護 予 防 通 所 介 護 平成 24 年 2 月 1 日 

ケ ア サ ポ ー ト ・ 智 鴻 巣 市 箕 田 ３ ７ ４ １ － ３ 合同会社 フジ・パブリシティ 訪 問 介 護 平成 24 年 2 月 1 日 

介 護 予 防 訪 問 介 護 平成 24 年 2 月 1 日 

さ く ら ん ぼ 鴻 巣 市 箕 田 ３ ９ １ ６ － ７ ア キ ヤ 電 気 株 式 会 社 通 所 介 護 平成 24 年 2 月 1 日 

介 護 予 防 通 所 介 護 平成 24 年 2 月 1 日 

居宅介護支援事業所 かんげんどう 鴻 巣 市 赤 見 台 １ － ８ － ７ 有 限 会 社 Ｍ Ｍ Ｋ 居 宅 介 護 支 援 平成 24年 2月 21 日 

デイサービス スターランド 富士見市水子５０５３－２アイエイチビル１Ｆ 株 式 会 社 レ ミ フ ァ 通 所 介 護 平成 24 年 1 月 1 日 

介 護 予 防 通 所 介 護 平成 24 年 1 月 1 日 

デイサービス本舗 むさし野 入 間 市 中 神 ６ ５ ４ 株 式 会 社 ア ヴ ァ ン テ ィ 通 所 介 護 平成 24 年 1 月 1 日 

介 護 予 防 通 所 介 護 平成 24 年 1 月 1 日 
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名 称 変更事項 変 更 前 変 更 後 機 関 種 別 名 

や さ し い 手 川 口 芝 新 町 

訪問介護事業所 

名 称 や さ し い 手 川 口 訪 問 介 護 事 業 所 やさしい手川口芝新町訪問介護事業所 介 護 予 防 訪 問 介 護 

訪 問 介 護 

介 護 ハ ー ト 所 在 地 飯 能 市 双 柳 １ １ ６ ８ － ３ ５ 飯 能 市 岩 沢 ２ ４ － ３ 介 護 予 防 訪 問 介 護 

訪 問 介 護 

ニチイケアセンターふきあげ 所 在 地 鴻巣市吹上富士見４－５－４  ハイパインＦ１０１ 鴻 巣 市 南 町 １ － １ ２ － １ ６ 介 護 予 防 訪 問 介 護 

訪 問 介 護 

ニチイケアセンターふきあげ 所 在 地 鴻巣市吹上富士見４－５－４  ハイパインＦ１０１ 鴻 巣 市 南 町 １ － １ ２ － １ ６ 居 宅 介 護 支 援 

ゆ め ふ る 所 沢 店 名 称 や さ し い 手 所 沢 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー ゆ め ふ る 所 沢 店 通 所 介 護 

介 護 予 防 通 所 介 護 

医 療 法 人 社 団  悠 翔 会 

悠翔会在宅クリニック川口 

名 称 医 療 法 人 社 団  悠 翔 会 

川口メディカルクリニック 

医 療 法 人 社 団  悠 翔 会 

悠翔会在宅クリニック川口 

訪 問 看 護 

介護予防居宅療養管理指導 

介 護 予 防 訪 問 看 護 

居 宅 療 養 管 理 指 導 

居宅介護支援事業所介護屋本舗 所 在 地 越 谷 市 花 田 ７ － １ ４ － １ ６ 越 谷 市 花 田 ２ － ２ ６ － ４ 居 宅 介 護 支 援 



告 
 

示 

  
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年

法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機

関
（
同
条
第
二
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も

の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け

た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
含
む
。）か

ら
、
次
の
と
お
り
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  

埼
玉
県
告
示
第
四
百
十
一
号



名 称 所 在 地 サ ー ビ ス の 種 類 廃 止 年 月 日 

谷 野 歯 科 医 院 川 口 市 飯 塚 ２ － １ ０ － ２ 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 23 年 12 月 31 日 

介護予防居宅療養管理指導 平成 23 年 12 月 31 日 

Ｓ Ｆ Ｃ 薬 局  久 喜 店 久 喜 市 上 町 1 4 - 6 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 24 年 1月 31 日 

介護予防居宅療養管理指導 平成 24年１月 31 日 

北 川 辺 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 加 須 市 麦 倉 １ ９ ２ － １ 訪 問 看 護 平成 24 年 3月 31 日 

介 護 予 防 訪 問 看 護 平成 24 年 3月 31 日 

ハ ッ ピ ー 越 谷 ・ 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 越谷市北越谷４－２３－８ルミエール北越谷１Ｆ 居 宅 介 護 支 援 平成 20 年 6月 30 日 

訪 問 介 護 ス テ ー シ ョ ン  せ ん ば 川口市南鳩ヶ谷４－２７－４マンションザ佳苑１０１ 訪 問 介 護 平成 23 年 12 月 1 日 

居 宅 介 護 支 援 平成 23 年 12 月 1 日 

介 護 予 防 訪 問 介 護 平成 23 年 12 月 1 日 

居宅介護支援事業所 デイサービス本舗 むさし野 入 間 市 中 神 ６ ５ ４ 居 宅 介 護 支 援 平成 23 年 12 月 31 日 

ふじみ野市立大井デイサービスセンター ふ じ み 野 市 大 井 中 央 ２ － ２ － １ 通 所 介 護 平成 24 年 3月 31 日 

介 護 予 防 通 所 介 護 平成 24 年 3月 31 日 

デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー 森 の ふ く ろ う 深 谷 市 上 野 台 ４ ９ １ － １ ６ 通 所 介 護 平成 24 年 2月 29 日 

 



告

示

埼
玉
県
立
嵐
山
郷
条
例
（
昭
和
五
十
年
埼
玉
県
条
例
第
七
十
四
号
）
別
表
第
二
の
知
事
が
別
に

定
め
る
額
を
次
の
表
の
と
お
り
定
め
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
二
十
四
号
（
埼
玉
県
立
嵐
山
郷
条
例
別
表
第
二
の
知
事
が

別
に
定
め
る
額
）
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

表
一

診
療
及
び
検
査

区

分

内

容

利
用
料
金
の
上
限
額

診
療
及
び
検
査

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
評
価

薬
価
基
準
に
定
め
る
薬
価
の
額

療
養
及
び
選
定
療
養
（
平
成
十

八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百

九
十
五
号
）
第
一
条
第
六
号
に

規
定
す
る
医
薬
品
の
承
認
外
投

与厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
評
価

医
科
診
療
報
酬
点
数
表
に
準
じ
て

療
養
及
び
選
定
療
養
第
二
条
第

得
た
額

六
号
に
規
定
す
る
診
療
報
酬
の

算
定
方
法
（
平
成
二
十
年
厚
生

労
働
省
告
示
第
五
十
九
号
）
に

規
定
す
る
回
数
を
超
え
て
受
け

た
診
療

自
費
診
療
（
歯
科
に
係
る
も
の

歯
科
診
療
報
酬
点
数
表
に
準
じ
て

に
限
る
。
）

得
た
額

材
料
費
（
歯
科
診
療
に
係
る
も

実
費
相
当
額

の
に
限
る
。
）

表
二

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
入
所
支
援

区

分

内

容

利
用
料
金
の
上
限
額

児
童
福
祉
法
第

食
事
の
提
供
に
要
す
る
費
用

一
食
に
つ
き

二
十
四
条
の
二

朝
食

三
九
〇
円

第
一
項
の
入
所

昼
食

五
○
○
円

特
定
費
用
の
う

夕
食

五
○
○
円

埼
玉
県
告
示
第
四
百
十
二
号



ち
福
祉
型
障
害

光
熱
水
費

一
日
に
つ
き

五
一
〇
円

児
入
所
施
設
に

被
服
費

実
費
相
当
額

係
る
も
の

日
用
品
費

実
費
相
当
額

利
用
者
の
便
宜
に
要
す
る
費
用

実
費
相
当
額

の
う
ち
、
日
常
生
活
に
お
い
て

通
常
必
要
と
な
る
も
の
に
係
る

費
用
で
あ
っ
て
、
利
用
者
に
負

担
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
と
認
め

ら
れ
る
も
の

児
童
福
祉
法
第

被
服
費

実
費
相
当
額

二
十
四
条
の
二

日
用
品
費

実
費
相
当
額

第
一
項
の
入
所

利
用
者
の
便
宜
に
要
す
る
費
用

実
費
相
当
額

特
定
費
用
の
う

の
う
ち
、
日
常
生
活
に
お
い
て

ち
医
療
型
障
害

通
常
必
要
と
な
る
も
の
に
係
る

児
入
所
施
設
に

費
用
で
あ
っ
て
、
利
用
者
に
負

係
る
も
の

担
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
と
認
め

ら
れ
る
も
の

表
三

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

区

分

内

容

利
用
料
金
の
上
限
額

障
害
者
自
立
支

被
服
費

実
費
相
当
額

援
法
第
二
十
九

日
用
品
費

実
費
相
当
額

条
第
一
項
の
特

利
用
者
の
便
宜
に
要
す
る
費
用

実
費
相
当
額

定
費
用
の
う
ち

の
う
ち
、
日
常
生
活
に
お
い
て

療
養
介
護
に
係

通
常
必
要
と
な
る
も
の
に
係
る

る
も
の

費
用
で
あ
っ
て
、
利
用
者
に
負

担
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
と
認
め

ら
れ
る
も
の

障
害
者
自
立
支

食
事
の
提
供
に
要
す
る
費
用

一
食
に
つ
き

援
法
第
二
十
九

朝
食

三
九
〇
円

条
第
一
項
の
特

昼
食

五
○
○
円

定
費
用
の
う
ち

夕
食

五
○
○
円

生
活
介
護
に
係

創
作
的
活
動
の
係
る
材
料
費

実
費
相
当
額

る
も
の

生
産
活
動
に
係
る
材
料
費

実
費
相
当
額

日
用
品
費

実
費
相
当
額



利
用
者
の
便
宜
に
要
す
る
費
用

実
費
相
当
額

の
う
ち
、
日
常
生
活
に
お
い
て

通
常
必
要
と
な
る
も
の
に
係
る

費
用
で
あ
っ
て
、
利
用
者
に
負

担
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
と
認
め

ら
れ
る
も
の

障
害
者
自
立
支

食
事
の
提
供
に
要
す
る
費
用

一
食
に
つ
き

援
法
第
二
十
九

朝
食

三
九
〇
円

条
第
一
項
の
特

昼
食

五
○
○
円

定
費
用
の
う
ち

夕
食

五
○
○
円

知
的
障
害
児
者

光
熱
水
費

一
日
に
つ
き

五
一
〇
円

短
期
入
所
事
業

日
用
品
費

実
費
相
当
額

支
援
に
係
る
も

利
用
者
の
便
宜
に
要
す
る
費
用

実
費
相
当
額

の

の
う
ち
、
日
常
生
活
に
お
い
て

通
常
必
要
と
な
る
も
の
に
係
る

費
用
で
あ
っ
て
、
利
用
者
に
負

担
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
と
認
め

ら
れ
る
も
の

障
害
者
自
立
支

食
事
の
提
供
に
要
す
る
費
用

一
食
に
つ
き

援
法
第
二
十
九

（
特
殊
な
食
事
の
提
供
を
除

朝
食

三
九
〇
円

条
第
一
項
の
特

く
。
）

昼
食

五
三
○
円

定
費
用
の
う
ち

夕
食

五
三
○
円

重
症
心
身
障
害

特
殊
な
食
事
の
提
供
に
要
す
る

実
費
相
当
額

児
者
短
期
入
所

費
用

事
業
支
援
に
係

光
熱
水
費

四
五
〇
円

る
も
の

日
用
品
費

実
費
相
当
額

利
用
者
の
便
宜
に
要
す
る
費
用

実
費
相
当
額

の
う
ち
、
日
常
生
活
に
お
い
て

通
常
必
要
と
な
る
も
の
に
係
る

費
用
で
あ
っ
て
、
利
用
者
に
負

担
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
と
認
め

ら
れ
る
も
の

障
害
者
自
立
支

食
事
の
提
供
に
要
す
る
費
用

一
食
に
つ
き

援
法
第
二
十
九

朝
食

三
九
〇
円



条
第
一
項
の
特

昼
食

五
○
○
円

定
費
用
の
う
ち

夕
食

五
○
○
円

施
設
入
所
支
援

光
熱
水
費

一
日
に
つ
き

五
一
〇
円

に
係
る
も
の

日
用
品
費

実
費
相
当
額

利
用
者
の
便
宜
に
要
す
る
費
用

実
費
相
当
額

の
う
ち
、
日
常
生
活
に
お
い
て

通
常
必
要
と
な
る
も
の
に
係
る

費
用
で
あ
っ
て
、
利
用
者
に
負

担
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
と
認
め

ら
れ
る
も
の

表
四

ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
反
応
検
査
及
び
予
防
接
種
並
び
に
身
体
検
査
（
試
験
検
査
を
除
く
。
）

区

分

利
用
料
金
の
上
限
額

ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
反
応
検
査
及
び
予
防
接
種

平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
五

百
二
十
六
号
の
表
の
ツ
ベ
ル
ク
リ

ン
反
応
検
査
及
び
予
防
接
種
の
項

の
中
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
同
項
の
下
欄
に
掲
げ
る

額

身
体
検
査
（
試
験
検
査
を
除
く
。
）

一
件
に
つ
き

二
、
八
三
○
円

備
考

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る
ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
反
応
検
査
及
び
予
防
接
種
の
利
用
料
金

の
上
限
額
は
、
所
定
の
金
額
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
を
加
え
た
も
の
と
す

る
。

一

三
歳
未
満
の
者

二
、
一
五
〇
円

二

三
歳
以
上
六
歳
未
満
の
者

七
八
〇
円



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
島
忠
ホ
ー
ム
ズ
三
郷
中
央
店 

 
 

 

埼
玉
県
三
郷
市
三
郷
中
央
地
区
九
十
五
―
二
街
区
四
、
五
画
地 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の 

 
 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者 

 
 

 
 

株
式
会
社
島
忠 

代
表
取
締
役 

山
下
視
希
夫 

 
 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
西
区
三
橋
五
丁
目
千
五
百
五
十
五
番
地 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者 

 
 

 
 

株
式
会
社
島
忠 

代
表
取
締
役 

山
下
視
希
夫 

 
 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
西
区
三
橋
五
丁
目
千
五
百
五
十
五
番
地 

 

ハ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
七
日 

 

ニ 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

七
千
三
百
二
十
六
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

ホ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

二
三
一
台 

 
 

 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

五
六
台 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

面
積 

八
〇
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

容
量 

四
五
立
方
メ
ー
ト
ル 

 

ヘ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
十
三
号



 
 

 
 

午
前
七
時
か
ら
午
後
九
時 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
三
十
分 

 
 

 
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 
 

出
入
口
の
数 

三
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

 

ト 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
三
月
十
六
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
七
月
三
十
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 
 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
七
月
三
十
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

さ
い
た
ま
コ
ー
プ 

コ
ー
プ
蓮
田 

 
 

 

埼
玉
県
蓮
田
市
大
字
馬
込
字
七
番
千
四
百
三
十
四
番
三
外 

  

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人 

 
 

 

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
生
活
協
同
組
合
さ
い
た
ま
コ
ー
プ 

理
事
長 

石
川
祐
司 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
南
区
根
岸
一
丁
目
五
番
五
号 

 
 

 

（
変
更
後
）
生
活
協
同
組
合
さ
い
た
ま
コ
ー
プ 

代
表
理
事 
佐
藤
利
昭 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
南
区
根
岸
一
丁
目
五
番
五
号 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
十
九
年
六
月
七
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
三
月
十
六
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
七
月
三
十
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
七
月
三
十
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
十
四
号



 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

さ
い
た
ま
コ
ー
プ 

コ
ー
プ
蓮
田 

 
 

 

埼
玉
県
蓮
田
市
大
字
馬
込
字
七
番
千
四
百
三
十
四
番
三
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

九
六
台 

 
 

 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

九
六
台 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

（
変
更
前
）
駐
車
場
①
・
② 

午
前
八
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
十
一
時
十
五
分 

 
   

（
変
更
後
）
駐
車
場
①
・
② 

午
前
八
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
十
一
時
十
五
分 

 
    

 
 

 
  

駐
車
場
③ 

午
前
八
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 

（
変
更
前
）
出
入
口
の
数 

一
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

（
変
更
前
）
出
入
口
の
数 

三
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
三
月
十
六
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
七
月
三
十
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
十
五
号



 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
七
月
三
十
日
ま
で 

 

ロ 
意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

日
本
フ
イ
ル
コ
ン
下
藤
沢
ビ
ル 

 
 

 

埼
玉
県
入
間
市
大
字
下
藤
沢
東
台
百
八
十
八
―
一 

  

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称 

 
 

 

（
変
更
前
）
下
藤
沢
ビ
ル 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

（
変
更
後
）
日
本
フ
イ
ル
コ
ン
下
藤
沢
ビ
ル 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
日
本
フ
イ
ル
コ
ン
株
式
会
社 

代
表
取
締
役
社
長 
相
澤
毅 

（
変
更
後
）
日
本
フ
イ
ル
コ
ン
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

渡
邉
岳
敏 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
四
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
一
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
七
月
三
十
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
七
月
三
十
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
十
六
号



 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告 
 

示 

 
 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
県
営
土
地
改
良
事
業
兎
田
暮
坪
地
区
（
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
の
う
ち
区
画
整
理
事
業
）

計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
変
更
に
係
る
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供

す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 

一 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日
か
ら 

 
 

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
七
日
ま
で 

二 

縦
覧
場
所 

 
 

秩
父
市
役
所 

 
 

       

埼
玉
県
告
示
第
四
百
十
七
号



告 
 

示 

  
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
行
田

市
野
村
正
幸
ほ
か
十
九
人
か
ら
の
荒
木
郷
地
裏
土
地
改
良
区
設
立
の
認
可
申
請
を
平
成
二
十
四
年 

三
月
二
十
六
日
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
決
定

に
係
る
土
地
改
良
事
業
（
維
持
管
理
事
業
）
計
画
書
及
び
定
款
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供

す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
四
年
四
月
二
日
か
ら 

 
 

平
成
二
十
四
年
五
月
一
日
ま
で 

二 

縦
覧
場
所 

 
 

行
田
市
役
所 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
十
八
号



告 
 

示 

 

 
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年

法
律
第
五
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
及
び
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
の
区
域
を

土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
と
し
て
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 

一 

土
砂
災
害
警
戒
区
域 

 
 

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
名
称 
土
砂
災
害
警
戒
区
域 

 
 

土
砂
災
害
の
災
害
発
生
原
因 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

と
な
る
自
然
現
象
の
種
類 

 
 

 
 

高
柳
―
３ 

 
 

 
 

 
 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
本
庄 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

生
野 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
本
庄 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

高
柳
―
２ 

 
 

 
 

 
 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
本
庄 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

間
瀬
―
３
―
１ 

 
 

 
 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
本
庄 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

間
瀬
―
３
―
２ 

 
 

 
 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
本
庄 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

黒
石 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
本
庄 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

根
岸
―
１ 
 

 
 

 
 

 
 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
本
庄 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

根
岸
―
２ 

 
 

 
 

 
 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
本
庄 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
十
九
号



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

山
崎 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
本
庄 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

下
町
―
３ 

 
 

 
 

 
 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
本
庄 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

小
平
―
２ 

 
 

 
 

 
 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
本
庄 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

小
平
―
３ 

 
 

 
 

 
 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
本
庄 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

小
平
―
４ 

 
 

 
 

 
 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
本
庄 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

間
瀬
―
４ 

 
 

 
 

 
 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
本
庄 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

下
浅
見 

 
 

 
 

 
 

 
 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
本
庄 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

宮
内
―
１ 

 
 

 
 

 
 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
本
庄 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

滝
の
前
―
１ 

 
 

 
 

 
 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
本
庄 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

滝
の
前
―
２ 
 

 
 

 
 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
本
庄 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

滝
の
前
―
３ 

 
 

 
 

 
 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
本
庄 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

滝
の
前
―
４ 

 
 

 
 

 
 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
本
庄 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

下
町
―
２ 

 
 

 
 

 
 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
本
庄 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

秋
山
―
１
―
１ 

 
 

 
 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
本
庄 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

秋
山
―
１
―
２ 

 
 

 
 

 
平
面
図
等
を
埼
玉
県
本
庄 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

秋
山
―
２ 

 
 

 
 

 
 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
本
庄 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

秋
山
―
４ 

 
 

 
 

 
 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
本
庄 
急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

秋
山
―
６ 

 
 

 
 

 
 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
本
庄 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

小
平
―
１ 

 
 

 
 

 
 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
本
庄 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

内
出 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
本
庄 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

南
十
条
８
区
―
１ 
 

 
 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
本
庄 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

高
柳
―
４ 

 
 

 
 

 
 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
本
庄 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

山
崎 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
本
庄 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

小
平
川 

 
 

 
 

 
 

 
 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
本
庄 

土
石
流 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

淵
の
前
沢 

 
 

 
 

 
 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
本
庄 

土
石
流 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

黒
石
川 

 
 

 
 

 
 

 
 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
本
庄 

土
石
流 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

間
瀬
沢 

 
 

 
 

 
 

 
 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
本
庄 

土
石
流 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

間
瀬
上
沢 

 
 

 
 

 
 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
本
庄 
土
石
流 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

天
王
沢 

 
 

 
 

 
 

 
 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
本
庄 

土
石
流 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

生
野
沢
東 

 
 

 
 

 
 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
本
庄 

土
石
流 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

生
野
沢
西 

 
 

 
 

 
 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
本
庄 

土
石
流 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

中
通
り
沢 

 
 

 
 

 
 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
本
庄 

土
石
流 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

普
明
寺
沢 

 
 

 
 

 
 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
本
庄 

土
石
流 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

石
木
沢 

 
 

 
 

 
 

 
 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
本
庄 

土
石
流 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

春
貞
寺
沢 

 
 

 
 

 
 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
本
庄 

土
石
流 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

御
厨
川
支
渓 

 
 

 
 

 
 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
本
庄 

土
石
流 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

山
崎
沢 

 
 

 
 

 
 

 
 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
本
庄 

土
石
流 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

宮
内
沢
支
渓
南 

 
 

 
 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
本
庄 

土
石
流 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
い
て
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梅
の
木
沢 

 
 

 
 

平
面
図
等
を
埼
玉
県 

土
石
流 
 

 
 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

秩
父
県
土
整
備
事
務 

 
 

 
 

 
 

 
 

秩
父
県
土
整
備
事
務 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

所
及
び
長

町
役
場 

 
 

 
 

 
 

 
 

所
及
び
長

町
役
場 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
備
え
置
い
て
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
備
え
置
い
て
縦
覧 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
供
す
る
。 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

坂
本
沢 

 
 

 
 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県 

土
石
流 

 
 

 
 

平
面
図
等
を
埼
玉
県 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

秩
父
県
土
整
備
事
務 

 
 

 
 

 
 

 
 

秩
父
県
土
整
備
事
務 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

所
及
び
長

町
役
場 

 
 

 
 

 
 

 
 

所
及
び
長

町
役
場 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
備
え
置
い
て
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
備
え
置
い
て
縦
覧 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

矢
那
瀬
２ 

 
 

 
 

平
面
図
等
を
埼
玉
県 

土
石
流 

 
 

 
 

平
面
図
等
を
埼
玉
県 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

秩
父
県
土
整
備
事
務 

 
 

 
 

 
 

 
 

秩
父
県
土
整
備
事
務 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

所
及
び
長

町
役
場 

 
 

 
 

 
 

 
 

所
及
び
長

町
役
場 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
備
え
置
い
て
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
備
え
置
い
て
縦
覧 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
供
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
供
す
る
。 

 
 

 
 



告 
 

示 

  
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
五

十
年
埼
玉
県
告
示
第
千
七
百
五
十
七
号
で
告
示
し
た
羽
生
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の

変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

羽
生
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

羽
生
都
市
計
画
下
水
道
事
業
羽
生
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
五
十
年
十
二
月
二
十
三
日
か
ら 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

汚
水 

 
 

（
１
） 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

（
２
） 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 

ロ 

雨
水 

 
 

（
１
） 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

（
２
） 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
二
十
号



告 
 

示 

  
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
四

十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
四
十
七
号
で
告
示
し
た
行
田
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

行
田
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

行
田
都
市
計
画
下
水
道
事
業
行
田
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
二
十
五
年
十
一
月
六
日
か
ら 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

合
流
区
域 

 
 

（
１
） 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

（
２
） 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

昭
和
四
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
四
十
七
号
、
昭
和
五
十
六
年
埼
玉
県
告
示 

 
 

 
 

 

第
千
七
百
九
十
九
号
、
昭
和
五
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
三
十
九
号
、
昭
和
六 

 
 

 
 

 

十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
九
十
二
号
、
平
成
二
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
九
十
一 

 
 

 
 

 

号
、
平
成
五
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
三
十
二
号
、
平
成
九
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
五 

 
 

 
 

 

十
八
号
、
平
成
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
八
百
三
十
七
号
、
平
成
十
三
年
埼
玉
県
告
示 

 
 

 
 

 

第
五
百
九
号
及
び
平
成
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
千
七
百
六
十
二
号
の
事
業
地
に
、
緑 

 
 

 
 

 

町
及
び
佐
間
二
丁
目
を
加
え
、
矢
場
一
丁
目
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。 

 

ロ 

分
流
汚
水 

 
 

（
１
） 

収
用
の
部
分 

 

変
更
な
し 

 
 

（
２
） 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

昭
和
四
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
四
十
七
号
、
昭
和
五
十
六
年
埼
玉
県
告
示 

 
 

 
 

 

第
千
七
百
九
十
九
号
、
昭
和
五
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
三
十
九
号
、
昭
和
六 

 
 

 
 

 

十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
九
十
二
号
、
平
成
二
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
九
十
一 

 
 

 
 

 

号
、
平
成
五
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
三
十
二
号
、
平
成
九
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
五 

 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
二
十
一
号



 
 

 
 

 

十
八
号
、
平
成
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
八
百
三
十
七
号
、
平
成
十
三
年
埼
玉
県
告
示 

 
 

 
 

 

第
五
百
九
号
及
び
平
成
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
千
七
百
六
十
二
号
の
事
業
地
に
、
藤 

 
 

 
 

 

原
町
一
丁
目
、
藤
原
町
二
丁
目
、
藤
原
町
三
丁
目
、
大
字
若
小
玉
、
大
字
長
野
を
加 

 
 

 
 

 

え
る
。 

 

ハ 

分
流
雨
水 

 
 

（
１
） 
収
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

（
２
） 

使
用
の
部
分 

 

変
更
な
し 



告 
 

示 

  
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
五

十
二
埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
八
十
五
号
で
告
示
し
た
蓮
田
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の

変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

久
喜
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

蓮
田
都
市
計
画
下
水
道
事
業
久
喜
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
五
十
二
年
十
二
月
十
三
日
か
ら 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

汚
水 

 
 

（
１
） 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

（
２
） 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

昭
和
五
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
八
十
五
号
、
昭
和
五
十
五
年
埼
玉
県
告
示 

 
 

 
 

 
 

第
千
七
百
五
十
九
号
、
昭
和
五
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
二
十
七
号
、
平
成
二 

 
 

 
 

 
 

年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
十
一
号
、
平
成
五
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
三
十
五
号
、
平 

 
 

 
 

 
 

成
八
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
六
十
三
号
、
平
成
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
七
十 

 
 

 
 

 
 

二
号
、
平
成
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
七
百
三
十
八
号
、
平
成
十
六
年
埼
玉
県
告
示 

 
 

 
 

 
 

第
千
九
百
十
七
号
及
び
平
成
二
十
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
八
十
二
号
の
事
業
地
に 

 
 

 
 

 
 

久
喜
市
菖
蒲
町
三
箇
字
堤
下
を
加
え
、
久
喜
市
菖
蒲
町
菖
蒲
字
菖
蒲
、
字
宮
本
、 

 
 

 
 

 
 

字
西
堀
、
字
陣
屋
及
び
字
寺
田
並
び
に
菖
蒲
町
三
箇
字
矢
島
、
字
寺
田
、
字
辻
、 

 
 

 
 

 
 

字
上
中
島
及
び
字
道
沼
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。 

 

ハ 

雨
水 

 
 

（
１
） 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

（
２
） 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
二
十
二
号



告 
 

示 

  
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
四

十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
九
十
四
号
で
告
示
し
た
川
越
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の

変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

川
越
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

川
越
都
市
計
画
下
水
道
事
業
川
越
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
三
十
五
年
四
月
一
日
か
ら 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

合
流 

 
 

（
１
） 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

（
２
） 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 

ロ 

汚
水 

 
 

（
１
） 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

（
２
） 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 

ハ 

雨
水 

 
 

（
１
） 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

（
２
） 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
二
十
三
号



告 
 

示 

  
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
四

十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
七
百
七
号
で
告
示
し
た
久
喜
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更

を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

久
喜
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

久
喜
都
市
計
画
下
水
道
事
業
久
喜
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
四
十
九
年
五
月
二
十
八
日
か
ら 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

汚
水 

 
 

（
１
） 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

（
２
） 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

昭
和
四
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
七
百
七
号
、
昭
和
四
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四 

 
 

 
 

 
 

百
六
十
一
号
、
昭
和
五
十
年
埼
玉
県
告
示
第
二
十
二
号
、
昭
和
五
十
六
年
埼
玉
県 

 
 

 
 

 
 

告
示
第
千
五
百
九
十
九
号
、
昭
和
五
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
七
十
号
、
昭
和 

 
 

 
 

 
 

五
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
六
百
四
十
五
号
、
昭
和
六
十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百 

 
 

 
 

 
 

九
号
、
平
成
元
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
八
号
、
平
成
三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
七
百 

 
 

 
 

 
 

九
十
六
号
、
平
成
七
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
三
十
九
号
、
平
成
十
一
年
埼
玉
県 

 
 

 
 

 
 

告
示
第
千
四
百
六
十
号
、
平
成
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
七
百
三
十
号
、
平
成
十
八 

 
 

 
 

 
 

年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
三
十
三
号
及
び
平
成
二
十
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
六
十
九 

 
 

 
 

 
 

号
の
事
業
地
に
久
喜
市
北
中
曽
根
字
川
妻
、
所
久
喜
字
小
ヶ
原
井
、
上
清
久
字
西 

 
 

 
 

 
 

谷
、
六
万
部
字
西
谷
、
北
中
曽
根
字
下
新
田
前
、
字
上
新
田
前
及
び
字
山
ノ
下
地

内 

 
 

 
 

 
 

を
加
え
る
。 

 

ハ 

雨
水 

 
 

（
１
） 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
二
十
四
号



 
 

（
２
） 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 



告 
 

示 

  
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
四

十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
七
百
二
号
で
告
示
し
た
熊
谷
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更

を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

熊
谷
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

熊
谷
都
市
計
画
下
水
道
事
業
熊
谷
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
三
十
二
年
十
一
月
十
九
日
か
ら 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

合
流
区
域 

 
 

（
１
） 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

（
２
） 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

昭
和
四
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
七
百
二
号
、
昭
和
五
十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百 

 
 

 
 

 
 

八
号
、
昭
和
五
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
六
十
八
号
、
昭
和
五
十
六
年
埼
玉
県 

 
 

 
 

 
 

告
示
第
千
八
百
九
十
九
号
、
昭
和
五
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
三
十
号
、
昭
和 

 
 

 
 

 
 

六
十
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
九
十
号
、
平
成
元
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
九
十
一 

 
 

 
 

 
 

号
、
平
成
五
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
四
十
号
、
平
成
八
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
四 

 
 

 
 

 
 

十
五
号
、
平
成
九
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
五
十
七
号
、
平
成
十
三
年
埼
玉
県
告
示 

 
 

 
 

 
 

第
百
六
十
六
号
、
平
成
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
八
十
一
号
、
平
成
二
十
年 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
七
十
四
号
の
事
業
地
の
う
ち
、
銀
座
六
丁
目
、
平
戸
字
八
町 

 
 

 
 

 
 

及
び
丸
屋
敷
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
し
、
戸
出
字
高
戸
を
削
る
。 

 

ロ 

分
流
式
汚
水 

 
 

（
１
） 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

（
２
） 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

昭
和
四
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
七
百
二
号
、
昭
和
五
十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百 

 
 

 
 

 
 

八
号
、
昭
和
五
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
六
十
八
号
、
昭
和
五
十
六
年
埼
玉
県 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
二
十
五
号



 
 

 
 

 
 

告
示
第
千
八
百
九
十
九
号
、
昭
和
五
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
三
十
号
、
昭
和 

 
 

 
 

 
 

六
十
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
九
十
号
、
平
成
元
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
九
十
一 

 
 

 
 

 
 

号
、
平
成
五
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
四
十
号
、
平
成
八
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
四 

 
 

 
 

 
 

十
五
号
、
平
成
九
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
五
十
七
号
、
平
成
十
三
年
埼
玉
県
告
示 

 
 

 
 

 
 

第
百
六
十
六
号
、
平
成
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
八
十
一
号
、
平
成
二
十
年 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
七
十
四
号
の
事
業
地
に
、
三
ヶ
尻
字
北
原
、
拾
六
間
字
中
原
、 

 
 

 
 

 
 

代
字
宮
ノ
下
、
原
島
字
中
ノ
道
及
び
市
ノ
井
、
大
原
四
丁
目
を
加
え
る
。 

 

ハ 

分
流
式
雨
水 

 
 

（
１
） 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

（
２
） 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 



告 
 

示 

  
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
元

年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
十
三
号
で
告
示
し
た
東
松
山
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変

更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

滑
川
町 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

東
松
山
都
市
計
画
下
水
道
事
業
滑
川
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
元
年
二
月
二
十
八
日
か
ら 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

汚
水 

 
 

（
１
） 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

（
２
） 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

平
成
元
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
十
三
号
、
平
成
六
年
埼
玉
県
告
示
第
九
百
六
十 

 
 

 
 

 
 

五
号
、
平
成
九
年
埼
玉
県
告
示
第
六
百
六
十
四
号
、
平
成
十
四
年
埼
玉
県
告
示
第 

 
 

 
 

 
 

百
一
号
、
平
成
二
十
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
号
及
び
平
成
二
十
一
年
埼
玉
県
告
示 

 
 

 
 

 
 

第
四
百
五
十
一
号
の
事
業
地
に
滑
川
町
大
字
月
輪
字
窪
田
及
び
字
古
屋
敷
を
加 

 
 

 
 

 
 

え
、
滑
川
町
大
字
月
輪
字
中
道
北
、
字
中
道
南
、
字
林
、
字
宮
前
、
字
築
地
、
字 

 
 

 
 

 
 

溝
半
田
、
字
新
道
上
、
字
大
堀
及
び
字
大
堀
前
並
び
に
大
字
羽
尾
字
川
向
地
内
に 

 
 

 
 

 
 

お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。 

 

ロ 

雨
水 

 
 

（
１
） 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

（
２
） 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
二
十
六
号



告 
 

示 

  
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
四

十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
四
十
五
号
で
告
示
し
た
大
宮
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

さ
い
た
ま
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

さ
い
た
ま
都
市
計
画
下
水
道
事
業
さ
い
た
ま
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
三
十
年
四
月
一
日
か
ら 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

汚
水 

 
 

（
１
） 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

（
２
） 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 

ロ 

雨
水 

 
 

（
１
） 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

（
２
） 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
二
十
七
号



告 
 

示 

  
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
五

十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
九
十
四
号
で
告
示
し
た
幸
手
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

久
喜
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

幸
手
都
市
計
画
下
水
道
事
業
久
喜
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
五
十
二
年
十
月
二
十
一
日
か
ら 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

汚
水 

 
 

（
１
） 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

（
２
） 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

昭
和
五
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
九
十
四
号
、
昭
和
五
十
八
年
埼
玉
県
告
示 

 
 

 
 

 
 

第
七
百
四
十
五
号
、
昭
和
六
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
十
八
号
、
平
成
二
年 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
三
百
七
十
一
号
、
平
成
六
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
三
十
号
、
平
成
八 

 
 

 
 

 
 

年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
四
十
号
、
平
成
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
二
十
一 

 
 

 
 

 
 

号
、
平
成
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
二
千
百
五
十
二
号
及
び
平
成
二
十
年
埼
玉
県
告 

 
 

 
 

 
 

示
第
四
百
十
八
号
の
事
業
地
に
久
喜
市
南
栗
橋
十
一
丁
目
並
び
に
伊
坂
字
谷
倒
、 

 
 

 
 

 
 

字
外
野
、
字
雨
宮
及
び
字
伊
坂
並
び
に
松
永
字
古
利
根
川
附
、
字
権
現
前
、
字
古 

 
 

 
 

 
 

堤
、
字
星
ノ
宮
、
字
前
耕
地
及
び
字
切
戸
崎
を
加
え
、
久
喜
市
伊
坂
字
宝
治
戸
浦
、 

 
 

 
 

 
 

字
千
上
、
字
町
人
新
田
、
字
古
堤
、
字
土
取
場
及
び
字
砂
畑
地
内
に
お
い
て
事
業 

 
 

 
 

 
 

地
を
変
更
す
る
。 

 

ハ 

雨
水 

 
 

（
１
） 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

（
２
） 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
二
十
八
号



告 
 

示 

  
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
五

十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
四
十
八
号
で
告
示
し
た
幸
手
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

久
喜
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

幸
手
都
市
計
画
下
水
道
事
業
久
喜
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
五
十
二
年
十
一
月
二
十
二
日
か
ら 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

汚
水 

 
 

（
１
） 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

昭
和
五
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
四
十
八
号
、
昭
和
五
十
九
年
埼
玉
県
告
示 

 
 

 
 

 
 

第
四
百
八
十
五
号
、
昭
和
六
十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
十
三
号
、
昭
和
六
十 

 
 

 
 

 
 

三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
七
号
、平
成
三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
九
十
一
号
、 

 
 

 
 

 
 

平
成
七
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
七
号
、
平
成
十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十 

 
 

 
 

 
 

三
号
、
平
成
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
七
百
四
十
号
及
び
平
成
二
十
年
埼
玉
県
告
示 

 
 

 
 

 
 

第
四
百
十
七
号
の
事
業
地
の
う
ち
久
喜
市
西
大
輪
二
丁
目
地
内
に
お
い
て
事
業
地 

 
 

 
 

 
 

を
変
更
す
る
。 

 
 

（
２
） 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 

ハ 

雨
水 

 
 

（
１
） 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

（
２
） 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
二
十
九
号



告 
 

示 

  
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
五

十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
二
十
号
で
告
示
し
た
幸
手
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の

変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

杉
戸
町 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

幸
手
都
市
計
画
下
水
道
事
業
杉
戸
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
五
十
六
年
九
月
一
日
か
ら 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

汚
水 

 
 

（
１
） 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

（
２
） 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

昭
和
五
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
二
十
号
、
昭
和
五
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第 

 
 

 
 

 
 

千
二
百
四
十
一
号
、
昭
和
六
十
年
埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
十
号
、
平
成
二
年
埼
玉 

 
 

 
 

 
 

県
告
示
第
九
八
〇
号
、
平
成
六
年
埼
玉
県
告
示
第
千
百
四
十
二
号
、
平
成
七
年
埼 

 
 

 
 

 
 

玉
県
告
示
第
八
百
三
十
二
号
、
平
成
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
七
十
四
号
、
平 

 
 

 
 

 
 

成
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
五
十
一
号
、
平
成
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
七
百
四
十
一 

 
 

 
 

 
 

号
、
平
成
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
七
十
三
号
、
平
成
二
十
三
年
埼
玉
県
告
示 

 
 

 
 

 
 

第
四
十
号
の
事
業
地
に
杉
戸
町
大
字
下
高
野
字
堤
合
、
字
上
河
原
の
一
部
を
追
加 

 
 

 
 

 
 

す
る
。 

 

ロ 

雨
水 

 
 

（
１
） 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

（
２
） 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
三
十
号



告 
 

示 

 
 

 
都
市
公
園
の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

加
須
は
な
さ
き
公
園 

二 

位
置 

 
 

加
須
市
水
深
及
び
船
越
地
内 

三 

変
更
に
係
る
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り 

四 

変
更
に
係
る
区
域
の
供
用
開
始
の
期
日 

 
 

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日 

 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
三
十
一
号



 

加須はなさき公園

供用済の区域

今回供用開始する区域

A1池

A2池

B池

C池

C池

－凡例－

供用開始する区域の面積
１．０ｈａ



告 
 

示 

 
 

 
都
市
公
園
の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

羽
生
水
郷
公
園 

二 

位
置 

 
 

羽
生
市
大
字
弥
勒
、
大
字
日
野
手
新
田
及
び
大
字
与
兵
衛
新
田
地
内 

三 

変
更
に
係
る
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り 

四 

変
更
に
係
る
区
域
の
供
用
開
始
の
期
日 

 
 

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日 

 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
三
十
二
号



 

今回供用開始する区域 

供用済の区域 

供用開始する区域の面積 

8.0ha 

羽生水郷公園 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長 

新 

井 

伸 

二 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

  

さ
い
た
ま
東
村
山
線 

  

路 
 

線 
 

名 

新
座
市
野
火
止
四
丁
目
七
七
三
番
四
九
地
先

か
ら 

同
市
野
火
止
三
丁
目
九
五
一
番
六
地
先
ま
で 

(

た
だ
し
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
部
分
に
限

る
。) 

 

供
用
開
始
の
区
間 

 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

供
用
開
始
の
期
日 

平
成
二
十
一
年
十
二
月

四
日
埼
玉
県
朝
霞
県
土

整
備
事
務
所
長
告
示
第

十
四
号
で
告
示
し
た
道

路
予
定
区
域
の
一
部
供

用
開
始
で
あ
る
。
延
長

七
三
〇
・
八
三
メ
ー
ト

ル 

備  

 

考  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長 

小 

島 

一 

男 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

  

県
道
鶴
瀬
停
車
場
線 

   

路 
 

線 
 

名 

富
士
見
市
鶴
瀬
東
一
丁
目
二
五
二
○
番
一

二
地
先
か
ら 

同
市
鶴
瀬
東
二
丁
目
二
三
四
二
番
一
地
先

ま
で 

  

供
用
開
始
の
区
間 

  

平
成
二
十
四
年
四
月
十
四
日 

   

供
用
開
始
の
期
日 

 延
長
三
三
二
・
五
六
メ

ー
ト
ル 

 

備  

 

考  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長 

小 

島 

一 

男 

一 

道
路
の
種
類  

県
道 

二 

路

線

名  

鶴
瀬
停
車
場
線 

三 

道
路
の
区
域 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

旧
Ｂ 

 新
Ｂ 

旧
Ａ 

旧 

新 

別 

富
士
見
市
鶴
瀬
東
一
丁
目
二
五

二
○
番
一
二
地
先
か
ら 

同
市
鶴
瀬
東
二
丁
目
二
三
四
二

番
一
地
先
ま
で 

  
 

富
士
見
市
鶴
瀬
東
一
丁
目
二
六

五
○
番
一
地
先
か
ら 

同
市
鶴
瀬
東
二
丁
目
二
三
六
二

番
五
地
先
ま
で 

 

区 
 

 
 

間 

二
○
・
○
○ 

～ 

二
九
．
九
九 

 
 

 

七
・
一
○ 

～ 

 
 

 

一
二
・
○
○ 

 
 

 

 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

三
三
二
・
五
六 

  

四
五
九
・
三
○ 

   

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

   

鶴
瀬
駅
東
口 

土
地
区
画
整
理
事
業 

備  

 

 

考  



告 
 

示 
 

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長 

西 

成 

秀 

幸 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類  

一
般
国
道 

二 

路

線

名  

四
百
七
号 

三 

道
路
の
区
域 

 



  

新
Ｂ 

旧
Ｂ 

旧
Ａ 

旧 

新 

別 

 

日
高
市
大
字
高
萩 

 

字
六
ツ
塚
二
六
一
一
番
二
地
先
か
ら 

 

同
市
大
字
高
萩 

 

字
向
六
反
田
一
二
二
五
番
地
先
ま
で 

 

日
高
市
大
字
高
萩 

 

字
六
ツ
塚
二
六
一
〇
番
七
地
先
か
ら 

 
同
市
大
字
高
萩 

 

字
谷
ツ
前
一
〇
〇
七
番
六
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

間 

  
 

二
五
・
〇
〇
～ 

 
 

 
 

六
七
・
〇
〇 

  

  

九
・
二
〇
～ 

 
 

 
 

三
二
・
〇
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

一
、
九
八
〇
・
〇
〇 

一
、
七
三
八
・
〇
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

旧
Ａ
は
日
高
市
に 

 

引
き
継
ぐ
。 

備  

 

 

考  



告 
 

示 
 

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
五
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長 

西 

成 

秀 

幸 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類  

県
道 

二 

路

線

名  

川
越
日
高
線 

三 

道
路
の
区
域 

 



  

新 旧 

旧 

新 

別 

 
日
高
市
大
字
高
萩 

 

字
下
宿
一
二
四
番
一
地
先
か
ら 

 
 

 

同
市
大
字
高
萩 

 

字
下
宿
一
二
五
番
一
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

間 

  
 

一
二
・
〇
〇
～ 

 
 

 
 

三
三
・
四
〇 

 

  

一
二
・
〇
〇
～ 

 
 

 
 

二
一
・
〇
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

四
八
・
〇
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

国
道
四
百
七
号
移
管

に
係
る
区
域
変
更 

備  

 

 

考  



告 
 

示 
 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
九
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長 

水 

村 

正 

和 
 

 
 

                         



     

  
 

 
 

三
沢
坂
本
線 

  
 

路 
 

線 
 

名 

 
 

 
 

秩
父
郡
東
秩
父
村
大
字
坂
本
字
矢
ノ
田
ア
三

〇
一
八
番
地
先
か
ら
同
郡
同
村
大
字
坂
本
字

矢
ノ
田
ア
三
〇
一
五
番
地
先
ま
で 

  

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

供
用
開
始
の
期
日 

   

延
長
一
五
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
。 

 

備 

 

考 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長 

 

内 

藤 

敏 

夫 

一 

道
路
の
種
類  

一
般
国
道 

二 

路

線

名  

二
百
五
十
四
号 

三 

道
路
の
区
域 

 



 
新
Ｂ 

旧
Ｂ 

旧
Ａ 

旧 

新 

別 
本
庄
市
児
玉
町
児
玉
字
下
八
幡
一
一
七
八

番
一
地
先
か
ら
同
市
児
玉
町
八
幡
山
字
北

田
二
九
番
一
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

間 

 

一
四
・
〇
四 

 
 

 
 

 

～ 

 
 

 
 

三
八
・
五
四 

七
・
二
二 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

～ 

 
 

 
 

三
二
・
〇
六 

 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

  
 

二
、
四
二
四
・
二
〇 

   
 

二
、
八
五
五
・
二
五 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

旧
道
の
区
域
の
除
外
。
除
外
す
る
区
域

の
一
部
を
本
庄
市
へ
引
継
ぎ
、
一
部
を

一
般
国
道
四
百
六
十
二
号
及
び
県
道
小

前
田
児
玉
線
と
し
て
管
理
。 

備  

 

 

考  



告 
 

示 
 

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
一
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長 

内 

藤 

敏 

夫 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

 

二 

路

線

名 

花
園
本
庄
線 

三 

道
路
の
区
域 



 

新
Ｂ 

旧
Ｂ 

旧
Ａ 

旧 

新 

別 

本
庄
市
寿
一
丁
目
九
番
二
地
先
か
ら
同

市
西
富
田
字
九
反
田
五
八
八
番
一
地
先

ま
で 

本
庄
市
寿
一
丁
目
九
番
二
地
先
か
ら
同

市
本
庄
一
丁
目
三
一
〇
六
番
一
一
地
先

ま
で 

区 
 

 
 

間 

  

八
・
〇
〇
～ 

三
六
・
五
二 

  

八
・
三
三
～ 

 
 

 
 

一
一
・
〇
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

四
、
五
四
五
・
一
七 

一
、
五
二
一
・
〇
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

平
成
十
五
年
三
月
七
日
付
埼
玉
県
告

示
第
四
百
六
十
六
号
で
予
定
さ
れ
た

引
継
ぎ
の
処
理
で
あ
り
、
旧
Ａ
を
本
庄

市
道
と
し
て
引
継
ぐ
。 

備  

 

 

考  



告 
 

示 
 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
七
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長 

吉 

田 
 

 

学 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類  

県
道 

二 

路

線

名  

加
須
北
川
辺
線 

三 

道
路
の
区
域



 

新 旧 

旧 

新 

別 

加
須
市
下
樋
遣
川
字
南
瀬
田
和 

一
四
一
九
番
二
地
先
か
ら 

 

同
市
中
樋
遣
川
字
七
釜
戸 

三
一
二
三
番
一
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

間 

一
二
・
〇
〇
～ 

一
六
・
三
〇 

六
・
六
三
～ 

 
 

 
 

一
五
・
五
二 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

一
一
二
・
〇
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

橋
梁
架
換
工
事 

 

備  

 

 

考  



告 
 

示 
 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
八
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長 

吉 

田 
 

 

学 
 

 



 

   

加
須
北
川
辺
線 

  

路 
 

線 
 

名 

加
須
市
下
樋
遣
川
字
南
瀬
田 

和
一
四
一
九
番
二
地
先
か
ら 

同
市
中
樋
遣
川
字
七
釜
戸
一 

七
四
七
番
四
地
先
ま
で 

（
た
だ
し
、
関
係
図
面
に
表

示
す
る
部
分
に
限
る
。
） 

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

供
用
開
始
の
期
日 

橋
梁
架
換
工
事
。 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日
付
け

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長

告
示
第
七
号
で
告
示
し
た
道
路
区

域
の
一
部
供
用
開
始
で
あ
る
。 

延
長
二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

備  

 

考  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
二
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

大 

島 

秀 

彦 

一 

道
路
の
種
類 

県
道   

二 

路

線

名  

中
井
松
伏
線 

三 

道
路
の
区
域



    

 
 

旧
Ｂ 

 
 

新
Ｂ 

 
 

旧
Ａ 

旧 

新 

別 

吉
川
市
大
字
川
藤
字
前
新
田
三
五
六
四
番
一
地

先
か
ら
同
市
大
字
川
藤
字
下
内
谷
二
一
一
七
番

一
地
先
ま
で 

吉
川
市
大
字
川
藤
字
前
新
田
三
二
一
〇
番
一
地

先
か
ら
同
市
大
字
川
藤
字
下
内
谷
二
〇
七
四
番

一
地
先
ま
で 

区 
 
 

間 

一
六
・
三
〇
～
三
六
・
〇
〇 

 

五
・
〇
〇
～
二
六
・
〇
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

  

一
一
四
六
・
八
〇 

  

一
一
四
三
・
〇
〇 

 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

旧
Ａ
の
一
部
は
吉
川
市
道
へ
移

管
。
そ
の
余
は
県
道
川
藤
野
田

線
と
し
て
存
置
。 

  

備 
 
 

考 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
三
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

大 

島 

秀 

彦 
 

 
 

     



    
  

三
郷
松
伏
線 

  

路 
 

線 
 

名 

 

吉
川
市
大
字
三
輪
野
江
字
蓮
沼
二
三
〇
九
番
四

地
先
か
ら
同
市
大
字
加
藤
字
中
道
一
五
三
番
三

地
先
ま
で 

 

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

供
用
開
始
の
期
日 

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日
付

け
埼
玉
県
告
示
第
七
百
二
十
号

に
お
け
る
道
路
区
域
の
一
部
供

用
開
始
で
あ
る
。 

延
長
二
〇
九
三
・
六
〇
メ
ー
ト
ル 

備 

 

考 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
四
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

大 

島 

秀 

彦 

一 

道
路
の
種
類 

県
道   

二 

路

線

名  

三
郷
松
伏
線 

三 

道
路
の
区
域



    

 
 

旧
Ｂ 

 
 

新
Ｂ 

 
 

旧
Ａ 

旧 

新 

別 

吉
川
市
大
字
三
輪
野
江
字
宅
地
付
一
五
一
五
番

二
地
先
か
ら
同
市
吉
屋
二
丁
目
一
六
二
番
四
地

先
ま
で 

吉
川
市
大
字
三
輪
野
江
字
宅
地
付
一
五
二
一
番

一
地
先
か
ら
同
市
大
字
加
藤
字
中
道
九
三
番
一

地
先
ま
で 

区 
 
 

間 

一
五
・
〇
〇
～
五
二
・
〇
〇 

 

五
・
五
〇
～
二
六
・
〇
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

  

三
一
〇
六
・
六
〇 

  

二
七
二
四
・
〇
〇 

 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

旧
Ａ
の
一
部
は
吉
川
市
道
へ
移

管
。
そ
の
余
は
県
道
加
藤
平
沼

線
と
し
て
存
置
。 

  

備 
 
 

考 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
五
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

大 

島 

秀 

彦 

一 

道
路
の
種
類 

県
道   

二 

路

線

名  

加
藤
平
沼
線 

三 

道
路
の
区
域



    

 
 

新 

 
 

旧 

旧 

新 

別 

吉
川
市
大
字
加
藤
字
中
道
一
五
三
番
五
地
先
か

ら
同
市
大
字
加
藤
字
前
四
四
一
番
二
地
先
ま
で 

吉
川
市
大
字
加
藤
字
前
四
四
三
番
一
地
先
か
ら

同
市
大
字
加
藤
字
前
四
四
一
番
二
地
先
ま
で 

区 
 
 

間 

 

七
・
四
〇
～
三
〇
・
〇
〇 

 

八
・
六
〇
～
一
五
・
四
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

  

四
四
〇
・
四
〇 

  

三
三
・
〇
〇 

 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

県
道
三
郷
松
伏
線
の
バ
イ
パ
ス

建
設
に
伴
う
路
線
の
再
編
。 

  

備 
 
 

考 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
六
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長 

関 

口 
 

男 

 

一 

道

路

の

種

類 
 

県
道 

二 

路

線

名 
 

行
田
蓮
田
線 

三 

道

路

の

区

域 



  

 
 

 
 

 
 

 新 

 
 

 
 

  旧 

  

旧 

新 

別 

  

久
喜
市
菖
蒲
町
上
栢
間
字
荒
川
部
四
三
六
八 

 

 

番
一
地
先
か
ら
同
市
菖
蒲
町
上
栢
間
字
堰
下 

 
四
五
三
四
番
七
地
先
ま
で 

 
 

 
 

区 
 

 
 

間 

 
 

 

十
二
・
二
〇
～ 

 
 

 
 

 

十
五
・
七
〇 

 
 

 

 
  

七
・
七
五
～ 

 

十
五
・
〇
七 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

八
五
〇
・
七
〇 

延 
 

長 

 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 
 

 

道
路
改
築
工
事
に
よ
る 

 

歩
道
整
備 

   

備 

 

考 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
七
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長 

関 

口 
 

男 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

行
田
蓮
田
線 

 

  

路 
 

線 
 

名 

 
 

 

久
喜
市
菖
蒲
町
上
栢
間
字
荒
川
部
四
三
六
八
番
一
地 

 

先
か
ら
同
市
菖
蒲
町
上
栢
間
字
堰
下
四
五
三
四
番
七 

 
 

 
地
先
ま
で 

 
 
 

 
供 

用 

開 

始 

の 

区 

間 

  

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

供 

用 

開 

始 

の 

期 

日 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日
付
け
埼
玉

県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
六

号
で
告
示
し
た
供
用
開
始
で
あ
る
。 

 
 

延
長 

八
五
〇
・
七
〇
メ
ー
ト
ル 

備 
 
 
 
 
 
 

考 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
八
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長 

関 

口 
 

男 

 

一 

道

路

の

種

類 
 

県
道 

二 

路

線

名 
 

春
日
部
久
喜
線 

三 

道

路

の

区

域 



  

 
 

 
 

 
 

 

旧
新
Ｂ 

 
 

 
 

  旧
Ａ 

  

旧 

新 

別 

 
南
埼
玉
郡
宮
代
町
大
字
国
納
字
横
町
六
八
一 

 

番
四
地
先
か
ら
久
喜
市
南
三
丁
目
一
八
八
番 

 

 

一
地
先
ま
で 

 
 

  

南
埼
玉
郡
宮
代
町
大
字
和
戸
字
芝
原
一
三
八 

 

九
番
一
地
先
か
ら
久
喜
市
南
二
丁
目
五
五
番 

 

一
地
先
ま
で 

 
 

 
 

区 
 

 
 

間 

 
 

八
・
三
九
～ 

 
 

 
 

三
六
・
三
九 

 
 

六
・
九
〇
～ 

十
二
・
〇
八 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 
 

 

 
 

一
六
〇
六
・
四
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

一
二
九
六
・
三
〇 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

延 
 

長 

 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 
 

  

旧
Ａ
は
久
喜
市
道
及
び 

 

宮
代
町
道
と
し
て
引
き 

 

 

継
ぐ
。 

   

備 

 

考 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
九
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長 

関 

口 
 

男 
 

 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

下
高
野
杉
戸
線 

三 

道
路
の
区
域 

 



  

新 旧 

旧 

新 

別 

北

飾
郡
杉
戸
町
大
字
杉
戸
字
上
杉
戸
六

三
四
番
一
地
先 

区 
 
 
 
 
 

間 

一
三
・
○
○ 

 
 
 

 

一
一
・
四
七
～ 

 
 
 

一
二
・
二
五 

敷
地
の
幅
員 

 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 
 

一
九
・
八
○ 

    

五
六
・
九
六 

五
六
・
九
六 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

道
路
改
良
工
事
に
よ
る
。 

 

備 
 
 
 
 
 

考 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長 

 

関 

口 
 

男 



   
 

下 

高 
野 

杉 

戸 

線 

  

路 
 

線 
 

名 

 

北

飾
郡
杉
戸
町
大
字
下
高
野
字
熊
之
面
前
八
三

八
番
一
地
先
か
ら
同
郡
同
町
大
字
下
高
野
字
熊
之

面
前
八
三
五
番
一
地
先
ま
で 

    

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日  

供
用
開
始
の
期
日 

延
長
六
七
・
一
七
メ
ー
ト
ル
。

平
成
二
十
四
年
三
月
十
六
日
付

け
埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務

所
長
告
示
第
五
号
で
告
示
し
た

区
域
の
供
用
開
始
で
あ
る
。 

備 

 

考 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
一
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長 

関 

口 
 

男 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

幸
手
境
線 

三 

道
路
の
区
域 

 



 
 

 

 

新
Ｂ 

新
Ａ 

 

旧
Ａ 

旧 

新 

別 

幸
手
市
東
三
丁
目
一
〇
一
九
番
三
地
先
か

ら
同
市
大
字
上
吉
羽
字
堤
外
一
八
七
一
番

五
地
先
県
境
ま
で 

 

幸
手
市
北
二
丁
目
三
一
一
番
五
地
先
か
ら

同
市
大
字
権
現
堂
一
一
四
〇
番
三
七
地
先

県
境
ま
で 

区 
 
 
 
 
 

間 

九
・
四
七
～ 

 

四
六
・
○
○ 

 

六
・
○
○
～ 

 

十
・
○
○ 

敷
地
の
幅
員 

 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

二
一
五
五
・
〇
〇 

   

七
六
二
・
〇
〇 

    

五
六
・
九
六 

五
六
・
九
六 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

道
路
改
築
工
事
に
よ
る
。
Ａ
及
び
Ｂ
は
、
関
係

図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
で
あ
る
。 

旧
道
は
、
幸
手
市
に
引
き
継
ぐ
予
定
。 

備 
 
 
 
 
 

考 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
二
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長 

関 

口 
 

男 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

春
日
部
久
喜
線 

三 

道
路
の
区
域 

 



 
 

 

新
Ｂ 

旧
Ｂ 

旧
Ａ 

旧 

新 

別 

南
埼
玉
郡
宮
代
町
字
中
島
六
○
番
一
地
先

か
ら
同
郡
同
町
字
道
佛
三
八
九
番
一
地
先

ま
で 

南
埼
玉
郡
宮
代
町
字
中
島
三
九
番
一
地
先

か
ら
同
郡
同
町
字
道
佛
三
八
九
番
六
地
先

ま
で 

区 
 
 
 
 
 

間 

一
六
・
○
○
～ 

 
 

四
八
・
二
七 

六
・
〇
五
～ 

 
 

一
五
・
○
○ 

敷
地
の
幅
員 

 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

 

六
六
〇
・
五
〇 

  

一
○
九
五
・
〇
〇 

    

五
六
・
九
六 

五
六
・
九
六 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

平
成
二
十
年
七
月
二
十
九
日
付
け
埼
玉
県
杉

戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
七
十
九
号
で

予
定
さ
れ
た
引
継
処
理
で
あ
り
、
旧
Ａ
は
県
道

蓮
田
杉
戸
線
と
重
複
す
る
部
分
を
除
き
宮
代

町
道
と
し
て
引
き
継
ぐ
。
Ａ
及
び
Ｂ
は
、
関
係

図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
で
あ
る
。 

 

備 
 
 
 
 
 

考 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
三
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長 

関 

口 
 

男 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

蓮
田
杉
戸
線 

三 

道
路
の
区
域 

 



 
 

 

新
Ｂ 

旧
Ｂ 

 
旧
Ａ 

旧 

新 

別 

 

南
埼
玉
郡
宮
代
町
字
道
佛
三
八
九
番
六
地

先
か
ら
同
郡
同
町
字
中
島
一
番
一
地
先
ま

で 南
埼
玉
郡
宮
代
町
字
道
佛
二
三
七
番
三
地

先
か
ら
同
郡
同
町
百
間
五
丁
目
三
八
九
番

二
地
先
ま
で 区 

 
 
 
 
 

間 

 

六
・
四
○
～ 

 

四
八
・
二
七 

 

六
・
〇
五
～ 

 

七
・
四
七 

敷
地
の
幅
員 

 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

 

一
一
〇
九
・
五
〇 

  

 

六
六
五
・
〇
〇 

 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

平
成
二
十
年
七
月
二
十
九
日
付
け
埼
玉
県
杉

戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
八
十
一
号
で

予
定
さ
れ
た
引
継
処
理
で
あ
り
、
旧
Ａ
は
宮
代

町
道
と
し
て
引
き
継
ぐ
。
Ａ
及
び
Ｂ
は
、
関
係

図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
で
あ
る
。 

 

備 
 
 
 
 
 

考 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
四
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長 

関 

口 

 

男 

一 

道

路

の

種

類  

県
道 

二 

路

線

名  

春
日
部
菖
蒲
線 

三 

道

路

の

区

域 



  

新
Ｂ 

 新
Ａ 

旧
Ａ 

旧 

新 

別 

南
埼
玉
郡
白
岡
町
大
字
篠
津
字
押
出
シ
六

一
番
三
地
先
か
ら
同
郡
同
町
大
字
篠
津
字

押
出
シ
三
二
番
一
地
先
ま
で 

南
埼
玉
郡
白
岡
町
大
字
篠
津
字
押
出
シ
一

一
〇
番
一
地
先
か
ら
久
喜
市
原
字
天
沼
二

〇
〇
番
一
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

間 

 

一
八
・
〇
〇
～ 

 
 

 
 

 

三
一
・
二
四 

 

一
五
・
七
八
～ 

五
八
・
七
二 

 

一
五
・
七
八
～ 

 
 

 
 

 

三
〇
・
〇
六 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

  
 

 

一
六
二
・
二
〇 

  
 

一
一
一
二
・
〇
〇 

 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

旧
道
の
一
部
は
、
白
岡

町
及
び
久
喜
市
に
引
き

継
ぐ
予
定
。 

 

備  

 

 

考  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
五
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長 

関 

口 
 

男 
 

 
 



   
  

姫
宮
停
車
場
線 

  

路 
 

線 
 

名 

 

南
埼
玉
郡
宮
代
町
川
端
四
丁
目
四
○
七
番
三
地
先

か
ら
同
郡
同
町
川
端
四
丁
目
四
一
一
番
二
地
先
ま

で 

    

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 
 

 

供
用
開
始
の
期
日 

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
付
け
埼
玉

県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第

十
八
号
で
告
示
し
た
区
域
の
供
用
開

始
で
あ
る
。 

延
長
七
九
・
二
〇
メ
ー
ト
ル 

備 

 

考 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
六
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長 

 

関 

口 
 

男 



   
 

下 

高 
野 
杉 

戸 

線 

  

路 
 

線 
 

名 

 

北

飾
郡
杉
戸
町
大
字
杉
戸
字
上
杉
戸
六
三
四

番
一
地
先 

    

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日 

 

供
用
開
始
の
期
日 

 

延
長
一
九
・
八
〇
メ
ー
ト
ル 

備 

 

考 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
四
十
九
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

福 

島 

克 

季 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
八
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
二
〇
一
一
二
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
六
日 

 
 

川
建
セ
第
二
三
〇
一
一
五
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
嵐
山
町
大
字
古
里
字
尾
根
四
〇
五
番
一
、
四
〇
五
番
五
の
一
部 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
嵐
山
町
大
字
古
里
四
〇
六
番
地
一 

 
 

飯 

嶋 

孝 

治 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
二
十
二
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

橘 
 

 

裕 

子 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
二
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
三
〇
〇
四
一
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

越
建
セ
第
四
九
三
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
大
字
須
賀
字
鹿
沼
千
百
七
十
六
番
五 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
大
字
須
賀
千
百
七
十
六
番
地
一 

 
 

斉
藤 

博
之 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
二
十
三
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

橘 
 

 

裕 

子 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
三
〇
〇
三
九
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

越
建
セ
第
四
九
四
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
北

飾
郡
杉
戸
町
大
字
大
島
字
浦
百
四
十
九
番
二 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
春
日
部
市
大
畑
九
百
十
六
番
地
十
一 

 
 

大
熊 

寛
道 

大
熊 

直
子 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
二
十
四
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

橘 
 

 

裕 

子 
 

 
 

 
 

 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
二
〇
〇
七
九
五
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

越
建
セ
第
四
九
八
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
北

飾
郡
杉
戸
町
大
字
杉
戸
字
雅
楽
二
千
五
百
十
四
外
十
一
筆 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
領
家
五
―
一
五
―
一
七 

 
 

三
和
興
産 

株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

星
野 

忠
司 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
病
院
事
業
告
示
第
七
号 

 

平
成
十
五
年
埼
玉
県
病
院
事
業
告
示
第
六
号
（
埼
玉
県
病
院
事
業
に
係
る
料
金
の
う
ち
病
院
事

業
管
理
者
が
定
め
る
額
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

名 

和 
 

 

肇 
 

 
 

 

表
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

身
体
検
査
（
試
験
検
査
を
除
く
。
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
算
定
方 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

法
に
準
じ
て
得
た
額
に
百
分
の
百 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
反
応
検
査
及
び
予
防
接
種 

 
 

 
 

 
 

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
算
定
方 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

法
に
準
じ
て
得
た
額
に
百
分
の
百 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
た 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

だ
し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

算
定
方
法
の
規
定
に
定
め
が
な
い 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

薬
剤
料
等
は
、
使
用
薬
剤
等
の
購 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

入
価
額
を
基
準
と
し
て
百
分
の
百 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

同
表
の
備
考
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
告
示
第
七
号 

 

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
が
適
用
さ
れ
る
建
設
工
事
の
請
負
契
約
並
び
に
建
設
工
事

に
係
る
設
計
、
調
査
及
び
測
量
の
業
務
の
委
託
契
約
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
建
設
工
事
の
請
負
等
の

契
約
」
と
い
う
。）
の
う
ち
、
平
成
二
十
四
年
度
に
お
い
て
埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者
及
び
そ
の

委
任
を
受
け
た
者
が
締
結
す
る
契
約
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
に
つ
い

て
、
次
の
と
お
り
定
め
た
。 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者 

加 

藤 

孝 

夫 
 

 
 

一 

一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格 

 
 

建
設
工
事
の
請
負
等
の
契
約
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
入
札
参

加
資
格
認
定
申
請
を
し
て
、
資
格
が
あ
る
旨
の
認
定
（
以
下
「
認
定
」
と
い
う
。）
を
受
け
、

被
認
定
者
名
簿
に
登
載
さ
れ
た
者
と
す
る
。 

二 

認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
者 

 
 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

イ 

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者 

 

ロ 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
財
務
規
程
（
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規

程
第
十
七
号
）
第
百
六
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者
及
び
そ
の
委

任
を
受
け
た
者
が
締
結
す
る
契
約
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
者 

 

ハ 

埼
玉
県
下
水
道
局
建
設
工
事
請
負
等
競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成

二
十
二
年
埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
告
示
第
七
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
埼
玉
県
建
設

工
事
請
負
等
競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
六
年
埼
玉
県
告
示
第
千
百

八
号
）
第
十
四
条
第
一
項
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
又
は
同
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ

り
資
格
者
名
簿
か
ら
抹
消
さ
れ
、
当
該
抹
消
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者 

 

ニ 

入
札
公
告
日
以
後
開
札
日
ま
で
に
、
埼
玉
県
下
水
道
局
建
設
工
事
等
暴
力
団
排
除
措
置
要

綱
（
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
施
行
。
埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者
決
裁
）
に
基
づ
く
入
札

参
加
除
外
の
措
置
を
受
け
て
い
る
期
間
が
あ
る
者 

 

ホ 

入
札
公
告
日
以
後
開
札
日
ま
で
に
、
下
水
道
局
の
契
約
に
係
る
入
札
参
加
停
止
等
の
措
置

要
領
（
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
施
行
。
埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者
決
裁
）
に
基
づ
く
入

札
参
加
停
止
の
措
置
を
受
け
て
い
る
期
間
が
あ
る
者 

 

ヘ 

建
設
工
事
の
請
負
契
約
に
あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

 
 

⑴ 

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受



け
て
い
な
い
者 

 
 

⑵ 

入
札
参
加
資
格
認
定
を
申
請
し
た
日
か
ら
一
年
七
月
前
の
日
以
後
の
日
を
審
査
基
準
日

と
す
る
建
設
業
法
第
二
十
七
条
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
経
営
に
関
す
る
客
観

的
事
項
に
つ
い
て
の
審
査
（
以
下
「
経
営
事
項
審
査
」
と
い
う
。）
を
受
け
て
い
な
い
者 

 

ト 

測
量
業
務
の
委
託
契
約
に
あ
っ
て
は
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）

第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
て
い
な
い
者 

 

チ 

建
築
関
連
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
の
委
託
契
約
に
あ
っ
て
は
、
建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
て
い
な
い
者 

 

リ 

暴
力
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律

第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
そ
の
事

業
活
動
を
支
配
し
て
い
る
場
合
そ
の
他
暴
力
団
員
と
の
関
係
が
特
に
認
め
ら
れ
る
場
合
で

あ
っ
て
、
埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者
が
不
適
格
と
認
め
る
者 

三 

認
定
を
受
け
る
た
め
の
要
件 

 
 

認
定
を
受
け
る
た
め
の
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
。 

 

イ 

建
設
工
事
の
請
負
契
約
に
あ
っ
て
は
、
入
札
参
加
資
格
認
定
を
申
請
し
た
日
か
ら
一
年
七

月
前
の
日
以
後
の
日
を
審
査
基
準
日
と
す
る
経
営
事
項
審
査
の
総
合
評
定
値 

 

ロ 

年
間
平
均
完
成
工
事
高
、
年
間
平
均
業
務
実
績
高
又
は
年
間
平
均
売
上
高 

 

ハ 

自
己
資
本
額 

四 

認
定
申
請
の
方
法
及
び
資
格
の
有
効
期
間 

 
 

入
札
公
告
に
お
い
て
定
め
る
。 

 

 

 



雑 
 

報 

  
公
営
住
宅
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
七
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
飯
能
市
に
代
わ
っ
て
市
営
住
宅
及
び
共
同
施
設
（
以
下
「
市
営
住
宅

等
」
と
い
う
。
）
の
管
理
を
次
の
と
お
り
行
う
こ
と
と
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
住
宅
供
給
公
社
理
事
長 

水 

島 
 

 

茂 
 

 
 

 

一 

管
理
を
行
う
地
方
住
宅
供
給
公
社
の
名
称 

 
 

 

埼
玉
県
住
宅
供
給
公
社 

 

二 

管
理
を
行
う
市
営
住
宅
等
の
名
称 

 
 

 

飯
能
市
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
一
年
飯
能
市
規
則
第
八
号
） 

 
 

別
表
第
一
に
掲
げ
る
市
営
住
宅
等 

 

三 

管
理
の
内
容 

 
 

イ 

法
第
三
章
の
規
定
に
よ
る
市
営
住
宅
等
の
管
理
（
家
賃
の
決
定
並
び
に
家
賃
、
敷
金
そ 

 
 

 
 

 
 

 

の
他
の
金
銭
の
請
求
、
徴
収
及
び
減
免
並
び
に
入
居
者
の
募
集
、
道
路
占
有
許
可
等
及
び 

 

 
 

 

駐
車
場
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
） 

 
 

 
 

ロ 

そ
の
他
前
記
イ
に
付
随
す
る
業
務 

 

四 

管
理
を
行
う
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 

      



雑 
 

報 

  
公
営
住
宅
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
七
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
松
山
市
に
代
わ
っ
て
市
営
住
宅
及
び
共
同
施
設
（
以
下
「
市
営
住

宅
等
」
と
い
う
。
）
の
管
理
を
次
の
と
お
り
行
う
こ
と
と
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
住
宅
供
給
公
社
理
事
長 

水 

島 
 

 

茂 
 

 
 

 

一 

管
理
を
行
う
地
方
住
宅
供
給
公
社
の
名
称 

 
 

 

埼
玉
県
住
宅
供
給
公
社 

 

二 

管
理
を
行
う
市
営
住
宅
等
の
名
称 

 
 

 

東
松
山
市
市
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
年
東
松
山
市
規
則
第
九
号
）
別
表
第
一
に 

 

 
 

掲
げ
る
市
営
住
宅
等 

 

三 

管
理
の
内
容 

 
 

イ 

法
第
三
章
の
規
定
に
よ
る
市
営
住
宅
等
の
管
理
（
家
賃
の
決
定
並
び
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